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　第 4号刊行にあたり

　本学会の会員の多くが所属する新潟県立大学人間生活学部は、開設後 4年、全学年がそ
ろった完成年度となりました。この 4年間の入試の平均志願倍率は10倍を超え、在学生に
対するアンケート調査によれば、学生の授業満足度等は非常に高く、「入学して良かった」
という回答も多いです。また、最初の卒業生となる 1期生の進路内定率は、人間生活学部
では 2つの学科ともに100%です。外部機関による大学全体の評価もよく、とりわけ、教
育に関する事項、研究に関する事項、地域貢献に関する事項について高い評価を受けてい
ます。これは、教職員と学生が一丸となって努力してきた結果であり、多くの人々のご支
援の賜物であります。
　『人間生活学研究』第 4号をお届けします。新潟人間生活学会は、新潟県立大学人間生
活学部の教員有志によって設立されて 4年、いろいろな課題をかかえながら、学会として
のシステムづくりに一歩一歩取り組んでまいりました。昨年度査読の見直しを行ったこと
を受けて、今年度「投稿論文の査読に関する内規」を作成しました。また、投稿する際に、
「責任著者確認書」を提出していただき、投稿論文に対して論文の責任著者を明確にする
とともに、論文内容が既に他の学会誌等に公表または投稿されていないことを確認いたし
ます。さらに、投稿論文のすべての著者に対して「著作権委譲・利益相反申告書（全著者用）」
を提出していただき、論文の作成にどのように貢献したかを明確にするとともに、論文の
著作権を本学会誌に委譲するかどうか等についてもお尋ねいたします。来年度は、学会誌
の一層の充実に努めるとともに、学術大会の改革も行っていくつもりです。
　新潟人間生活学会は、すべての学会員のためにあります。学問に対して真摯に向き合い、
共によりよい学会をつくっていきたいものです。そのための忌憚のないご意見を頂戴でき
れば幸いです。

　平成25年 3 月

� 新潟人間生活学会会長　　大　桃　伸　一
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誤概念修正教授方略としての反証法と融合法の再検討

斎藤　　裕

Re-examination of the Disproof method and the Unified method as the 
Teaching Strategy in order to Rectify Learner's Misconceptions

Yutaka SAITO.

キーワード：反証法　融合法　教授方略  誤概念

Key Words：  Disproof method  Unified method  Teaching Strategy  Misconceptions

問題と目的
　これまで、誤概念を修正する方略として「誤
知事例」（学習者が例外と判断してきた事例）
を先行的に用いる方略（対決型）と「正知事例」
（学習者が事例と判断しやすい事例）を先行的
に用いる方略（懐柔型）の２つのタイプが、学
習者の誤概念所持が明らかとなった当初から提
案されてきた。ここで言う『誤概念』とは、「素
朴概念」とも「ミスコンセプション」とも言わ
れるもので、学校の授業等で意図的・計画的に
学ぶ内容とは異なり、自然事象や社会事象につ
いて持ってしまっている自分なりの考え（概念）
−それは多くの場合、教授−学習目標となる概
念（“ルール”と言ってもよい）に対して妨害
的・対立的に働く−を意味する。1960 年代に、
このような知識の存在に気づき、それを「ル・
バー」（学習目標となる「ルール」に対立する
という意味）と名づけた教育心理学者の細谷純
（当時、国立教育研究所所属）は、その組み換
えこそが教育活動の根幹をなすものであり、そ
のための教授方略として以下の２方略を提案し
ている（1975�1976）。①ル・バーに基づいて推
論すれば誤答するような発問を先行させる教授
方略（前述；誤知事例先行−対決−型）：『ド
ヒャー型ストラテジー』（細谷呼称），②ル・バー
に基づいて推論しても正答が得られる発問を先
行させる教授方略（（前述；正知事例先行−懐
柔−型）：『じわじわ型ストラテジー』（細谷呼称）
−「ドヒャー」とは、ル・バーからの予想が外

れた時の驚きを表したもので、「じわじわ」とは、
正しいルールが学習者に徐々にしみこんでいく
様を表したものである。
　近年、これらの事例が概念のどの様相に効果
的なのか、また配列順序に効果の違いがあるの
か、についても研究がなされている。細谷の薫
陶を受けた伏見陽児は、誤知事例は概念の「外
延」の拡大に、正知事例は「内包」の充実に有
効（1991a�b）で、その意味おいて、学習すべ
き概念について学習者がその外延を誤って特
殊化しており、かつ内包を十分に把握してい
ない場合、「正知事例→誤知事例」の事例配列
が「誤知→正知」より対象概念の修正・組み換
えに効果的であるとまとめている（1992）。ま
た、事例の配置順ではなく、上記２つのストラ
テジーを組み合わせて３種目のストラテジーを
構想し、その有効性を確かめようとする研究も
2000 年代に入って始まっている。進藤聡彦ら
は、この３種目の教授方略（「まず誤概念を適
用した場合に正しい解決ができない問題を提示
し、続いて誤概念を持っていても解決可能な類
似の問題を提示する」という教授方略）を『融
合法』と命名し、他の２種に対する優位性を主
張している（2006）。
　誤知事例は、「ル・バー」及び「ドヒャー」「じ
わじわ」型ストラテジーを提案した細谷自身
が「予想のはずれは、それだけでは必ずしも次
の思考の方向性まで示すとは限らない」（p.72）
とコメントしている（1975）ように、学習者に
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認知的葛藤はもたらすが、正しい概念獲得の方
向性を明示する力は弱い。ル・バーと組み換え
型ストラテジーに関するこれまでの研究成果を
レビューした工藤与志文（2011）もル・バー対
決型（ドヒャー型）ストラテジーの問題点とし
て「葛藤そのものは学習者を動機づけるかもし
れないが、方向づける働きを持たない」（p.319）
という点を挙げている。進藤らが提唱した「融
合法」は、この欠点を解消しようとするもので
あろう。−なお、進藤らは「ドヒャー型」を「反
証法」と「じわじわ型」を「迂回法」と呼称し、
両者を組み合わせたものとして「融合法」を提
唱しており、今後本研究では、これに倣って、
この３種の名称を用いることとする。
　確かに、学習者の持つ誤概念と矛盾する事象
を単に提示するだけではその修正に十分な効果
を持たないかもしれない。だからこそ、進藤ら
は反証法に迂回法を取り込む形で融合法を着想
したのであろう。しかし、“迂回”的に正知事
例を盛り込むのではなく、反証法で用いる事例
を複数化し、その事例でのルール成立を丁寧に
説明するという、言わば修正型反証法は考えら
れないだろうか。進藤らの研究における反証法
では、その１事例のみでルール成立説明がなさ
れるのみである。彼らは誤知事例のより詳細な
解説は非効果的である、同一問題の説明の繰り
返しは学習者の認知構造の変化をもたらさない
と考えている（「情報量の増加によって反証群
が融合群と同様の効果を上げるかどうかは疑問
である。なぜなら、同一問題での説明の繰り返
しは学習者の認知構造の変容をもたらしにくい
と考えられるからである」（p.170））。たった１
つの事例を用いるだけならば、その指摘は正し
いのかもしれない。では、同一ではない誤知事
例を複数加え、その詳細な説明を付与した場合、
それでも反証法は非効果的なものであろうか。
「誤知」である事例・事象は必ずしも１つでは
ない。進藤らの研究で用いられている反証法は
１事例で行われており、融合法は、その事例に
加えて少なくとも２事例が迂回法的に付け加え
られているのである。反証法は、何も１事例の
みに制限されるものではないと考える。様々な
事態において想定される「誤知」を取り上げて
学習者に提示し、その説明（『事例』となる説明）

を行うという反証法が重要なのではないだろう
か。誤知事例は、実物を伴って提供されると、
これまで考えられていた以上に効果が発揮され
るという結果もある（斎藤 2011・2012）。これ
らのことを考慮し、今回、進藤らの研究と同様
な教授内容で、かつその融合法で用いられた（正
知）事例数と同数の誤知事例を反証法として用
意して両者比較を行い、反証法・融合法の有効
性の検討を改めて行うことを、本実験の目的と
したい。

予　想
　誤知事例が概念の外延に効果的であるこれま
での研究成果を踏まえれば、本研究で用いる反
証法は、
（1）概念の外延に関する問題で、融合法より効
果を発揮するだろう。
（2）迂回法的色彩を併せ持つ融合法等の比較
で、誤知事例でも「事例」的説明を複数行うこ
とにより、内包の充実についても、有効となる
であろう。

方　法
１. 実験の概要
被験者は、県立大学・保育福祉系学部学科１、
２年生 68 名。実験は著者の授業時間を用いて
集団で実施された。被験者には、２種類のテキ
ストがランダムに配布され、融合群（32 名）・
反証群（36 名）が構成される。彼らは、テキ
スト内の指示に従って問題を解き、その解説を
読むことで学習を進め（途中、納得度等の質問
にも答える）、最後に、学習内容に関するまと
めの問題（事後テスト）に解答することが求め
られている。学習は、個別学習で各自のペース
が守られたため、所要時間としては幅があり、
事後テストを含め、30 〜 40 分となった。
　なお、被験者となる学生に対する倫理的配慮
として、テキスト表紙に①学習内容は中学校理
科レベルで新奇な内容でなく、心理的苦痛はな
いと思われること，②この教授−学習実験に参
加することは、担当者の講義及び他の科目の成
績とは全く関係がないこと，③解答結果は定量
的な分析を行うので、個人が特定されることは
全くないこと，④解答は選択肢を選ぶものが主
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で、かつ正答と解説がついており、身体的心理
的負荷は殆どないと思われること，⑤それでも
心配がある者及び学習内容−理科分野−に拒否
反応がある者は、学習活動に参加しない−調査
冊子を白紙で提出する−ことが可能なこと，が
明記されており、かつ口頭でもその旨の説明を
行った。また、併せて本実験は今回のみで、所
要時間は各自のペースによるが 30 分程度を予
定しており、当該講義全体に大きな支障をきた
さないことも伝えている。
２. 学習内容とテキスト構成
　学習内容は、「空気（大気）の押す力・気圧（大
気圧）」である。この内容は、前述の進藤らの
ものとほぼ同じである。ただ、彼らは「大気の
中では大気圧が働いている」という事実とそれ
によって生ずる現象の理解（端的に言えば、「注
射器で“30cc”の真空を維持させるためにピス
トンを引き留める力と“50cc”の真空を維持す
るためにピストンを引き留める力とは同じであ
る」ということを、大気の存在とそこに存在す
る“分子”のぶつかる力の違いで理解する）を
学習内容としているのに対し、本研究では「私
たちはいつも空気に押されている。だから、大
気の中では必ず大気圧が働く。空気の量が多け
れば（あるいは「濃く（＝圧縮）」なれば）、そ
の力は強くなり、“圧”も大きくなる。逆に空
気の量が少なくなれば（あるいは「薄く」なれ
ば）、その力は弱くなり、“圧”も小さくなる。」
という明確なルールをその学習目標とし、その
ルールにも続く事例の提示と説明の理解を学習
内容としている。本実験は、このルールの学習
における事例選択の問題として２つの教授方略
−反証法と融合法−を捉え直そうとするもので
ある。その意味では、進藤らの研究・実験より、
教科学習的・教育実践的な学習内容となってい
ると言えよう。この２種の教授方略の違いに
よって、上記２群が設定されることになる。両
群で用いられるテキストは、両群に共通な部分
と固有な部分（提示される事例及び説明の相違）
とで構成される。テキストで用いられた「発問」
と「解説」を資料に示す。以下は、両テキスト
の概要である。

〔概要〕
【共通部分】

Ⅰ導入
　大気圧についての説明−学習内容となるルー
ル；「私たちはいつも空気に押されている。だ
から、大気の中では必ず大気圧が働く。空気の
量が多ければ（あるいは「濃く（＝圧縮）」な
れば）、その力は強くなり、“圧”も大きくなる。
逆に空気の量が少なくなれば（あるいは「薄く」
なれば）、その力は弱くなり、“圧”も小さくな
る。」の提示を含む。
Ⅱ事前問題
　誤概念（「真空が大きいほど吸い寄せる力（及
びそれを維持する力）は大きい」）の所持を被
験者（学習者）に自覚させる問題。注射器を用
いて、30cc の真空と 10cc の真空とでピストン
を抑えている力の大小を問う問題である。答え
のみが提示され、その意外度（４段階；1. 非常
に意外　2. ちょっと意外　3. なんとなく知って
いた　4. ちゃんと知っていた）も問われる。

【融合群】
　事前問題に引き続き、「注射器」が例示さ
れ、１.“栓”をしていない場合、２.（栓をし
て）ピストンを押し込んだ場合、３.（栓をして）
ピストンを引っ張った場合、その内部と外部の
空気の状態を考えさせ、「大気圧」の学習を進
める方略群である。
　この群では、事例すべて、注射器を用いたも
のであり、事前問題（誤概念・喚起問題）と一
連の流れで学習を進めていくこととなる。提示
さえる問題が同種の器具を用いたものであり、
当初に誤概念を想起させた後、最初の問題で得
た手がかりを連続的に適用させ、その範囲を拡
大させていくという教授方略となっている。
Ⅲ注射器開放系問題群
　出口を塞いでいない（栓をしていない）状態
で、注射器内部と外部の空気の状態を、（1）分
子のぶつかる回数、（2）それによって生ずるピ
ストン内外の力の差異、が問われ、その後、正
答と解説が示される。
Ⅳ注射器密閉系問題群①（圧縮）
　出口を塞いで（栓をして）ピストンを押し
込み（100cc → 50cc）、Ⅲと同じ問題が問われ、
正答と解説が示される。
Ⅴ注射器密閉系問題群②（希薄１）
　今度は、出口を塞いだ（栓をした）ままピス
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トンを引っ張り（100cc → 200cc）、Ⅲ・Ⅳと同
じ問題が問われ、正答と解説が示される。
Ⅵ注射器密閉系問題群③（希薄２）
　もっとピストンを引っ張った（→ 300cc）問
題設定で、Ⅴと同じ問題とⅤとの比較問題−（3）
ピストンの内側の力比較、（4）外側の空気の力
比較−が問われ、その後、正答と解説が示され
る。

【反証群】
　事前問題に引き続き、被験者にとって誤知で
あろう事例が複数示されることとなる。それぞ
れの事態における空気（大気）の状態を考えさ
せることによって、大気圧の学習を進める方略
群である。
　この群は、融合群とは異なり、提示される内
容（問題）が被験者にとって“誤知”であるこ
とが予想されるものである。喚起された誤概念
が様々な事態で確認され、そしてそれの修正を
図るという教授方略となっている。言わば、誤
概念と正面から対決し、その修正を繰り返し図
るという教授方略となっている。
Ⅲストロー問題１（開放系問題群）
　コップにストローをさした状態で、ストロー
内と外（大気）とで、（1）密度差、（2）圧力差
が問われ、その後、正答と解説が示される。
Ⅳストロー問題２（密閉系問題群①−吸引）
　ストローを吸っている状態で、（1）ストロー
内の空気の量、（2）圧力差、が問われ、Ⅲ同様、
正答と解説が示される。
Ⅴ水充填ビン逆転問題１（密閉系問題群②−通
常大気）
　ビンに水をなみなみと入れてフタをし、ひっ
くり返した状態で“水圧”と“大気圧”とを比
較する問題。（1）水がフタを押す力と空気（大
気）がフタを押す力の大小比較、（2）どのくら
いの「重さ」までフタは耐えられるか、が問題
であり、その後、正答と解説が示される。
Ⅵ水充填ビン逆転問題２（密閉系問題群②−希
薄大気＜富士山頂＞）
　Ⅴの問題状況を富士山頂で問う。（1）水の“力”
の変化、（2）大気の“力”の変化、（3）どのく
らいの「重さ」までフタは耐えられるか、が問
われ、正答と解説が示される。

【共通部分】

Ⅶ事前問題類似問題群（注射器問題群）
　真空状態（300cc 及び 100cc）で分子の存在
や「力」の差異等が問われる。まず、１. ①密
閉され、真空となった空間（真空①；300cc）
において、（1）分子の有無、（2）ピストンを押
す力の有無、次に２. 真空②（100cc）において
も同様に問われ、最後に、３. 真空①（300cc）
と真空②（100cc）とで、ピストンを引き留め
る力に差があるか−事前問題とほぼ同じ問題−
に解答が求められるとともに、正答及びその解
説と“ルール”が提示され、学習活動が修了する。
　学習活動修了後に、ⅰ）事前問題の理解度
（４段階；1.�全く理解できなかった　2.�少しし
か理解できなかった��3.�わりと理解できた　4.�
十分理解できた）、ⅱ）面白さ評定（４段階；
1.�全く面白くなかった��2.�少し面白くなかった��
3.�わりと面白かった��4.�とっても面白かった）、
ⅲ）知識変化の意識度（２段；・持った�・持
たなかった）が問われる。なお、問題（Ⅲ〜Ⅶ
−１）の解説後に「納得度」（できる・できない）
が尋ねられている。
３.事後テスト
　事後テストは「文正誤問題」である（TABLE
１参照）。正誤が求められる文は８つであるが、
①，③，⑤，⑥は、進藤らに倣ったフィラー問
題である。②，④，⑦，⑧の４文が今回の学習
内容に関するものであり、前３文が新たな事態
においても大気圧の存在と意味が理解できてい
るかを判定するもの（②；ペットボトルの中の
空気を抜くと潰れる事態　④掃除機の吸引　⑦
吸盤）で、最後の１文⑧は、大気圧の性質を問
う問題（空気の濃度と大気圧の関係）である。
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結果と考察
（1）予備的検討
　２群の等質性を確認するために、事後テスト
において進藤らの研究と同様なフィラー問題を
４問（文）用いたが、これらの正答率に有意な
群差は見られなかった（TABLE２参照）。また、
この４問の正答率は 25 〜 60％程度で、全般的
に正答率は低い。
　その意味では、今回被験者となった大学生の
理科領域の学力は、等質的ではあるが、十分な
ものではないと言えるだろう。これらの問題に
関する理科領域の学習支援は、別稿として研究

課題としたい。
 （2）「誤知」事例であることの確認
　事前問題における正答者数は、融合群（37 名）
が３名（9.4％）、反証群（36名）が６名（16.7％）と、
極めて少ない（TABLE３参照）。誤答を見ると、
“30cc”を選んだ者が融合群で 22 名（68.3％）、
反証群で 24 名（66.7％）となっている。また、
この問題の正答が示された後の「意外度」を見
ると、両群ともその数値は低く（TABLE３参
照）、みな意外に思っていることがわかる（１：
非常に意外⇔４：ちゃんと知っている）。
　これらの結果から、大部分の被験者が「真空

はモノを引き寄せる力を持
つ．真空が大きければ、そ
の力も大きくなる」という
誤概念を持っていると見做
すことができる。その意味
において、この問題例は、
学習者（被験者）に自らの
予想がはずれた驚きを与え
ており、融合群にとっても、
反証群にとっても、「誤知」
事例として位置づいている
と言えよう。
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 （3）学習プロセス
　テキストにおける各小問の正答率（及び正
答者数）と解説・納得率（及び納得者数）を
TABLE４に示す。
　融合群は、全ての小問−解説に対して納得者
が、全体の９割を超えている。また、各小問の
正答率を見ると、「注射器開放系問題群（1）−
ピストンの内側・外側で分子のぶつかる回数差
を問う問題」、「注射器密閉系問題群③（希薄２
→ 300cc）（4）ピストンを押す空気のの力比較
− 200cc�vs�300cc −」以外の正答率は 75％以
上となっており、学習は概ねスムースに進行し
たと言えよう。この結果は、進藤らとほぼ同様
なものとなっている。提示された問題例は、学
習者にとって「正知」事例として機能していた
と考えられる。
　一方、反証群を見ると、「誤知」事例として
想定した３問（ストロー吸引状態におけるスト
ロー内外の圧力差問題、水圧と大気圧との差問
題１・２）においてその正答率は低い傾向を示
している。特に、通常大気状態で示される水充
填ビン逆転問題（密閉系問題群②）の正答率は、
他の問題の正答率と比較して明らかに低く、ま
たその解説に対しても、多くの者が納得してい
ない（36 名中 13 名が非納得者）。この結果は、
被験者にとってこれらの問題が、予想通り「誤
知」事例的であったということを示していよう。
その意味では、この群での学習は、融合群とは
異なり、スムースに進行していたとは言えない。
しかし、水充填ビン逆転問題２（密閉系問題群
②−希薄大気＜富士山頂＞）では“１”よりも
正答率が上昇しており、また、その納得者も多
くなっている（36 名中 33 名）。
　この結果を見ると、「誤知」事例を複数用い
ることにより、学習はスムースには進まないが、
最終的には提示された新しいルールの信用度

（納得度）は高めることができたと考えられる。
（4）第１誤知事例（事前問題）類似問題の正
答率・納得度及び理解度
　TABLE５に、両群のこの問題に関する一連
の小問の正答率及び納得度・理解度を示す。
　この結果を見ると、最初の「真空− 300cc 状
態」に関する小問の正答率において、反証群の
方が融合群に比して低い。特に、“分子”が登
場する小問の正答率の差は大きい（ｐ＜ .10）。
反証群において、この一連の小問に戸惑いがあ
ると言ってよいかもしれない。テキストには登
場していない“分子”が、ここでいきなり登場
してきて、その存在が問われているからであろ
う。
　しかし、この問題の解説・納得度は、反証
群において 94.4％であり、以降、両群に正答率
の差は見られない。統計的有意差ではないが、
事前とほぼ同じ（事前：10cc�vs�30cc　事後：
100cc�vs�300cc）問題の正答率は、反証群の方
が良い（反証群：86.1％　融合群：75.0％）。理
解度においても、両群とも平均 2.9（（４段階；
1. 全く理解できなかった�⇔�4. 十分理解できた）
で、差は見られない。進藤らの研究では理解度
において融合群の方が反証群より有意に高いと
いう結果が出ているが、本研究は異なる結果と
なっている。
　これらの問題の正答率及び理解度の結果は、
反証法が融合法よりも劣っているという事実は
ないということを示していると言えよう。反証
事例についても、複数の事例を用い、ルールを
関連させながら、丁寧な説明を加えていけば、
十分にその内容（ルール）を理解させられるの
である。

（5）テキストの面白さ評定及び知識変化の意識
　テキストの面白さ評定において、両群に差は
見られない（TABLE６参照）。
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本実験では、両群ともテキスト読解方式である
ため、反証群で用いた事例（問題）の面白さが、
さほど「衝撃」的ではなかったのであろう。「誤
知」ではあるが、「ドヒャー」度合いは低かっ
たと思われる。以前、著者の実験（斎藤　2011�
2012）では、「読み物」より「実物」の方が、
面白がる（そして、それは「誤知」の方がより
強い）傾向が見られた。その点を考慮すれば、
今回、テキスト読解方式であったため、反証群
における誤知事例の面白さが十分に発揮できて
いなかったと推察される。
　進藤らの研究では、反証群の方が融合群に比
して面白さ評定に低い傾向があったとされてい
る。しかし、今回の結果は、それとは異なって
いたという点を強調しておきたい。反証群にお
いて誤知事例数を増やした結果、その面白さを
進藤らの研究より上積みしたと言えるのではな
いだろうか。それは、「知識変化の意識」の結
果も裏付けている。進藤らの研究では、融合群
の方が反証群よりも「変わった」と言う者が有
意に多いと報告されているが、今回そのような
事実は全くない。むしろ、反証群の方が融合群
よりも「変わった」と言う者の比率が高いくら
いである（統計的には有意ではないが）。
　反証群の被験者は、融合群の被験者と同等以
上に“大気圧”の学習がなされた−知識の組み
換えがなされた−と言えるのではないだろう
か。予想（2）は、「知識変化意識」において反
証群が融合群と同等以上であったこと、及び「理
解度」も両群に差は見られなかったことを踏ま
えれば、十分とは言えない
が、一定の意味を持ってい
ると判断できよう。

（6）事後テスト結果
　事後テスト結果（当該
教授−学習内容関連問題）
の正答率及び正答者数を
TABLE７に示す。

　事後テスト問題で融合群の正答率が７割を超
えたものは、「大気圧の性質を問う問題文；⑧」
のみである。一方、反証群は、「掃除機吸引問
題文；④」以外、７割を超える正答率であり、
「ペットボトル問題；②」「吸盤問題；⑦」では、
融合群よりも有意に高い正答率を示している。
進藤らの研究では、融合群・反証群とも差なく
これらの問題の正答率は低く、「テキストでは
注射器に基づいて『真空は物を吸い寄せる力を
持つ』という考えは誤りであることを示したが、
それだけでは“掃除機”や“吸盤”といった
道具についての問いには転移は生じなかった」
（p.169）と述べている。しかし、今回、反証群
は「掃除機の吸引」までは思いは至らなかった
（正答率が低い）が、「ペットボトルが潰れる理
由」については９割以上が正答できるし、「吸
盤が吸い付く理由」についても７割以上が正答
できている。彼ら・反証群においては、一定程
度事例の広がりをもってルールを理解できてい
る可能性が高いと推察されよう。誤知事例を複
数用いたことにより、概念の外延が広がって
いったと考えられる。
　これまでの「誤知」事例の役割が、ここでも
確かめられた。予想（1）は確認されたと言える。
融合群では「誤知」１事例と「正知」事例の組
み合わせだったため、また、進藤らの研究にお
ける反証群でも誤知事例が１事例のみであった
ため、両群とも結果的に概念の外延の広がりを
保証しえなかったと考えられる。

総合討論
　今回の実験結果から、反証法は進藤らが言う
ほど効果が薄いものではないことが明らかと
なった。
　事後テスト結果を見れば、事例への拡がりは
融合法よりありそうである。これは、伏見（1995）
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が誤知事例の効果は外延の拡大にあると述べて
いることと繋がるのであろう。また、本研究で
規定した「反証法」が従来の「ドヒャー型」と
異なっているという指摘があるのかもしれな
い。今回、誤知事例を複数用い、かつ、その説
明を加えて『ルール』へとまとめている（「事例」
としての意識化を促す）からである。
　前述したように、この「対決型」ストラテ
ジーの問題点として指摘されてきたこと、つま
り「『誤知』であるが故にもたらされる心理的
葛藤は学習を動機づけはするが、方向づけはし
ない」ということからわかるように、このスト
ラテジーは「誤知」である事例の提示（それも
インパクトを持った１事例を想定）をその特徴
とするのであり、用いる（誤知）事例の複数化
やましてその説明（ルールの事例化）の付与を
想定したものではない。しかし、著者は、「反
証法」をそのように狭くとらえる必要はないと
考える。反証法をそのように狭くとらえ、用い
る事例を１つに拘れば、進藤らの指摘：「同一
問題での説明の繰り返しは学習者の認知構造の
変容をもたらしにくい」（p.170）は妥当ではあ
るかもしれない。しかし、彼らが「反証事例に
出あった後には、使いやすい課題に即して必要
な手がかりを使わせ、その適用範囲を拡大して
いくという学習＜融合法＞」（p.170）の重要性
を指摘するのと同じくらいの意味を持って、今
回の反証法（新・反証法と言ってもよいかもし
れない）；複数の問題状況を提示し、それが「誤
知」であることの説明を通して、学習目標とな
る『ルール』の事例化を促す教授−学習法）、
の重要性もまた指摘しておきたい。
　「ドヒャー型」・「じわじわ型」を提唱した細
谷は、また、以下のような学習プロセスを「生
兵法実践主義」と名づけ、その重要性を指摘し
ている（1974）。−「既知の事実の中で、教え
たいと願う法則が重要な役割を演じているもの
を選んで『事例』へと昇格させ、その少数の『事
例』を（過度に）一般化させることによって『法
則−したがって初めは仮説』を導き出させてそ
こから今度は演繹的に『事例』を予測させて、
新『事実』の発見を通して『仮説』を『法則』
へと高めていく。」（p.69）このやり方を麻柄は
「験証法」と名づけ、その効果の検証も行って

いる（1994）。
　今回の反証法は、この視点から見れば、「験
証法的反証法」と名づけてもよいかもしれない。
確かに、これまでの研究結果から見れば、単に
誤知事例を提示するだけでは十分な学習効果は
得られないことはわかる。細谷（1974）は言う。
「法則がわかるということは、それが支配する
たくさんの『事例』に対して自由に使えるよう
になることだ�。」（p.69）
　「誤知」を複数意識させ、かつ、ルールとの
関連性を明示しながらそれらを確実に「事例」
する（説明を加える）方略を採っていけば、反
証法は融合法以上の効果を持つ可能性を秘めて
いるのではないだろか。験証法との関連も含め
て、新しい反証法の確立を模索していく必要が
あると考えている。
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る映像及び実物使用教材と文章教材の差異　人間生
活学研究　No.3　65 -74
進藤聡彦�麻柄啓一�伏見陽児　2006　誤概念の修正に

有効な反証事例の使用方略�−「融合法」の効果−
　教育心理学研究　54　162 -173

資料  テキストで用いられた発問と解説の概略

〔両群 共通〕
Ⅰ 導入：大気圧についての説明及びルールの提示
　私たちの住む地球には、当たり前ですが、空気（大気）が取り巻いている。�････中略････�私たちはいつも空
気に押されている。　････中略････　大気の中では必ず大気圧（気圧）が働くことになる。空気の量が多ければ（あ
るいは「濃く（＝圧縮）」なれば）その力は強くなり、“圧”も大きくなる。逆に空気の量が少なくなれば（あるいは「薄
く」なれば）その力は弱くなり、“圧”も小さくなる。

Ⅱ 事前問題（誤概念の確認）
２つの注射器がある。最初、Ａの注射器は10cc分、Ｂの注射器は30cc分、ピストンを引き出す。そして、ピスト
ンが動かないよう（もどらないよう）におさえながら、注射器の中の空気を抜く。10cc分の空気を抜いたＡの注
射器と30cc分の空気を抜いたＢの注射器、ピストンをおさえている力はどちらの方が大きいか。（図略）／�ａ�Ａ
の注射器（10cc抜いてある）方��ｂ�Ｂの注射器（30cc分抜いてある）方�ｃ�同じ
　正答は“ｃ”の「同じ」である。この答に対する意外度はどの程度か。／�1 .�非常に意外である　2.�ちょっと意
外である　3.�なんとなく知っていた　4.�ちゃんと知っていた

〔反証群〕
Ⅲ�開放系問題（ストロー問題①；コップにストローをさす−図略）
ⅰ）�ストローの中の空気（ア）の状態と周りの空気（イ）の状態とで、その「濃さ（密度）」は同じか。／�ａ�違う、
ストローの中の空気（ア）の方が「密度」が大きい�ｂ�違う、周りの空気（イ）の方が「密度」が大きい�ｃ�同じ
ⅱ）�空気の分子がぶつかると大気（空気）の「力」が生ずる。空気圧＝いわゆる大気圧（気圧）だ。ストローの
中の空気（ア）がストローに入り込んでいる水を押す「圧力」と周りの空気（イ）が水を押している「圧力」と、
その大きさは同じか。／�ａ�ストローの中の空気（ア）の方が大きい��ｂ�周りの空気（イ）の方が大きい��ｃ�同じ
〔正答〕ⅰ）�ｃ　　ⅱ）�ｃ

〔解説〕�ストローはただコップにさされただけなので、その中の空気は周りの空気とつながっていて、何ら変わ
りはない。その「濃さ（密度）」は同じで、その水を押す「（空気）圧」も同じことになる。ストローの中の水
も外と同じ圧がかかっているのだから、ストローの中の水は動かない。ストローをさしただけでは、ストロー
の中の水は上がってこないのだ。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

�Ⅳ 密閉系問題１（ストロー問題②；ストローを吸う－図略）�
ⅰ）�ストローを吸った時、ストローの中の空気はどうなるか。／�ａ�どんどん減っていくｂ�むしろ、増えていく��
ｃ�同じ
ⅱ）�では、ストローの中の空気（ア）がストローに入り込んでいる水を押す「圧力」と周りの空気（イ）が水を
押している「圧力」と、その大きさは同じか。／�ａ�ストローの中の空気（ア）の方が大きい��ｂ�周りの空気（イ）
の方が大きい��ｃ�同じ
〔正答〕ⅰ）�ａ　　ⅱ）�ｂ
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〔解説〕ストローを吸うという行為は、直接的にはストロー内の空気を吸い出すという行為で、外部の大気圧に
対してストロー内部の気圧を低くする行為ということになる。これによりストロー内の液体表面だけが大気か
らの圧力より小さくなるが、コップの液体表面では、大気圧の重みがかかっている状態に変わらない。常に大
気圧に押さえ付けられている液体はより低い気圧のほうへ押し出されることになり、したがって、空気が吸わ
れて減り、圧が低くなっているストロー内部の水位が上昇することになる。別の言い方をすれば、「液体には常
に大気圧がかかっており、ストロー内を減圧する事で大気圧とストロー内気圧の間に差異が発生し、この差異
の力の分だけ液体がストロー内を上へ押し上げられる」と言える。　液体をストロー上方へ運ぶ直接的な力は、
コップの液体にかかっている空気の重さ、すなわち大気圧の力そのモノなのだ。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

Ⅴ 密閉系問題２（水充填密閉ビン逆転問題①；通常気圧－図略） 
　直径10㎝のガラスのビン（１ℓ容器）に水を満たしてプラスチックの板で蓋をする。それをすばやく逆さまに
して、板から手を離しても板は外れず、水はこぼれなかった。
ⅰ）�ビンの中の水がプラスチック板を押す力と下から空気がプラスチック板を押す力とどちらが大きいか。�／�ａ�
水の方が大きい��ｂ�空気方が大きい��ｃ�同じ
ⅱ）�プラスチック板にフックを取り付けて、オモリをぶら下げる。どれくらいの重さまで耐えられるか。�／�ａ�
500g��ｂ�5kg��ｃ�50kgを超えてもまだ大丈夫
〔正答〕ⅰ）�ｂ　　ⅱ）�ｃ

〔解説〕水の重さよりも大気圧による力の方が大きいので、ひっくり返しても板は外れない。それぞれどれくら
いの力がかかっているのだろうか。水は１ℓで10kgである。板は水の重さがそのまま力としてかかるので、
10kg重の力でおされていることになる。空気の方はどうか。ビンの口の直径が10㎝なので、その面積は約78平
方㎝となる。大気圧の大きさは、１平方㎝あたり１kgの重さ（力）だ。１kg重／平方㎝×78平方㎝（面積分）で、
78kg重の力で下から押されていることになる。ビンの中にある１ℓの水くらい（10kg）、らくらく支えること
ができる。それだけでなく、78kgを超えない限り、プラスチックの板は外れない。50kgのオモリは十分つるせ
るのだ。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

Ⅵ 密閉系問題３（水充填密閉ビン逆転問題①；山頂－図略）�同じことを、今度は富士山の山頂でやってみる。
ⅰ-1）�ビンの中の水がプラスチック板を押す力は、変わるか。�／�ａ�小さくなる��ｂ�大きくなる��ｃ�同じ
ⅰ-2）�下から空気がプラスチック板を押す力は、変わるか。�／�ａ�小さくなる��ｂ�大きくなる��ｃ�同じ
ⅱ）�同じようにプラスチック板にフックを取り付けて、オモリをぶら下げる。地上では50kgを超えても大丈夫だっ
た。今度はどうなるか。�／�ａ�地上（ふもと）の時よりも軽いオモリしか吊り下げられない��ｂ�地上（ふもと）
の時より重いオモリを吊り下げられる��ｃ�地上（ふもと）の時と同じ
〔正答〕ⅰ-1）�ｃ　　ⅰ-2）�ａ　　ⅱ）�ａ

〔解説〕気圧は、大気圧とも言うように大気（空気）の重さによる圧力である。したがって、上に乗っている空
気の量によって変わる。高い山の上では乗っている空気の量が少ないので気圧は小さくなる。山に100ｍ登ると
約10％減る。富士山頂は標高3776ｍなので、気圧は地上の60％程度になってしまう。富士山頂では、地上（ふ
もと）ほどの力が空気にはない。60％程度の力しかないのだから、プラスチックの板を下から支える力は、
78kg重の60％、すなわち約50kg重しかないのだ。水の重さは山頂でも変わらず10kgだから、富士山頂では
50kgオモリを吊り下げることはできない。大気の中では必ず大気圧（気圧）が働いている。空気の量が多けれ
ば＜あるいは「濃く（＝圧縮）」なれば＞その力は強くなり、“圧”も大きくなる。逆に空気の量が少なくなれ
ば（あるいは「薄く」なれば）その力は弱くなり、“圧も小さくなるのだ。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

〔融合群〕
Ⅲ 注射器開放系問題
　注射器は100cc分、ピストンを引き出す。先には何もつけていないので、そこから、中に空気が入ってくる。
まわりと変わらない100cc分の空気が注射器の中にもあることになる。ピストンが動かないように力を加えなく
とも、ピストンはそのままだ。なぜ、動かないのか、「空気」の存在から考えてみよう。
ⅰ）�空気の分子がぶつかると大気（空気）の「力」が生ずる。空気の分子がぶつかる回数はＡ面（ピストンの内側）
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とＢ面（ピストンの外側）では、どちらが多いか。分子の密度を考えて答えよ。�／�ａ�Ａ面��ｂ�Ｂ面��ｃ�同じ
ⅱ）�では、「注射器内の空気がピストンの内側を押す力（ア）」と「外側の空気がピストンを外から押す力（イ）」とは、
同じか。�／�ａ�違う、（ア）の方が大きい　　ｂ�違う、（イ）の方が大きい　　ｃ�同じ
〔正答〕ⅰ）�ｃ　　ⅱ）�ｃ

〔解説〕　注射器の先はふさがっていないので、注射器の内部の空気と外の空気はつながっている。したがって、
その両者の「密度」も変わらない。密度が同じなので、ぶつかる回数も同じ、力も同じである。ピストンが動
かないように力を加えなくとも、ピストンはそのまま動くことがないのだ。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

Ⅳ 注射器密閉系問題１（圧縮）
　今度は、先の状態で注射器の先をふさぐ。そしてピストンを押し込んで100ccあった空気を50ccに圧縮した。
外の空気と比べて、注射器内の空気の「密度」を大きくしたことになる。
ⅰ）�空気の分子がぶつかる回数はＡ面（ピストンの内側）とＢ面（ピストンの外側）では、どちらが多いか。分
子の密度を考えて答えよ。／�ａ�Ａ面��ｂ�Ｂ面��ｃ�同じ
ⅱ）�では、「注射器内の空気がピストンの内側を押す力（ア）」と「外側の空気がピストンを外から押す力（イ）」とは、
同じか。�／�ａ�違う、（ア）の方が大きい　　ｂ�違う、（イ）の方が大きい　　ｃ�同じ
〔正答〕ⅰ）�ａ　　ⅱ）�ａ

〔解説〕　注射器内の空気の方が外の空気よりも密度が高いので、空気の分子がぶつかる回数はＡ面の方が多く
なる。空気の力だけ考えれば、“ア”（注射器内の空気がピストンの内側を押す力）の方が、“イ（外側の空気が
ピストンを外から押す力）”よりも大きい。“イ”の力が“ア”より小さいので、ピストンを動かないように止
めておくためには、ピストンを押し込んで（“イ”の力に人の力を足す）“ア”の力とつりあうようにしなけれ
ばならない。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

Ⅴ 注射器密閉系問題２（希薄化①）
　今度は、ピストンを引き出して100ccあった空気を200ccにした。中の空気は外の空気と比べて薄くなった。注
射器内の空気の「密度」を小さくしたことになる。
ⅰ）�空気の分子がぶつかる回数はＡ面（ピストンの内側）とＢ面（ピストンの外側）では、どちらが多いか。分
子の密度を考えて答えよ。／�ａ�Ａ面��ｂ�Ｂ面��ｃ�同じ
ⅱ）�では、「注射器内の空気がピストンの内側を押す力（ア）」と「外側の空気がピストンを外から押す力（イ）」とは、
同じか。�／�ａ�違う、（ア）の方が大きい　　ｂ�違う、（イ）の方が大きい　　ｃ�同じ
〔正答〕ⅰ）�ｂ　　ⅱ）�ｂ

〔解説〕注射器内の空気の方が外の空気よりも密度が小さいので、空気の分子がぶつかる回数はＢ面の方が多く
なる。、空気の力だけ考えれば、“イ”の方が、“ア”よりも大きい。“ア”の力が“イ”より小さいので、ピス
トンを動かないように止めておくためには、ピストンを引っ張って（“ア”の力に人の力を足す）、“イ”の力と
つりあうようにしなければならない。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

Ⅵ 注射器密閉系問題３（希薄化②）
　もっと、ピストンを引き出す。300ccまでにした。中の空気は外の空気と比べてもっと薄くなった。注射器内の
空気の「密度」をより小さくしたことになる。
ⅰ）�空気の分子がぶつかる回数はＡ面（ピストンの内側）とＢ面（ピストンの外側）では、どちらが多いか。分
子の密度を考えて答えよ。／�ａ�Ａ面��ｂ�Ｂ面��ｃ�同じ
ⅱ）�では、「注射器内の空気がピストンの内側を押す力（ア）」と「外側の空気がピストンを外から押す力（イ）」とは、
同じか。�／�ａ�違う、（ア）の方が大きい　　ｂ�違う、（イ）の方が大きい　　ｃ�同じ
ⅲ）�「注射器内の空気がピストンの内側を押す力（ア）」は、200cc引き出した時と比べて、同じか。�／�ａ�違う−
200cc時の方が大きい��ｂ�違う−300ccの時の方が大きい��ｃ�同じ
ⅳ）�「外側の空気がピストンを外から押す力（イ）」は、200cc引き出した時と比べて、同じか。�／�ａ�違う−
200cc時の方が大きい��ｂ�違う−300ccの時の方が大きい��ｃ�同じ
〔正答〕ⅰ）�ｂ　　ⅱ）�ｂ　　ⅲ）�ａ　　ⅳ）�ｃ
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〔解説〕注射器内の空気の方が外の空気よりも密度が小さいので、空気の分子がぶつかる回数はＢ面の方が多く
なる。200ccまで引き出した時と同じように、空気の力だけ考えれば、“イ”の方が、“ア”よりも大きい。では、
“ア”の力は、200cc引き出した時と300ccまで引き出した時とでは、どうちがうのだろう。今回、ピストンを
300ccまで引き出したので、２200ccの時よりも内部の空気はより薄くなっている。密度はより小さいと言える。
したがって、“ア”は、300ccまでピストンを引き出した時の方が小さくなる。一方、“イ”は、外の空気には変
化がないので、何ら変わらない。ピストンを動かないように止めておくためには、200ccの時よりは、よりピス
トンを引っ張って（“ア”の力に人の力を足す）、“イ”の力とつりあうようにしなければならない。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

〔両群 共通〕
Ⅶ 事前類似問題（注射器；真空問題群－図略）
①注射器の中に300cc分の真空を作り、ピストンが動かないように指で止めている。
ⅰ）�空気の分子がぶつかると大気（空気）の「力」が生ずる。注射器の内部−ピストンの内側（Ａ面）にぶつか
る空気の分子はある。�／�ａ�ある��ｂ�ない
ⅱ）�では、ピストンの内側（Ａ面）を押す力（ア）は、どうなっているか。�／�ａ�ピストンを外（Ｂ面）から押す力（イ）
以上の力がある��ｂ�ピストンを外（Ｂ面）から押す力（イ）と同じ力がある��ｃ�ピストンを外（Ｂ面）から押す力（イ）
よりは小さいが、あることはある��ｄ�ない
〔正答〕ⅰ）�ｂ　　ⅱ）�ｄ

〔解説〕注射器の内部は「真空」だ。空気の分子は存在しない。したがって、ピストンの内側（ア）を押す力も
ない。ピストンには外（イ）からのみ押されることになる。それは、いわゆる「大気圧」である。指はこの「大
気圧」に負けないようにピストンを止めているのだ。「空気があれば、それ（空気）によって何かしらの力が生
じる。なければ、空気による力は生じない」と考えることができる。

◆�納得度判定：�・納得できた　・納得できない

②今度は注射器の中に100cc分の真空を作り、ピストンが動かないよう指で止めている。
ⅰ）�注射器の内部−ピストンの内側（Ａ面）にぶつかる空気の分子はあるか。／�ａ�ある��ｂ�ない
ⅱ）�では、ピストンの内側（Ａ面）を押す力（ア）は、どうなっているか。／�ａ�ピストンを外（Ｂ面）から押す力（イ）
以上の力がある��ｂ�ピストンを外（Ｂ面）から押す力（イ）と同じ力がある��ｃ�ピストンを外（Ｂ面）から押す力（イ）
よりは小さいが、あることはある��ｄ�ない
ⅲ）�「指」でピストンを止めている力は、真空を300cc作った時と100cc作った時と比べて、どちらが大きいか。
両者の、「ピストンの内側を押す力（ア）」と「ピストンを外から押す力（イ）」に着目して答えよ。�／�ａ�300cc
真空を作った時の方が大きい��ｂ�100ccの真空を作った時の方が大きい��ｃ�同じ
ⅲ）の正答は、“ｃ”（ⅰ）-“ｂ”ⅱ）-“ｄ”）。真空が大きくなると、その真空を維持するための力も大きくなる
ような気がするが、そうではないのだ。「空気があるかどうか・空気があればその量はどれ程か」が問題なのである。

　大気の中では必ず大気圧（気圧）が働くことになる。空気の量が多ければ（あるいは「濃く（＝圧縮）」なれば）
その力は強くなり、“圧”も大きくなる。逆に空気の量が少なくなれば（あるいは「薄く」なれば）その力は弱
くなり、“圧も小さくなる（空気がなくなれば、“０”になる）。

〔理解度判定〕「注射器・真空問題」の正解が“ｃ”の『同じ』であることは、理解できたか。�／�1 .�全く理解できなかっ
た���2 .�少ししか理解できなかった��3 .�わりと理解できた　4.�十分理解できた

〔面白さ判定〕このテキストの一連の課題は面白かったか。�／�1 .�全く面白くなかった��2 .�少し面白くなかった��3 .�
わりと面白かった��4 .�とっても面白かった

〔知識変化の意識〕このテキストを学習して、『空気の力・大気圧』と『真空』についての捉え方が変わったとい
う感覚を持ったか。�／�ａ�持った��ｂ�持たなかった
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1．目的
　保育実践の方法は、平成元（1989）年の幼稚
園教育要領の改訂が一つの転換点になってい
る。このときの改訂で、第１章総則の冒頭に「幼
稚園教育の基本」という項目が設けられ、「幼
稚園教育は、幼児期の特性を踏まえ環境を通し
て行うものであることを基本とする」ことが明
示された。そして、幼児の主体的な活動を促す
こと、幼児の自発的な活動としての遊びを通し
て総合的な指導をおこなっていくこと、幼児の
一人一人の特性に応じて発達の課題に即した指
導を行うようにすることの３点が重視すべき事
項として示された。幼稚園教育要領は平成元年
の改訂後、平成 10 年、平成 20 年にも改訂が実
施されてきたが、この「幼稚園教育の基本」に
明示された考え方はずっと継承されてきてい
る。また保育所保育指針も平成 20 年に告示化
され、環境を通しての保育を基本とする等の考
え方は共通である。
　子どもの自発的な活動としての遊びが心身の
調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であ
ることを考慮して、遊びを通しての総合的な指
導、環境を通しての保育を、保育の基本として
位置づけている現在、こうした保育の実践方法
について、どのような研究発表がなされている
のだろうか。そのうち、子どもの自発的な活動
としての遊び場面を対象とした発表はどの程度
なされ、またどのような傾向となっているのか、
その動向を探ることを目的とする。

2．方法
　2008 年から 2012 年の直近 5年間分の日本保
育学会大会論文集のうちの「保育の方法」「保
育内容 I」「保育内容 II」「保育環境」「乳児保育」
の区分で発表されているものを対象として検討
することとした。「保育の方法」の区分のみで
なく他の 4 つの区分も検討の対象に加えたの
は、実践の方法は保育内容とも不可分の関係に
あり、「保育内容」区分での発表においても実
践方法につなげて論じているものが数多く見ら
れたことから、「保育内容 I」「保育内容 II」の
区分も対象とすることとした。更に平成元年の
幼稚園教育要領の改訂以来、環境を構成すると
いうことが保育の基底的な方法となっているこ
とも考え合わせ「保育環境」の区分も対象とし
た。「乳児保育」の区分においても、3歳未満
の幼児の保育実践場面をとりあげ方法に言及し
ているものもあったことから、検討対象に加え
ることとした。

3．結果及び考察
（1）概要
　上記の 5区分での発表数は 2008 年から 2012
年の5年間の合計で1206件であった。本論では、
保育における実践方法について検討するため、
1206 件のうち養成校での学生を対象とした教育
方法や、家庭の親子を対象とした支援方法など
についての発表は除外した。結果、分析対象と
なったのは893件となった。内訳を表1に示す。
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表 1　発表数
発表年 2008 2009 2010 2011 2012 合計

5区分
発表総数 205 247 209 299 246 1206

除外した
発表数 50 78 57 76 52 313

分析対象
発表数 155 169 152 223 194 893

　分析対象となった発表について、保育の 1日
の流れを念頭に、まずは「遊び・活動の場面」
と「生活の場面」に分類することとした。さら
に、「遊び・活動場面」については、子どもが
自発的に環境にかかわって展開する遊びの場面
を「好きな遊び場面」（「自由遊び」とも呼ばれ
る）とし、クラスで歌を歌ったり絵を描いたり
などの活動が設定される場面を「活動設定場面」
として分類することとした。また、遊び場面も
生活場面も含めて、園での 1日の生活全体につ
いて扱っているものについては「保育全般」と
して分類した。分類された実数を表 2に、割合
を図 1に示す。
　
表 2　発表内容の分類
　 2008 2009 2010 2011 2012 合計

好きな
遊び場面 35 51 38 52 52 228

活動設定
場面 65 57 63 101 76 362

保育全般 23 31 29 48 48 179
生活場面 26 18 10 17 15 86
その他 6 12 12 5 3 38

図 1　発表内容の割合

　割合としては、活動等の設定場面についてと
りあげたものが 4割程度と最も高い。次いで、
好きな遊び場面が 2〜 3割程度、保育全般（遊
び場面も生活場面も含む）が 2割程度、そして
1割程度が生活の場面となっている。近年の実
践方法に関する発表において、子どもの自発的
な活動としての遊び、すなわち「好きな遊び場
面」を対象とした発表は 2〜 3割と、その占め
る割合は高いとはいえない状況であることが明
らかとなった。
　各々の研究発表の内容傾向について、以下に
「保育全般」「生活場面」「活動設定場面」「好き
な遊び場面」の順で述べていきたい。

（2）「保育全般」について
　遊び場面も生活場面も含めてとりあげている
発表の中で比較的よく見られたのが、一人の子
どもに焦点をあて、その理解のあり方から保育
方法を探っているものであった。たとえば、佐
木ら1）は、保育者として気になる子どもについ
ての理解をどのようにすればいいかをさぐり、
そこからその子どもへのかかわりがどのように
あればいいかを見いだしていっている。保田ら
2）も、ある子どもの行為と保育者とのかかわり
を記録し、その記録分析を通して幼児の行動の
意味を複数の保育者で考え合い、保育行為のも
つ意味を考察している。久保ら3）は、担任する
4歳児 2名とのかかわりについての保育記録を
分析し子どもと保育者の関係を省察している。
そして、保育は保育者と子どもの一対一の「個」
の関係を基盤にしながら「集団」の関係性も育
てることであり、個人への保育の意図が、集団
の中でどのように影響し合うのかなども、繰り
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返し省察することが必要だとしている。
　次いであげられるのは、遊びや生活場面の中
で見られる子どもの特徴的な姿を切り口としな
がら、その行動の意味や、保育者の援助につい
て考察している発表であった。たとえば、栗原4）

は、3歳児の入園直後の 5月に盛んに子どもか
ら発せられる「ちょっときて」と保育者を連れ
て行こうとする姿に着目し、保育記録の事例分
析からその意味（社会的参照、補助自我、補助
行為、共同体験による共感、自分の世界への臨
場要求）を明らかにしている。そして幼稚園と
いう集団保育の場所で、子ども一人ひとりが主
体的に自立した生活を実現するため、このよう
な過程を豊かに、丁寧に、共に体験することを
保育援助として認識していく必要性を述べてい
る。また丸田5）は、幼稚園 3歳児の気持ちの切
り替え場面での子どもの姿の特徴と、その育ち
を支える保育者のかかわりについて考察してい
る。気持ちの切り替え場面は、人とのかかわり
を経験する場面と、生活習慣を身につける場面
で多く、前者では子どもは何度も同様の場面を
経験することが必要であり、保育者はその都度
丁寧にかかわること、後者の場面では子どもが
必要感を感じて取り組めるような環境を整えた
り配慮することが大切であるとしている。榎田
6）は、探索行動のうち取り上げられることの少
なかった、人への探索行動に着目し、1歳児の
探索行動における「見る」ことの意味を明らか
にしている。参加観察による事例収集分析から、
子どもの「見る」ことは根源的な自発行為であ
り、それが探索行動へとつながっているにも関
わらず、「見る」ことは大人の目にとまりにく
い行為であり、むしろその後派生する「取る」「ふ
ざける」行為に目が向けられがちであるが、子
どもが何を「見てとった」のか、そのことへ関
心を向けるまなざしが保育者には求められると
している。
　その他には、保育の営みで実施されている「ク
ラス替え」や、「テイーム保育」などについて
とりあげたものがあった。桃枝7）は、進級に伴
うクラス替えは、既成集団の解体と新集団への
移行を経験することとなり、その子どもたちが
クラスをどのように捉え生活しているかを観察
事例分析と保育者へのインタビューを通して検

討している。子どもたちは新しいクラスの一員
として明確な意識を持ち生活しながらも、状況
によって制度的なクラスの枠を超え行動してい
ること、明確なクラスの境界と、曖昧なクラス
の境界が存在し、そこには年少時からの仲間関
係が影響していることを明らかにしている。そ
こでは保育者がクラスの境界を越える関係作り
を意識して保育実践していること、つまり保育
者のクラス運営に対する考え方や実践が子ども
の行動に影響を与えていることを見いだしてい
る。
　テイーム保育については、岸ら8）が補助的教
師の役割に焦点をあてている。現状では、補助
的教師は担任教師の単なる「お手伝い」的役
割（「サブ・テイーチャー」）とみなされてお
り、教師間の連携の仕方が固定化した役割構造
となっているとし、テイームとしての保育力が
有効に機能する構造とはどのようなものかを検
討しようとしている。複数の教師による恊働的
な実践が行われている幼稚園での参与観察によ
る事例の分析を行い、補助的教師の保育行為を
12 カテゴリーに分類している。そして、テイー
ム保育における補助的教師について「アソシ
エート・テイーチャー」という新しい役割概念
を提案している。

（3）「生活場面」について
　保育における生活場面の中では、食事場面（食
育関連も含む）をとりあげた発表が多く、他に
は片付け、帰りの会の場面などがあった。
　食事場面については、小島9）・磯部10）らの実
践事例分析による発表などがあげられるだろ
う。散歩の途中でカヤの実を拾ったときの子ど
もからの「食べられる？」という問いから出発
し、その実をたくさん拾って餅作りをしたり、
食べ終わった実を使ってネックレスやコマを
作ったりといった活動へと発展していった実践
事例の分析から、「食」が生活の中に織り込ま
れることで、子どもの園生活はさらに生活実感
を伴ったものとなること、「食」の活動を意味
ある保育内容とするためには、「食」が子ども
の生活から遊離したものではなく、まさに生活
そのものとなるような実践方法をとる必要があ
るとしている。また、入澤・賽川・砂上11）は、



− 16 −

人間生活学研究　第4号　2013

昼食時の、保育所と幼稚園での保育者の発話と
行動を分析し、保育者が大切にしていることを
明らかにしている。保育所 1、2 歳児では「モ
デリング−代替」「身体的接触」が多く、これ
は 1、2 歳児にやり方を無理なく知らせ意欲を
もたせるため、身体接触は安心感を持たせ集中
できるようにしているからであるとしている。
幼稚園５歳児では、「言葉プロンプト」「モデリ
ング−共同」が多くみられ、これは言葉でのや
りとりが上手になること、集団に指示を出す際
に有効な手段であること、モデリングは子ども
ができることが多くなっているために、保育者
が一緒に行いながらその行動を身につけられる
ようにするためであるとしている。
　片付けの場面については、幼稚園の 3、4 歳
児の登園から一斉活動までの観察事例の分析
と、子ども及び保育者へのインタビュー調査と
によって、片付けと遊びの関連、片付けについ
ての子どもの意識、保育者の意識と役割を検
討している永瀬ら12）の発表などがあげられる。
遊びの時間の充実と時間、及び遊びを切り上げ
るタイミングが片付けに影響していること、片
付け活動には、保育者の意図やかかわりの影響
に加え、友達と充実した遊びが片付け活動にお
いても、お互いの行動を助長していることにつ
ながっていることを明らかにしている。
　帰りの会については、幼稚園教諭に対して、
「帰りの会」の中でどのような活動を行い、ど
の程度の時間の使い方をしているのかといった
会自体の持ち方ついて質問紙調査を行っている
請川13）の発表などがあった。「帰りの会」の持
ち方は園毎に決まっているというわけではない
が、そのやり方は似通ったものになっている（良
くも悪くも再生産されやすい）こと、子どもの
年齢毎に内容に違いがみられることを明らかに
している。内容は保育者の裁量に任せられてい
るところが大きく、保育者の重視していること
14）としては、落ち着いた状態で帰ること、明
日もわくわくした気持ちで園にきてくれること
などであるとしている。

（4）「活動設定場面」について
　活動設定場面については、どのような援助方
法が子どもたちのより豊かな表現等を引き出す

ことになるのかといった発表が多く見られた。
　造形的な活動設定場面としては、たとえば島
田15）が、保育者の「好きなように」「よく見る
ように」といった言葉がけに着目している。ま
た奥16）は、0〜 3 歳児の描画過程でおきる模倣
の特徴とその意義を明らかにしている。
　身体表現では、下釜ら17）が、題材に関する
知識を子どもが得ることによって、より豊かな
身体表現を引き出すことができるのではないか
と考え、うさぎの動く様子のビデオを視聴する
以前と以後の子どもの身体表現を録画分析して
いる。知識の提供と、保育者が子どもとの応答
の中でイメージを深め、動きを引き出す言葉が
けをすることによって、豊かな身体表現が引き
出せるとしている。
　音楽的な表現活動場面では、梅澤ら18）が、
幼児の「両手で打つ」活動の特性に焦点をあて、
どのような活動の条件が、子どもたちのリズム
表現性を引き出すのかという観点から 5歳児の
実践を分析している。
　運動的な場面としては、野田ら19）が、縄跳
びの活動をとりあげ、縄跳びができるように
なった結果にのみ関心を向けるのではなく、ど
のように意欲的に取り組みできるようになった
かというプロセスに視点をあてる必要があると
し、実践事例をあげて検討している。
　子どもが話す活動場面をとりあげたものとし
ては、中島ら20）が、4歳児クラス全員の幼児が
合同で物語を創作する「お話作り」の実践を通
して、幼児がどのように考え表現の喜びを経験
しているのか、そこでの保育者の援助のあり方
を検討している。幼児のアイデアは、生活経験
や興味関心に基づいた具体的なものであるこ
と、起きた事柄がすぐ解決に向かうなどの特徴
がみられ、保育者の問いかけ、ポイントの明示、
話を整理する言葉がけ、見てわかる絵の提示な
どの援助があること、活動を毎日繰り返すこと
で、子どもの理解や共感性が高まることを見い
だしている。
　絵本の読み聞かせ場面を取りあげたものとし
ては、久留島ら21）が、保育者の非言語的応答
に着目している。5歳児クラスで絵本読み聞か
せ場面のビデオ撮影を行い、保育者の発話、発
言児の発話、非言語的応答、間（3秒以上の沈
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黙を「意図的な間（ま）」としている）の回数
と特徴について、保育者と教育実習生の比較分
析を行っている。保育者の方に意図的な間が多
く、意図的な間では応答性と選択性のある注視
が伴うという特徴があった（実習生はサーチラ
イト的）。保育者の意図的な間は、「エスタブ
リッシング・ショット（場面の変わり目を知ら
せる）」的な役割を果たし、幼児の絵本のイメー
ジの共有に寄与していることが推測されるとし
ている。
　また、幼稚園の生活の中でのクラス全員で行
う「集い」場面全体に着目したものもあった。
前田22）は 3 歳児が、絵本を読んだり、手遊び
をしたりする「集い」場面で、どのようなきっ
かけで夢中になるのかを明らかにし、その集い
の中での保育者の役割について検討している。

（5）「好きな遊び場面」について
　子どもが自ら環境にかかわって展開する遊び
の場面をとりあげたものは 5年間の合計で 228
件あり、その発表内容は以下のように大きく 3
つに分類できると考えられた。
　一つは、保育の物的な環境をどのように構成
するかという観点からとりあげたもので「環境
構成」として分類した。二つめは、子どもが自
ら遊んでいる中で歌う姿はどのように現れてく
るかといったように、ある領域の視点から子ど
もの姿をとらえ、保育者としての子ども理解の
あり方やそこからみえてくる援助方法について
考察したものである。これらを「ある領域から」
として分類している。三つめは、子どもが自ら
が遊びを展開しているクラス全体を、保育者が
どのようにとらえて援助していったらよいかと
いった内容である。ここでは「全体的」として
分類している。
　年ごとに分類した結果を表 3に、5年分の合
計数を比率であらわしたものを、図 2に示す。

表 3　「好きな遊び場面」発表数
発表年 2008 2009 2010 2011 2012 合計
総数 35 51 38 52 52 228
環境構成 16 14 11 12 13 66

ある領域
から　 12 23 15 27 27 104

全体的　 7 12 10 9 9 47
その他 　0 2 2 4 3 11

図 2　「好きな遊び場面」の発表内容（割合）

　割合としては「ある領域から」が 4割強と最
も高いが、音楽的表現領域からとらえたもの、
造形的表現領域からとらえたもの、身体的表現
領域とらえたもの、人とのかかわりの面からと
らえたもの、身近な自然とのかかわりをとらえ
たものと、その内容は幅広い。次いで「環境構
成」の面から子どもの遊びをとらえ、そのあり
方を考えていくものが 3割程度、好きな遊びの
場面全体をどのように支えていくかといったも
のが 2割程度となっている。
　
１）　環境構成のあり方について
　まずあげられるのが、園庭の環境のあり方に
ついてとりあげたものである。たとえば、矢尾・
河邉23）は、戸外での活動が持続・発展的に展
開するために、どのような園庭環境が必要であ
るかについて実証的に明らかにするために、園
庭に新たな環境を付加し、子どもたちがそれを
どのように使用して活動を展開していくかを観
察している。その事例分析から、拠点を成立さ
せるための遊具が幼児の活動の持続・発展に影
響を与えることを明らかにしている。そして、
内部者と外部者にとって拠点の意味などについ
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ても考察を行っている。松山24）・丸田25）も、園
庭環境に対しては「もともとそうあるもの」と
捉えがちであり、室内ほど遊びに応じて環境を
構成してきていないとし、園庭の使われていな
かった空間を改善し、その場がどのように遊び
の場となっていったかという一連の流れを記録
し考察している。使われていなかった空間は、
その場で伝承されて来た遊びや遊んだ経験がな
いために、イメージが誘発されにくいという特
徴があり、活用される場になるためには保育者
が環境を整えることは欠かせないが、それだけ
でなく、遊びを進めていく子どもと保育者が共
に視線を並べ、遊びの意図を共有させていくこ
とが重要であるとしている。また、内村・井上・
前原26）らは、園庭環境の構成、再構成が子ど
もの遊びにどのようにかかわるかを春、夏、秋、
冬にわけ、それぞれの季節で特徴的な環境の構
成を明らかにしている。
　他には、園庭の一部分の環境に焦点化し、そ
の環境のあり方を探っているものもある。たと
えば、0歳から砂場遊びを継続観察し、0・1歳
児の砂遊びと砂場環境の意味について考察した
笠間27）の研究などがあげられる。
　室内の環境に関しては、乳児保育室におい
て、テーブルと椅子、ダンボール製の家を設置
するなどの空間を生み出したあとの遊びの変化
や、部屋の中央に間仕切りを置き、静的遊びと
動的遊びの２つの空間に区切った場合の遊びの
変化を追っていくなど、アクションリサーチ的
な方法で環境の構成のあり方と遊びの変化につ
いて検討している村上ら28）�29）の発表があげら
れるだろう。同じくアクションリサーチ的方法
で、山田30）は、一般的にどこの園でもみられ
る絵本コーナーに着目し、保育者が実践可能な
コーナー設定上の用件を探っている。5歳児 2
クラスを対象に、最初に既存のコーナー状況の
把握を行い、調査者の提案で改良を加えながら
の観察を繰り返し行っている。その事例分析か
ら、空間設定上のポイントについて、空間的な
独立性の確保のため家具で囲まれた空間とする
こと、広すぎない空間の組み合わせにすること、
じっくり読めるゾーンや図鑑を中心とする調べ
物ゾーンなどの複数の場所を用意することなど
を明らかにしている。

　また園内外全体の環境についてとりあげたも
のもみられた。藤田31）は園内における子ども
の遊び観察を行い、更に公園での観察や実験の
データも重ねあわせた分析から、子どもの遊び
動線と空間的要素・特徴の対応関係について明
らかにし、こども一人ひとりの遊びを促すよう
な遊びの場の計画につなげようとしている。
　
２）ある領域からの子ども理解や援助のあり方
について
　自ら環境にかかわって遊ぶ場面での子どもの
姿をある領域からとらえ、保育者の援助方法等
について考察しているものとして比較的よくみ
られたのが、子どもの音楽的な表現についてと
りあげているものであった。たとえば、持田ら
32）は、3歳児の遊び場面での自然観察を実施し、
ビデオ記録や筆記記録を行っている。遊びの中
で出てきた子どもの音楽的表現についての事例
をメロデイ、リズム、ハーモニーの視点から分
析し、保育者は子どもが知覚経験から音楽的好
奇心を持ち、自由に表せる環境をつくり、また
そのモデルであることの大切さを指摘してい
る。さらに子どもの音楽的表現が、感じたこと
を表すだけでなく、他とリズムを合わせること
で創造的な広がりをみせることを見出し、保育
者には子ども自らが他とリズムを合わせる音楽
的な環境を探り、そのプロセスを大切にした援
助が求められるとしている33）。また、香曽我部
34）は、自由な遊びの場面で子どもが生み出す
音に着目し、ビデオデータを用いた相互行為分
析を取り入れて考察している。遊びの中で幼児
によって素材から生み出される音は、身体と素
材のインタラクションであること、道具を介し
て生み出される音は、その道具に埋め込まれた
幼児が属するコミュニテイの文化的、社会的文
脈性を背景としていると述べている。
　製作する子どもの姿を遊びの場面でとらえ、
子どもの製作活動の広がりと深まりの援助につ
いて考察したものとしては、濱名ら35）が 4 歳
児 3クラス 3名の保育者をビデオ録画しその過
程を分析しているものなどがあげられる。4歳
児の製作に有効な援助として、課題解決的援助
と、保育者がさりげなく子どものモデルとなる
よう自らが製作を楽しみ興味を持たせ、素材や
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作る方法を間接的に学ばせる援助の 2つをあげ
ている。更に 4歳児のイメージの広がりで大切
なのは、素材に対する感性であり、保育者は素
材そのものの良さを十分に理解していることが
重要であるとしている。伊藤ら36）も、身近な
造形素材の重要性を踏まえ、素材として「布」
があまり活用されていないことに焦点をあてて
いる。遊び環境の中に時期に応じて子どもたち
が布を自由に扱えるよう箱などに入れて設置
し、その実践記録をもとに、布にかかわる子ど
もの遊びの変化や育ちを明らかにしている。ま
た、柴坂ら37）は、入園から卒園まで園生活の
自由遊び時間に製作活動を好んで行った男児に
焦点を当て、ビデオやフィールドノート等から
その男児の記録を抽出し、その子どもにとって
製作活動が園生活でどのような意味をもってい
たかを考察している。その男児にとって製作活
動は自分を集中できる活動であり、そのため不
安な時期には製作活動によって安定し、共同製
作ではしぜんとリーダーシップがとれるものと
なったのではないかとしている。
　子どもの動きについてとらえていったものと
しては、たとえば山西38）の発表があげられる。
幼児期の運動発達には、さまざまな動きを自発
的に経験することが重要であるとし、園での戸
外遊びは、幼児が自分たちの興味・関心に基づ
き多様な動きを経験できる機会と捉えている。
また少子化の進む今日、異年齢交流を経験でき
る場としても意義があるとし、園庭での異年齢
児が集う自発的遊びに注目し、幼児がどのよう
に身体の動きを経験しているかを検討してい
る。年下児は年上児の動きに影響を受け、困難
な動きにも意欲的に挑戦し、年上児の動きを身
近に目にすることでどのように身体を動かすの
か具体的イメージをつくりやすく、また困難さ
のイメージを変化させ乗り越えやすくなってい
るのではないかとしている。
　子ども同士の人間関係に焦点をあてたものと
しては、松浦ら39）の「葛藤体験」に焦点をあ
てているものなどがあげられる。「葛藤体験」
を他者の気持ちを汲み取り、思いやりの気持ち
が育つことにつながると考え、観察事例の中か
ら、子どもが自らの気持ちを受け止め、振り返
り、気持ちを立て直して再度かかわりをもとう

とする事例をとりあげ、その体験を支えるため
の保育者の援助40）について考察している。ま
た森41）は、3歳児クラスの自由遊びの時間帯で
の観察を行い、フィールドノートをもとに作成
した事例と保育者のインタビューから、3歳児
の他者とのかかわりを支える保育者の役割等を
分析している。
　自然環境とのかかわりでは、小川ら42）が、
３歳児クラスにおいて、昆虫好きの保育者が幼
児に昆虫飼育についてどのような働きかけをし
ているかを保育者の言葉かけを中心に検討して
いる。分析の結果、知識全般に関する言葉かけ
が約 5割、触れ合いに関する言葉かけが約 3割
となっており、この保育者のクラスの子どもた
ちは、他の昆虫の飼育をしていないクラスの子
どもたちに比べて昆虫の名前や変態の知識を獲
得しており、保育者の言葉かけが幼児に幼虫に
対して親しみを持たせていることが示唆された
としている。また、箕輪43）は、砂にかかわる
子どもに対する保育者の援助についてとりあげ
ている。子どもたちの砂場遊び経験によって援
助は異なると考え子どもの年齢ごとに援助を検
討し、３歳児では環境を構成する、子どもの要
求に対する応答をする、モデルをみせるという
特徴があること、４歳児では遊びをリードする、
子どもの要求に応答しイメージを広げるという
特徴があること、５歳児では気づきを促し遊び
を深めるといった援助の特徴があることを明ら
かにしている。また、田尻ら44）は、菩提樹の
幹の穴をめぐって、その中に何があるか知りた
いという子どもの思いが探索活動に広がった実
践事例などから、豊かな自然体験のできる環境
をつくりだすこと、保育者が好奇心をこわさな
い程度に助言し見守ることでより体験が深まっ
たことなどを見いだしている。
　子どもが絵本に触れる姿をとらえたものとし
ては、和田45）の発表などがあげられる。和田
は乳児が絵本をどのように楽しんでいるのか、
自然観察による事例を収集し検討している。乳
児は絵本のページをめくる遊びをするが、これ
は、絵本の読み手を介して展開した世界や、絵
本に登場する様々な事柄を確認し、大人との楽
しいやり取りの経験を再現する遊びではないか
としている。また、横山46）は、保育の場なら
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ではの絵本体験の意義を考えるために、幼児が
園で自発的に絵本を読む場面の観察と、保育者
へのインタビュー調査を行い、3、4、5 歳の発
達的変化と各年齢ならではの特徴、保育者の役
割を明らかにしている。5歳児においても自分
でよむ絵本の半数は保育者がクラスで読んだ絵
本であるといった結果から、特に「読み物」と
しての絵本の出会いには、子どもと絵本をつな
ぐ保育者の役割の重要性が強調されるとしてい
る。

３）　子どもが自ら展開する遊び全体に対する
援助のあり方について
　子どもが自ら展開する遊びを全体的にとりあ
げたものしては、上田ら47）の発表などがあげ
られる。遊びの重要性は周知のことであるが、
「遊びを通した子どもの育ち」と「それを支え
る保育者の援助」が具体的に明らかにされてい
ない部分があるのではないかとし、4歳児の保
育記録から事例を抽出しそれぞれの時期の子ど
もの育ちと保育者の援助を分析している。小林
ら48）も、自らの実践事例について、自発的活
動としての遊びが展開される場面とそれを支え
る保育者のかかわりを抽出、分析整理をおこな
い、実際の場面で保育者が遊びをどうとらえ、
どのように援助しているかを明らかにしてい
る。子どもの自発的遊びの動機を５つ（「おも
しろい」と感じること、自由であること、身体
的能力の発達を促す、知的好奇心を刺激する、
人とつながる）をあげ、「おもしろい」と感じ
る状況は偶然である場合もあるが、保育者の援
助としては偶然の状況を保育に取り入れるこ
と、そうした状況をいかにつくり出していくか
が重要であるとしている。
　工藤ら49）は、0、1 歳児にとっての自発的な
遊びについて、保育記録の中から二人の子ども
の事例を抽出し考察している。時間的・空間的
な制限がなく、自ら繰り返し行われている自発
的な遊びは、その時のその子自身にとって最も
興味があり、幼い年齢なりに集中することので
きる遊びであり、その中で知り学ぶことは大き
く、保育者は子ども一人ひとりが、どのような
方法で何を感じ何を知ろうとしているのかを敏
感に感じ取ること、こうした行動を大人側の都

合で中断してしまうことのないよう遊び込める
環境を保障することをあげている。
　高橋ら50）は、2歳児保育を、個々の対応を中
心とする家庭的保育から 3歳以降の集団での遊
びを中心とする保育への移行期として位置づ
け、この時期の保育環境として製作コーナーの
持つ意義や、保育者の援助のあり方について実
践を通して検討している。保育室での自由遊び
時の様子をカメラで記録するとともに、数分ご
との環境図や人の位置等を記録し分析してい
る。2歳児クラスの保育環境に製作コーナーが
あり、その場を保育者がベースの居場所として
保育を行うことで、保育者とクラスの幼児たち
の間に“見る―見られる関係”が構築され、２
歳児の安定した遊びが展開されるとしている。
また、3歳児の保育においても51）、担任保育者
が製作コーナーで作業のモデルを示すことで、
幼児たちが製作コーナーで作業をし、その後保
育室の各コーナーで遊びを展開するといった流
れができ、幼児が主体的に選択するこの流れに
よって保育室内で安定した居場所を持つことが
できるようになっているとしている。また保育
者の側でも、製作コーナーから各コーナーの幼
児たちの様子を見て必要な際にかかわることが
できるとしている。更に、保育室内の各コーナー
が安定した居場所になることで、転々と動き回
ることが軽減され、継続した他児とのかかわり
あいが生じていることも指摘している。　
　また、野崎52）・戸田53）は、幼児の遊びのイメー
ジを広げることによって、より遊びが充実して
いく援助を保育者は実際に行っているにもかか
わらず、取り上げて考えられることが少ないと
し、これを「提案的表象」として考察している。
「提案的表象」の提示は、どのような意味を見
いだすかは幼児自身の選択に任される形で提示
されるものであること、つまり幼児による意味
付けを必要条件としており、このことは「幼児
の自発性を保障する」援助でもあるとしている。
　河邉54）は、保育においては通常保育者一人
で多数の幼児を受け持つため、一人ひとりの幼
児理解と共に全体に目を配り、同時展開の複数
の遊びを理解しなければならず、その多層的な
理解を深めるために保育記録が重要な役割を果
たすとしている。その一つのあり方として、そ
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れぞれの遊びと学級全体の育ちの方向を可視化
する「グリッド型記録」を提案している。
　また、吉村55）は、保育においては、何のた
めに子どもに何を促したのか、そのための瞬時
の思考と行為はどうであったかが問われるので
あり、その際、語りによる保育者の言語化が、
保育者が自分自身の保育の文脈を模索する機会
として重要であるとしている。そして、保育者
が自分の保育の文脈を形成する際には、聴き手
の聴きようが保育者の自己開示に影響するが、
保育者の日常には聴き手はいない。そのため記
録を書くプロセスでも同様に文脈を模索するこ
とができるのか、保育記録と語りの逐語録から
検討している。保育記録の様式や記述のありよ
うを工夫してもなお、保育者が生々しい保育体
験を自分のことばで模索するプロセスを救い上
げるところは語りならではの意義が認められる
としている。
　
4．総合考察
　日本保育学会における近年の実践方法に関す
る発表において、割合として最も高くなってい
たのは「活動等の設定場面」についてとりあげ
たものであった。造形的な活動設定場面、身体
表現や運動的な活動場面、音楽的な表現活動場
面、子どもが話す活動の場面等、様々な場面が
とりあげられていたが、多くの発表に共通して
いたのは、各々の場面においてどのような援助
方法が子どもたちのより豊かな表現等を引き出
すことになるのかといった視点からの発表で
あったことである。保育者によって設定された
活動場面も、自発的な活動としての遊びと共に、
子どもの生活に欠くことのできない営みであ
る。また、こうした研究発表から得られる知見
が、各々の場面ごとの保育者の援助方法を考え
る際には役立つものとなるだろう。しかしなが
ら、現在の幼稚園教育要領や保育所保育指針で
目指されているのは、その表現等の豊かさとし
て想定されている指導者側の姿に子どもが近づ
くことだけが大切なのではなく、そうした活動
にとりくもうとする、一人一人の子どもの心情・
意欲・態度などを育てていくことである。たと
え指導者側が想定する“豊かさ”となっていな
くても、一人一人の子どもにとってその設定さ

れた活動に取り組む意味や、その子どもの全体
的な育ちにおける表現の意味等に迫ろうとして
いたものは少なかった。今後はそうしたところ
にも踏み込んで「設定された場面」について考
察していくことが、保育の実践研究としては課
題になってくるのではないかと考えられた。
　次に、子どもの自発的な活動としての遊び、
すなわち「好きな遊び場面」を対象とした発表
は 2〜 3割と、実践方法の発表に占める割合と
して高いとはいえない状況であることが明らか
となった。内容傾向についてみると、「ある領
域から」子どもの姿を明らかにし、保育者とし
ての子ども理解のあり方やそこからみえてくる
援助方法について考察したものが 4 割強とな
り、次いで「環境構成」の面から子どもの遊び
をとらえ、そのあり方を考えていくものが 3割
程度、好きな遊びの場面全体をどのように支え
ていくかといったものについては 2 割程度と
なっていた。
　「ある領域から」子どもの姿をとらえる研究
発表の共通性としてあげられるのは、子どもの
自然な表現の芽生えを保育者はどのように捉え
ていったらよいのかといった子ども理解のあり
方を明らかにしようとしている点であると考え
られた。こうした研究発表は、これまで日頃の
実践の中で、保育者が子どもの表現として意識
してとらえてくることができなかった姿を意味
あるものとしてとらえていく子ども理解の視点
や、その理解に基づき子どもの表現として育て
ていく援助の視点を提供してくれるものとなる
だろう。これは、現在の幼稚園教育要領や保育
所保育指針で目指されている「幼児の自己表現
は、内容の面でも、方法の面でも、大人からは
素朴に見える形で行われることが多い」56）ので
あり「大人が考えるような形式を整えた表現に
はならない場合や表現される内容が明快でない
場合も多いが、教師は、そのような表現を幼児
らしい表現として受け止める事が大切である。
はっきりとした表現としては受け止められない
幼児の言葉や行為でさえも、教師はそれを表現
として受け止め共感することにより、幼児は
様々な表現を楽しむことができるようになって
いく」57 ものであり、「幼児は、自分の素朴な
表現が教師や他の幼児などから受け止められる
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体験の中で、表現する喜びを感じ、表現への意
欲を高めていく。その際、幼児が自分の気持ち
や考えを素朴に表現することを大切にするため
には、特定の表現活動のための技能を身に付け
させるための偏った指導が行われることのない
よう配慮する必要がある」58）とする、現在の保
育の考え方を実現化していく基礎となる知見を
提示してくれているものと考えられた。
　ただ、「ある領域から」とまとめていることで、
割合としては 4割強と高いのだが、その内訳は、
音楽的表現領域からとらえたもの、造形的表現
領域からとらえたもの、身体的表現領域からと
らえたもの、人とのかかわりの面からとらえた
もの、身近な自然とのかかわりをとらえたもの
等と、内容は幅広い。それぞれの領域からの子
ども理解を蓄積していくこともまだまだ課題で
あると思われた。さらに、ある子どもの姿を複
数の領域からとらえていくあり方や、保育者の
援助のあり方などを探究していくことも課題で
あると考えられた。
　子どもの自発的な活動が生み出されるきっか
けとして大きな役割を果たす「環境構成」に関
する発表が 3割程度をしめていた。多くは、物
的な環境のデザインについての知見となってお
り、これらは、園庭や保育室内の物的環境構成
をどのようにしていくかの参考となると考えら
れた。しかしながら、そうした環境に子どもが
自らかかわり遊び出してからの“環境の再構成”
や、その場にいる保育者の果たしている役割等
について明らかにしようとしているものは少な
く、この点について踏み込んで検討することが、
今後の課題であると思われた。
　子どもが環境にかかわり自ら遊びを展開して
いる遊びの場面全体をどのように支えていくか
といった研究発表は、「好きな遊びの場面」の
発表の中でも 2割程度と全体としては少ないと
言わざるを得ない状況にあり、今後の積み重ね
が最も必要であると考えられた。
　今回は、日本保育学会の直近 5年間分の大会
発表論文集に焦点をあてたが、今後はさらに年
代を遡り、保育の実践方法についての発表内容
の推移についても明らかにしていきたいと考え
ている。
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野菜栽培を通した、幼児の発達に関する事例研究

藤田　智子

A Case Study on the Development of Infant ,Through the Cultivation of 
Vegetables

Tomoko FUJITA

キーワード：じゃがいも栽培、水やり、異年齢児とのかかわり、生命の尊さ

Key Words： Potato Cultivation, Watering, Relationship between the Different Age Children, 
Precious of Life

はじめに

　現代は情報化社会であり、ある程度の情報で
あれば手軽に入手できる環境にある。情報や映
像の中であたかも体験したような錯覚に陥った
まま知識として取り込まれることも少なくはな
い。例えば携帯ゲーム等の中で仮想のペットを
育てたり友達をどんどん増やしたりする遊びが
あるが、これはあくまでも機械対人間であり、
心の通い合ったかかわりではない。実際に生物
や植物を育てれば想定外のアクシデントが起こ
ることが当然であり、それをよい方向へ向かわ
せるために色々手をつくす。そこで初めて物事
はなかなか思い通りにはいかないことや生きて
いることのありがたさ、生命の尊さを実感する
ことになる。人とのかかわりも同様で、生身の
人間同士であればうまくいくことばかりではな
く、いざこざに発展してしまうこともある。そ
のときに相手の気持ちを推し量り、どう対応し
ていけばよいのか考え、喜んだり悲しんだりす
るという実体験があってこそ人間関係が成り
立っていくのである。これは幼児についても言
えることである。むしろ幼児期だからこそ、仮
想現実ではない実体験が必要である。体験を通
して考えたり試したりぶつかったりしながら
「生きる力」を身につけていくことで、生命の
尊さや人との触れあいの温かさを知っていくの
である。幼児期にこの経験が十分にあれば近年

起こっている残虐な事件の数々も減るのではな
いだろうか。
幼児にとって幼稚園とは「多数の同年代の幼児
とかかわり、気持ちを伝え合い、ときには協力
して活動に取り組むなどの多様な体験をする」
（幼稚園教育要領解説　2008）場である。（1）また、
近年の核家族化を考えると同年齢の幼児同士の
かかわりのほか、異年齢の幼児同士のかかわり
も欠かすことはできない。多様な体験を子ども
達の発達に即してどのように選び、環境として
整えていくのか、その中で友達がいるからこそ
感じ取ることのできる達成感や満足感をどう味
わえるようにしていくのか、保育者は熟慮しな
ければならない。
　A幼稚園は新潟県新潟市の西部に位置し、
周囲は住宅地である。園庭の一角にはプールが
あり、プールの周囲の半分を畑にしてじゃがい
もを栽培している。栽培は主に年長児が行い、
じゃがいもの栽培を通してその生長を観察する
ことはもちろん、保育者や友達、年少児とのか
かわりを通して子ども達一人一人の発達を促す
ことをねらいとして保育を実践している。日下、
長谷川、風間（1997）によれば（2）、幼稚園児
はエダマメの栽培経験からその成長プロセス、
特に葉と花の成長段階を認識し、表象すること
にかなりの効果があり、生命認識にも変化をも
たらしたことがわかっている。A幼稚園のじゃ
がいも栽培は７年程前から毎年行われている活
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動である。2 歳児、3 歳児、4 歳児の頃から目
にする機会はあるので芽、葉、花という段階に
興味をもっている子どももいると思われる。年
長組に進級した時点で担任がじゃがいも栽培に
ついて話をすることで、子ども達は年長組に
なったという意識とともに、じゃがいもの栽培
ができる、という期待をより一層もつようにな
り、積極的に取り組もうとする姿が見られる。
そこで、「植物の栽培において、その植物が皆
の世話によって徐々に成長していくにつれて、
生命のあるものを大切にしようという気持ちと
同時に、皆と一緒に育てたから大切にしなけれ
ばならないという気持ちももつようになったり
する」（3）という幼稚園教育要領解説　環境の
内容の取り扱いを踏まえながら、４月の植え付
けから７月の収穫までに見られたじゃがいも栽
培にかかわる幼児の姿を抽出し、じゃがいも栽
培という経験を通した幼児の発達を、「子ども
達は植物の生長を観察することで生命を大切に
するという気持ちをもつことはできるか」とい
う点を中心に考察する。

方法
日時：2012 年 4 月から 2012 年 7 月
対象児：新潟市内の私立A幼稚園 5 歳児 2 ク
ラス、計 50 名の幼児を対象とする。
手続き：じゃがいもの植え付けから収穫までの
期間に起きたエピソードを事例として記録する
とともに考察する。背景や子どもの気持ちの動
き、発達段階については必要に応じて担任に質
問する。

※事例中の会話表記について、Tは保育者、C
は子どもの言葉とする。

事例と考察

　栽培の流れ１

2012年4月19日　　　10:30
園庭にて種芋の植え付け
年長組2クラス����50名
担当職員から土を掘る深さや種芋を置く向
きなどの説明を聞き、一人ずつ植え付ける。

同日、担任の提案で給食時間中に年長児3名
が全園児へ向けて放送をする。
「○○ぐみからお知らせです」
「今日、プールの周りのお砂のところに」
「じゃがいもを植えました」
「看板も立てるので」
「芽が出るまで」
「踏まないようにしてね」

その後各クラスで話し合い、水やりの当番
を決める（毎朝４人または５人で行う）。

看板は同日の夕方４時頃、預かり保育で残っ
ていた年長組の男児３名に縦15cm、横
30cmの色画用紙を担任が渡す。
T:「じゃがいも、っていう字とその周りに
好きな絵をかいて欲しいんだけどいい？」
C:「うん、いいよ」
３人の子ども達が快諾し、油性マジックで
字と絵を書いた。その後担任はラミネート
加工をすると、再び３人のもとへ来て一緒
に看板を立てることを提案。３人は担任と
一緒に園庭へ看板を立てに行く。

考察1
　植え付けの時期は年長組に進級して間もない
頃で、保育室の移動や年少児のお世話（保育室
の片付けの手伝い、給食の配膳の手伝い等）を
通して年長児になったという自覚が芽生え、張
り切って生活をしている時期である。種芋の植
え付けについても、植え方の説明をしっかり
と聞き、主体的にかかわる姿が見られた。植
え方については年中組の 11 月にチューリップ
の球根植えを経験している。この経験をもと
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に「チューリップは根っこのある方を下にした
よね。じゃがいもは切り口を下にするんだよ。」
と関連づけて説明することで、子ども達は理解
しやすくなったようである。
　植え付け後の放送について、異年齢児が踏ん
だり掘り起こしたりしないように全園児に向け
て放送することを保育者が提案する。話す言葉
はそれぞれ直前に保育者が伝え、それを子ども
達が復唱できるようにしていた。放送直後に園
長が「○○ぐみさん、ありがとう、元気よく上
手に言えたよ。」とほめると、子ども達は「ど
ういたしまして。」と笑顔で返答していた。ほ
められたことがうれしく、自信につながってい
るように見えた。この流れで水やりの当番もグ
ループを決めて毎朝頑張ろう、というように展
開していった。一方、放送を聴いた異年齢の子
ども達は給食後の自由遊び時間に「じゃがいも
どこ？」と興味をもっている様子が見られた。
それに対して年長児は「ここだよ、踏まないで
ね。」と答えていた。また、年少児の担任は「○
○ぐみさん、ここにじゃがいも植えたんだっ
て。芽が出るの楽しみだね。」とクラスの子ど
も達が興味や関心をもてるような言葉をかけて
いた。
　看板は、限られた子ども達ではあったが、植
え付けをしたその日であったこともあり、余韻
を楽しむかのように「何をかこうかなー。」「じゃ
がいもの絵ってただのまる

4 4

だからよくわからな
くなるよね。」等々会話をしながら書いていた。
保護者が迎えに来ると、「今日じゃがいも植え
たんだよ。さっき看板作ったから見て、見て。」
と出来事を伝え、腕を引っぱりながら植えた場
所まで案内していた。楽しかった経験を早く見
てほしい、ほめてほしい、という気持ちがよく
表れた行動であった。
　植え付けの翌日から年長児は当番に従って朝
の自由遊び時間に水やりをする姿が見られた。
登園時刻が個々に違うので、当番全員が揃って
から水やりをするよう担任が伝えると、「Bく
んはバスだよ。先生、Bくん長い針がどこに行っ
たら来る？」と、友達の行動にも注意を向けら
れるようになった。

栽培の流れ２

5月下旬　　　じゃがいもの芽が出る。

自由遊びの時間に芽を見つけた数人が担任
に知らせ、放送で伝えたいと話す。
その日の給食時間中、前回とは違うクラス
の子ども達が担任と一緒に職員室の放送機
器の前へ来る。

T:「何てお話する？」
C:「じゃがいもの芽が出たよ、〇〇ぐみさん、
〇〇ぐみさん、〇〇ぐみさんもお水をあげ
てもいいですよ、って言う」
T:「いいよ、じゃあお願いね」
と言って担任は放送機器のスイッチを入れ
る。

給食後の自由遊び時間に放送を聞いた年長
児以外の子ども達も水やりに来る。その中
の年少児に対し、年長児は「お水やりする？」
と聞き、じょうろに水を入れて手渡す。

考察2
　子ども達は毎日の水やりを通して芽が出てくる
ことを心待ちにしていたと思われる。見つけたこと
を担任に知らせ、異年齢児にも早く伝えたい、そ
れには放送という手段が一番よい、と子ども達な
りに考えを巡らせたのであろう。担任もその子ど
も達の思いを受け止め理解し、願いを受け入れる。
ここで前回の放送の時と違うのは子ども達に何を
話したいのか、考えさせていることである。前回
の放送後、年長児は通園バス利用の子ども達だけ
ではあるが、降園バスの集合の放送などを日常的
に経験していた。そこで担任は次の段階の経験と
して、異年齢児にどのような言葉で伝えたらよい
のか、投げかけたのであろう。それに対し子ども
達は芽が出たことを知らせるとともに、異年齢児
も水やりをしてもよいことを話そうとしている。単
純に幼稚園の人全員に発見を伝えたい、という思
いが先にあったとは思うが、少々時間が経ち、あ
る程度冷静になったところで異年齢児の存在に気
づき、知らせたいという感情がわいてきたのと同
時に、じゃがいものかかわりかたについても知ら
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せようと思ったのだろう。これは年少児のお世話
の他に遊びの場面での異年齢児同士のかかわりが
日常的にあるからこその気づき（発想）ではない
だろうか。日々の遊びのなかで保育者がクラスの
遊びを考慮しつつも異年齢児への言葉がけやかか
わりをもつようにしていることが反映されていると
考えられるし、現在年長組の子ども達も１年前は
このようにして当時の年長組から水やりを許可し
てもらっていたことを思い出したのかもしれない。
　放送後、４歳児はもちろん、その様子を見た
３歳児、満２歳児の子ども達もままごと用のじょ
うろを使い、笑顔で水やりをする姿が見られた。
放送を聴いて興味をもち、やってみようと思った
子どももいるであろうし、各クラスの担任が再
度水やりについての話を伝えたことで行動に移
した子どももいると思われる。後に年長組担任
に聞いたところ、この時期の 3歳児はまだ水遊
びはしない約束になっているので、その約束を
知っている年長児は年少児に水やりをしたいか
どうかを聞き、水を入れてやっていたそうである。
それもペアを組んでいるお世話係の 3歳児を見
つけたときは特に「水を入れてやらなくては」と
いう思いが働いていたようだ、とのことだった。

栽培の流れ３

６月上旬　　　年長組の水やりの場面

自由遊び時間、芽が出てきたじゃがいもに
一生懸命水をやる男児。よく見るとひとつ
の苗にしか水をやっていないことに年中組
の担任が気づく。
T：「あれ、Dくん、ひとつの場所にしかお
水あげていないんじゃない？」
C：「うん、だってこれ、ぼくが植えたじゃ
がいもだもん」
T：「自分のだけじゃなくて、みんなのじゃ
がいもにお水あげなくちゃ」
C：「え？そうなの？」
T：「ほら、おとなりのじゃがいも、お水が
なくてカラカラしているよ」
C：「あ、ほんとだ」
そう言うと、Dはとなりの苗にも水をやり
始めた。

考察3
　クラス全員に向けて話をしていても受け止め
方は一人一人違う、という姿が顕著に現れてい
る事例である。D児は何の疑いも迷いもなく、
自分が植え、芽の出た苗にせっせと水をやって
いた。しかしこれも見方を変えれば植物に愛情
をもって大切にしている姿の現れともとらえら
れる。芽が出たことがうれしくて、もっともっ
と大きくなるように願いを込めて水やりをして
いたのだろう。それまでは自分の植えたじゃが
いものみに意識が集中していたが、年中組担任
の言葉がけが周囲の様子にも意識がいくように
なるきっかけとなっている。年中組担任は周囲
の苗にも水をやってほしいことを先に発しては
いるが、D児が直接行動を起こしてほしい場面
では「カラカラしているよ」という言葉にとど
めている。カラカラしているということは乾燥
しているということで、土が乾いたままになっ
ていては枯れてしまうから水をやったほうがよ
いのだということにD児が自ら気づき、考え
て行動できるようにという配慮だったのであろ
う。栽培 2の事例にあるような異年齢児への配
慮ができる一方で、意識が自分のことのみに
なってしまう場面もある。年長児とはいえ、他
児や周囲に関する視野はまだまだアンバランス
な部分が見られる。保育者は場面に応じてそれ
を見極め、バランスがよくなるようなかかわり
や言葉がけが必要となる。それが、自分だけで
はなく他児の行動やその思いに気づき、自分は
どうかかわったりふるまったりしたらよいの
か、という行為の基盤ともなり得るであろうし、
このような保育者と子どものやりとりの積み重
ねが子ども達の視野や物事に対する興味、関心
を広げ、やがて主体的に考えて、自ら行動に移
すという姿へと発達していくのだろう。

栽培の流れ４

6月下旬　　　　じゃがいもの花が咲く。

芽が出たときと同様、見つけた子ども達は
担任に知らせ、給食時間中に放送で全園児
に知らせる。
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「〇〇ぐみさん、〇〇ぐみさん、〇〇ぐみさ
んにお知らせです」
「じゃがいもの花が咲きました」
「白いお花です」
「とってもかわいいお花です」
「そぉっと見てください」

同日午後の自由遊び時間
T：「ほんとだ、お花咲いたね、きれいだね」
C：「うん。でもね、じゃがいもはお花が枯
れてじゃがいもになるんじゃなくて土の中
にできるんだよ」

考察4
　日々の水やりと観察が功を奏し、数名の子ど
も達が花を見つけ、担任に知らせに来た。芽が
出た時の経験から、子ども達の心の中には新し
い発見は放送を通じて園の人達に伝える、とい
う方程式が成り立っているようである。さらに
今回の放送は事前に担任と保育室で打ち合わせ
をしてきたようで、担任が「いい？じゃあスイッ
チ入れるよ」と言うと、一人が一言ずつ堂々と
話すことができていた。子ども達が話した内容
の中に「そぉっと見てください」という言葉が
あった。皆で水やりをし、ようやく咲いた花で
ある。皆で見守ろう、という思いのほかに異年
齢児が誤って野草のように摘んでしまっては困
る、という意識も働いたのかもしれない。いず
れにしても「咲いた花＝生命」を大切にしよう
という気持ちを読み取ることができる言葉であ
る。
　同日午後の自由遊び時間の保育者と子どもの
会話は、放送を受けて筆者も午後にじゃがいも
の花を見に行ったときのものである。後日、担
任にこの会話の内容を話し、なぜその男児は
じゃがいもが土の中にできることを知っていた
のか尋ねたところ、植え付けをする日、園庭に
出る前にじゃがいもの絵を描いてどのように芽
が伸び、花が咲き、じゃがいもができるのか説
明をしたそうで、そのときの話が頭に残ってい
て話をしたのではないか、とのことだった。担

任から説明を聞いてから２か月近く経っている
にもかかわらず、その男児には記憶として残っ
ており、知識として取り込むことができていた
のである。興味や関心には個人差があるので子
ども達は保育者のいつ、どのような言葉に反応
し、世界を広げていくかわからない。だからこ
そ保育者は常に豊かな感性をもち、子ども達の
興味や関心がどのように広がっていくのか考慮
しながらかかわっていく必要があるだろう。

栽培の流れ５

2012年�7月10日　　13:00
じゃがいもの収穫

一人が約一本ずつ茎の部分を持ち、引き抜
く。
「ほら見て、こんなに大きいよ」
「先生、10個もくっついてる！」
など、感じたことを一人一人が担任に伝え
る。担任はあいづちを打ちながら子ども達
の思いに共感する。

考察5
　待ちに待った収穫の日である。子ども達が全
員揃い、一人一人が引き抜く準備ができたとこ
ろで一斉に抜いていく。土の中から 10 個前後
のじゃがいもがゴロゴロと出てくると、子ども
達はその様子に歓声をあげていた。4月の植え
付け時に担任から話を聞いた通りに順調に生長
し、土の中でじゃがいもが育っていたことを目
の当たりにできたことや、見えなかったものが
目の前に出てくるという感動を十分に味わって
いたようである。過程を一緒に見守ってきた担
任は子ども達の歓声に「ほんとだ」「すごいね」
「いっぱい出てきたね」「よかったね」といった
言葉で十分に受け止め、うれしさや驚きなどの
気持ちを共有していた。なお、例年であれば収
穫したじゃがいもの一部をお泊り会の夕食のカ
レーライス食材として使用し、残りを異年齢児
におすそ分けするのだが、本年（2012 年）は
園舎建て替えによる引越しでカレー作り体験が
できない状況となったため、全てを全園児で分
けて家に持ち帰ることになった。自分達で大切
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に育てた野菜を幼稚園で食べる、という経験は
できなかったが、掘り起こしたじゃがいもを目
の前にしながら「これ、私が掘ったじゃがい
も！」と笑顔で話す姿からは、植え付けから収
穫までという一連の流れのなかで、子ども達な
りにじゃがいもの生長の様子を理解し、達成感
を味わったことや、友達とのかかわりや異年齢
児とのかかわりが広がり、深まるような経験と
なったことがうかがえた。
　水やりを手伝ったり、年長児がじゃがいもを
抜く様子を見ていた異年齢児には例年通りおす
そ分けがあったが、やはりかかわりが浅い分、
収穫に関しては、もらえることを喜んではいる
もののそれ以上の感情はわかなかったようであ
る。

総合考察

　事例とそれぞれの考察から、じゃがいもの栽
培を通して子ども達は、物事に見通しをもち、
育てているじゃがいもを大切にしようとする気
持ち、年下の子をいたわる気持ちが育っている
ことが考えられる。
　物事に見通しをもつことについては、当番全
員が揃うまで水やりを待つ姿や、芽が出る、花
が咲く、じゃがいもができるという流れを期待
して待つ姿等から導き出せる。これは植え付け
の次の週の保育案の中にも「芽が出たなど、小
さな変化を見つけられるようにみんなで生長を
見守る」という表現で反映されている。小さな
変化を見つけ、その喜びを友達と共有するとい
う積み重ねが、生長を見守り大切に育てるとい
う姿になったのであろうし、生長を見守ること
で生命の素晴らしさに気づき、尊いものとして
大切に扱うようになったのであろう。この姿の
裏には４歳児の頃に、年上の年長児がしている
ことを見たり聞いたりしていくなかで、「次は
自分達の番だ」という期待も育まれていたこと
が考えられる。このような子ども達の気持ちを
よく理解している担任は、その育て方や生長の
見守り方について、時には提案し、時には考え
を投げかけるなどして、子ども達の発達に応じ
たかかわりに配慮している。

　年下の子をいたわる気持ちについては日常の
生活の中で年長児であるという自覚がもてるよ
うにすることが第一段階である。そのひとつと
して、年少児にはできないことを年長児である
自分達が手伝う、という行為が年長児に自信を
持たせ、困っているときには助けてあげようと
いう気持ちを育てるきっかけになっている。そ
して助けるだけでなく、一緒に遊ぶ機会（環境）
を保育者が設定することで、かかわりが広がり、
仲良く過ごせることが他児の存在に気づき、興
味をもつことにもつながっている。さらに栽培
の期間中である６月上旬には運動会があり、年
長組は、はじめと終わりの挨拶、マスゲーム、
リレー、と活躍の場が多く設けられ、ここでも
年長児であるという自覚をもつことができるよ
うな配慮がなされていた。じゃがいも栽培のね
らいのなかには、「当番を決めるが、当番以外
でも見に行ったり、お水をあげてもいいことを
伝え、興味をもたせていく」とある。まさにこ
の担任のねらいが子ども達にも浸透し、ひいて
は年下の子ども達にも「お水をあげてもいいで
すよ」という言葉となって表れてきたのだろう。
水を扱えない年少児に対してじょうろに水をい
れてやる姿はこのような日々のかかわりの積み
重ねの結果と考えられる。
　年長児が異年齢児にかかわるだけではない。
「お泊り会、頑張ってね」という言葉とともに
年少児は夕食時に使用するランチョンマット
を、年中児はペンダントを作って１学期の終業
式にプレゼントする。出来る範囲で無理なく互
いに交流することが子ども達同士のかかわりを
深めている。
　じゃがいもの生長を見守り、世話をするとい
う経験が、子ども達にも様々な成長をもたらし
ていた。

まとめ

　Ａ幼稚園のじゃがいも栽培で、子ども達は植
え付けから収穫までを通して植物の生長を観察
することで、芽が出る、茎が伸び葉が出る、花
が咲く、収穫を楽しみに待つ、収穫の喜びを味
わう、という一連の過程を知ることができた。
その中で責任をもって水やり当番をしたり、咲
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いた花を大切にしてほしいことを異年齢児に伝
えたりする姿が見られ、子ども達なりに「生命」
というものの尊さに向き合い、大切にするとい
うことを経験し、学びとして取り込むことがで
きていたのではないかと考えられる。しかし自
分達で育て、深くかかわりをもったことが、生
命を大切に育てることにつながる経験となって
いる一方で、園庭にある藤棚の藤に花が咲き、
豆ができると子ども達は先を争って豆を取るこ
とに熱中する、という姿が見られる現実もあ
る。その姿からは取ることのみに目的があり、
それを遊びに取り入れるとか、割って中身がど
うなっているのか調べるなどのような様子は見
られない。そうなると無くなるまで取り続けて
しまう。家に持ち帰る子もいるが恐らく捨てら
れてしまっているのだろう。明らかに豆を「モ
ノ」ととらえてしまっていて、「生命のある植物」
という認識が薄いことが考えられる。せっかく
じゃがいもを育てているのだから、同じ「生命
のある植物」としてどのように大切に扱ったら
よいのか、さらに広い範囲での「生命の尊さ」
にどうかかわらせていくのか、保育者は検討し
ていく必要があるだろう。A幼稚園は毎年恒
例であるじゃがいもの栽培の他に、以前、大根
の栽培もしたことがあるのだが、小さな一粒の
種が生長し、土の中で大きな大根として育って
いく様子を見るのは初めてという保育者も数名
いたそうである。収穫の喜びや驚き、生命の素
晴らしさを子ども達と分かち合ったそうである
が、保育者の栽培経験の有無をどのように教材
として子ども達にかかわらせていくのか、すな
わち、経験があればある程度の見通しをもって
子ども達に気づかせたり考えさせたり投げかけ
たりできるであろうし、経験がなければ子ども
と一緒によりよい栽培方法を調べ、試しながら
一喜一憂する、というように保育者の教材理解
とねらいによってかかわり方、指導の仕方が変
わってくる。そういった意味で、子ども達の発
達に即した教材の選択も重要であろう。
　同年齢児、異年齢児とのかかわりについて、
栽培を通しての変化というよりは、栽培が同年
齢児（友達）、異年齢児とのかかわりの幅を広
げる活動となっていたことが考えられる。友達
の苗への水やりの気づき、異年齢児へ水やりを

してもよいことや成長の様子を伝えること、年
少児の思いを聞き、水やりができるように手を
貸すこと、これらは日常的にかかわりをもって
いるからこその気づきや気づかいであろう。子
ども達にこのような姿が表れるには、他者との
かかわりに対して、自分の気持ちとは異なった
他者の気持ちに気づくだけのかかわりの経験が
必要となる。「教師が一人一人を大切にし、思
いやりのある行動をするモデルになることや他
者の感情や相手の視点に気付くような働き掛け
をすることも重要である。」（4）というように保
育者が一人一人を大切にする気持ちが友達や異
年齢児を大切にしようとする気持ちにつなが
り、それが思いやりへと育っていくのであろう。
また、異年齢児（年下の子）にどのような言葉
で伝えたら自分達の思いや意図を理解してもら
えるのか、保育者が投げかけることで子ども達
はわかりやすい話し方や言葉を考え、表現して
いる。「自分が何をしているのか（行動のモニ
ター）、自分の行動がどのような結果をもたら
すのか（結果の予測）、実際に予想した結果に
なったのか（結果のチェック）といった、自分
の考えやプランを含めて自分自身の行動を認識
することにある」（5）という、メタ認知の発達
も保育者のかかわりによって促されている。異
年齢児とのかかわりに反し、今回、栽培を巡る
友達同士の会話として取り上げたエピソードは
看板作りの場面だけであった。D児の気づきも
年中組担任を介しての間接的なもので、子ども
達が複数で行動しているときには生長に関連し
た興味や関心、共に考える姿、小さないざこざ
など、必ず何かしら直接的なかかわりがあった
はずである。栽培の経過の中での同年齢児同士
のかかわりもとらえ、検討していく必要があっ
た。
　栽培にかかわるエピソードを記録していくな
かで年長児のじゃがいも栽培のかかわりと、年
中児のじゃがいも栽培へのかかわり方に連続性
があるのではないかということに気づいた。年
中児にとって年長児は身近な年上としてあこが
れの存在である。現年長児は昨年の年長児の遊
びや行事への取り組みを見て、漠然とではある
かもしれないが、年長に進級したときのイメー
ジをもっていただろう。それと同じく、今年度
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の年中児も栽培に関する一連の年長児の姿を見
て、何人かは次は自分達がやるんだ、という思
いを抱いていると考えられる。このような期待
をもたせ、よい連鎖が続いていくためにも、保
育者は子ども達に何を経験させたいのか、その
ためにはどのような環境が必要なのか、時期は
いつがよいのかを考え、実践し、反省評価をし
ていかなければならない。
　今回は年長児の姿に注目した検討であった。
しかし、前述したように次年度年長児になる現
年中児にもそれを意識した言動があるはずであ
るし、年中児、年少児なりに「植物の生命」「生
命の尊さ」に気づかせる保育者のかかわりにつ
いても考慮の余地はある。今後は年長児の姿と
それに対する年中児、年少児の言動にも注目し
ていきたい。

本研究にあたり資料提供をしていただいたA
幼稚園の先生方、執筆の機会をくださり、ご指
導、ご助言をいただきました、新潟県立大学教
授　大桃伸一先生に感謝申し上げます。
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はじめに
　ここ 30 年ぐらいの間に、先進国を中心に食
物アレルギーの増加が著しいと言われている。
わが国でも保育所や幼稚園において食物アレル
ギーを有する子どもが目立って増えはじめ、対
応に苦慮していることから、2011 年厚生労働
省から「保育所におけるアレルギーガイドライ
ン」が出版された。食物アレルギーに関しては
第４章として別個に設けられ、除去食、アナフィ
ラキシーショック、誤食の対応、エピペンの使
用等々について詳細に記載されている 1）。
　筆者が一昨年（平成 23 年 7 月）、N市の公・
市立保育所および幼稚園を対象に、食物アレル
ギーの実態についてアンケート調査を行った結
果においても、回答施設の約９割（89.3％）に
食物アレルギーを有する児が在籍しており、ガ
イドラインに沿った除去食対応が行われていた
2）。食物アレルギーを有する 509 人のアレルゲ
ンは 30 品目、延で 794 個あり、この先どこま
で除去食が増えていくのであろうかと危機感を
覚えた。
　食べることは最も自然な栄養補給法で、人が
生命を維持し成長するために必要不可欠な行為
である。しかしそれだけではなく、おいしいも
のを食べることでストレスの解消につながり心
の安定を得たり、人と交流しながら楽しく食べ

ることでマナーやルールを学び社会性を育むな
ど、単に身体に必要な栄養を摂取する以外の大
きな役割を有している行為といえる。
　１日 30 品目摂取することが望ましいとされ
てきた「食生活指針」3）であるが、2000 年の
改訂（厚生労働省、文部科学省、農林水産省３
省による改訂）で数値ではなく、心とからだに
おいしい食事を味わって食べること、主食、主
菜、副菜など多様な食品をバランスよく組み合
わせること、さらに野菜・果物、牛乳・乳製品、
豆類、魚なども組み合わせて、子どものころか
ら食生活を大切にすること等を推進している。
　食物アレルギーは、食物中に含まれる蛋白質
が関係している。蛋白質は身体に欠かせない栄
養素であることから、成長発達過程にある子ど
もたちが除去食にすることに栄養的な問題はな
いであろうか。また皆と違うものを別個に食す
ることの心理的影響はどうか、などさまざま憂
慮されるところである。
　対症療法的にアレルゲンを除去すること以外
に方法はないのか。特に近年の子育て環境が食
物アレルギーの発生に何らかの関与をしている
のではないだろうか、という視点から食物アレ
ルギー対応について考えたみたい。
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１、目的
　厚生労働省から健康局疾病対策課長通知とし
て出されている「アレルギー対策の方向性等」
（2011）4）には、わが国において２人に１人は
何らかのアレルギー疾患に罹患していると推測
されており、国民の関心は非常に高いとある。
また発生機序や悪化因子等については徐々に解
明が進みつつあるが、完全な予防法や根本的な
治療法については未だ解明されておらず、治療
の中心は抗原回避や薬物療法などの対症療法に
なっているとある。
　食物アレルギーに関しても罹患率は全国民の
推定１〜２％程度、乳幼児では５〜 10％と決
して低くはないが、アレルゲンとなる食物摂取
を避けるという対症療法が中心となっており、
根本的な治療については明らかになっていない
5）。
　食物アレルギーの発生や診断に関する知見は
時々刻々と変わっており、それらに関する報告
や書物は多数目にする。一方予防につながる原
因の究明に関して、現時点では推測の域を出て
おらず臨床応用できる因子として明確に示され
ているものはない。子どもたちの心身の健やか
な発達を保障するために、予防の観点で情報を
整理し検討材料にしたい。

２、食物アレルギーの考え方
　生体には有害な異物の侵入に対して己を守る
ために働く防衛機構が備わっており、それを免
疫反応という。私たちはこの免疫の働きによっ
てさまざまな疾病から守られているが、ときと
してこの防衛が過剰に働いて生体に障害を及ぼ
すことがある。これがアレルギーである。食物
アレルギーは、「食物によって引き起こされる
抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとっ
て不利益な症状が惹起される現象」6）と定義さ
れており、身体にとって必要な食物に対して防
衛機構が働いてしまうことによって起こる症状
である。人間とは異なるという意味では食べも
のも異物ということになるが、毎日摂取してい
てもアレルギー反応が起きないのは経口免疫寛
容があることによる。食物アレルギーは、この
経口免疫寛容が崩れることで生じる。
　また異種蛋白であるにもかかわらず問題を起

こさないのは、異物と感知されないレベルまで
細かく分解される（抗原性がなくなる）からで
あるが、実際には抗原性を有した状態で多少は
吸収されている。それでもアレルギー反応を起
こさないのは腸管免疫系による免疫処理が円滑
に行われているからで、免疫機能が未熟な乳児
期に抗原に接する機会があれば過敏に反応する
素地（アレルギー素因）を獲得する可能性が大
きいといえる 7）8）。
　感作経路として、妊娠中に母親が摂取した食
物が胎盤などを介して起きる胎内感作や、母乳
あるいは子どもが直接摂取した食物に依る経口
感作などがいわれている 6）。しかし、これらに
関しては妊娠中の母親が食物除去を行ったこと
による発症率の低下は認められておらず、また
授乳中の母親およびハイリスク乳児が予防的に
食事制限を行うことについても、効果は期待で
きないということから現在は推奨されていな
い。むしろ免疫寛容を誘導する可能性から、母
親が食物制限しない方がよいという考え方もあ
る 9）。離乳食に関しては、開始時期を遅らせる
ことはむしろ経口免疫寛容の考え方から食物ア
レルギーを発症させる可能性が高まることか
ら、現在推奨されている５〜６ヶ月に開始する
ことが適当とされている 10）。
　一方最近では経皮感作が注目されるように
なってきた。日本では、食物アレルギーは原因
食物を摂取した後に起こる現象と定義してお
り、経口摂取して起きた場合だけを食物アレル
ギーとしてきた。しかし 2010 年に米国国立衛
生研究所から出された食物アレルギーのガイド
ラインには、侵入経路は on�exposure�to�とあ
り経口摂取に限られていない 11）。また先ごろ
小麦加水分解物含有の石けんを使用した人に小
麦アレルギーが発症し、アナフィラキシーを起
こした事例が報告されたこともあり、わが国で
も 2012 年のガイドライン（6）では侵入経路を経
口摂取に限定しない表現に変更した。
　食事制限に関して、以前は卵で反応が出れば
鶏肉も、牛乳で出れば牛肉もというように周辺
食物まで広範囲の除去を行っていたが、最近は
必要最低限の除去を行うというのが主流になっ
てきている。そして昨今は、症状が出ない程度
のアレルゲン食品を食べ、その量を段階的に増
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やしていきながら、最終的に耐性を獲得させ
て食べられるようにするという経口免疫療法
（oral� immunotherapy:OIT）が出てきた。腸管
免疫系を整え経口免疫寛容を誘導することが期
待できることから、積極的な治療法として注目
されている 12）。
　しかし現時点でOIT について、日本小児ア
レルギー学会は平成 24 年 2 月「食物アレルギー
委員会」から、耐性獲得を誘導する可能性のあ
る治療で研究段階にあるが、現時点では一般診
療として推奨しないという見解を出している。
また「食物アレルギー診療ガイドライン 2012」6）

では、現時点においては専門医が体制の整った
環境で研究的に行う段階の治療であると位置づ
けている。

３、食物アレルギーの原因
　アレルギー疾患の増加原因として、大気汚染、
家屋構造の気密化、食生活の変化、化学薬品、
精神的ストレス、衛生仮説などが挙げられてい
るが、これらの多くが食物アレルギーの増加に
も関与していると考えられる。
（1）　食生活について
　食物アレルギーが増加し始めたのは 30 年ぐ
らい前からであるが、それ以前からの日本人の
食生活を見ると植物性食品と動物性食品の摂取
量が逆相関になってきている（図 -1.2）13）。食
生活の欧米化が進んでいる現在ではさらに顕著
であることが想像できる。
　乳児の腸管バリアが未熟な月齢での離乳食開
始も増加に加担しているとされている。アレル
ギー素因の獲得は生後２年ぐらいまでが重要
で、その頃までに獲得した素因をその後変化さ
せるのは困難であると考えられている。した
がってその時期までアレルギー素因を持たない
（抗原と接触しない）よう、特に動物性食品の
摂取には配慮する必要がある。一方で、抗原の
経口摂取（食べること）が経口免疫寛容を誘導
することは昔から知られており、食べないこと
がアレルゲン感作を進行させ食物アレルギーを
発症させるという考え方もある 14）15）。

（2）　精神的ストレスについて
　ストレスに直面すると交感神経が緊張し、ス
トレスホルモンとも呼ばれるコルチゾールの内
分泌異常が引き起こされる。それが長く続くと
交感神経の緊張を緩和しようと副交感神経が優
位になるなど自律神経が関与してくる。自律神
経の失調により胃腸の粘膜が障害を受けると腸
管免疫系に影響を与え、免疫寛容を抑制し、食
物アレルギーを引き起こすことは十分考えられ
る 16）。�
　自律神経の交感神経と副交感神経のバランス
の重要性については、安保 17）〜 20）らも多くの
著書の中で提言している。心身のストレスは交
感神経を緊張させて循環器や消化器系の病気に
かかりやすくするが、副交感神経が優位になり
過ぎてもアレルギー疾患を引き起こすというこ
とである。これらのことからアレルギー疾患を
考えるとき、精神的ストレスは重要な鍵になる
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といえよう。
（3）　衛生仮説について
　衛生仮説については賛否両論あるが、藤田
21）は、清潔志向が高じた結果、本来人間が持っ
ていた免疫システムに変調をきたし、アレル
ギー疾患が増えてきたのではないかと述べてい
る。
　食物アレルギーは特定の蛋白質に IgE を作
りやすい体質の人に起こりやすい。IgE は IgA
と並んでアレルギーに関与する免疫グロブリン
である。IgAは気道や腸管などに異物が入らな
いように、生体を守るバリヤーとして働くため
多く存在した方がよいが、IgE はアレルゲンが
結合することで、さまざまなアレルギー症状を
引き起こす主役であることから少ない方がよ
い。腸管は人体最大の免疫機関であることから、
昨今のように清潔な環境下では生体を守るため
の IgA 抗体の働きは小さくてよく、逆に IgE
抗体の働きが大きくなり、そのため食物アレル
ギーが増えているという説もある 9）14）15）。

４、食物アレルギー対応に関する問題
　食物アレルギーへの関心は高まりを呈し、診
断や治療に関する見解には日進月歩の観があ
る。しかしこれらは研究機関、あるいはごく一
部の開業医における進歩であり、全体としては
まだ不十分と言わざるを得ない状況である。昨
年（2012 年）９月に開催された第 49 回日本小
児アレルギー学会におけるさまざまな報告がそ
のことを物語っている（表 - １）22）。
　血液検査を行い IgE 抗体が高い食物はすべ
て除去という指示を出す医師もまだ少なからず
いて、指示を出された保護者や保育所が対応に
苦慮しているという事例は稀有ではない。「保
育所におけるアレルギー対応の手引き 2011」
23）には、保育所での食物アレルギー対応に関
する現状及び問題点として、「近隣の開業医、
施設長・保育士・栄養士の食物アレルギーに関
する知識が最新の情報ではない。」23）「病診連
携（開業医と専門医の連携）が不十分で正しい
指導を受けていない例や、食物経口負荷未実施
事例も多い」23）とあり、その結果「標準的な
診断・治療を受けていない子どもも多く見られ
る。」23）などが挙げられている。秋鹿（2011）

らが行った研究でも、医師から食物アレルギー
や治療薬に関する説明が少なく、「母親たちは、
医師からは求める情報が得られない、看護者は
関心が低いという思いを持っている」24）とい
う考察があった。
　筆者が経験した事例は、1歳の時に他の疾患
で受診した際の血液検査で食物アレルギーを指
摘されたが、母親は一度も症状を見たことがな
いという３歳児であった。アレルゲンが多岐に
わたるため除去が困難との判断からインタール
内服薬が処方され、保育所でも保護者の指示に
より昼食前とおやつ前に与薬していたが、家で
はよく飲み忘れ、服用しないときも普通に食べ
ていたようであった。血液検査による診断とそ
れに基づいた除去食の指示であったが、３年間
指示が変わることなく、保育所の緊張した対応
に比べて、保護者の認識や医師の指示との温度
差が大きいと感じたことがあった。

　保護者に関する問題としては、母親はアナ
フィラキシーについて十分認識しており、除去
食に細心の注意を払っているが、実際に症状を
見たことのない父親はそのような母親の行動を
神経質と見て真剣に取り合わないなど、夫婦
間で認識に差が見られるなどの問題もある 25）。
それが母親を孤独に追いやり、不安と緊張感が
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子どものストレスとなっていることは十分考え
られる。
　アナフィラキシーのような重篤な症状を抱え
ている子どもの保護者は、自らの目が届かない
集団生活での給食に対して不安を抱えており、
保育士、給食担当者の研修を望んでいる 26）。
一方保育者は保護者の認識が低いことから保護
者の講習や学習会の必要性が高いと訴えている
26）。

５、結果、考察
　最近の食物アレルギーに関する見解および現
状についての情報を集めてみたが、アレルギー
の病態は複雑多岐であり、予防につながるよう
な根本的な原因を明らかにするには至らなかっ
た。しかし、現在増加の一途をたどっている対
症療法としての除去食を多少なりとも減らすこ
とは可能と考える。
　まず、血液検査によって抗体価が高く出た食
品は除去する、という現行の方法は見直す必要
があろう。実際に食べてみて、あるいは食べる
ことを控えてみて症状が出るか否かということ
に基づいて診断がなされることが必要で、その
ような診断によれば、現在多く行われている食
物除去は大分減らすことができるのではないだ
ろうか。
　最近の研究では、食べないよりむしろ食べた
方が食物アレルギーの予防になるという見解も
出てきている。したがって食物除去が必要な場
合でも必要最低限にとどめるということは経口
免疫寛容からも重要といえる。しかし、アナフィ
ラキシーショックが考えられる場合は厳重な除
去が必要で、ひとことで食物除去といってもき
わめて個別的対応が要求される。このことから
も、きちんとした診断とエビデンスに基づいた
適切な治療が欠かせない。これには地域の医師
の協力が重要不可欠であると考える。
　精神的なストレスは、自律神経が関与するこ
とから免疫系に多大な影響を与える。食物アレ
ルギーが人体最大の免疫機関である腸管と深く
かかわっていることを考えると、親に十分受け
入れられ認められ、また周囲の大人や友だちと
良好な関係を築くことができて、日々を楽しく
過ごすことができれば、免疫を高めてアレル

ギーの予防に大きく貢献することが期待できよ
う。
　衛生仮説については、清潔志向の行き過ぎが
アレルギーの増加に関与しているのではないか
とする見方がやや多いが、まだ十分な検証に
至ってはおらず、アレルギーの種類によっても
関与の有無に差があり、予防に寄与するような
報告はない。しかし食物アレルギーに限らず感
染症予防のためにも免疫力を高めておくことは
重要であるので、過度の清潔志向は慎むことが
望ましいと考える。
　またごく最近、食物アレルギーの原因として
皮膚感作が指摘され、さまざまな事例から根拠
が支持される方向にある。現在予防に関しては
手探り状態であるが、こぼれた食物や皮膚に着
いた食物は速やかに拭きとる、洗い流すなどの
処理や、日頃からのスキンケアを心がけ皮膚の
キメを整えバリア機能を保持するなどが、皮膚
感作による食物アレルギーを減らすことにも寄
与すると考えられる。
　現段階では予防より食物アレルギーの被害を
回避あるいは最小限にとどめることに関心が向
いおり、保護者は医師や保育・教育に携わる人
たちが正しい知識を持ち合わせていないことや
最新の情報を得ていないことに不安を感じてい
る。正しい知識・情報を持つことと的確な対応
は、子育て支援の意味でも重要であると考える。

６、まとめ
　今や国民の２人に１人が何らかのアレルギー
疾患に罹患しているといわれる現在、食物アレ
ルギーの研究にも力が注がれるようになった。
その成果から食物アレルギーに関する医学情報
が次々と塗り替えられている。医師を始め保育
にかかわる専門職は研修等に積極的に参加し、
進歩についていく努力が求められる。保護者も
不確かな情報に流されることのないようイン
ターネット等を賢く活用し、信頼できる最新の
知識を得て、正しい医療を受けることが大切で
ある。
　それらの努力が積み重なることで、食物アレ
ルギーに関する研究がさらに進み、新しい見解
のもと不必要な食物除去を減らすことで、当事
者や保護者の心身の負担を軽減できることを期
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待したい。
　食物アレルギーに関する近年の文献から原因
を探り、予防への提言ができればと考えたが、
世界的規模の膨大な調査が行わない限り原因の
究明は難しく、今回は子育て支援にも通ずる間
接的な対応の提言に留まった。今後も機会があ
れば予防と子育て環境について研究を継続して
いきたい。
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問題と目的
　子育ての過程において、子どものみならず親
も発達する存在である、ということはこれまで
の発達心理学の研究において様々に示されてき
た。柏木・若松（1994）は「子どもが新しい経
験や役割に出会う中で認知・人格・社会的あら
ゆる面で発達していくのと同様に、おとなもま
た、新しい経験に出会い新しい役割をとること
の中で発達する」という生涯発達的観点から「親
の発達」をとらえている。そこでは、父母とも
「親になることにより」柔軟さや視野の広がり
といった様々な側面が変化することが示されて
いる一方で、子育て中の母親は子育てに対して
肯定的な感情と同時に否定的な感情も併せ持つ
アンヴィバレントな心理状態であることが明ら
かにされている。子育てにおいて親も共に育つ
という感覚は、「育児は育自」と親自身が表現
することにも表れている。斎藤他（2010）にお
いても、地域子育て支援センターを利用してい
る母親たちを対象とした調査において「子育て
とは」という問いに対して、「自分育て」「子ど

もと一緒に自分も成長すること」「育自」とい
うように自らも変化するものである、という子
育てイメージを持つ母親が多かったことを明ら
かにしている。また、徳田（2002）は、子育て
経験を「獲得と喪失」という 2つの側面から捉
え、子どもとの関わりによってポジティブな情
緒的経験がもたらされる一方で、自分の時間や
自由といった“個人としての自己”の喪失の可
能性があると指摘している。そして「母親にとっ
て子どもを産み育てる経験は、相反する価値や
評価を同時に経験し、それを自己の経験として
受け入れ統合するプロセスである」と述べてい
る。すなわち、子育てとは、その過程において、
肯定的・否定的両側面の感情や経験を通して揺
れ動きつつ、親自身も変化する過程であると考
えられよう。
　このような「肯定的側面」「否定的側面」を
内包すると考えられる「子育て」において、育
児不安やストレスをはじめとする否定的側面を
軽減する要因として、様々なサポートが考えら
れる。昨今では様々な社会的ニーズから地域に
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おける「子育て支援」の充実が求められている。
上述のように子育てが子どものみならず親をも
発達させるという観点から考えるならば、「子
育て支援」は子どものため・子育てのための支
援であると同時に、「親発達支援」でもあると
言うことができよう。
　そのような「子育て支援」のひとつの形とし
て、地域において子育て中の親子が集い過ごす
ことのできる「親子の居場所」があげられる。
市民が中心となって子育て中の家庭を支えるた
めに運営されているものや、行政が中心となっ
て設置・運営を行うものなど、様々な形の居場
所が近年増えてきている。我が国における制度
として整備されつつあるものに「地域子育て支
援拠点事業」がある。地域における子育て支援
機能の充実を図るために、それまでの「地域子
育て支援センター」や「つどいの広場」事業等
を再編し 2007 年に創設されたのがこの「地域
子育て支援拠点事業」である。厚生労働省の示
した事業実施の案内（2007）によると、地域の
子育て支援拠点に求められる機能および支援者
の役割として以下の 3点が挙げられている。
①学び：利用者が気兼ねなく相談できる関係づ
くり、個々の支援や情報提供、利用者同士の関
わり合いや地域の様々な人たちとの交流を促す
ような働きかけ。これらによって、親子がとも
に成長するための学びの機会を広げていくよう
努める。
②支え：支援者は利用者の身近な相談相手・理
解者であるよう努める。利用者同士の支え合い
を促し、世代や立場を超えた様々な人たちの協
力を得て、地域全体として子育て家庭を支える
環境づくりを行う。
③親子の力を引き出す：親が自己肯定感を高め
子どもや子育てに向き合う余裕を回復する過程
を重視する。様々な活動を通して刺激や学び得
る機会を作り出し、親子の力を引き出すように
働きかけていく。
　このように、地域において家庭以外に親子が
集い過ごすことのできる「親子の居場所」は子
育て家庭にとって重要なサポート資源となるべ
く設置され存在している。そこで、これらの支
援が具体的に子育て中の親にどのように影響を
与えているのかについて、当事者である利用者

の親自身はどのように認識しているのかを検討
することは、今後の「親発達支援」及び「親子
の居場所」の充実に向けても重要なことである
と考えられる。
　「子育て支援」が親に与える影響については、
これまで、週 1回 1年間にわたる幼児教室とい
う継続的な子育て支援を受けることによる母
親の意識の変化を検討した尾崎（2003）中谷
（2008）、や子育て支援セミナー受講における母
親の変化を検討した木村他（2000）などの研究
がある。前者においては、母親意識や育児不安
の因子の大半が教室修了時には良好な状態に変
化したこと（尾崎 ,2003）や母親の子育てに対
する肯定的感情を高める効果があったこと（中
谷,2008）が示されている。また後者においても、
セミナー受講により、子どもに対する苦手意識
を抱いていた母親が減少したり、子どもが示す
行動の意味の理解が深まり子育てが楽になりゆ
とりが持てるようになったりという変化がある
など、有効な支援であると述べられている。
　幼児教室やセミナーとその特徴を比較する
と、「親子の居場所」はそれらのように常に特
定の参加者や決まった日時・プログラムを設定
した支援ではない。地域において子育て中の親
子が誰でも利用したい時に日常的に利用できる
ことが特徴である支援形態である。そこで、こ
の「親子の居場所」という支援形態においても、
先に示したような有効な支援となり得ているの
かどうか、そして親の発達をどのように支えて
いるのかについて、親の認識という観点から子
育てにおける変化を検討することを本研究の目
的とする。

方　法
１．調査協力者および実施方法
　A市内の「親子の居場所」の利用者を対象
にそれぞれの居場所を通し質問紙を配布し、留
置法にて回収した。
　なお、本研究で配布対象とした「親子の居場
所」とは①主に乳幼児とその親を対象としてい
る②支援スタッフが常駐している（場所だけの
提供ではなく他者による支援を受けることが可
能である）③単発的ではなく継続性のある活動・
場所である（継続的支援を受けることが可能で



− 43 −

「子育て支援」が親に与える影響について−「親子の居場所」の利用による子育てにおける変化−

ある）、とした。
具体的配布場所は以下のとおりである。地域子
育て支援拠点事業（センター型）38 か所、地
域子育て支援拠点事業（ひろば型）1か所、市
民運営の親子の居場所 7 か所。配布数は 1299
名、回収された質問紙は 704 名（有効回収率
54.2%）であった。調査実施時期は2009年10月。
なお、倫理的配慮として、調査にあたっては、
調査結果は統計的に処理され個人が特定される
ことの無いようプライバシーに十分配慮し個人
に不利益が生じることは決して無い旨を、質問
紙表紙の依頼文に明記したうえで、任意で回答
を求めた。
２．調査内容
１）基礎情報：年齢、子どもとの続柄、家族構
成、子どもの人数・性別・年齢、子どもの父母
の就業状況
２）「親子の居場所」について：名称、満足度（ス
タッフの数・スタッフの質・安全面・遊具等備
品・会場設備（広さ等）・アクセス・利用料金・
開設日時・親同士の交流・一人の人として他者
との交流・イベント・子育て相談・子育て情報
提供・一時預かり）。満足度は上記 14 項目につ
いて「満足・ほぼ満足・あまり満足でない・満
足でない」の 4件法にて尋ねた。
３）「親子の居場所」利用による母親自身の意
識の変化について（選択肢複数回答法）
子育てを支えてもらっていると感じた／子育て
の不安や心配を取り除けた／孤独感が減った／
親としての自分に自信を持つことができた／一
人の人としての自分を取り戻すことができた／
その他／特に変化はなかった
４）「親子の居場所」利用による「子ども・子育て」
への認識の変化の有無とその変化内容（自由記
述）

結果と考察
１）基本的属性
回収された質問紙の回答者の子どもとの続柄の
内訳は、「母親」648 名（92.0%）、「父親」4 名
（0.6%）、「祖父母」27 名（3.8％）、「その他」4
名（0.6%）、「無回答」21 名（3.0%）であった。
本研究では、この結果より可能な限り条件を統
制するために、回答者が「母親」である 648 名

を以降の分析対象とする。
なお、648 名の基本的属性はTable １のとおり
である。

２）「親子の居場所」についての満足度
　利用している「親子の居場所」（以下「居場
所」）に関する各項目の満足度の割合（「一時預
かり」等項目によっては実施していない「居場
所」もあるため有効パーセントにて示している）
は Figure １のとおりである。なお、質問紙で
はこれまで利用したことのある「居場所」のう
ち３ヶ所までについてそれぞれ回答できるよう
になっているが、今回の分析では個人の変化に
注目して分析を行うために 1人につき 1か所の
「居場所」（1番目に記載されたもの）について
のみを分析対象とした。
　14 項目中 9項目が「満足」「ほぼ満足」を合
わせて 90%を超えており、3項目が 85%をこえ
ている。このことより、いずれの項目も満足度
は高いと言える。満足度の一番低かったものは
「アクセス（駐車場や公共交通機関の便の良さ）」
であり（「満足」「ほぼ満足」は 77.5%）約 4人
に 1人は「居場所」へのアクセスに関して不満
を抱いていると考えられる。
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３）「親子の居場所」利用による母親自身の意
識の変化
　「居場所」を利用したことによる母親自身の
気持ちの変化について、選択肢からあてはまる
ものすべてを選択するよう求めた。その結果、
「特に変化がなかった」と回答した人は 35 名
（5.4%）であり、無回答の 8名（1.2%）を除くと、
何らかの「変化があった」人は 605 名（93.4%）
であった。変化の内容はFigure2 に示したとお
りである。9割以上の人が「居場所」を利用す
ることにより、その意識に何らかの肯定的変化
を感じており、6割近くの人が子育てにおける
不安感・孤独感の軽減を感じているということ
が明らかとなった。また、「子育て支援」の場
でありながらも「一人の人としての自分」とい
う感覚を取り戻したと 1割の人が回答している
ということは、「母親」という一つの役割とし

てのみではなく、「私」として「居場所」にお
いて受け入れられていると感じているという現
れであると考えることができよう。

４）「親子の居場所」利用による「子ども・子育て」
への認識の変化
　「居場所」を利用したことにより「子ども」
や「子育て」に対する認識の変化があったかど
うかを尋ね、その変化内容について自由記述に
て回答を求めた。その結果、変化があった（528
名、81.5%）、変化はなかった（75 名、11.6%）で、
8割以上の人が「居場所」を利用したことによっ
て「子ども・子育て」への認識が変化したと感
じていることが明らかになった。
　さらに、記述による変化の内容を調査者（著
者）2名にて 7つのカテゴリーに分類した。分
類したカテゴリーおよびその内容をTable2 に
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示した。以下にそれぞれのカテゴリーごとの内
容と具体的記述内容を示すこととする。

（a）「我が子」
　本調査項目は母親自身の認識の変化を問うた
ものではあるが、母親の目から見て「子どもが
成長・変化」しているのを感じたとの回答も多
く見られた。このような「我が子の変化に関す
る気づき・認知」がこのカテゴリーである。具
体的記述内容の例は以下のとおりである。
（以下、同様に具体的記述内容を示す。なお、
下線は著者による。何が変化に関連しているの
か、について記載がある部分には下線を引いて
ある。）
・他の子と触れ合うことで、ひとみしりが少な
くなったり、ことばをしゃべるようになった
りと、とても成長した。
・活発になった。
・いきいきした顔になった。
・親から離れてひとり遊びができるようになっ
た。
・同世代の子どもと遊ぶことで、人とのかかわ
りや楽しさを学んでいる点。
・お友達に優しくできるようになった。我慢を
おぼえた気がする。
・子どもの遊び方の幅が広がったり、他の子と
会うことで刺激を受け、成長していると思う。
・体を使った遊びが好きになった。
・歌をよく歌うようになった。
・他の子から刺激を受けて、支援センターでは
トイレに進んで行く。
・自分でご飯などを食べるようになった。何で
も積極的にやりたい、になった。

　このように「居場所」を利用することによっ
て、子どもの特徴の変化や、他者との関わり方
や社会的ルール・自己コントロールの獲得、遊
び方や好みの変化、また基本的生活習慣に関わ
る場面での変化に至るまで、様々な側面で子ど
もが変化していることを、親は認識しているこ
とがわかる。

（b）「我が子理解」
　このカテゴリーは、「居場所」を利用するこ
とによって「子ども（我が子）」への見方や捉
え方が変わった、という回答のカテゴリーであ
る。家とは違う子どもの一面を見て、また他児
の様子と我が子の様子を比べることによって、
我が子への理解が変化した、我が子の育ちへの
理解を深められた、という回答内容となってい
る。
・他の子ども達と比べて自分の子どもの性格や
好きなものがわかった。
・子どもの好きな、今現在興味のあることや遊
びの様子が良くわかる。
・周りの子ども達になじめるか不安だったが、
少し様子を見てから動き出す子どもを見て、
自分なりに考えているのだと思いました。
・子どもの、家で家族でのみいるときとは違っ
た一面が見える。
・2人目の子どものため、見落としがちだった
けれど、この子の楽しそうな顔や遊ぶ様子を
じっくり見られてよかった。
・他の子の様子を見る機会が増えて、みんな同
じだなぁと安心したり、自分の子どものよい
面に気づいたりした。
・他の子も同じ…または違うところなども見る
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ことができ“うちの子はうちの子”と思える
ようになり気持ちが楽になった。
・この子はこのままでいいんだと思える。
・子どもがするサインを見逃したことがあり、
又理由が分からなかったりしていたが、他の
ママさんからアドバイスをもらって気がつい
たりする事があった。
　人はその置かれた環境の違いによって、異
なった行動を示すものである。家庭という一場
面、もしくは家族という特定の他者とのかかわ
りの中での子ども理解にとどまらず、家庭とは
異なる場所で他者と関わる経験の中で示す子ど
もの姿を通して、親はその子どもの特徴や好み、
発達の様子等に気がつき、我が子への理解を深
めることができていると言えよう。また、他の
子どもと我が子の様子を比較することにより、
我が子の育ちを理解したり、我が子を「この子
はこの子として」丸ごと受け止めようとしたり
という意識が芽生えていることも明らかとなっ
た。

（c）「『子ども』理解」
　このカテゴリーに分類されたのは、我が子の
みならず「子ども」という存在そのものについ
ての認識に変化があった、という回答である。
・子どもはまだまだ成長の途中。できないこと
があって当たり前。あまり要求してはいけな
いのだと気が付いた。
・なぜ？子どもの立場になっての不思議な行動
が理解できた。
・少し大きな子を見てあと○ヵ月たつとこうな
るんだ、など育児書ではわからないことを学
べる。
　近年、親になるまでの乳幼児との接触経験が
ますます少なくなっていることが指摘されてい
る（原田 ,2003）。また、育児の孤立化と表現さ
れるように、親になった後も自分の子ども以外
の子どもと接する機会は決して多くない。その
ような中で、「居場所」利用を通して他の子ど
もを見ることにより「子ども」とはこういうも
のなのだと子どもそのものへの理解を深める機
会となっていることが記述により示されている
と考えられる。

（d）「親子環境」
　このカテゴリーは、「居場所」を利用するこ
とによって、親子を取り巻く「環境」に変化が
あったことを認識している回答である。「居場
所」を利用することによって、親子を取り巻く
人的環境や生活時間などの物理的環境が変化し
ていることへの認識であった。
・親子共々友達が増えた
・家で子どもと 2人きりでいるより、沢山の人
と接することで生活にメリハリがついた。
・生活リズムができたので、規則正しくなった。
　親子ともに子ども同士親同士の人間関係の広
がりがみられたり、生活リズムが整ったりと、
親子の生活における変化がうかがえる。

（e）「親の気持ち・考え」
　このカテゴリーは、母親自身の気持ちや気分
が変化したという回答が分類される。子育てに
おける不安の減少や、子どもや子育てに関する
肯定的感情の生起などである。
・自分だけが育児をつらいと感じていると思っ
ていたが、みんなそれぞれ悩みがあることが
わかり子育てが楽しくなった。
・いろんなママさんとお話しして心にゆとりが
できた。
・親が先生や他の親から学ぶことが多い。子育
てのストレスがなくなる。
・自分の置かれている状況に共感してもらい、
励みになった。
・食事のこと、成長のことなど他のお母さんや
子どもと接し自分の子どもの「子育てはこれ
でよかったのだ！」と不安から安心に変えら
れた。
・周りの人も同じような子育ての悩みをかかえ
ていることを知り、深く悩まなくなった。
・気軽に話ができて悩みや情報を聞いたりでき
るようになり、視野も広がった。
・母として子とずっと 2人で過ごしている私に
とっては気分転換になる。
・スタッフや他のママとの交流の中で、子ども
を客観的に見ることができ、より愛しく思う
ようになった。
　「居場所」のスタッフや他の親と関わる中で、
その交流・情報交換・相談などを通して、母親
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の意識は変化している。不安から安心へ、スト
レスの減少、悩みの減少、気分転換やリフレッ
シュ、視野の広がり、子どもへの愛おしさの増
加など、多岐にわたり子育てにおける否定的感
情が減少するもしくは肯定的感情が増加してい
ることが多く表現されていた。
　育児不安・ストレスの軽減といった側面につ
いても「居場所」は有効な子育て支援であるこ
とが明らかとなったと言えよう。

（f）「親の行動」
　このカテゴリーへの分類は、母親自身の行動
に変化があったことへの言及である。母親は、
子どもへの接し方が変わるなど、「居場所」を
利用することで、自分自身の行動が変化したこ
とを認識している。
・子どもと 2 人きりの時間が辛かったことも
あったが、他の子どもと遊ばせたり他の親の
話を聞くうちに、子どもと 2人きりの時間も
楽しめるようになった。
・子どもに対して楽に接することができるよう
になった
・利用することでイライラ、ガミガミせず、ゆっ
たりとした気持ちで接することができる。
・より前向きに子どもとかかわりたいと思えた
点。遊ばせ方や読み聞かせ方などに変化がで
きた点。
・引っ越してきて利用するようになった。なん
となく○○区の子育て状況がわかった気がし
たので、他の場所にも積極的に出かけたく
なった。
　「居場所」を利用することによって、利用中
のみならず帰宅後など「居場所」以外の場面に
おいても、子どもとの関わりの時間を肯定的に
とらえたりスキルが向上したりと、ポジティブ
な変化が認められている。また、関わり方のみ
ならず、「居場所」の利用を足掛かりとして、
親子の世界を広げる効果も示唆されていた。

（g）「子育てイメージ」
　このカテゴリーは、「子育て」という営みそ
のものに対して、その見方や考え方・捉え方が
変化したと回答したものが分類される。
・子育てに対し大変というイメージばかり持

ち、憂鬱なことも多い毎日だったが、大変さ
はみんな同じであることや、それ以上に喜び
や楽しさもあることを感じることができた。
・｢辛い｣ ｢大変｣ といった負のイメージから ｢
明るい｣ ｢楽しい｣といったイメージに変わっ
た。
・利用する前は子育てに対し“こうであらねば
こうしなきゃ”と、親も子どもも枠にはめよ
うとしていたが、いろんなお母さんがいて、
いろんな子どもがいる中で、ありのままでい
いんだということを利用していく中で教えて
もらいました。また、１人じゃないという安
心感もあります。
・子育てしているのは自分ひとりではないんだ
と思いました。
・いろんな親子の形があるんだなと思った。
・子育てはみんなで助け合ってやっていくも
の。ひとりで頑張りすぎる必要はない。子ど
もを子育てを楽に受け入れられるようになっ
た。
・子育ては 1人でするものじゃない。地域です
るもの。みんなですること。という考えに変
わりました。
・ボランティアの方が運営しているので、社会
に子育てを支えてもらっているという実感を
味わえた。
　前述したように「子ども」と触れ合う機会が
減少していると同時に、「子育て」についても
日常生活の中で自然な形で目にする機会が減少
している。世代間における子育ての知恵や経験
等の縦の伝承や、同世代の横のつながりなど、
さまざまな伝承や伝達が難しくなっているので
ある。そのような中で、「居場所」を利用する
ことによって、子育てのイメージが肯定的に変
化したり、子育てをしているのは自分一人だけ
ではないという意識を持ったり、子育てを支え
てもらうことを肯定的にとらえたりといった子
育てそのものへの意識の変化が見られることが
わかった。また、「居場所」があるということ
そのこと自体が「地域で支えられている」とい
う意識につながっている可能性も示唆されてお
り、ここに地域に親子の居場所が存在すること
の大きな意義がうかがえる。
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　また、全体を通して、それぞれの変化が「居
場所」の何において変化したのかについては、
下線部の通り、活動経験・他者（我が子、他児
や他の親、スタッフ）との関わり、その中での
交流・相談・情報交換、そして他者により受け
止められることなど多岐にわたっていることも
明らかとなった。
　加えて「変化はなかった」と回答した人の自
由記述を検討したところ、質問紙に回答した時
点で「利用の日数が浅い」ことを変化がない理
由として挙げている人が多かった。継続的な支
援が重要であることを示唆していると考えられ
る。

５）満足度と変化との関連
　先に示した「親子の居場所」に関する満足度
は母親の変化に関連しているのかを明らかにす
るために、満足度 13 項目（「一時預かり」につ
いては実施していない場所も多いため分析か
ら除いた）の平均を出し、その得点の高低に
より 2群に分け、各変化項目との関連をχ2 検
定にて調べた。その結果、「子育てを支えても
らっていると感じた」「子育ての不安や心配を
取り除けた」「親としての自分に自信を持つこ
とができた」の 3項目および「子ども・子育て
への認識の変化の有無」において有意であった
（Table3-1 〜 4）。いずれも、満足度の高い群の
方が低い群に比べて変化を認識しやすいという
結果である。子育て支援において、その支援に
対して満足をしている人ほど子育てにおける変

化を感じやすいということが言えよう。先に検
討した、親の認識の変化においても、他児・他
者との関わり、相談、情報交換などの要因が認
識を変化させていることが明らかになっている
ことからも、「居場所」で経験する様々な側面
が親の変化につながっていることがわかる。す
なわち、利用者のニーズを理解し、そのニーズ
に応えていく丁寧な支援が、親自身の変化や変
化に対する認識につながるということが示唆さ
れたと考えられる。

全体的考察
　本調査では、子育て支援のひとつの形である
「親子の居場所」を利用することが、親の認識
の変化につながっていることが示された。子育
て支援の大きな目的であると考えられる不安感
や孤独感の軽減はもちろんのこと、子どもや子
育てに対する認識をも変化させていることが明
らかになった。
　具体的な変化としては「子どもの変化」「親
自身の変化」それぞれが認められている。子育
ては親が子どもへ一方向的に影響を与えるもの
ではなく、親の側も、子どもの個性や発達的変
化の影響を受け、親・子双方が影響を及ぼし合
うことによって、子どもの行動が形成され、同
時に子どもとの相互作用を通して親の側も変容
を遂げていくという相乗的相互作用の営みであ
る（坂上 ,2003）。そのような意味において、「居
場所」を利用することにより子どもが変化する
ということは、それを受けて親が変化する、も
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しくは親子の関係性が変化することにつながる
であろう。また、そのような子どもの変化・成
長を認識し、子どもへの理解や肯定的感情を深
めることは、子育てと子どもの育ちをより肯定
的側面へ導くことにつながる。
また、不安感・負担感・ストレスの軽減のみな
らず、視野の広がりや親子の行動範囲の広がり、
子育てにおけるスキルの向上といった親自身の
変化は、まさに「育児は育自」であるという親
自身の発達の認識を具体的にとらえたものであ
ると言える。
さらに、注目すべきことは、「子育て」そのも
のイメージを肯定的にとらえ、自分たちの子育
てを社会の中の営みとして「支えてもらっても
よいものなのだ」「支えられているのだ」とと
らえることができるようになっているというこ
とである。このことは、同じように子育てをす
る他者に対してもしくは次の世代において、こ
の人たちが「支え手」となり得る可能性を秘め
ていると考えられるからである。今後、地域に
おける子育て支援の輪においてこのような認識
を持つ当事者が増えることは非常に重要なこと
であると思われる。
以上、このような多岐にわたる変化が認めら
れていることから言えることは、「親子の居場
所」という子育て支援が、地域子育て支援拠点
事業において求められると示されていた、「学
び」の場であり「支え」の場であり「親子の力
を引き出す」場である、という目的にかなった
支援であるということであり、それが故に子育
てと同時に「親の発達」をも支え得るものであ
るということである。地域に「親子の居場所」
が存在することの意義がここに示されたと言え
よう。
　最後に、本調査の問題点と今後の課題につい
て 2点述べる。1点目として回答者の母集団に
ついてである。今回対象とした「親子の居場所」
は、その特徴として、保育所等のように利用者
が定まっているわけではなく、来たい人がいつ
でも来ることのできる場である。言い換えるな
らば、来たくない人は来なくなってしまう場で
あるともいえる。すなわち、今回の回答者は利
用しているという点で「居場所」を少なからず
肯定的にとらえている人が多い母集団からの回

答者である。利用と親の発達・変化の関連につ
いては本回答者の変化で明らかにされ得るが、
地域においてより多くの人に有効となる「親発
達支援」としての具体的支援内容については「利
用していない人」のニーズも明らかにしつつ検
討していく必要があろう。合わせて、利用者の
満足度が、親の変化に関連することも示された
ことから、より充実した支援が提供されること
が、子育て中の親の発達を支えることにつなが
ると考えられるため、具体的にどのようなニー
ズに対応する支援をさらに充実させていくべき
かについては、今後の課題としたい。課題の 2
点目としては「親の発達」を検討するうえでは、
「母親」のみならず「父親」についての検討が
必要であるということである。今回の質問紙の
回答者は結果的に母親が 92%を占めていたこ
とから、現在「親子の居場所」を直接的に利用
しているのは母親が多いことを示しており、分
析対象も今回は母親のみとして行った。しかし、
先行研究でも示されているように子育てにおい
て発達するのは何も母親だけではない。今後、
子育て支援が父親に与える影響についても検討
する必要があると考えられる。
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１．研究の目的と背景
　近年、子育てをする親たちのリフレッシュや
「自分らしさ」を確保することを目的に、大人
を対象とした行事や催し物等に子どもの保育を
つけるものが増えてきている。
　例えば母親が子どもを預けて映画を楽しむこ
とができるようにと、託児ルームを設定してい
る映画館がある１）。文化会館の中には、会館が
主催する公演について、託児サービスを行って
いるところがある２）。美術館でも保育ルームを
設置し、美術鑑賞の際、子どもを預けることが
できるところがある３）。
　このような文化的催し物を保護者が子どもと
離れて楽しむことは、保護者が子どもから一時
的に離れる機会を得ることになる。このような
一時預かりに対するニーズは高い。小池らの研
究では、一時預かりサービスは親子交流や子育
て情報の提供、子育て相談といった他の子育て
支援サービス比べて、サービス量への満足度も
低く、さらなる充実が求められていることが明
らかになっている４）５）。

　このような文化的催し物に伴う保育は、本来
催し物への参加を促すことが目的であるが、結
果として、親たちの子育てからのリフレッシュ、
自分の時間を確保するという子育て支援につな
がっており、子育て中の親のニーズに応える一
端を担うこととなっている。
　一方、保育を子育て支援そのものを目的とし
て設定しているものも増えている。新潟県女性
財団では主催する研修会やセミナー等に保育を
設定しているものが多い。例えば、人材育成セ
ミナーとして企画されている「育休ママのため
の職場復帰準備セミナー」や「トラブル解決力
アップセミナー」では、生後６か月以上の子ど
もを対象とした保育を設定している６）。子育て
支援の一つとして行われているNPプログラム
（Nobody's　Perfect）７）では、その開催にあた
り、保育を設置することが条件とされており、
親が子どもと離れて過ごすなかで、親としての
思いを語り合うことができるようにしている。
筆者らが関わっている福島県から東日本大震災
及び原発事故による避難者の支援活動の一つで
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ある「ふくしまママ茶会」８）も保育を前提に
企画・運営しており、子どもと離れる時間を確
保することで、日頃子どもの前では話せない避
難生活での思いや悩みを共有することができる
ようにしている。
　保育という「子どもと離れる」ことによって、
「大人としての時間」「女性・男性としての時間」
が確保でき、その結果が親子それぞれにとって
プラスに働くという子育て支援につながってい
る。このような一時的に子どもと離れる経験を
した保護者への効果として、①育児サポートの
付加、②地域の中で子育てを頼るところができ
たという安心感の芽生え、③母親の精神的安定
が図られる、④保護者と子どもとのかかわりの
変化、⑤保護者の子どもの育ちの発見、⑥保護
者と保育者の関係の構築、⑦保護者と他の子ど
もとのかかわりを挙げている９）。また、身内で
はない他者に子どもを預ける経験は、保護者に
とって分離不安をより強く感じているものの、
分離経験によって母親自身がより充実した時間
を過ごしたり、子どもや親子関係によい経験で
あったと感じられていることが明らかにされて
いる 10）。
　これらの保育ニーズに応える社会資源の一つ
として「保育グループ」と呼ばれる団体が地域
で活動している。ここで言う「保育グループ」
とは、前述のような保育ニーズの対応を目的と
して、有志によって構成された組織から保育者
を派遣している団体である。これら「保育グ
ループ」の存在が保護者が必要とする子育て支
援ニーズの一端を担っているといえるが、その
成立要件や運営、組織について言及された研究
は少ない 11）。しかしながら、専門的な知識や
技術を習得していない地域住民が、保護者から
信頼される保育を提供していくためには、信頼
される組織のあり方や保育者の資質向上等、課
題となることは多い。
　本研究は、上記に該当する「保育グループ」
の活動を成立させている基礎的要素の提示を目
的とする。その理由として、上記のような子育
てニーズに対応していくことが求められる時代
において、これらグループの活動の継続や新た
なグループの設立がより必要とされているから
である。研究方法としては、帰納的アプローチ

による記述内容の分析を行うこととする。その
結果は「保育グループ」を成立させる基礎的要
素を提示することにつながると考えられる。

２．研究方法
（１）調査対象
　調査対象は、Ａ県内で活動する「保育グルー
プ」である。Ａ県では、女性の自立等、男女共
同参画の視点から、県内で活動する「保育グ
ループ」の養成に努めてきた。その中核をＡ県
女性財団が担っており、保育者の養成、既存の
保育グループ間の連携、共同での研修会を行っ
ている。女性財団に登録し、活動を展開してい
る 23 グループに対し、調査協力のお願いを調
査実施前に行ったところ、９グループから承諾
を得ることができた。
　調査は２種類行い、①「保育グループ」の組
織・運営に関する内容（グループの代表が回答）、
②保育者自身に関する内容（グループに登録し
ている保育者全員が回答）となっている。本研
究では、「保育グループ」の成立に関する基礎
的要素の提示が目的であるため、①の内容を中
心に分析を行う。

（２）調査の実施方法
　調査は、調査協力を受託した「保育グループ」
に対し、郵送による配布、回収を行った。調査
期間は 2011 年 10 月の１か月である。
　本調査の対象は各「保育グループ」の代表で
ある。この調査は、「保育グループ」活動を成
立させている基礎的要素を明確化することを目
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的としているため、組織・運営面を把握してい
る代表を対象とした。
　調査項目は、「保育グループについて」、「保
育について」、「保育者間の交流、研修について」、
「保育グループの運営について」の４点から構
成されている。調査内容の詳細は表１の通りで
ある。本研究では「保育グループについて」及
び「保育について」の調査結果から「保育グルー
プ」の活動を成立させる基礎的要素につながる
内容を中心に検討を行う。

（３）倫理的配慮
　収集したデータについては、統計的に処理を
行い、結果の公表に際して「保育グループ」が
特定されることのないよう十分配慮した。上記
のような配慮を行う旨を調査依頼文書に明記し
た。また、本研究については、筆者らが所属す
る機関が有する倫理委員会の審査を受け承認を
得た（2011.9.14 承認）。

３．結果と考察
（１）「保育グループ」の設立経緯

　設立の経緯としては、大きく分けて次の二つ
があげられる。
　一つ目は「時代の要請に応えるため」である。
保育グループの活動を始める経緯として、回答
のあったグループの多くが 1990 年代後半以降
に設立されている（表２）。
　この時期は、子育て支援が社会的に注目され
始めた時期でもある。1990 年代は少子化対策
の一環として子育て支援充実の施策が積極的に
取り組まれた時期である。1994 年の「エンゼ
ルプラン（今後の子育て支援のための施策の基
本的方向について）」策定に始まる一連の少子
化対策・保育施策は、子育てをする親（特に在

宅で子育てをしている母親に対する支援）の
ニーズに応える形で、仕事の子育ての両立支援・
保育ニーズに応じた様々な保育サービスから、
在宅における顕在化しない親子の発見と子育て
のサポートへとその様を変えていった。
　これは、設立のきっかけやグループの理念・
目的でも明らかになっている。設立のきっかけ
として、保育者（保育ヘルパー等）の養成講座
を受講したメンバーが中心となって立ち上がっ
ているところが多い。1990 年代中頃、これら
の養成講座が公民館等社会教育施設を中心に積
極的に行われている。子育て中であっても「学
びたい」という声に応える形で、社会教育施設
で行われる企画や研修に保育をつけるように
なっていった。
　また、グループの理念や目的にも、その設立
の経緯が含まれており、回答のあった９グルー
プすべてが「子育て中の親の社会参加を支えた
い」ことを目的に掲げていた。なかには「子育
て中だった私たちは、講座や講演会等等参加し
たいな…と思ったとき、まわりにはまだあの頃
には保育付の講座もなく、悔しい思いをしまし
た。」といった、まさしく保育者自身が「学び
たい」「社会参加したい」という思いを持って
いたことがわかる記述も見られた。
　二つ目は「自らの子育て支援活動をよりよく
展開していくため」である。すでに子育て支援
活動をしている団体が、自らの活動を進めてい
く上で、保育を準備した方が子育て中の親たち
も参加しやすいことに気づき、そういった保育
ニーズに応える形で組織化しているケースであ
る。「…活動している中で、若いお母さん達より、
会議や、催し物等、子どもを見て頂ける処があ
れば、勉強、会議等もっと出席できるのではと
の声があり、活動の一つに入れようというにな
り、発足」している。２グループからこの回答
があった。子育て支援を行っている団体の保育
ニーズとして、次の二つが挙げられる。一つ
は、団体で企画する催し物に参加する子育て中
の親の子どもたちへの保育、もう一つは、それ
らの企画を準備する際にスタッフが行う会議や
研修会の際の保育である。前者については、講
演会や研修会といった講師の話を聞く形であっ
たり、参加者が体験する形の場合、保育を用意
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することで、参加者が催し物に集中することが
可能という、支援活動の目的に対応するための
保育といえる。一方、後者については、回答に
あったように、スタッフの勉強、会議等への参
加を促す要因としての保育がある。会議は参加
者同士の意見交換がしっかりとなされ、その目
的や意義を共有することや役割分担を明確にす
る必要がある。勉強（研修）では、その内容に
集中することが何より求められる。このような
経緯から保育を提供する仕組みを立ち上げてい
る先行事例として、貝塚市公民館による活動が
あり 12）、本調査においてもこのような経緯が
明らかにされた。この二つの面から、子育て支
援団体としては、自前の「保育グループ」を形
成することが活動をより充実させていくことに
つながることを目的として設立していることが
わかる。

（２）「保育グループ」の概要
　①活動拠点
　グループの活動拠点として、独自に拠点を
持っているところはなく、「代表者宅」が６グ
ループであった。その他、「副代表宅」、「事務
局宅」がそれぞれ１グループ、「依頼受入は代
表宅、定例会は公民館を活用」と回答したグルー
プが１つあった。（表３）

　②保育者登録数

　保育者の登録数については、グループでかな
りの差があった。もっとも少ないグループは６
名、もっとも多いグループで 28 名、平均 15 名

であった（表４）。登録者数の妥当性については、
グループの規模や年間の活動日数等に応じて検
討する必要があるが、保育者登録の方法につい
ての回答についてみると、登録者数が少ないグ
ループは「日頃、いつもお手伝いをして下さる、
サブメンバーの人達がおり」という記述があり、
必ずしも登録している保育者のみで活動を展開
しているわけではないこともわかる。

　③年間依頼件数

　一年間（2010 年４月〜 2011 年３月）の保育
依頼件数は、もっとも多い団体で 197 件、もっ
とも少ない団体は０件、平均 94.5 件であった。
（表５）０件というのは、調査当初、活動を始
めたばかりの団体である。年間 100 件以上の保
育を行っているグループが４グループとなって
おり、これらの４つは活動実績のある他の４つ
と比べて、設立時期が早く、活動経験年数も長
くなっているため、地域での認知度や信頼が高
くなっていること、グループの所在地がＡ県内
の中心となる市であり、保育を必要とする機会
が多いことも背景にあると考えられる。

　④保険への加入状況
　保育活動上の事故やけが等の対応として、調
査対象となった９グループすべてが社会福祉法
人全国社会福祉協議会による「福祉サービス総
合補償」に加入していた。この保険では、在
宅・地域福祉サービス中の活動従事者自身のケ
ガ、団体・グループの賠償責任を補償する内容
となっている。活動従事者自身のケガを補償で
きる体制を整えることで、保育者自身がケガを
した場合（移動中や子どもとの関係等）の対応
が可能となる。賠償責任を補償することで、保
育中に子どもにケガをさせてしまった場合の対
応が可能である。このように、万が一の時への
備えをすることで、安心して保育を行うことが
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可能となる。

　⑤紹介する媒体
　「保育グループ」を紹介する媒体について、
９グループすべてが何らかの媒体を作成してい
た。うち、「パンフレットやリーフレット」と
回答したのは８グループ、「ホームページ」と
回答したのは２グループ（複数回答）であった。
パンフレットやリーフレットでは、おもに団体
の紹介や保育の依頼方法が示されていた。

　⑥保育者募集方法
　活動する保育者の募集方法について尋ねたと
ころ、９グループのうち５グループが一般募集
を行っており、４グループは行っていなかった。
一般募集を行っていないグループに募集方法を
尋ねたところ、「知り合い等に声をかける」と
いった保育者のつながりで対応しているグルー
プや「保育者養成講座を受講した方」といった、
保育者に必要な知識や技術を学んだ方たちとし
ているグループがあった。いずれにしても、子
育てについて知識や経験を踏まえた上で保育者
として活動していることがうかがえた。

（３）提供している保育
　「保育グループ」が提供する保育は、認可保
育所で行われている保育と違い、そのグループ
が責任をもって担うことのできる範囲を基準と
するため、グループごとにその内容を定めてい
る。具体的にどのような基準を設けて保育を
行っているのかについて調査を行った結果が以
下の通りである。
　①対象年齢
　保育対象となる子どもの年齢について、すべ
てのグループが生後６か月以上の子どもを対象
としていた。上限については設定していないグ
ループもあるが、上限を設定しているグループ
では、「小学生」、「未就学児」、「小学校低学年」
の３グループとなっている。上限を設定してい
ないということは、場合によってはかなり幅広
い年齢の子どもを預かることも起こりうる。「保
育グループ」が年齢制限を行うと、ニーズに対
応できない場面も出てくると考えられる。た
だ、幅広い年齢の子どもを一同で保育すること

は、子どもたちの安全面でもリスクが高くなる
ため、保育についての工夫も必要となってくる。
保育を行うための場所を複数用意する、保育者
の数を増やす等の配慮が必要となってくるだろ
う。

　②保育対応曜日・時間
　保育に対応している曜日・時間については表
６の通りである。記述のあった６グループのう
ち５グループが「応相談」や「随時」等、特に
規定を設けず、主催者からのニーズに応じて相
談しながら対応している。また規定のある１グ
ループも、回答をみると臨機応変に対応してい
ることがわかる。

　実際、回答のあったあるグループの活動実績
をみると、表７のようになる。最も早い時間
で 8時 30 分開始、遅いもので 22 時 30 分終了、
保育の時間が長いものでは 8時 30 分から 18 時
までの 9時間 30 分というものがあった。この
結果からも多様な対応をしていることが明らか
である。これは保育時間の上限について尋ねた
質問項目からも９グループすべての団体が特に
上限を設けず、保育依頼団体からの必要に応じ
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て保育を行っているという結果からも明らかで
ある。このような柔軟な対応が可能であるのも、
「保育グループ」の活動目的が明確であり、目
的に応じた対応を展開していること、子どもを
保育することに対して、後述するように基準や
ルールを定めているからといえる。

　③保育者配置基準
　保育を行う際の子どもと保育者の人数割合に
ついて尋ねたところ、すべての団体が規定を設
けている。うち１グループを除いては、年齢・
月齢に応じた保育者基準を設けていた。（表８）

　「保育グループ」が預かる子どもたちは、保
育者にとって初めて出会う子どもたちであるこ
とが多く、子どもとしっかり向き合うためにも
手厚く保育者を配置していることがわかる。そ
の中でも３歳以上の子どもについては、すべて
の団体が一人の保育者で複数の子どもを保育す
る形となっているが、２歳以下の子どもについ
ては、グループによって、差がみられた。グルー
プの中には「子どもの人数にかかわらず、最低
2人の保育者で保育を行う」とするところもあ
り、複数の保育者で対応することで、保育者同
士が連携をとりながら保育を行うことのできる
体制を整えていることもわかった。

　④保育カードの有無、内容
　保育者にとって、保育を行う子どもの様子を
把握することは欠かせない。保育を行う場面に
おいては、認可保育所であっても、「保育グルー
プ」が行う保育であっても同じである。「保育
グループ」では、子どもの様子を把握するため
に、子どもの状況をまとめた用紙（保育カード、
保育カルテ等）を用意している。この用紙（以下、
保育カード）を事前に保護者に提供し、必要事
項を記入してもらった上で、保育に臨んでいる。
　保育カードの記載内容について、カードの提
供があった８グループの結果は表９の通りであ

る。

　すべての「保育グループ」に共通の項目は「子
どもの氏名」「愛称」「持病（アレルギー、ぜん
そく等）の有無」「年齢・月齢」「排泄状況（排
泄の段階）」「保育担当者へ連絡したいこと」の
６項目であった。また「生年月日」「健康状態」「授
乳状況」は７グループが記載していた。「健康
状態」を尋ねていない１グループも、子どもの
体温を尋ねることで確認する形をとっていた。
子どもの氏名は当然のことであるが、愛称も尋
ねることで、子どもが慣れ親しんだ呼びかけが
できるようにしている。持病については、子ど
もの体調にも影響することであり、事前に情報
を得ることで、子どもの健康を守ることとして
いる。これは後述するように、保育の時間帯に
よってはおやつ等を提供することもあるため、
子どもに与えてはいけないおやつ等の確認をす
ることにもつながる。健康状態や好きな遊びは
その子が保育時間を楽しく過ごし、保育者が子
どもの様子や変化を確認するための大切な情報
源である。授乳については、年齢が低い子ども
の場合、保育時間が長くなると必要となってく
る。授乳の間隔や飲む量を確認し、保育が始ま
る前、何時頃授乳したかを尋ねた上で、適切に
対応している。続いて「保育経験の有無」５グ
ループ、「泣いた時のなだめ方」４グループと
なった。「保育経験の有無」では、他者に子ど
もを預けたことがあるかどうかを尋ねていた。
父親や祖父母等の身近な存在ではなく、他者に
預ける形での保育経験があるかどうかを尋ねる
ことで、子どもとの関わり方にも配慮している
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ことがわかる。泣いたときの対応等は、普段の
子育てを知ることで、保育場面においても、で
きるだけ子どもに負担のない形を提供しようと
していることがわかる。
　このようにほぼすべてのグループに共通する
項目がある一方で、半数以下のグループが尋ね
ている項目もあった。具体的には「性別」「保
護者氏名」「保育実施日」３グループ、「住所」「電
話番号」「おんぶの可否」２グループ、「睡眠時
間」「午前のお昼寝の有無」１グループであった。

　⑤保育案内の有無、内容
　実際に保育を行う場面で使う持ち物等につい
ては、事前に保護者に連絡し、用意してもらっ
ている。そのため保育を利用するにあたっての
心構えや準備物等の案内を記載したものをすべ
ての団体が用意していた。回答のあったグルー
プのうち、７グループから案内文の提供があっ
た（表 10）。
　結果、案内として共通の項目は「時間の余裕
をもって保育室に来て欲しい」「保育カードへ
の記入依頼」「準備する持ち物リスト」「持ち物
への名前の明記」であった。「時間の余裕をもっ
て保育室に来て欲しい」について、保育者とし
ては、子どもが保育者や保育室になじむ時間の
余裕と保護者から子どもの様子を確認する時間
が必要なためといえる。「保育グループ」は、
実際に保育を行う（講演等が始まる）30 分前
ぐらいから保育ができるよう会場設営を行って
いるグループもあり、子どもに負担が少ない形
での保育のあり方を展開している。「保育カー
ドの記入」は前述の通り、子どもの様子を把握
するための大切な情報源であるため、案内にお

いても、記載協力の文面が示されている。次
に「体調不良の際は預かることができない」が
５グループであった。体調不良の際の対応につ
いては、「保育グループ」が対応している保育
ニーズの特徴を背景としていることが考えられ
る。「保育グループ」が対応している保育ニー
ズは研修会やコンサート、講演会といった催し
物に保護者が参加したいが、子どもと一緒では
参加できない、あるいは子どもがいると内容に
集中できないという状況の中で起こっている。
保護者にとっては、主体的・積極的に参加した
い催し物であることが多く、そのために子ども
の体調に配慮する部分が不足してしまうことも
ある。一方、保育者にとっては、普段の様子が
わからない子どもを体調が悪い中で預かること
は、子どもの健康や安全面を考えてもリスクの
高いことにつながるため、配慮してほしいとい
うことである。また、保育をお願いしたことで
必ず行かなければ保育者に申し訳ないという思
いで連れてくる保護者もいる。グループとして
は、子どものことを最優先に保育を活用してほ
しいという思いに基づいての記載といえる。当
然のことであるが、保育場面は子どもの集団の
場でもあるため、流行性の疾病等については、
参加を控えて欲しいということもあるだろう。
その他、「保育当日の流れ」や「アレルギー等
の申し出」についての記載が見られた。記載さ
れている分量もグループによってかなりの差が
あり、詳細に示しているところから、必要最低
限と思われる事項のみを示しているグループま
で様々であった。
　準備物のリストは、ほぼ共通の内容であり、
「着替え」「紙おむつ」「ビニール袋（ごみ袋）」（使
用済みおむつ用）「コップ等」が見られた。

　⑥おやつ等の提供
　保育時間内に提供するおやつや飲み物の準備
について尋ねたところ、「保育利用者が用意す
る」が８グループ、「保育グループが用意する」
２グループ、「主催者が用意する」１グループ、
「基本的に提供しない」１グループ（複数回答）
となった。選択肢すべてを選んだ団体もあり、
依頼者との対応の中で選択していると思われ
る。
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　⑦保育料
　「保育グループ」は活動を有償で行ってい
る。保育料の規定について尋ねたところ「要相
談」が１グループあったが、その他は時間あた
りでの単価が設定されていた。保育者一人につ
き１時間あたり 700 円〜 1100 円の幅となって
いる。平日と土日、夜間等で単価を変えている
団体もあった。また交通費は別途設定されてお
り、保育者一人あたりでの設定や保育場所への
移動に使用した車の台数分で設定されている団
体もあった（表 11）。なお、保育時間について
は、催し物や講演会等が行われている時間だけ
でなく、事前準備や後片付けの時間として、前
後 30 分程度を含めた形になっているグループ
が多い。

　⑧主催者への案内
　「保育グループ」は、催し物を企画している
主催者からの依頼に基づいて保育を提供してお
り、保育を必要とする主催者に保育を行うにあ
たっての手続きや事前準備等の連絡調整を行う
必要がある。主催者によって、保育について深
い理解をもっている団体もあれば、参加者等の
ニーズに応じて初めて保育を設定する団体もあ
り、「保育グループ」が主体者の状況に応じて、
臨機応変に対応しているのが現状である。
　６グループから主催者に配付している資料の
提供があった。案内の名称として、「○○（グ
ループ名）利用のみなさまへ」「保育を依頼さ
れる時に」が各２グループ、「○○（グループ名）

保育ご案内」「保育室設置概要」が各１グルー
プであった。グループによっては「保育派遣依
頼書」を設定しているところも１グループあっ
た。

　具体的な内容は表 12 のとおりである。その
他、必要に応じて事前打ち合わせ、保育会場の
下見を行うこと、当日の保育キャンセルはで
きないこと等を記載しているグループもあっ
た。事前打ち合わせや会場の下見は、安全に子
どもを保育するために必要なことといえる。特
に初めて保育を設定する主催者が、保育につい
てどの程度理解しているかわからないこともあ
り、その場合には、「保育グループ」から保育
会場や準備物についての状況提供を行うことと
なる。当日申し込みの保育についても、子ども
の安全を配慮して「行わない」ことを明記して
いる「保育グループ」は２グループであった。
この点は、主催者側と「保育グループ」とでき
ちんと確認しておくべき事柄と言えるだろう。
また、保護者からの保育の申し込みがあった
が、当日欠席することになったというケースが
ある。特に保育を利用している子どもたちは就
園前・就学前の子どもたちが多く、体調も左右
されがちである。保護者としても前述のように
できれば参加したいという思いで保育を申し込
んでいることが多く、子どもの体調を時間ぎり
ぎりまで見ながら参加の有無を決めていること
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もあり、キャンセルの連絡も遅くなるケースが
ある。「保育グループ」としては、申し込みの
あった子どもの数に合わせて保育者を配置して
いることもあり、活動を維持していくためにも、
キャンセルは前日までとしているグループが４
グループであった。
　
４．全体的考察及び今後の課題
　本研究を通して明確にすることができた「保
育グループ」の基本的要素は次の２点である。
　一点目は、理念としての明確な活動目的であ
る。子育て中の保護者の声や思いに寄り添い、
自らができることを提供することが子育て中の
保護者を支えることにつながるという確信が活
動の基礎として不可欠である。本調査では、い
ずれのグループにおいても活動目的として「子
育て中の親の社会参加を支えたい」を掲げてい
た。自らの活動がこの目的に合致することを確
認できることが活動の大きな原動力になってい
る。
　二点目は、「信頼される組織づくり」である。
有志の任意団体である「保育グループ」が子ど
もを預かるということは、そこに保護者からの
信頼を得るための努力が欠かせない。本調査を
通して、各グループがそのための工夫を凝らし
ていることが明らかになったが、特に以下の５
項目の内容が活動を成立させる基本的要素と言
えるのではないか。
①保険加入：保育時における事故やケガ対応の
ための保険にすべてのグループが加入してい
た。その旨を主催者側への案内や保育を利用す
る保護者への案内に盛り込んでいる団体もあっ
た。
②保育者の配置基準の明確化：手厚い保育を提
供していることを示し、安心して子どもを預け
ることができる体制を整えていることを示して
いる。
③保育主催者への案内：「保育グループ」がど
のような組織であるかを示すために、活動の趣
旨や目的、保育を行う上で大切にしていること
を明示しつつ、具体的な準備物（保育室の準備
や事前打ち合わせ等）の提示を行うことで安心・
安全な保育の提供体制を整える。また、この案
内に保育料を記載することで、主催者も安心し

て依頼することが可能となる。
④保護者への案内：保育を利用する保護者に、
子どもを預けるために必要な準備物等を詳細に
示すことで、保育への心構えをしてもらうこと
ができる。
⑤保育カード：子どもの成長や発達段階を確認
し、保育者として心がけなければならないこと
を確認することで、保育を行う時間の安全を確
保することが可能となる。
　以上の「保育グループ」の活動を成立させる
基本的要素を踏まえつつ、今後の課題としては
活動を維持するために必要な要素の明確化であ
る。本調査では、「保育グループ」の活動を成
立させる要素については検討することができた
が、それを維持していくために必要な体制につ
いては、さらにグループ代表者等により詳細に
ヒアリングを行う必要がある。例えば、本調査
において活動拠点を尋ねたところ、「代表者宅」
が多く、個別の拠点を持っているグループはな
かった。この状況は、代表者に活動に対する負
担がかなりかかっていると推察される。その点
をより明確にすることで、継続的な活動への体
制づくりが可能となる。
　今回の調査はＡ県内で活動する 26 の「保育
グループ」に協力を要請したが、回答が得られ
たのは９グループに過ぎなかった。その背景に
は、すでに組織として調査に対して対応可能な
グループからの協力になっている可能性が高
い。協力が得られなかった「保育グループ」に
対し、活動が成立しているグループから見える
基礎的要素を提示することで、より活動の活性
化につなげることが可能と考える。具体的に
は、研究結果の内容をＡ県内で活動する「保育
グループ」に研修や冊子等でフィードバックし
ていきたいと考える。

付記
　本研究は平成 23 年度新潟県立大学教育研究
活動推進事業課題解決型研究プロジェクト推進
事業（代表：小池由佳）によるものである。
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孤立する高齢者のニーズと地域福祉の課題
−ひとり暮らし高齢者の実態調査結果から−

小澤　　薫

Social Isolation and Daily Life Needs of the Elderly Living Alone

Kaoru OZAWA

キーワード：孤立、家族、地域福祉、行政の役割

Isolat ion , Family, Community Welfare, Roles of Administration

はじめに
　2000 年以降、高齢者の孤立をはじめ、「孤独
（孤立）死」が社会的に注目を集めてきた。さ
らに 2012 年初頭から「餓死」・「孤独（孤立）
死」の頻発が大きく取り上げられ、生活保護制
度との関連で問題が指摘されてきた（寺久保他
2012）。新潟市においても、2010 年 2 月に「介
護に疲れた」と書かれたメモを残して、80 代
夫婦が心中するという事件が起こっている�1）。
　これまで、政府は「孤独（孤立）死」対策の
方向性として、「地域の低下したコミュニティ
意識を掘り起こし、活性化する」ことを指摘し
てきた（厚生労働省発表 2008）。各地域におい
ても孤立防止のためのしくみ作りが模索され、
死後 3年経過した白骨遺体が発見されたことが
ある松戸市常盤平団地では、民生委員と自治会
の協働で「孤独死防止センター」が設立された
（佐々木 2007、中沢 2008）。東京市町村自治調
査会（2012）では、「孤立死」の一因として「社
会的孤立」を捉え、社会的孤立を「日常的なコ
ミュニケーション相手の不在」、「必要な相談相
手の不在」、「体調や怪我等の緊急時の際に駆け
つけてくれる相手の不在」という 3つの社会的
関係ネットワークが欠如している状態と定義
し、地域の課題を検討している。黒岩（2010）
は、「孤立」を「ひとり暮らし」「物理的孤立」「関
係的孤立」「孤独感」の 4つの形態を包括する

ものと定義し、それぞれを日常生活動作、子ど
もとの関係、地域活動への参加など具体的指標
から把握している。木脇ら（2011）は、「孤独
死そのものに焦点を当てるのではなく、生前の
人的ネットワークのあり方に焦点」を当て、社
会的孤立を視点に検討している。これらに共通
することは、孤立と貧困の関係性である。この
ような「社会的孤立」の研究を踏まえて、本稿
では、地域におけるひとり暮らし高齢者の現実
から、ひとり暮らし高齢者に対してより効果的
な支援の内容を検討したいと考えている。
１　研究の方法
　筆者は、2010 年に新潟市中央区社会福祉協
議会と共同でひとり暮らし高齢者の実態調査を
実施した。調査は、2009 年 10 月 1 日現在、民
生委員が把握している満 65 歳以上のひとり暮
らし高齢者 4,038 名のうち 1,346 名（概ね 3 分
の1）に対して行った2）。有効回答数は1,159ケー
ス（回収率 86.1％）であった。調査回答者の男
女比は、男性 20.1％、女性 79.3％、平均年齢は
78.3 歳であった。
　調査を実施した新潟市中央区は、人口の転出
転入が多い地域で、持ち家よりもアパート・マ
ンションでの居住比率が高く、空き家率が高い
地域である 3）。さらに人口の移動が大きく、他
の区と比べ、いち早く単身・核家族化が進行し、
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加し
ている。あわせて、自治会のつながりのない地
域、回覧板を拒否するケースなど、近隣との関1）　「朝日新聞【新潟版】」2010年2月26日。
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わりをもたないひとり暮らし高齢者の増加が、
関係機関によって確認されるようになってきて
いる。
　われわれが実施したアンケート調査の調査項
目は、仕事、健康状態・介護、近所づきあいの
程度、家族のこと、社会参加活動、困りごと、
経済状況など 35 項目からなる。本稿では、河
合（2009）による分析を参考に 4）、「病気や身
体の不調など困った時にすぐ来てくれる人（緊
急時の支援者）」、「近所づきあいの程度」、「日
ごろの親族とのかかわり」、「現在参加している
団体や集まり（社会参加活動）」など家族や社
会とのつながり、収入状況を分析の指標とした。
　ちなみに本調査では、「病気や身体の不調な
ど困った時にすぐ来てくれる人」（緊急時の支
援者）が「いない」人は 8.2％であった。これ
を単純に新潟市中央区にあてはめてみると、新
潟市中央区の調査時点における実質単身高齢者
数 4,038 人（2009 年 10 月 1 日現在）でみると
331 人となる。これは中央区内に緊急時の支援
者がいないひとり暮らし高齢者が 331 人いると
いうことになる。さらにこれを中央区の自治会
数 506 で割ると 0.65 人となる。つまり 1 自治
会あたり、緊急時の支援者が「いない」人は 1
人いるかどうかの出現率である。そこで、この
1自治会あたり 0.65 人へのアプローチの糸口を
考えていきたい。

２　調査の分析〜「孤立」している高齢者の
生活実態と意識から
（1）家族関係から
　ここでは、緊急時の支援者が「いない」人の
状況を詳しくみていく。先述の通り、緊急時の
支援者が「いない」人が回答者全体に占める割
合は 8.2％であった。これを男女別にみると男
性は 15.5％、女性は 6.7％であり、男性の方が
高かった。年齢階層別にみると、「75 歳から 80
歳」12.9％、「70 歳から 75 歳」11.4％の順になっ
ており、「80 歳以上」では 3.7％であった。70
歳代が他の世代に比べると高くなっている。
　次に親族関係についてみていく。緊急時の支
援者が「いない」人は、「生存子がいない」が
過半数を超え（55.6％）、「いる」人と比べて 2
倍以上の高さになっており（20.7％）、子ども
との関係が大きく異なることがわかる。「ひと
り暮らしのきっかけ」をみても、支援者の「い
ない」人は、特に「未婚」、「離婚」の比率が「いる」
人と比べて高かった（図 1）。なお、「ひとり暮
らしのきっかけ」については、全体的に「死別」
が圧倒的に高く、これは配偶者が亡くなるとひ
とりになること、つまり核家族化が進んでいる
ことを示している。このような核家族化の進行
は、「子ども」との関係が希薄もしくはない人
の場合、「孤立」しやすいことを意味している。
さらに、この子どもとの関係の希薄さは、単に
ひとり暮らしの高齢者だけの問題ではなく、高
齢者のみの世帯の「孤立」についても示唆して
いる。
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　日ごろ行き来のある親族についても、緊急時
の支援者が「いない」人は、「誰ともほとんど
行き来がない」が 37.5％を占め、緊急時に支援

2）　1次調査（2010年6月実施）は、民生委員が調査票
を手渡しし、回収は郵便で行った。2次調査（2010年11
月実施）は、1次調査の調査票で、追跡調査を承諾した
213名のうち、49ケースに個別訪問面接調査を実施した。
調査の詳しい内容については、新潟市中央区社会福祉協
議会・新潟県立大学（2011）を参照されたい。
3）　新潟市「共同住宅」31 . 6％、「持ち家率」65 . 8％、「空
き家率」12 . 3％。中央区は「共同住宅」55 . 8％、「持ち家率」
51 . 0％、「空き家率」18 . 3％であった。「平成20年住宅・
土地統計調査」。
4）　河合は、孤立の指標として「親しい友人・知人がいな
い」「正月三が日をひとりで過ごした」「社会参加活動をし
ていない」という親族、友人・知人ネットワークから、2
項目以上の重なりに注目している。しかし、この推計より
も明確な指標として「病気など緊急時に誰も来てくれる人
がいない」状態を＜少なく見積もった＞孤立状態にある
ひとり暮らし高齢者と考えている。2004年の港区調査で
は15 . 9％であった。
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者が「いる」人（3.9％）と大きく差がある（図
2）。緊急時の支援者がいない人にとっては、日
ごろの行き来の親族として「兄弟・姉妹」を挙
げる比率が一番高くなっている（23.9％）。

　このように、緊急時の支援者が「いる」人と「い
ない人」では、家族とのつながりが大きく異なっ
た。

（2）　近所づきあいの程度から
　ここでは、「近所づきあいの程度」からみて
いく。選択肢は「お互いの家を訪ね合う関係」、
「会ったときに立ち話をするくらい」、「あいさ
つをする程度」、「まったくない」の 4つである。
これらを便宜的に「お互いの家を訪ね合う関係」
と「会ったときに立ち話をするくらい」を「近
所づきあいをよくする」、「あいさつをする程度」
と「まったくない」を「近所づきあいをあまり
しない」として分析をした。
　近所づきあいの程度（2区分）別に緊急時の
支援者の有無をみると、緊急時の支援者が「い
ない」人の 49.4％は、近所づきあいをあまりし
ていない。緊急時の支援者が「いる」人では
19.3％で大きな差があった。近所づきあいの程
度を性別でみると、男性の 45.7％は「近所づき
あいをあまりしない」と回答しており、ここで
も性別によって大きな差があることがわかる
（女性 16.0％）。
　次に、近所の人にゴミ出しや家事の手伝いな
どを頼むことに抵抗を感じるかどうかについて
尋ねている。ここで「非常に抵抗を感じる」と
いう回答は、男性 32.7％、女性 23.0％となって
おり、近所の人への頼みごとへの抵抗感も男性
の方が高くなっている。この抵抗感について、
近所づきあいの程度でみてみると（4 区分）、

「非常に抵抗を感じる」の比率は、「お互いの家
を訪ね会う」12.4％、「会ったときに立ち話を
するくらい」27.9％、「あいさつをかわす程度」
40.7％、「まったくない」47.1％となり、近所づ
きあいの程度によって、抵抗の感じ方が異なる
（図 3）。
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急時の支援者が「いない」人は、低収入の人の
割合が高く、経済的に苦しいと感じている比率
も高い傾向にあった。

　経済的な不安について、訪問面接調査の内容
からみると、「収入がなく、貯金を取り崩して
の生活のため不安が大きい。家賃 3.2 万円。通
院は徒歩。市の風呂券を使い、入浴は週に 1回。
節約をしている。敬老の祝い金として市から
5,000 円、町内から 2,000 円いただき、涙を流
して喜んだ」（78 歳女性）、「会社の倒産によっ
て年金が少なく、収入は 2ヶ月 20 万円の年金
だけ。食費、ヘルパー、リハビリの費用でギリ
ギリの生活をしている。冠婚葬祭が一番の出費
で、ないときは借りてでも払わなければならな
い。きょうだいも年金生活者で、姉は認知症で
あり、頼ることができない」（80 歳女性）など、
不安定な経済状況とそれによる節約の状況が語
られている。「収入が少ないことが一番の困り
ごと。収入は、集金の仕事の 1万円と国民年金
の 6万円のみ。固定資産税を年 17 万円支払っ
ている。負担に思う費目は、社会保険料、固定
資産税、薬代。洋服は買わず、昔のものを仕立
て直して使っている。食材も見切り品を買って
いる。バスにはなるべく乗らずに、利用するの
は雨のときだけ。コミュニティセンターの帰り
に友達に食事を誘われることがあるが、外食費
がかかるので行かない」（83 歳女性）と、経済
的な不安を抱え、80 歳を超えて就労収入と年
金をあわせて生活をしている様子、交際費など
を節約している様子が語られている。
　次に、収入階層と「社会参加活動」について
みる。「社会参加活動」とは、趣味の会、ボラ
ンティア、スポーツ、老人会などである。こ

れらに参加していない人は全体で 42.2％であっ
た。これを収入階層（4区分）別にみると、年
間収入が「150 万円未満」の場合、社会参加活
動に「参加していない」人の割合が 55.3％であっ
た（図 5）。それが「150 万円以上 200 万円未満」
では 39.7％、「200 万円以上 400 万円未満」で
は 34.9％、「400 万円以上」では 27.9％と、収
入が高くなるにつれて「参加していない」人の
割合が低くなり、「参加している」人の割合が
高くなる傾向にあった。

　さらに、「社会参加活動」に参加してい
ない理由についてみると、「体の調子が悪
い」26.8％、「自分の興味をひくものがない」
22.9％、「ひとりでは参加しにくいから」18.8％
という回答が多かった。費用面を挙げる人は
それほど高くなかった（10.6％）。このなかで、
特に男性が高いのは、「自分の興味をひくもの
がない」であった。女性は「体の調子が悪い」
が高く、ついで「ひとりでは参加しにくいから」
となっていた。「社会参加活動」への参加を促
していくためには、男性が興味をもてる活動や、
女性が仲間と参加しやすい活動をみつけるな
ど、対象を明確にした取り組みが必要である。
　また、収入階層が「社会参加活動」への参加
に影響を与えていると考えられるが、「不参加」
の理由として、費用面を挙げる人は多くなかっ
た。直接的な社会参加活動費用とは別に、低収
入に起因した人との関係性などが、「不参加」
に作用していると考えられる。

（4）　困りごとについて
　ここでは、ひとり暮らし高齢者が抱える困り
ごとについてみていく。まず、生活環境上の困
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る」という回答は、男性 32.7％、女性 23.0％

となっており、近所の人への頼みごとへの抵

抗感も男性の方が高くなっている。この抵抗

感について、近所づきあいの程度でみてみる

と（4 区分）、「非常に抵抗を感じる」の比率

は、「お互いの家を訪ね会う」12.4％、「会っ

たときに立ち話をするくらい」27.9％、「あい

さつをかわす程度」40.7％、「まったくない」

47.1％となり、近所づきあいの程度によって、

抵抗の感じ方が異なる（図 3）。 
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さつをかわす程度」40.7％、「まったくない」

47.1％となり、近所づきあいの程度によって、

抵抗の感じ方が異なる（図 3）。 
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ていないと、近所の人に頼みごとをすること

への抵抗感が高くなっていた。しかし、この

ことは、日ごろの声かけなどふだんのつなが

りが、頼みごとをすることへの抵抗感をやわ

らげることにもなり得ると考えられる。 

 

(3)収入階層から 
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（4 区分）にみると、緊急時の支援者が「い

ない」人では「150 万円未満」が 54.5％を占

めている（図 4）5)。経済状況の意識について

も、緊急時の支援者が「いない」人は、「やや

苦しい」と「かなり苦しい」が合計して 30.2％

で、「いる」人（18.7％）よりも高い比率にな

っている。緊急時の支援者が「いない」人は、

低収入の人の割合が高く、経済的に苦しいと

感じている比率も高い傾向にあった。 
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による節約の状況が語られている。「収入が少

ないことが一番の困りごと。収入は、集金の

仕事の 1 万円と国民年金の 6 万円のみ。固定

資産税を年 17 万円支払っている。負担に思う

費目は、社会保険料、固定資産税、薬代。洋

服は買わず、昔のものを仕立て直して使って

いる。食材も見切り品を買っている。バスに

はなるべく乗らずに、利用するのは雨のとき

だけ。コミュニティセンターの帰りに友達に

食事を誘われることがあるが、外食費がかか

るので行かない」（83 歳女性）と、経済的な

不安を抱え、80 歳を超えて就労収入と年金を

あわせて生活をしている様子、交際費などを

節約している様子が語られている。 

 次に、収入階層と「社会参加活動」につい

てみる。「社会参加活動」とは、趣味の会、ボ

ランティア、スポーツ、老人会などである。

これらに参加していない人は全体で42.2％で

あった。これを収入階層（4 区分）別にみる

と、年間収入が「150 万円未満」の場合、社

会参加活動に「参加していない」人の割合が

55.3％であった（図 5）。それが「150 円以上

200 万円未満」では 39.7％、「200 万円以上 400

万円未満」では 34.9％、「400 万円以上」では

27.9％と、収入が高くなるにつれて「参加し

ていない」人の割合が低くなり、「参加してい

る」人の割合が高くなる傾向にあった。 

 

 さらに、「社会参加活動」に参加していない

理由についてみると、「体の調子が悪い」

26.8％、「自分の興味をひくものがない」

22.9％、「ひとりでは参加しにくいから」

18.8％という回答が多かった。費用面を挙げ

る人はそれほど高くなかった（10.6％）。この

なかで、特に男性が高いのは、「自分の興味を

ひくものがない」であった。女性は「体の調

子が悪い」が高く、ついで「ひとりでは参加

しにくいから」となっていた。「社会参加活動」

への参加を促していくためには、男性が興味

をもてる活動や、女性が仲間と参加しやすい

活動をみつけるなど、対象を明確にした取り

組みが必要である。 

 また、収入階層が「社会参加活動」への参

加に影響を与えていると考えられるが、「不参

加」の理由として、費用面を挙げる人は多く

なかった。直接的な社会参加活動費用とは別

に、低収入に起因した人との関係性などが、

「不参加」に作用していると考えられる。 

 

(4) 困りごとについて 

 ここでは、ひとり暮らし高齢者が抱える困

りごとについてみていく。まず、生活環境上

の困りごととしては、「近所に買い物する店が

ない」、「地震などの防災対策」、「防犯上の不

安がある」が上位である。これを年齢別（2

区分）にみると、「65 歳以上 75 歳未満」と比

べると「75歳以上」で「近所に買い物する店

がない」、「近所に外食する店がない」が高く

なっていた。緊急時の支援者が「いない」人

では、「特に困っていることがない」の比率が

低く、つまり何らかの困りごとを抱えている
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節約している様子が語られている。 
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55.3％であった（図 5）。それが「150 円以上
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万円未満」では 34.9％、「400 万円以上」では

27.9％と、収入が高くなるにつれて「参加し

ていない」人の割合が低くなり、「参加してい
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資産税を年 17 万円支払っている。負担に思う

費目は、社会保険料、固定資産税、薬代。洋

服は買わず、昔のものを仕立て直して使って

いる。食材も見切り品を買っている。バスに

はなるべく乗らずに、利用するのは雨のとき

だけ。コミュニティセンターの帰りに友達に

食事を誘われることがあるが、外食費がかか

るので行かない」（83 歳女性）と、経済的な

不安を抱え、80 歳を超えて就労収入と年金を

あわせて生活をしている様子、交際費などを

節約している様子が語られている。 

 次に、収入階層と「社会参加活動」につい

てみる。「社会参加活動」とは、趣味の会、ボ

ランティア、スポーツ、老人会などである。

これらに参加していない人は全体で42.2％で

あった。これを収入階層（4 区分）別にみる

と、年間収入が「150 万円未満」の場合、社

会参加活動に「参加していない」人の割合が

55.3％であった（図 5）。それが「150 円以上

200 万円未満」では 39.7％、「200 万円以上 400

万円未満」では 34.9％、「400 万円以上」では

27.9％と、収入が高くなるにつれて「参加し

ていない」人の割合が低くなり、「参加してい

る」人の割合が高くなる傾向にあった。 

 

 さらに、「社会参加活動」に参加していない

理由についてみると、「体の調子が悪い」

26.8％、「自分の興味をひくものがない」

22.9％、「ひとりでは参加しにくいから」

18.8％という回答が多かった。費用面を挙げ

る人はそれほど高くなかった（10.6％）。この

なかで、特に男性が高いのは、「自分の興味を

ひくものがない」であった。女性は「体の調

子が悪い」が高く、ついで「ひとりでは参加

しにくいから」となっていた。「社会参加活動」

への参加を促していくためには、男性が興味

をもてる活動や、女性が仲間と参加しやすい

活動をみつけるなど、対象を明確にした取り

組みが必要である。 

 また、収入階層が「社会参加活動」への参

加に影響を与えていると考えられるが、「不参

加」の理由として、費用面を挙げる人は多く

なかった。直接的な社会参加活動費用とは別

に、低収入に起因した人との関係性などが、

「不参加」に作用していると考えられる。 

 

(4) 困りごとについて 

 ここでは、ひとり暮らし高齢者が抱える困

りごとについてみていく。まず、生活環境上

の困りごととしては、「近所に買い物する店が

ない」、「地震などの防災対策」、「防犯上の不

安がある」が上位である。これを年齢別（2

区分）にみると、「65 歳以上 75 歳未満」と比

べると「75歳以上」で「近所に買い物する店

がない」、「近所に外食する店がない」が高く

なっていた。緊急時の支援者が「いない」人

では、「特に困っていることがない」の比率が

低く、つまり何らかの困りごとを抱えている
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りごととしては、「近所に買い物する店がない」、
「地震などの防災対策」、「防犯上の不安がある」
が上位である。これを年齢別（2区分）にみると、
「65 歳以上 75 歳未満」と比べると「75 歳以上」
で「近所に買い物する店がない」、「近所に外食
する店がない」が高くなっていた。緊急時の支
援者が「いない」人では、「特に困っているこ
とがない」の比率が低く、つまり何らかの困り
ごとを抱えている比率が高かった（図 6）。そ
の中で「地震などの防災対策」、「防犯上の不安
がある」の比率が高くなっていた。

　訪問販売の多さや防犯体制への不安は、訪問
面接調査でも多く挙げられた。特に女性が多く、
「1年前に、不審者 2人に家にあがられた精神
的なショックが大きく残っている。それ以来訪
問販売などへの不安が大きく、鍵を閉めるよう
にしている」（65 歳女性）、「商売の人がよく来
るので、いつも鍵をかけている」（84 歳女性）
という声があった。男性でも「布団などの訪問
販売がうるさいので、午前中は玄関を閉め切っ
ている」（91 歳男性）といい、訪問販売によって、
家を閉め切っているという様子もみられた。防
犯上の不安に対して、「近所は寂しいので、警
察にまめに姿をみせてほしい」（78 歳女性）と
いい、この方は「防犯上、人がいるようにみせ
るため、できるだけテレビをつけている」と
いう。その他、「訪問販売が多く断り切れず受
けてしまう」（74 歳女性）という方もいた。こ
のような訪問販売によって、家を閉め切るなど
人との関係を閉ざすことにもなってしまってい
た。

　次に、日常生活上の困りごととしては、「雪
かき」「買い物」、「バスや電車、車を使って外
出すること」が上位であった。男女別にみると、
男性は「食事の準備」、「掃除・洗濯」など、い
わゆる「家事」が日常生活の困りごとになって
いる。女性は、「買い物」「バスや電車、車を使っ
て外出すること」、「区役所等での手続き」など、
移動や手続きを困りごととして挙げていた。訪
問面接調査から、買い物について、今はできて
いるが、今後が不安というものがあった。「買
い物は歩いて 15 分のスーパーに行っている。
足に少し痛みもありいまは困っていないが、今
後の買い物に不安がある」（73 歳女性）、「ふだ
んは徒歩 10 分のスーパーに行っている。歩け
なくなれば、ヘルパーに買い物を頼まないとな
らないが、お金がかかるので生活できなくなる
と思っている」（77 歳男性）というものがあり、
徒歩で 10 分、15 分というのも不安な範囲であ
ることがわかる。
　年齢別（2区分）にみると、年齢階層が高く
なるほど、それぞれの行動を困りごととして挙
げる人の割合が高くなり、「特に困っているこ
とはない」と回答する人の割合が低くなってい
る（図 7）。特に、「75 歳以上」では、「雪かき」、「買
い物」、「掃除・洗濯」、「区役所等での手続き」、「銀
行預金などの出し入れ」が高くなる。緊急時の
支援者が「いない」人では、生活環境同様、「特
に困っていることはない」の比率が低く、困り
ごとを抱えていることがわかる。「雪かき」、「掃
除・洗濯」、「食事の準備」が高くなっていた。
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てほしい」（78 歳女性）といい、この方は「防

犯上、人がいるようにみせるため、できるだ

けテレビをつけている」という。その他、「訪

問販売が多く断り切れず受けてしまう」（74

歳女性）という方もいた。このような訪問販

売によって、家を閉め切るなど人との関係を

閉ざすことにもなってしまっていた。 

 次に、日常生活上の困りごととしては、「雪

かき」「買い物」、「バスや電車、車を使って外

出すること」が上位であった。男女別にみる
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る」（77 歳男性）というものがあり、徒歩で

10 分、15 分というのも不安な範囲であること

がわかる。 

 年齢別（2 区分）にみると、年齢階層が高

くなるほど、それぞれの行動を困りごととし

てあげる人の割合が高くなり、「特に困ってい

ることはない」と回答する人の割合が低くな

っている（図 7）。特に、「75 歳以上」では、

「雪かき」「買い物」、「掃除・洗濯」、「区役所

等での手続き」、「銀行預金などの出し入れ」

が高くなる。緊急時の支援者が「いない」人

では、生活環境同様、「特に困っていることは

ない」の比率が低く、困りごとを抱えている

ことがわかる。「雪かき」、「掃除・洗濯」、「食

事の準備」が高くなっていた。 
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比率が高かった（図 6）。その中で「地震など

の防災対策」、「防犯上の不安がある」の比率

が高くなっていた。 
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　日常生活の困りごととして、訪問面接調査に
よる具体的な記述をみると、「電球の取り替え、
高いものをとること」（76 歳女性）、「足下が不
安で、電球を代えられない」（73 歳女性）という、
体力的な衰えとあわせて、それまでパートナー
がやっていたことへの不安がみられた。「リウ
マチのため手が挙がらないので、洗濯物を干す
のが大変。ビンのふたやキャップなど開けられ
ないときは近所の人に頼んで開けてもらうが、
ゴミ捨てだけは人に頼みづらい」（68 歳女性）、
「掃除。特にコタツが重い。掃除でヘルパーを
利用したいと思っているが、近所の目を気にし
て、利用をためらっている」（88 歳女性）とい
う病気や加齢によって家事が思うようにできな
いこと、ゴミ捨てや掃除を近所の人やヘルパー
に頼むことへの抵抗感、周りの目を気にしてい
る様子がみられた。
　このように、緊急時の支援者が「いない」人
は、生活環境・日常生活ともに困りごとを抱え
ている比率が高くなっていた。特に、個人では
対応できない防災・防犯など地域に関すること
への不安を大きく感じていた。

　しかし、日常生活上の困りごとを手伝っても
らう人がいるかどうかについてみると、「手伝っ
てもらう人がいない」が 36.8％で、緊急時に支
援者が「いる」人（3.1％）と比べて大きな差
があった（図8）。緊急時に支援者がいない人は、
困りごとを抱えている比率は高いが、手伝って
もらう人がいるという比率は低い。そのなかで、
緊急時の支援者がいない人にとって、民生委員、

自治会長が相対的に高くなっており、その役割
の大きさがわかる。
　近所づきあいの程度（2区分）でみても、「近
所づきあいをあまりしない」人は、「手伝って
もらう人がいない」の比率が高くなっている。
つまり、近所づきあいをよくする人は、困った
時に手伝ってもらえる人の選択肢が多かった。
男女比では、「手伝ってもらう人がいない」と
いう回答は男性 11.2％、女性 4.2％であった。
これまでみてきてように緊急時の支援者が「い
る」人と比べると「いない」人では、手伝って
もらう相手として子ども、兄弟などの親族、近
所の人の比率が低い。そのなかで、緊急時の支
援者が「いない」人にとって、民生委員、自治
会長、ホームヘルパーなどが「日常生活で困っ
たときに手伝ってもらう人」となっており、公
的機関、制度とのつながりが、緊急時の支援者
が「いない」人の支えになっていることもみる
ことができる。
　また、日常生活上の不安では、特に「75 歳
以上」で困りごとを抱えている比率が高くなっ
ていた。加齢に伴い、「区役所などでの手続き」、
「銀行預金などの出し入れ」といったところに
不安がみられた。このような年齢にあわせて対
応が求められている。
　その他、困りごとの具体的な内容として、入
院や施設入所について切実なものがあった。入
院については、「自分自身の入院の際、保証人
をみつけるのに苦労した。子どもがなく、姉が
市内にいるが高齢で頼みごとはできない。行
き来があるのは県外にいる義理の娘」（73 歳女
性）、「子どもがいなく、身寄りがないので、入
院時の保証人がいないことが不安」（71 歳男性）
とあり、入院に必要な保証人がいないことが挙
げられていた。施設入所については、「出来る
限り健康を維持して一人暮らしを続けたい。自
宅にいられるうちは介護が必要になってもサー
ビス利用して生活したいが、子ども達に迷惑か
けたくないので施設に入りたい」（71 歳男性）、
「具合が悪くなったら病院、施設に入りたい。
本当は長男家族に同居してもらいたいが、迷惑
をかけたくない。息子の嫁に世話されたくな
い。妻の介護の経験から大変さを知っており、
ころっと死ねれば良いと考えている」（86 歳男
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孤立する高齢者のニーズと地域福祉の課題−ひとり暮らし高齢者の実態調査結果から−

性）、「体調が悪くなったら、年金内でやりくり
できる施設に早く入りたい。他人や身内に迷惑
をかけたくない」（77 歳女性）、「人に迷惑をか
けずに、いっぺんに死にたい。施設に入るとお
金もかかってしまうため」（80 歳女性）、「将来
は面倒をみてくれる人がないので、有料でもい
いので老人ホームに入る覚悟をしている」（80
歳女性）といように、施設入所については、多
くの人が口にしており、それだけ大きな不安と
なっていることがわかる。入所の理由として多
くが身内・近所に「迷惑をかけたくない」とい
うことであり、それが「施設入所したい」とい
うことにつながり、入所することに「覚悟」と
いう言葉が使われていた。
　このように、アンケート調査の結果から、性
別、年齢、近所づきあい、親族関係、収入階層
など様々な要素が複雑に絡み合ったひとり暮ら
し高齢者の実態が明らかになった。さらに、多
くの不安が語られ、その不安に共通することは
つながり、他者との関係の程度によるところが
大きいことが示された。

３　聞き取り調査による例証——緊急時の支
援者が「いない」人
　緊急時の支援者が「いない」人の特徴につい
て、これまでみてきたアンケート結果を例証す
るような事例を紹介したい。訪問面接調査では、
生活史、現在の生活の状況、および今後の生活
についての考え方を尋ねた。

【事例１】Ａさん（77歳・男性）
　大きな通りに面している古くからの住宅街。
近隣に大型スーパー有る。メゾネット式のア
パート、家賃は月5万円。日中は2階で過ごす
ことが多いが、トイレが近いから本当は1階で
過ごしたいと思っている。2階に上がるには急
な階段があり、手すりもない為、転倒の危険性
が高い。
　佐渡市生まれ。中学卒業後、技師として勤め、
21歳の時に東京にでた。それから職場を転々
として、昭和49年（41歳）から新潟市内で技
師として60歳まで働いた。26歳で結婚。子ど
もは2人。57歳の時に離婚。それからひとり
暮らし。現在、別れた妻（県外）とたまに電話
連絡をしている。長男は市内、次男は近県にい

るがほとんど連絡をしていない。
　困りごとは、年金が少なく、生活費を切りつ
めていること。今のところはなんとかなってい
るが、今後体調を崩した時が心配。近所の人と
は、あいさつをする程度。回覧板は隣に回して
いるが掃除当番には行っていない。隣家の人が
亡くなっても気づかないくらいの関係。近所の
葬祭には参列していない。
　5年前に脳幹出血で倒れ、軽度の左半身麻痺
あり（障害者手帳2級）。月に1回、バスで通院。
以前は酒が好きだったが、ここ数年はお酒を一
滴も飲んでいない。健康の為、家の中を歩くよ
うに心がけている。収入は、厚生年金が年110
万円のみ。貯金はない。
　FMラジオの演歌の歌番組を楽しみにしてい
る。朝4時起床、朝食（パン・牛乳・バナナ、）。
日中はＴＶを見て過ごす。昼・夕食兼用で午後
2時頃食事（ご飯、焼魚等）。たまに夜食とし
てカップラーメンを食べる。昔から仕事一筋で
あったため、地域の活動や趣味のサークル等の
活動は、今も昔もしていない。
　普段は、近隣のスーパー（徒歩10分）に2
日に1回買い物に出かける。月1回の通院帰り
に昔住んでいた所にある行きつけの床屋や食堂
に寄って話をしたり、食事をすることを楽しみ
にしている。
　今後については、もしものことも考えていな
い。倒れたらそれまで。骨は牛乳瓶にでも入れ
てくれれば良い。歩けなくなればヘルパーに買
い物等頼まないといけないが、お金がかかるの
で生活できないと思っている。
※市内に子どもがいるがほとんど交流が無い状
態。近所の人とのつきあいが希薄。そのなかで
昔の馴染みのお店との関わりが楽しみになって
いる。経済的な不安があり切り詰めた生活をし
ている。そのため介護保険などの利用は躊躇し
ていて、行政とのつながりがない。

【事例２】Ｂさん（73歳・女性）
　33坪の平屋、築11年。床暖房のボイラーな
ど壊れるものも多くなってきている。生活ス
ペースである居間は使う物が本人の使いやすい
ように置かれており、物が多い。キッチン等も
フラットなつくりで、家事なども自分でしてい
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る。愛犬（11歳）と暮らしている。7年前に夫（20
歳年上）が亡くなったことを機にひとり暮らし
を始める。40歳～60歳まで地図の校正の仕事
をしていた。夫は保険会社に勤めていた。
　4人兄弟で、今は80歳の姉が市内にいるの
み。高齢のため気安く頼みごとができない。実
子はおらず、東京に義理の娘（前妻の子）がいて、
時々新潟に来る。市内に姪もいるがあまり行き
来がなく、安否の連絡程度の付き合いである。
　日常生活の困りごととしては、電球の交換。
足もとが不安なため。また、入院する際、保証
人を見つけるのに苦労したことがある。行政へ
の届出に関しても情報が伝わらず、分かりにく
いと話す。町内行事や当番活動には参加してい
る。頂き物のやりとりや回覧板もあるが、あま
り深い関わりはない。地域に若い人が少ない。
　持病は、腎臓結石、糖尿病などで定期健診に
は行っている。4ヶ月に１度投薬のために通院
している。糖尿病の新薬モニターになっている。
薬の関係で病院をたらいまわしにされたことが
あり、自己防衛しないといけないと言っていた。
　年金と遺族年金の合計15万円での生活。生
活は大変。そのため外出が少なくなったと感じ
ている。月10万円の固定資産税がかなりの負
担。バス代がもったいないので、自転車が主な
移動手段。
　週3回、昼間コミュニティセンターの風呂へ
行き、週1回は銭湯へ行く。そこで顔なじみに
なったメンバーと安否を確かめ合っている。週
1回太極拳に通っている。
　町内会の活動には、誘いがあれば参加してい
る（年に1回全員で行く旅行など）。サプリメ
ント（自然食品）の委託販売をしている。委託
販売と平行して、個人でも購入しており、それ
が健康につながっていると考えている。家に閉
じこもるようになったら終わりと具合が悪くな
ければ、天気の良い日に自転車で出かけている。
　今後は、人の世話にならないようにとそれば
かり考えている。そのため早いうちから有料老
人ホームの利用を考えていたが、最近は家に愛
着がわき、どうしようかと心揺れている。ただ、
老人ホームの料金が高いことが気にかかってい
る。
※実子はいないが、義理の娘と姪とは連絡を取

り合っている。町内での活動はしているが、近
所の人との深いかかわりはない。定期的に通院
をしている。趣味のつながりはあり、外にでて
いくことが多い。施設入所の経費など将来への
不安が大きい。

むすびにかえて
　2012 年 12 月、新潟市内で地域包括支援セン
ターが主催する「身寄りのない高齢者への支援
の現状と課題」のシンポジウムが開催された 6）。
地域包括支援センター、在宅介護サービス事業
所、介護施設、医療機関、民生委員など、ひと
り暮らし高齢者に直接関わっている関係機関
が、事例を持ち寄って話し合った。そのなかで、
「身元保証人」の不在が、支援の手を遅らせて
いること、制度の狭間でそれぞれの支援者が、
業務外で対応している実態が明らかになった。
関係機関の歯がゆい思い、地域住民の漠然とし
た不安があった。そのなかで、市民後見人の養
成、法人後見の取り組みなどが紹介され、一定
程度の動きはみられるが、行政に対する期待の
大きさが現れていた。
　これまでみてきたように、緊急時の支援者が
「いない」人は、より困りごとを抱えながら、
それを支えてくれる人との関係が希薄であっ
た。具体的な記述から「身元保証人」がいない
ことへの不安も多く寄せられていた。繰り返し
になるが、本調査における緊急時の支援者が「い
ない」人は、回答者の 8.2％であった。新潟市
中央区全体でみた場合これ自体は決して小さい
数字ではないが、各自治会、町内会で考えた場
合は、決して大きい数字でもない。しかし、今
回の調査は全数調査ではなく、はじめに民生委
員が調査票を配布可能な世帯へ配布している。
そのため、調査対象とならなかった世帯につい
ては、民生委員や地域住民とのかかわりに拒否
的で、孤立する傾向のある人の割合が高い可能
性も否定できない。そこで地域のその 1世帯を
掘り起こす、そこへの積極的なアプローチが求
められている。その糸口として、地域における

6）　新潟市地域包括支援センター「ふなえ」が、地域に
おける高齢者支援ネットワーク構築の一環として取り組ん
でいる「圏域ケア会議」。2012年12月3日開催された。
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ふだんのかかわり、行政のかかわりを強めてい
くことが示された�7）。
　また「ひとり暮らし」の場合は、民生委員に
よる「友愛訪問」�8）など、単身世帯だからこそ
他者とつながる手段が用意されている面もあ
る。つまり、これが及ばないところ、より支援
の届きにくい、例えば老老介護の世帯など、夫
婦のみや高齢者と未婚の子ども世帯なども念頭
にいれた対応を、地域全体、住民全体で検討し
ていく必要がある。何よりもまず、具体的な不
安への対応として、買い物、移動、ゴミ出し、
雪かきの支援である。そして地域の課題を地域
住民が一緒に考える場の提供、さらにそれぞれ
のサービスをつなぐ情報提供のサービスであ
る。これらは、社会福祉協議会を中心に事業化
が進み始めている。行政、専門機関、社会福祉
協議会、地域コミュニティ、当事者も含めて、
何かあったら駆けつけあえる地域づくりに取り
組み、課題を潜在化させない積極的な関わりが
求められている。

付記
　本論文は、平成 22 年度新潟県立大学教育研
究活動推進事業・課題解決型研究プロジェクト
推進事業（研究課題名：新潟市中央区における
ひとり暮らし高齢者の生活実態と社会的孤立に
ついて）による研究成果の一部である。
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１．はじめに
　本学は平成 24 年度に完成年度を迎えた。子
ども学科では、保育士資格は勿論のこと、幼稚
園教諭免許も一種を取得できるようになり、音
楽関連科目の指導の更なる充実を図ろうとして
きた。保育現場での音楽活動に関して、平成
20 年に改訂された保育所保育指針１）の「保育
の内容」、及び幼稚園教育要領２）の「ねらい及
び内容」の「表現」の項目で次のように述べら
れている。「感じたことや考えたことを自分な
りに表現することを通して、豊かな感性や表現
する力を養い、創造性を豊かにする。」ために、
ねらいを「（1）いろいろなものの美しさなどに
対する豊かな感性をもつ。（2）感じたことや考
えたことを自分なりに表現して楽しむ。（3）生
活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽
しむ。」としている。その内容から、年齢に応
じて保育者と一緒に歌ったり手遊びしたりリズ
ムに合わせて体を動かしたりして遊び、生活の
中で様々な音に気付いて楽しみ、子ども達が感
動したことを伝え合う楽しさを味わい、それを
音や動きで表現したり、音楽に親しんで歌った
り、簡単なリズム楽器を使う楽しさを味わい、
自分のイメージを動きや言葉で表現したり、演
じて遊んだりする楽しさを味わうことを目標と
していることがわかる。そのために保育者は、
保育者自身の音楽に対する姿勢や態度が直接問
われることを明確に認識し、必要な技能や感覚

を身につけるとともに、音楽を楽しみ共感でき
る姿勢が必要である３）。
　子ども達の何気ない遊びの中に生き生きとし
た表現の場がある。その中から音楽的な芽を見
逃さず、子ども達の感性を広げていけるような
創造性のある展開ができる音楽指導ができるよ
うに、教員は学生達を養成しなければならない。
しかし短期大学時代から、「豊かな音楽的素養」
を限られた時間内で修得することがむずかしい
状況は変わっていない。音楽関連科目として「音
楽理論」、「子どもの音楽」、「歌唱Ⅰ・Ⅱ」、「ピ
アノⅠ・Ⅱ」、「表現Ⅰ・Ⅲ」と「総合表現」が
設置されているが、特に「ピアノ」に関しては、
これまで気づかなかった様々な問題に直面し、
筆者自身の指導方法の修正を余儀なくさせられ
ている。
　言うまでもなく、保育に携わる者には「ピア
ノが弾ける」ことが求められている。ピアノは、
強弱の幅、音域の幅ともに大きい上、音の高低
やハーモニーの構成が視覚的にはっきり確認で
き、音楽の基礎の把握が他の楽器に比べて格段
に容易であるし、歌の伴奏の他にも劇遊びやお
話などの効果音としての扱い等、非常に守備範
囲の広い便利な楽器だと言える。しかし、ある
程度弾きこなすまでにかなりの努力が必要であ
ることも否めない。
　子ども学科では、約半数の学生は入学前に何
らかの形でピアノレッスンを経験してきている
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が、もう半数はピアノレッスンを受けたことの
ない初心者であり、「ピアノ」の授業が大きな
負担、不安材料になっている学生は少なくない。
この問題は短期大学時代も抱えていたが、それ
でも入学してすぐ一年間は基礎的な技能修得に
取り組むことはできていた。しかし四年制に改
組された後は、「ピアノⅠ」は二年次の開講と
なり、開始後半年（実質 4〜 5ヶ月）で幼稚園
教諭免許、保育士資格両方の取得のための学外
実習に入らねばならず、それに間に合わせるた
め、読譜も思い通りにならない段階で「こども
のうた」の伴奏、更には弾き歌いまでを詰め込
まざるを得ない状況であった。現在見直しがな
され、開始時期が半期前倒しに変更になったが、
腰を落ち着けて取り組むにはまだ検討が必要で
ある。
　本稿では、主にピアノ初心者の学生の現状を
扱いながら問題点を明らかにし、対策を模索す
る。

２．学生の現状
　短期大学時代は、2年後には子ども達の前に
立たねばならない危機感の中で努力と根性で乗
り切る学生が多くいた。しかし、自ら動かずと
も世界中の情報や仲間を瞬時に得られる今、何
事にも効率性を求め、ひたすらな努力というス
タイルは通用しないと思われる学生も少しずつ
見受けられるようになってきた。徐々に変化し
てゆく学生の気質や、共学になったことで生じ
た二十歳前後の男子学生初心者への対応を通し
て、指の動きと脳の活動の関連について考えて
みることにした。

1）ピアノ初心者の実態
　まず、これまであまり出会うことのなかった
タイプの二人のピアノ初心者学生の事例を述べ
る。「ピアノⅠ」、「ピアノⅡ」はそれぞれ通年
科目である。
≪事例A≫　子ども学科 3年生、女子（「ピア
ノⅠ」を経て「ピアノⅡ」を受講中）
　明朗活発。音楽そのものはジャンルを問わず
楽しんでいる。子ども達の前でも表情豊かに
歌ったり表現したりすることを得意としてい
る。「表現」系の授業も非常に熱心な態度で臨み、

学外で実施される“あそび歌”や“劇“を含ん
だコンサートにおいても高い存在感を示した。
　しかし「ピアノ」修得においては困難を極め
ている。左右の指番号の把握や読譜した音と指
の一致に手間取る。つまり、左右の手の独立性
がなく、いわゆる「つられて動いてしまう」こ
とからなかなか抜け出せない。左右同時に「ド
レミファソ」と弾く場合、右手は「親指→人差
し指→中指→薬指→小指」、左手は「小指→薬
指→中指→人差し指→親指」と、異なる指を同
時に使うのだが、左右同じ指を使うことが優先
され、違う音が出ていることにも気がつかない
など、耳と指をつなぐ回路がなかなか繋がらな
い。弾けるようになりたい欲求は痛々しいほど
強いが、基礎的な練習に一人で臨むことは苦手。
≪事例 B≫　子ども学科 2年生、男子（「ピア
ノⅠ」を受講中）
　クラスメイトへの気配りも細やかで、信望も
厚い。音楽そのものはジャンルを問わず楽しん
でいる。非常に真面目で、入学するやいなや「ピ
アノ」に対する不安を訴えてきた。もちろんレッ
スンを受けた経験は無く、なにしろ楽譜が全く
読めないため、一刻も早く予習を開始したいと
真剣だった。次年度の開講であるため焦らずに、
音の長短、つまりリズムについて把握するため、
拍を均等に分割・倍加できるようにしておくと
良いことを伝えた。ところが、拍を均等に分割
する感覚が理解できない。ゆっくり歩行したり
駆け足で軽く走ったりすることで刻まれる躍動
のリズムと音楽のリズムをリンクしてイメージ
できないのだ。音楽を生活とは別の特別な世界、
ピアノを弾く行為を指の運動として捉えている
のかもしれない。筋肉は硬く、独立した各指の
組み合わせで作る和音を、メロディーに合わせ
て瞬時に変化させることがむずかしくその都度
音楽の流れを止めねばならない。
　これらの２つの事例の他にも、ピアノ初心者
ではないが、自分の声の音の高低の感覚が認識
できない学生もいた。つまり教養のためのピア
ノレッスンには通わされたが、感覚的・感情的
な経験を伴わずに成人したわけである。ピアノ
演奏とは、楽譜に書いてある音符を暗号として
捉え指の動きに変換するもの、と考えていた節
がある。この時は、学生の出す歌声のピッチに
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ハーモニーを合わせて、あるいはわざと外した
りしながら、それが美しいか、心地良いか、を
確認しながらハーモニーに身を委ねる感覚を育
てなおしていった。その後徐々に自分で弾く和
音の中に声を入れていけるようになり、ピアノ
演奏も血色のよいものとなっていった。
このように、音の高低を読む作業は、グラフの
様に目で見ることができてミスの確認も容易な
こともあり、本学科の学生達は比較的早く上達
するが、その高低を自分で作り出したり聴き
とったりする「感覚」や、音の長短つまりリズ
ムという「感覚」など、見ることも触ることも
できないものをイメージする機会を持たずにき
た学生は多くなってきている。どこか効率主義
的な教育現場の中を、緊張を強いられながらか
いくぐって来ているせいではないか４）。心理的
にも負担を抱えた初心者達が、実際に子ども達
と「音楽を伴った楽しい時間」を共有できるよ
うになるためのピアノ修得はかなりハードルが
高いと言えよう。時にはそれは子ども達の歌を
邪魔する可能性すらある。しかし、それなりの
目的意識を持って入学してくる学生が多く、や
りたいことやらねばならないことには熱心に取
り組み、工夫する力も発想力もあると思ってい
る。

2）脳内で何が起きているか
　この 2つの事例の学生にどのような対応で臨
んだらよいのかを、音楽演奏科学者の言葉を借
りて考えてみる。
　古屋は、ピアニストが一般人より速く指を動
かしたり、複雑な動きを可能にしているのは、
特別な筋力のせいではなく脳のなせる技である
ことを、様々な実験と調査を駆使して探求し
た。古屋自身も 3歳の頃からピアノの練習に励
み、コンクール入賞やリサイタルを開催するな
ど、プロ並みの活動をしていたが、手を痛めた
ことをきっかけに、脳科学や身体運動学の手法
や考え方を用いて「医学、工学と芸術を融合さ
せた研究」に取り組むようになったという経歴
を持っている。著書５）の中で、「トップレベル
の演奏家は二十歳になるまでに一万時間を越え
る膨大な練習時間を積み重ねている。長年にわ
たる練習によって脳が少しずつ変化し、神経細

胞が増えたり、脳の働きが洗練されることを示
す研究結果から、遺伝的な要素については未だ
明確な答えは得られていないが、“遺伝子が音
楽家になることを決める”わけではないことが
わかる。６）」と述べている。では、大人になっ
てからピアノを始める場合はどうなのか。大人
になってからでも脳の神経細胞は増える。指を
動かす速さは表現手段の一つにすぎない、と励
ましている。さらに、練習は必要だが、イメー
ジを持って求める響きを想像することも同じく
らい大事だということが述べられている。
≪事例A≫にある左右の指が「つられて動く」
のは何故かについてもかなりのページを割いて
いる。要するに、「左右の指が異なった動きを
行うためには、右の脳は左の脳から来る指令
に負けないようより強い指令を筋肉に送った
り、左から漏れてくる指令をブロックするため
の新たな指令を作らないといけない。つまり指
令の一部が反対側の脳にも伝わって、動かそう
としていない指にも指令が送られてしまいつら
れやすくなる。７）」ということなのだ。左右の
脳のあいだには橋が架かっており、その体積は
MRI で調べてみると、練習時間の長さに比例
して大きくなることがわかっているとのこと、
大きくしっかりとした橋が架かっていれば、指
令の漏れが起きにくいスムーズな情報のやりと
りができ、安定した指の動きが得られるわけだ。
しかし、基本から段階を追ってある程度時間を
かけて練習しなければ、その橋は成長しない。
≪事例A≫の学生は迫りくる実習に備えて、
効率よく楽に修得できる方法に腐心し過ぎ、こ
の重要な段階に時間をかけることがなかった。
なんとか実習を突破するために形だけを整えた
ために、かえって左右の脳の橋渡し部分に誤作
動が起きたのではないだろうか。基本に戻って
も改善が見られずますます焦るという悪循環の
中にいた。しかし今、古屋の研究結果からピア
ノへの取り組み方を考え直し、指の動きと脳の
回路を繋ぐことを意識して練習し、少しずつ改
善している。
　さらに、耳と指をつなぐ特殊な回路について
興味深い実験が行われていた。それは、「私た
ちが音を聴くと、耳の上あたりにある脳の部位
（聴覚野）にある神経細胞が活動する。これは
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誰にでも起こる脳の働きで、雑音であれピアノ
の音であれ、何かを聴けば、聴覚野の神経細胞
は活動する。しかし、ピアニストがピアノの音
を聴いている時には、聴覚野だけでなく指を動
かすために働く脳部位の神経細胞も同時に活動
していることがわかった。当然、指の動きをつ
かさどる神経細胞は指を動かす際に活動する。
しかし、一切指を動かしていないにもかかわら
ず、ただピアノの音を聴くだけで指を動かすた
めの神経細胞が活動した。さらに、音の鳴らな
い鍵盤を弾いているときの脳の活動を調べる
と、指を動かしているだけで、何の音も聞こえ
ていないにもかかわらず、まるで音を聴いてい
るかのように聴覚野の神経細胞が活動した。こ
うしたことからピアニストには、音に身体が反
応したり、指の動きによって音が想起される特
殊な脳の回路が存在すると言える。ピアニスト
は、演奏経験や教育を通じて、指と耳をつなぐ
回路を獲得していると言える。８）」というもの
だ。この回路を作り上げるには、どれくらいの
時間と努力が必要なのか、と頭を抱えたくなる
が、なんと、音楽家でない人でも最短で数十分
の練習で作られ始めることがわかった、という。
「ピアノ初心者にシンプルなメロディーを弾い
てもらい、十分に弾けるようになったら、より
難しい曲を練習するというトレーニングを段階
的に行った。するとわずか 20 分後に音を聴い
ただけで指を“動かす”ための神経細胞が反応
し始めた。この訓練を 5週間続けたあとの脳活
動を調べると、さらにこの脳の働きが強まって
いた。こうして練習を積み重ねるなかで、音を
イメージしただけで自動的に手指が反応する脳
の回路が培われていく。そして、聴いたこと
のあるメロディーや練習したことのあるメロ
ディーのときに、特に強く反応する。９）」こと
を発見した。
≪事例A≫の学生は、自分が幼いころ歌った
曲や、どこかで聴いたことのある曲は弾きやす
いしとても楽しい、と言う。古屋の実験がまさ
にこの学生そのものの状況を示している。そし
て、弾けたことが喜びを生みだすのだ。たゆま
ぬ練習によってこの回路を太く安定したものに
できたら、イメージをもって想像するだけで指
を動かす神経細胞の働きが向上する―このこと

こそがこの学生の望む効率の良い修得方法なの
ではないか。
　では、リズムに対して脳はどのような反応を
するのか。同じく古屋は、「聞こえてきたリズ
ムに合わせてマウスをクリックするという実験
を、簡単なものから複雑なものまで様々なリズ
ムを使って行なった結果、メロディや和音の場
合とは違い、身体を動かすために働く脳部位（運
動前野）の神経細胞が反応することがわかった。
さらに、リズムがより鋭くなったり複雑になる
につれてその活動が強まることが明らかになっ
た。ノリの良い音楽を聴くと、誰もがリズムに
乗って身体を動かしたくなる、これは、身体を
動かすための神経細胞が活動するという脳のし
くみによるものだ。10）」と述べている。≪事例
B≫の学生は「ピアノⅠ」の後半で「表現」系
の授業を受け始めてから少しずつ改善が見えて
きている。この授業は音楽の変化を身体で反応
していくことに焦点を当てており、しかも 40
人のクラスメイトと同時に動くため、≪事例
A≫でみた「つられて動いてしまう」現象の
中で、一定の拍（時間）の中を等分に分割する
意味を体の動きで把握できるようになってきた
のだ。「ピアノ」の授業で難しいリズムが出て
くると、弾く前にステップしてみることを継続
中である。もう一点、こわばった筋肉が指の独
立を阻み、和音が瞬時に作れないことに関して
も、≪事例A≫の場合と同じく、練習を積み
重ねて手指が反応する脳の回路を作っていくし
かないであろう。「筋肉というものは力を発揮
する時よりも弛めるときの方が、よりたくさん
の脳部位が働くことがわかっている。脳にとっ
ては筋肉を収縮させるより弛める方が大変な作
業である。11）」ことを認識して練習に臨まねば
ならない。しかし勤勉なこの学生は、難行苦行
のようにピアノに立ち向かう傾向がある。まる
でそこに音楽は存在しないかのように。古屋は、
むしろ無謀な反復練習は手や腕の故障を招き、
脳内の手指の地図が書き換えられて思い通りに
手指を動かせなくなるフォーカル・ジストニア
という病気を発症させる、と警告し、響きのイ
メージを持つことの重要性を説いている。「忍
耐と根性」の不合理な練習で心身を傷めてはな
らない。
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「音」は見たり触れたりすることができない。
物理的な実態がないものに暗中模索で立ち向か
う学生達はさぞ不安であろう。しかし「練習に
よって変化する脳」を知り、希望を持って自分
を育てていくことが可能になってくる。

３．保育の中のピアノ
　子ども達と「音楽を伴った楽しい時間」を共
有するために、ピアノという楽器は非常に有用
である。楽譜が少し読めてくると、学生はより
高度な作品に挑戦したくなるし、教員もさせた
がるのは道理である。しかし、決して音楽専門
家を目指すわけではない。すばらしい芸術作品
から音楽的な技術・表現方法を学びながらも、
実際の保育の場で子ども達との実践の中でどの
ようにピアノを使うかという視点を常に忘れず
にいなければならない。入学前に長いピアノ経
験を持つ学生、つまり比較的高い演奏レベルを
持つ学生が、保育の場で求められている音楽技
能も高いとは必ずしも言えないからだ。
　では、保育の場でピアノに何が求められてい
るのか。それはまず「歌の伴奏」であろう。生
活のうた、あそびうた、季節、行事等々、子ど
も達の日常は歌で満ち満ちている。さらに、様々
なゲーム、劇遊びやお話などの効果音、リトミッ
クなどの身体反応遊びにおける即興演奏などに
もピアノが使われている。

1）弾き歌い
　どんなに長いピアノ経験年数を持つ学生で
も、この弾き歌いについては初めて学ぶといっ
てよい。通常のピアノレッスンだけでは、歌い
ながらピアノを弾くという技能は得られない。
小林は「子ども達は歌が好き。一生懸命歌って
いるとき、実に生き生きしています。それは子
ども達の活動的な、自然な表現方法なのです。
熱中して遊んでいる子どもは、遊びのフィーリ
ングにぴったりの歌を口ずさみます。〜中略〜
“あそびうた”という言葉のあることを子ども
達は知りません。なぜなら、子ども達にとって、
歌を歌うことはすべて“あそび”なのです。子
ども達は、音楽にいろいろな種類のあることを
知りません。クラシックもジャズも歌謡曲もこ
どものうたも、すべて同じなのです。12）」と子

どもの本質を書いている。保育者が弾くピアノ
が子ども達にとって大切な音楽との出会いかも
しれず、この輝く感性に働きかけるのかと思う
と、保育者養成に関わる者としてたじろがずに
はいられない。2009 年に新規採用の幼稚園教
諭に行ったアンケート 13）でも、「養成校でやっ
ておけばよかったこと」の問に対し、ほとんど
が「弾き歌いの練習」を挙げていた。さらに「養
成校への提言」の問に対しても、圧倒的に「弾
き歌い！就職してからびっくりした。」との回
答を得ている。程度の差はあるが、弾き歌いが
できるために必要なピアノの基礎的な練習に時
間がかかるとはいえ、見過ごせない回答結果で
あった。厳しい時間的な制約の中で、教員には、
音楽的な基礎と弾き歌いの能力を獲得させるこ
とが求められているのだ。
　これらの回答を受け、以下のようなポイント
を持って指導に当たっている。
・先の事例にある通り、音楽的な基礎がほとん
どなく厳しい要求がなされていても、学生達は
基本的に音楽好きである。ピアノを弾けるよう
になりたいという向上心も持っている。まずは
それを壊さず持続させるよう励まし、信頼する
こと。
・技術的に難しいと判断した場合、無理をして
弾くより、持てる知識・技能の中で余裕をもっ
た表現ができるよう、簡略化するアレンジ方法
を徹底し工夫させること。
　決して簡単にして楽をするわけではなく、な
るべくベストを尽くして余裕を持って子ども達
と音楽的に関わろうとするためだ。その簡略化
する方法を学ぶためにもピアノ入門教材に「バ
イエルピアノ教則本」を使用している。この入
門書は以前より賛否両論あるところだが、少し
退屈ではあっても弾き歌いの際の簡略化アレン
ジの技術につながる構成がなされている。掲載
されているほとんどの曲が、右手にメロディー、
左手に伴奏形、しかも子どもの歌とほぼ同様に
主要三和音プラスα位しか使用していない。そ
の和音進行も「型」があり、繰り返し練習する
ことで一つ一つの音を読譜せずともパターンで
動きやすくなってゆく。扱われている調性も、
子どもの歌のそれと大きく隔たっていない。50
番をクリアした時点で調性と和音の説明をし、
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まずハ長調、ト長調、ヘ長調、ニ長調のⅠ・Ⅳ・
Ⅴ・Ⅴ 7の和音とその進行形について徹底的に
経験しておく。コードネームも有効であるが、
何調でも同じ記号で済むため、こちらの和音記
号を使用している。学生達は「こどものうた」
を弾き始めた時、あまり苦労せずに左手が和音
を作っていくことに驚いている。難しいと思わ
れる伴奏形が出てきたら、この経験で分析して
対処していくことができる。≪事例 B≫の学
生はまだ 50 番にも到達していなかったが、こ
の方法で「ミックスジュース（五味太郎作詞、
渋谷毅作曲）」を楽しそうに弾きこんだ。
・課題とする曲の選曲を学生の自主性に任すこ
と。≪事例A≫の学生の言葉や古屋の実験の
中にもあった通り、幼いころ歌った曲や、どこ
かで聴いたことのある曲は弾きやすく、手指が
反応する脳は強く反応し、その回路が培われて
いく。少し退屈なバイエルを学びながら、学生
自身が選んだ曲を授業に取り込む。前聞きなれ
た曲が弾けるようになることは大きな楽しみの
一つで、練習量が増えるきっかけにもなる。「出
来なかったことが出来るようになった」という
達成感が次への意欲を呼び、音楽的成長だけで
なく人間的成長ももたらす。この姿勢が子ども
達に与える影響は計り知れない。

2）様々な表現活動の援助
　劇遊びでの効果音やリトミックなどの身体反
応の表現をさらに豊かにするため、グリッサン
サンド（鍵盤上を、一音一音を区切ることなく
手指で隙間なく滑らせて音高を上げ下げする演
奏技法）や、ピアノを打楽器としての側面から
とらえたクラスター（拳や手の平で鍵盤を叩く
技法）などの奏法がある。グリッサンドは、何
かが飛び立ったり転げ落ちたりする様を表現す
ることに豪華絢爛な効果をもたらし、クラス
ターは、足音が近づいたり遠ざかったりする描
写や、喜びや怒り、恐怖など、言葉で表わしき
れない心情を補う。また、小鳥のさえずり、星
のきらめきや風などの、身の回りの生き物や自
然の模写などのために、トリル（二つの隣り合
わせの鍵盤を高速で震わすように弾く技法）や、
ペダル（右ペダルは音を持続させたり、楽器全
体を響かせる。左ペダルは音量を落として、繊

細で柔らかい音色を作る）を踏む技法がある。
さらに、祈り、夢などの抽象的な概念も表現し
得る。
ある程度楽譜の制約を受ける弾き歌いと違い、
自由で即興的なこれらの奏法をもっと早い段階
で取り入れてはどうかと考える。ピアノという
楽器そのものの構造を知り、初心者でも楽譜か
ら自由になって抵抗なく様々なイメージを表現
できるし、自己を解放できる。
　子ども達を見つめて、その場で要求される音
楽を提供するためには、弾くことにのみにとら
われないで、ピアノという楽器を十分に生かせ
る技法を持つことが必要だ。保育のうえで何よ
り大切なのは、保育者の投げかけるまなざしと
語りかけ、子どもを育てようとする意志であろ
う 14）。そして、子ども達の音や音楽に共感し、
共に喜べることだ。
　このような保育者になるために継続した研鑚
が必要だが、卒業後十分な時間を確保すること
はあまり期待できない。学生時代の取り組みが
大きくものをいう筈だ。個々の学生の感性を生
かしながら、自信を持って取り組むことができ
る指導法を更に工夫して授業に臨みたい。　

４．まとめと課題
　管楽器は、吹く人の技術によって相当音色が
違うし、全く初めての人にとっては、音さえ出
ないことが多い。弦楽器にいたっては、管楽器
以上に奏者によって音色が違ってくるのではな
いか。ところがピアノという楽器は、どんな人
が弾いても物理的には全く同じ音が簡単に出
る。ただし一つの音に限る。メロディーが形成
されハーモニーが重なってくれば話は別になっ
てくる。したがって、楽器に触れる初めの段階
で、音を単純に出すことに関して一番易しいの
はピアノだということが分かる。そして他の楽
器との決定的な違いは、一人で同時に 2つ以上
の（指の数の 10 コの音）を鳴らすことができ
る点だ。つまり、音を出すこと自体は非常に易
しいが、出てくる音は他の楽器よりも複雑で、
習熟すれば、オーケストラの曲も再現できる便
利な楽器なのだ。
　しかし、実は保育の現場では必ずしも有利な
点ばかりではない。まず楽器自体が大きく、重
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く、移動が楽にできないこと。そして、ピアノ
を弾こうとすると、設置する場所によっては子
ども達に背を向けるか、離れていかなくてはな
らない。さらに、弾き歌いをしながら子ども達
の様子を観察し的確な指示も出さなくてはなら
ない。保育の現場でピアノを使わないという考
え方は実際ある。シュタイナー教育の幼稚園で
は、先生の穏やかな歌声と、素朴なリコーダー
や鉄琴、それにライアーという竪琴が使われ、
「静けさ」「安定」などを体感するプログラムが
組まれている。ピアノが苦手であれば喜んで賛
成したいところであろう。しかし、正確な音が
イメージできて歌えなければならず、ピアノを
使用しないで音楽的な保育を行う方がむずかし
く、より高度な音楽的能力を必要とする。この
能力を育てるためにも、ピアノは万能である。
ピアノと共に、様々な楽器の音色を味わい楽し
みながら、豊かな想像力のなかで遊ぶ子ども達
を支えていけるような保育者が育っていってく
れることを願ってやまない。
　今後、弾き歌いに関しては、「歌唱」担当の
教員と連携したプログラムを組むことが必要で
あると考えている。まずは歌えなくてはならな
いし、「歌唱」側からの有効な提案でピアノも
飛躍的に改善されることが容易に期待できるか
らである。
　さらに、出版されている「こどものうた」は
数多いが、本学科の主に初心者学生のために、
段階的に修得していけるように、あるいは同じ
曲でも様々なアレンジがなされた曲を並べて編
集したテキストを作成すべきだと考えている。
向上心と自信を持って、継続して取り組んでい
くことができるようになるためだ。
初心者学生達は、まだまだ「指を動かすこと」
に気を取られてしまうと自分が出している音に
耳を傾けられない。その時、脳内はどのような
動きを起こしているのか、何か精神的なものと
結びつけて音をイメージしていく方法はないか
等々ついては、又、稿を改めて探っていきたい。
そして、子ども達と「音楽を伴った楽しい時間」
を共有しながら、その育ちを見守り援助できる
保育者になれるよう授業内容を検討し、指導法
をより効果的なものにするよう研究を深めてい
く。
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幼児（3.5歳〜6.5歳）における皮脂厚の横断的研究
−皮脂厚と肥満度を用いた発育評価−
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新潟県立大学

A Cross-sectional Study on the Skinfold Thickness in Preschool Children．
- Growth Evaluation Using Skinfold Thickness and Obesity Index -

Kiyoshi ITO
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１．はじめに

　幼児期は，第１発育急進期後の緩やかに発育
する時期にあり，小学校入学後の第２発育急進
期による発育が著しくなる時期を前にして安定
して成長する時期になる。平成 22 年乳幼児身
体発育調査報告書１）によれば，体重，身長は
前回（平成 12 年）と比べ，男女とも全般にや
や減少していた。特に，体重はほぼ全年齢で減
少していた。また，平成 23 年度学校保健統計
調査報告書２）によれば，幼稚園５歳の肥満傾
向児が男児 2.14％，女児 2.40％，痩身傾向児が
男児 0.33％，女児 0.40％となった。男女とも肥
満傾向児と痩身傾向児は，肥満度を求める方式
に変更した平成 18 年度よりも減少している現
状である。しかし，小学校入学時には，肥満傾
向と判断される児童が多く見られ，平成 18 年
から小学校６歳では男児 3.75 〜 5.70％，女児
3.93 〜 4.98％の現状であった２）。幼児期に肥満
や痩せの傾向を判定することは，早期発見，早
期指導に有用な方法と言える。
　筆者は 1995 年３），2000 年４），2005 年５）の５
年毎に身長，体重，皮脂厚の計測を行い，幼児
期の皮脂厚について調査を行ってきた。そこか
ら，皮脂厚の性差や計測部位による皮下脂肪沈

着の傾向について考察を行ってきた。1995 年
と 2000 年は，全ての年齢と皮脂厚計測部位に
おいて，性差があった。それが，2005 年には
皮脂厚の計測部位に性差が生じない結果とな
り，男児に皮脂厚計測値の大きい子どもの増加
と女児の痩身化が危惧された。
　本研究では，2005 年から５年後の継続調査
を実施して，2005 年と同様な傾向が生じてい
るのかを確認することにより，幼児期の発育の
概観にどのような状況が生じているのかを考察
することを目的としている。その為には，身長，
体重から求めた肥満度，BMI と皮脂厚に着目
し，性差について平均値とパーセンタイル値を
求め，男女の発育の違いについて検討を行った。
また，幼児期の発育評価として用いられている
肥満度と皮脂厚のクロス評価から発育評価の細
分化を行い，肥満と判定される該当者数の年齢
推移を検討したので，報告する。

２．研究方法

１）対象
　新潟県内の幼稚園５カ所，保育所（園）36
カ所，合計 41 カ所に通園する健康な 3.5 〜 6.5
歳の幼児を対象に計測を行った。期間は 2010
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年7月〜12月に実施した。なお，3.5歳未満と6.5
歳以上は少数のため本研究から除外した。ま
た，皮脂厚と肥満度のクロス評価を行う為，６
歳未満で身長が 120cm 以上であった場合と６
歳以上で身長 101cm 未満の場合は，標準体重
を求める式に該当しない為，本研究から除外し
た。合計 2,750 人（男児 1,402 人，女児 1,348 人）
の幼児を分析対象とした。性別，年齢別の人数
構成は表１に人数として示す。
　年齢はMicrosoft�Excel の日付（シリアル値）
に基づいて計算した。「調査日」から「生年月日」
を減じて、日数を計算し，閏年を考慮してその
日数を「365.25」で除して十進法とした。年齢
間隔は 0.5 歳とし，3.5 歳以上 4.0 歳未満（以下：
3.5 〜 4.0 歳），4.0 歳以上 4.5 歳未満（以下：4.0
〜 4.5 歳），4.5 歳以上 5.0 歳未満（以下：4.5 〜 5.0
歳），5.0 歳以上 5.5 歳未満（以下：5.0 〜 5.5 歳），
5.5 歳以上 6.0 歳未満（以下：5.5 〜 6.0 歳），6.0
歳以上 6.5 歳未満（以下：6.0 〜 6.5 歳）に分類
した。

２）計測方法
　計測項目は，身長，体重および皮脂厚の３項
目であった。
　身長計測は，KDS 社製デジタル身長計
（DSN-70）を使用した。計測最小単位は１mm
とした。計測は保育経験者１人が担当し行った。
　体重計測は，A&D社製体重計（UC-321）を
使用した。被検者にパンツのみを着用させて計
測を行った。着衣量の補正は特に行わなかった。
計測最小単位は 50g とした。計測は保育経験
者１人が担当し行った。
　皮脂厚計測は，竹井機器製栄研式皮下脂肪測
定器（TK-11258）（以下：皮脂厚計）を使用し
た。計測最小単位は 0.5mmとした。計測部位
は下方（1993）６）に従って，①Triceps（以下：
上腕背部），② Subscapular（以下：肩甲骨下

部），③Abdominal（以下：臍部）の３部位とし，
右体側で計測を行った。計測前には，皮脂厚計
の接点圧力を国際規定圧（10g ／ mm2）に調
整後使用した。計測は筆者が１人で行った。な
お，全ての計測は午前中に終了した。

３）資料の分析
①計測値からの算出
a. 肥満度の算出
　性別，身長別標準体重を求め７・８）肥満度を
以下の式で算出した。
　性別，身長別標準体重
　・6歳未満７），身長 70cm以上 120cm未満
　（男）Y＝ 0.00206X2�−�0.1166X ＋ 6.5273�
　（女）Y＝ 0.00249X2�−�0.1858X ＋ 9.0360
　・6歳以上８），身長 101cm以上 140cm未満
　（男）Y＝ 0.0000303882X3�−�0.00571495X2

� ＋ 0.508124X�−�9.17791
　（女）Y＝ 0.000127719X3�−�0.0414712X2

� ＋ 4.8575X�−�184.492
　Y：�標準体重（kg）　　X：実測身長（cm）
　肥満度（%）＝［実測体重（kg）−�Y］÷Y×100
b.BMI の算出
　身長，体重からBMI を以下の式で算出した。
　　BMI ＝体重（kg）÷�身長（m）２

②統計及び検定
　身長，体重，皮脂厚（上腕背部，肩甲骨下部，
臍部，上腕背部＋肩甲骨下部，計測部位合計），
肥満度，BMI について，性別，年齢別に平均
値と標準偏差を算出した。身長，体重，皮脂厚
（上腕背部，肩甲骨下部，臍部，上腕背部＋肩
甲骨下部，計測部位合計），肥満度，BMI の年
齢別のデータに対し，性と年齢を要因とした二
元配置分散分析によって交互作用の検定を行っ
た。交互作用が有意で無かった場合には交互作
用を含まないモデルによって主効果の検定を行
い，調整推定平均値と標準誤差を計算した。有
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意な差が認められた場合は，Bonferroni 法を用
いて多重比較を行った。有意水準５％をもって
「差がある」と判定した。
　相関は，皮脂厚（上腕背部，肩甲骨下部，臍部，
上腕背部＋肩甲骨下部，計測部位合計）と肥満
度，皮脂厚（上腕背部，肩甲骨下部，臍部，上
腕背部＋肩甲骨下部，計測部位合計）と BMI
について Pearson の相関係数を求めた。有意
水準５％をもって「相関がある」と判定した。
　性別，年齢別に皮脂厚（上腕背部，肩甲骨下部，
臍部，計測部位合計）のパーセンタイル値を算
出した。求めるパーセンタイル値は３パーセン
タイル（以下：P3），10 パーセンタイル（以下：
P10），25 パーセンタイル（以下：P25），50 パー
センタイル（以下：P50），75 パーセンタイル（以
下：P75），90 パーセンタイル（以下：P90），97 パー
センタイル（以下：P97）である。
　なお，統計解析にはMicrosoft�Excel�2011�
for�Mac，および�SPSS�Ver.21�for�Mac�を使用
した。
③皮脂厚と肥満度のクロス評価
　皮脂厚は，長嶺（1972）９）の６歳以上の「軽
度肥満」判定（上腕背部＋肩甲骨下部）男児
20mm，女児 25mm を基準に± 10mm ごとに
分類した。肥満度の判定基準は平成 12 年乳幼
児身体発育調査報告書に基づき 7）-20％以下「や
せすぎ」，-20％超 -15％以下「やせ」，-15％超
15％未満を標準 ,15％以上 20％未満を「太りぎ
み」，20％以上 30％未満を「やや太りすぎ」，
30％以上「太りすぎ」として分類した。

４）倫理的配慮
　対象となる幼児の保護者には，書面の研究依
頼書にて研究依頼を行い，研究同意書による研
究協力の承認を得た。研究依頼書には，「研究
目的」「参加の任意性」「撤回の自由」「個人情
報の保護」などについて明記した。また，調査
当日，幼児に説明を行い，計測を拒否する場合
は対象から除外した。なお，本研究は，新潟県
立大学倫理委員会の承認を得て実施した。

３．結果

１）計測項目，肥満度，BMIの平均値と差の検定

　身長，体重，皮脂厚（上腕背部，肩甲骨下部，
臍部，上腕背部＋肩甲骨下部，計測部位合計），
肥満度，BMI の性別，年齢別平均値と標準偏
差を表２に示す。
　身長は，年齢間に有意な主効果が認められた
（F=1110.02，p<0.05）。3.5 〜 4.0 歳は 4.0 〜 4.5
歳，4.5 〜 5.0 歳，5.0 〜 5.5 歳，5.5 〜 6.0 歳，6.0
〜 6.5 歳より有意に小さかった。4.0 〜 4.5 歳は
4.5 〜 5.0 歳，5.0 〜 5.5 歳，5.5 〜 6.0 歳，6.0 〜
6.5 歳より有意に小さかった。4.5 〜 5.0 歳は 5.0
〜 5.5 歳，5.5 〜 6.0 歳，6.0 〜 6.5 歳より有意に
小さかった。5.0〜5.5歳は5.5〜6.0歳，6.0〜6.5
歳より有意に小さかった。5.5〜6.0歳は6.0〜6.5
歳より有意に小さかった。年齢が上がるにつれ
高い値を示した。また，性による有意な主効果
が認められ（F=17.15，p<0.05），男児は女児よ
りも有意に大きかった。交互作用は認められな
かった。
　体重は，年齢間に有意な主効果が認められた
（F=364.75,p<0.05）。3.5 〜 4.0 歳は 4.0 〜 4.5 歳，
4.5 〜 5.0 歳，5.0 〜 5.5 歳，5.5 〜 6.0 歳，6.0 〜
6.5 歳より有意に小さかった。4.0 〜 4.5 歳は 4.5
〜 5.0 歳，5.0 〜 5.5 歳，5.5 〜 6.0 歳，6.0 〜 6.5
歳より有意に小さかった。4.5 〜 5.0 歳は 5.0 〜
5.5 歳，5.5 〜 6.0 歳，6.0 〜 6.5 歳より有意に小
さかった。5.0 〜 5.5 歳は 5.5 〜 6.0 歳，6.0 〜 6.5
歳より有意に小さかった。5.5 〜 6.0 歳は 6.0 〜
6.5 歳より有意に小さかった。年齢が上がるに
つれ高い値を示した。また，性による有意な主
効果が認められ（F=9.26,p<0.05），男児は女児
よりも有意に大きかった。交互作用は認められ
なかった。
　皮脂厚（上腕背部）は，年齢間に有意な主効
果が認められた（F=2.54，p<0.05）。3.5 〜 4.0
歳は 5.0 〜 5.5 歳より有意に大きかった。
　また，性による有意な主効果が認められ
（F=294.15，p<0.05），女児は男児よりも有意に
大きかった。交互作用は認められなかった。
　皮脂厚（肩甲骨下部）は，年齢間に有意な主
効果が認められた（F=3.39，p<0.05）。5.0 〜 5.5
歳は 6.0 〜 6.5 歳より有意に小さかった。また，
性による有意な主効果が認められ（F=170.89，
p<0.05），女児は男児よりも有意に大きかった。
交互作用は認められなかった。
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　皮脂厚（臍部）は，年齢間に有意な主効果が
認められた（F=5.33，p<0.05）。6.0 〜 6.5 歳は，
3.5 〜 4.0 歳，4.0 〜 4.5 歳，4.5 〜 5.0 歳，5.0 〜 5.5
歳より有意に大きかった。また，性による有意
な主効果が認められ（F=110.78，p<0.05），女
児は男児よりも有意に大きかった。交互作用は
認められなかった。
　皮脂厚（上腕背部＋肩甲骨下部）は，年
齢間に有意な主効果が認められた（F=3.01，
p<0.05）。5.0 〜 5.5 歳は 3.5 〜 4.0 歳，6.0 〜 6.5
歳より有意に小さかった。また，性による有意
な主効果が認められ（F=274.92，p<0.05）女児
は男児よりも有意に大きかった。交互作用は認
められなかった。
　皮脂厚（計測部位合計）は，年齢間に有意な
主効果が認められた（F=3.31，p<0.05）。5.0〜 5.5
歳は，6.0 〜 6.5 歳より有意に小さかった。また，
性による有意な主効果が認められ（F=217.30，
p<0.05），女児は男児よりも有意に大きかった。
交互作用は認められなかった。
　肥満度は，年齢間に有意な主効果が認められ
た（F=15.92，p<0.05）。3.5 〜 4.0 歳は 5.5 〜 6.0
歳より有意に大きかった。5.0 〜 5.5 歳は 3.5 〜
4.0 歳，4.0 〜 4.5 歳，4.5 歳〜 5.0 歳，6.0 〜 6.5
歳より有意に小さかった。6.0〜6.5歳は4.0〜4.5
歳，4.5〜 5.0歳，5.5〜 6.0歳より有意に大きかっ

た。5.0 〜 5.5 歳が最も小さかった。性による
主効果は認められなかった。交互作用は認めら
れなかった。
　BMI は，年齢間に有意な主効果が認められ
た（F=6.11，p<0.05）。5.0〜 5.5歳は 3.5〜 4.0歳，
4.0〜 4.5歳，6.0〜 6.5歳より有意に小さかった。
5.5 〜 6.0 歳は 3.5 〜 4.0 歳より有意に大きかっ
た。5.0 〜 5.5 歳が最も小さかった。性による
主効果は認められなかった。交互作用は認めら
れなかった。
　皮脂厚と肥満度の相関係数を表３- １，皮脂
厚とBMI の相関係数を表３- ２に示す。皮脂厚
と肥満度，BMI の相関係数において男児は，5.0
〜 5.5 歳の計測部位合計，5.5 〜 6.0 歳の肩甲骨
下部，臍部，上腕背部＋肩甲骨下部，計測部
位合計と 6.0 〜 6.5 歳の上腕背部，肩甲骨下部，
臍部，上腕背部＋肩甲骨下部，計測部位合計の
間に 0.7 以上の強い正の相関が得られた。皮脂
厚と肥満度，BMI の相関係数において女児は，
3.5 〜 4.0 歳の上腕背部＋肩甲骨下部，計測部
位合計と 5.0 〜 6.5 歳の上腕背部，肩甲骨下部，
臍部，上腕背部＋肩甲骨下部，計測部位合計の
間に0.7以上の強い正の相関が得られた。なお，
男女とも全ての相関係数は５％水準で有意で
あった。
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２）皮脂厚パーセンタイル値
　上腕背部のパーセンタイル値を表４−１，肩
甲骨下部のパーセンタイル値を表４−２，臍部
のパーセンタイル値を表４−３，計測部位合計
のパーセンタイル値を表４−４，上腕背部＋肩
甲骨下部のパーセンタイル値を表４−５に示
す。
　上腕背部，肩甲骨下部，臍部，上腕背部＋肩
甲骨下部，計測部位合計のパーセンタイル値は，
臍部5.0〜5.5歳のＰ３を除いた残り全ての部位，
年齢で女児が男児よりも大きな値であった。同

年齢のパーセンタイル値は，パーセンタイルが
高くなるに従って，男女差が大きくなった。
　男児は，上腕背部，肩甲骨下部，臍部とも
P3 〜 P90 までは大きな増減は見られなかった。
各パーセンタイル値の最大値と最小値の差は，
上腕背部0.4〜2.3mm，肩甲骨下部0.2〜2.7mm，
臍部 0.2 〜 7.1mmとなり，いずれも P97 値が最
大差であった。特に，臍部の P97 値の差は，上
腕背部や肩甲骨下部の P97 値の差よりも大き
かった。臍部の P97 値は，最小値の 4.0 〜 4.5
歳 8.6mmから 6.0 〜 6.5 歳 15.7mmまで加齢に
より増大した。計測部位合計は，P3〜P25値が6.0
〜 6.5 歳，P50 と P75 値が 5.0 〜 5.5 歳，P90 値が
4.5 〜 5.0 歳，P97 が 4.0 〜 4.5 歳を最小に増大し
た。上腕背部＋肩甲骨下部の「軽度肥満」判定
（上腕背部＋肩甲骨下部）男児20mm以上になっ
たパーセンタイル値は 5.0 〜 6.5 歳の P97 値で
あった。肥満度の「太りぎみ」15％以上になっ
たのは3.5〜 4.0歳と 5.5〜 6.5歳のP97値であっ
た。
　女児は，上腕背部，肩甲骨下部，臍部とも
P3 〜 P75 までは大きな増減は見られなかった。
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各パーセンタイル値の最大値と最小値の差は，
上腕背部0.7〜4.8mm，肩甲骨下部0.1〜5.1mm，
臍部 0.3 〜 10.3mm となり，いずれも P97 値が
最大差であった。特に，臍部の P97 値の差は，
上腕背部や肩甲骨下部の P97 値の差よりも大き
かった。臍部の P97 値は，最小値の 3.5 〜 4.0 歳
10.2mmから 6.0 〜 6.5 歳 20.5mmまで加齢によ
り増大した。計測部位合計は，P3 〜 P90 値が 5.0
〜 5.5 歳，P97 が 3.5 〜 4.0 歳を最小に増大した。
上腕背部＋肩甲骨下部の「軽度肥満」判定（上
腕背部＋肩甲骨下部）女児 25mm以上になっ
たパーセンタイル値は 5.5 〜 6.5 歳の P97 値で
あった。肥満度の「太りぎみ」15％以上になっ
たのは4.0〜 4.5歳と 5.5〜 6.5歳のP97値であっ
た。

３）肥満度と皮脂厚のクロス評価
　肥満度と皮脂厚（上腕背部＋肩甲骨下部）に
よる発育判定を行い，性別，年齢別にクロス評
価を行った。男児を表５−１，女児を表５−２
に示す。
　肥満度 15％以上に該当する 3.5 〜 6.5 歳の合
計人数（全体割合）は，男児 43 人（3.1％），
女児 49 人（3.6％）であった。6.0 〜 6.5 歳は，
男女とも該当人数（割合）が最も多い年齢であっ
た。
　皮脂厚（上腕背部＋肩甲骨下部）男児 20mm
以上，女児 25mm以上に該当する 3.5 〜 6.5 歳
の合計人数（全体割合）は，男児 36 人（2.6％），
女児 41 人（3.0％）であった。6.0 〜 6.5 歳は，
男女とも該当人数（割合）が最も多い年齢であっ
た。
　肥満度 15％以上，皮脂厚（上腕背部＋肩甲
骨下部）男児 20mm以上，女児 25mm以上に
該当する 3.5 〜 6.5 歳の合計人数（全体割合）は，
男児 23 人（1.6％），女児 29 人（2.2％）であっ
た。6.0 〜 6.5 歳は，男児 10 人，女児 13 人と
最も多い年齢であった。次に男児 5.5 〜 6.0 歳
６人，女児5.5〜 6.0歳６人であった。皮脂厚（上
腕背部＋肩甲骨下部）男児 40mm以上，女児
45mm以上と肥満度 40％以上は，男児 5.5 〜 6.0
歳に１名，女児 6.0 〜 6.5 歳に１名が該当した。
　また，肥満度 15％以上であるが皮脂厚（上
腕背部＋肩甲骨下部）男児 20mm未満，女児

25mm未満に該当する 3.5 〜 6.5 歳の合計人数
（全体割合）は，男児 20 人（1.4％），女児 20
人（1.5％）であった。男児は 3.5 〜 4.0 歳 6 人，
4.5 〜 5.0 歳 4 人，女児 3.5 〜 4.0 歳 4 人，4.0 〜
4.5 歳 7 人と低い年齢に多かった。逆に，肥満
度 15％未満であるが皮脂厚（上腕背部＋肩甲
骨下部）男児 20mm以上，女児 25mm以上に
該当する 3.5 〜 6.5 歳の合計人数（全体割合）は，
男児 13 人（0.9％），女児 12 人（0.9％）であっ
た。男児は 5.0 〜 5.5 歳４人，6.0 〜 6.5 歳４人，
女児 6.0 〜 6.5 歳４人と高い年齢に多かった。
　肥満度 -15％以下の「やせ」に該当する 3.5
〜 6.5 歳の合計人数（全体割合）は，男児 18
人（1.3％），女児 38 人（2.8％），-20％以下の「や
せすぎ」は女児 3人（0.2％）が該当した。

４．考察

　幼児期の発育の概観は，乳児期の皮下脂肪
の急激な沈着が、幼児期になって年齢が上が
るに従って、皮下脂肪の減少により体型の細
身化がみられる 10）。欧米人の体脂肪率の推移
を Veldhuis�JD,�Roemmich�JN,�Richmond�EJ�
et.�al.�（2005）は，出生から１年で 25％程度ま
で急増し，５歳頃にかけて減少後，女児が６歳
頃になると増加に転じ成人期へと増加しつづ
けるのに対し，男児が７歳頃から増加し始め
11 歳頃にピークを迎え，その後除脂肪量の急
増により減少するとしている 11）。体脂肪率を
正確に分析するには，二重X線吸収法（Dual�
Energy�X-Ray�Absorptiometry�：DEXA 法 ）
やMagnetic�Resonance�Imaging（MRI）を用
いる方法が適当であるが，X線の被爆，施設や
費用などの問題もあり，多数の被験者に対して
これらの方法を実施することは困難である。そ
のため，インピーダンスなどによる体脂肪率の
推定，身長や体重を用いての体格指数，身長
体重曲線１）や肥満度 12）による評価が広く行わ
れている。平成 18 年学校保健統計調査より採
用された肥満度 20％以上を肥満傾向児とした
結果，平成 18 〜 23 年の幼稚園５歳では肥満
度 20％以上の肥満傾向児が男児 2.14 〜 2.87％，
女児 2.40 〜 2.96％，小学校６歳では男児 3.75
〜 5.70％，女児 3.93 〜 4.98％の現状であった２）。
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小学校入学時には，肥満傾向と判断される児童
が多く見られ，早期の予防対策を講ずる必要性
がある。なお，幼児期の肥満度による判定基準
は，肥満度 -15％超え 15％未満が標準として利
用されており，実際の肥満傾向児の割合は増え
ることが予想される。
　本研究の幼児は，体格を肥満度と BMI の平
均値（表２）で判断すると男女間による性差は
見受けられない。肥満度と BMI の年齢による
推移では，男女とも 3.5 〜 4.0 歳から減少後，5.0
〜 5.5 歳を低値に再び増加している。Rolland-
Cachera�MF�et�al.（1984）によって定義され
た Adiposity�rebound（ 以下：AR）� は，BMI
がいったん最小値を示した後，再び上昇するこ

とを意味しており 6歳前後に起こるとされ，リ
バウンドが早いものほどその後 BMI が大きく
なることが報告されている 13）。ARが 6歳前後
ということを考えると本研究の横断的資料から
も合致する。肥満度や BMI の体格指数で見る
限り，発育経過は男女とも同じように考えられ
る。
　皮脂厚の横断的経過の研究は，小学校入学前
の幼児を対象に 1995 年から５年毎に調査を実
施してきた。1995 年と 2000 年は，全年齢の部
位において女児が男児より有意に大きい結果
を得ていた３・４）。しかし，�2005 年は，4.0 〜 4.5
歳の上腕背部，肩甲骨下部，臍部，皮脂厚合計，
5.5 〜 6.0 歳の臍部，6.0 〜 6.5 歳の肩甲骨下部
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と臍部の 7項目に性による有意差が生じなかっ
た５）。超音波を用いての石田ら（2007）による
幼児（生後 50 〜 79 ヶ月）の研究では，皮下
脂肪厚は女児が男児より上腕後部（Upper�arm�
posterior），臍部（Abdomen），大腿前部（Thigh�
anterior）において有意に高い値だったことを
報告している 14）。Harpenden 式皮脂厚計を用
いた乙木（1999）らは，身体 14 部位の皮脂厚
を計測した結果，ほとんどの部位で女児が男児
より高い値を示し，腰部，臍部，大腿部では多
くの年齢において女児が有意に高い値を示し
たと報告している 15）。本研究対象においては，
皮脂厚の上腕背部，肩甲骨下部，臍部（表２）
から性差を検討したところ，女児が男児よりも

有意に大きかった。
　幼児期は第 1発育急進期と第 2発育急進期の
間歇期にあたり，身長と体重が緩やかに発育す
る時期である。本研究の幼児では，身長と体重
を用いて計算した肥満度，BMI には性差が無
かった（表２）。しかし，体脂肪量の推定９）に
も用いられる皮脂厚には，性差があるという異
なる結果となった。特に，男女に同じ計算式を
用いている BMI には性差が無いのに，皮脂厚
では性差があるという結果から，同じ身長，体
重であった場合には，男児は骨や筋肉，女児は
脂肪の割合が高いことが考えられる。このこ
とは 1995 年３）の調査においても同様な結果で
あった。また，皮脂厚と肥満度，BMI の相関
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係数（表３）からは，年齢が上がるに従って男
女とも相関係数は高くなっている。特に，上腕
背部，肩甲骨下部，臍部の３部位とも 0.7 以上
の強い相関が得られた年齢は，男児6.0〜6.5歳，
女児 5.0 〜 6.5 歳となった。女児は，強い相関
を得た年齢が男児より早く，相関係数も高かっ
た。その傾向は，皮脂厚合計の相関係数で顕
著であった。男女とも肥満度やBMI の増大は，
皮脂厚の蓄積が関係することが考えられ，女児
にその傾向が強く反映されると考えられる。
　長嶺９）の判定基準に該当する皮脂厚（上腕
背部＋肩甲骨下部）男児 20mm 以上，女児
25mm以上と肥満度 15％以上のクロス評価（表
５）を行った結果，両方に該当したのは男児 6.0
〜 6.5 歳 10 人，女児 6.0 〜 6.5 歳 13 人が最も多
かった。次に男女とも5.5〜6.0歳となっている。
男女とも年齢が上がるに従って両方に該当する
人数（割合）が増えている。皮脂厚（上腕背部
＋肩甲骨下部）男児 40mm以上，女児 45mm
以上と肥満度 40％以上の幼児が男女に各１名
該当した。「太っている」子どもの数の増加と
極度の肥満化が進んでおり，いわゆる「年長児
（５歳児）」からでは，働きかけや対応が遅くな
ることが考えられる。また，肥満度からは「標準」
であるが皮脂厚（上腕背部＋肩甲骨下部）から
は「軽度肥満」と判定されたり，逆に肥満度か
らは「太りぎみ」であるが皮脂厚（上腕背部＋
肩甲骨下部）からは「標準」と判定されたりし
た者もいる。互いの評価では見逃されてしまう
可能性がある子どもの存在も有り，太っている
子どもの早期発見，早期対応を踏まえるならば
クロス評価は有用な方法と考えられる。肥満度
から「やせ」「やせすぎ」と判定された子どもは，
皮脂厚（上腕背部＋肩甲骨下部）の値も小さい
ことが分かる。やせている子どもは，男児より
も女児に多く見られた。学校保健統計 2）から
も男児よりも女児の痩身傾向児が多い現状を裏
付ける内容となった。小児肥満との関連要因と
しては，食習慣，運動習慣，生活行動の研究が
行われており，生活習慣を改善するために健康
教育，保健指導の必要性が課題として提示され
ている 16・17）。太っている子どもに注目が集ま
りやすいが，痩身児への食生活の対応，痩身へ
の問題意識が必要である 18）。今後，幼児教育，

保育の現場においては，肥満児と痩身児への教
育や保護者への指導内容の充実を迫られること
になろう。子ども達への運動や体を使った遊び
の量と質の確保，食育を通して食への関心を高
める働きかけを積極的に進めることが必要と考
えられる。
　本研究では，皮脂厚（上腕背部＋肩甲骨下
部）６歳以上の「軽度肥満」男児 20mm以上，
女児 25mm以上の数値を用いて判定を行った。
今後は，皮脂厚（上腕背部＋肩甲骨下部）の６
歳未満への判定値としての利用を視野に，過去
のデータから男女の皮脂厚判定値の設定を課題
としたい。また，皮脂厚の縦断的研究をするこ
とは，子どもの発育状況を理解するためには重
要な方法である。１年後の縦断的研究について
は，次報での報告としたい。

５．まとめ

　新潟県内の幼児 2,750 人（男児 1,402 人，女
児 1,348 人）を対象として，2010 年 7 月〜 12
月に身長，体重，皮脂厚（上腕背部，肩甲骨下部，
臍部）の計測を行った。結果，次の知見を得た。
１）　�同じ身長と体重であった場合には，男児

は骨や筋肉，女児は脂肪の割合が高いこ
とが示唆された。

２）　�肥満度や BMI の増大は，皮脂厚の蓄積が
関係することが考えられ，女児にその傾
向が強く反映されることが示唆された。

３）　�皮脂厚（上腕背部＋肩甲骨下部）男児
20mm 以上，女児 25mm 以上と肥満度
15％以上のクロス評価を行った結果，該
当した人数（割合）は男女とも 6.0 〜 6.5
歳が最も多い年齢だった。肥満予防には
早い年齢からの働きかけや対応の必要性
が示唆された。
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高校運動部顧問の悩み事や負担の実態：
ストレッサー尺度の開発に向けた予備的研究

渋倉　崇行1）

Actual State of the Sports Club Advisors’ Worries and Burdens
in Extracurricular Sports Activities at High School:

A Preliminary Investigation for the Development of Stressor Scale

Takayuki SHIBUKURA1

Abstract

　The purposes of this study are to clarify the actual state of the sports club advisors’ 
worries and burdens in extracurricular sports activities at high school and to discuss 
the selection of the survey items that constitute the stressor scale for sports club 
advisors at high school. In order to collect data, 42 sports club advisors （31 males and 
11 females） in the public high schools participated in this study. They were requested 
to complete the questionnaire consisting of free descriptive sections intended to have 
respondents state their opinions in writing about “what worries and burdens the sports 
club advisors experienced through their participation in the extracurricular sports 
activities”. The descriptive data were collected and analyzed based on the KJ-Method 

（Kawakita, 1967）.
　The number of descriptive data gathered from the sports club advisors’ responses 
were 88 items. These data were grouped according to similar contents to construct 20 
groups. Next, these groups were categorized into the following 8 factors; “members 
of sports club”, “environment of sports activities”, “leadership abilities”, “time-
dependent burdens”, “financial burdens”, “physical burdens”, “inadequate system of 
extracurricular sports activities”, and “relationships between advisors”. Finally, this 
paper discusses the importance of considering the content validity for selection of the 
survey items that constitute the stressor scale for sports club advisors.
　Key Words: sports club activities, stress management, stressor, worries and burdens.

Ⅰ　はじめに

　新学習指導要領において運動部活動（以下，
部活動と称す）が「教育課程に関連する事項」
として明示されたことにより，学校教育活動に
果たす部活動の役割はなお一層，重要視される。
部活動の意義については様々な意見があるもの
の（園山，1998；内海，1998；清水，2006），

おおよそ「健康・体力」，「生涯スポーツ」，「楽
しさ体験」，「人間形成」，「学校生活への貢献」
として，教育的，社会的な側面からまとめるこ
とができる。そして，それらのことは現在にお
ける健康ばかりではなく，将来における健康ま
でもが視野に入れられている。このように，生
徒が部活動を行う現代的意義は，その参加者が
生涯という時間軸において幅広く健康であるた

1）新潟県立大学人間生活学部
1　Faculty�of�Human�Life�Studies,�University�of�Niigata�Prefecture
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めの基礎を培うことにあると考えられ，部活動
は生涯に渡る健康を実現するための機会として
重要な役割を担っているといえる。ところで，
そのような部活動の意義に参加者である部員が
触れるためには，部員が部活動の環境に適応で
きることが重要である。そのような観点から，
渋倉ほかによる一連の研究（渋倉，2001；渋
倉・小泉，1999；渋倉・森，2002；渋倉・森，
2004；渋倉ほか，2008）では，部員の心理的ス
トレスに注目して，部活動適応に関わる検討が
行われてきた。そこでは，部活動の主体である
部員の側から部活動適応に関わる支援策を講じ
ており，部員用のストレスマネジメントプログ
ラムの開発やその実施において，一定の成果や
効果があることが認められた。そして，今後の
課題として，部活動における人的環境としての
指導者が部員の部活動適応に及ぼす影響を検討
することの必要性が指摘された。
　部活動は運動部顧問の指導の下で活動が行わ
れるが，指導者としての運動部顧問が部員の部
活動適応に果たす役割は非常に大きいといえ
る。ところが，部活動の指導を主に当該学校の
教員が担っているという現状において，指導
者を巡る問題は制度的，人材的な事柄をはじ
めとして多くのことが指摘されている（内海，
1998）。特に，近年では教育現場における多忙
感の増大（布川，2006）が指摘されるようにな
り，そのような，精神的ゆとりが少ない状況下
で，部活動の指導はかなりの負担を要するもの
であることが想像される。さらに，多様な期待
や価値観を有する部員やその保護者との人間関
係，部活動が有する教育性と競技性への対応な
ど，指導現場が抱える悩みは多くあることが指
摘されている（たとえば，西島，2006）。この
ように，運動部の指導者を取り巻く現状は決し
て平穏ではなく，運動部顧問は部活動の内外で
直面する様々なストレスへの対応を迫られなが
ら部員への指導を行っているといえる。これら
のことから，部員の部活動適応に影響を及ぼす
人的環境としての運動部顧問の心理的ストレス
の実態を把握し，それへの効果的対処を検討す
ることを通して，運動部顧問のストレスマネジ
メントに向けた支援策を講じることは重要であ
るといえる。

　上記の課題に取り組む最初の段階として，ま
ずは，運動部顧問が部活動の指導を行ううえで
体験する悩み事や負担の実態を検討することが
必要であろう。なぜなら，部活動の指導を行う
中で体験する悩み事や負担は運動部顧問にとっ
て重大なストレッサーになっていることが考え
られるからである。このことによって，運動部
顧問が遭遇するストレッサーの内容が理解さ
れ，ストレスマネジメントにおけるストレスの
原因を特定することが可能となる。併せて，そ
の検討結果をもとに，運動部顧問が日常の部活
動指導で直面するストレッサーを測定する尺度
の作成に繋げることも望まれる。運動部顧問は
部活動指導において，どのようなストレッサー
をどのような頻度，強度で経験しているのか，
あるいは，それを経験することによって彼らの
メンタルヘルスはどのような影響を受けるの
か，これらのことを検討するうえで，信頼性と
妥当性を備えた運動部顧問用のストレッサー尺
度を開発することは不可欠である。
　このようなことから，本研究では，運動部顧
問が部活動の指導を行う中で体験する悩み事や
負担の実態を概観することを目的とする。また，
そこでの検討結果をもとにして，今後，運動部
顧問用のストレッサー尺度を開発することに向
けた調査項目群の選定に関しても言及する。

Ⅱ　方法

　1．調査対象者
　調査対象者は，N県の県立高等学校 3 校の
運動部顧問 42 名（男性 31 名，年齢の平均値
43.68，年齢の標準偏差 8.67，指導年数の平均
値 18.32，指導年数の標準偏差 10.22；女性 11
名，年齢の平均値 40.82，年齢の標準偏差 6.26，
指導年数の平均値 10.45，指導年数の標準偏差
7.30）であった。

　2．調査内容
　運動部顧問が普段の指導を行う中で体験して
いる悩み事や負担となる出来事を自由記述形式
で回答を求めた。具体的には，「普段，あなた
が部活動を指導していて，悩み事や負担である
と感じる出来事をいくつでもお書き下さい」と
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いう教示文を提示した。

　3．調査時期
　平成 24 年 4 月下旬から 5月上旬にかけて実
施した。

　4．手続き
　調査対象校となった 3校の運動部顧問 3名を
介して，その運動部顧問と同じ高等学校に勤務
する他の運動部顧問に質問紙を配布した。回答
後の質問紙は，仲介を引き受けてくれた運動部
顧問にとりまとめを依頼して回収した。また，
調査は著者が所属する研究機関にある倫理委員
会の承認を得て実施し，調査対象者には文書に
より研究目的，方法，データの取り扱い，プラ
イバシーの保護等の説明を行い，回答の承諾を
得た。

Ⅲ　結果と考察

　1．運動部顧問の悩み事や負担の実態
　調査対象者から得られた自由記述は，全体
で 91 個であった。それらを 1つの文章が単一
の意味内容を示すように区切り，語尾に統一感
を持たせるように修正を施した。さらに，運動
部顧問の悩み事や負担とは無関係と思われる
記述を削除し，最終的に 88 個の記述データが
得られた。これらのデータは，KJ 法（川喜多，
1967）を用いて類似した内容にまとめられ，そ
れらを単位とするグループを構成し，さらにカ
テゴリー化された。具体的には，運動部顧問の
悩み事や負担は 20 のグループに類別され，そ
れらはさらに 8つのカテゴリーに分類された。
すなわち，「部員」，「活動環境」，「指導力」，「時
間的負担」，「金銭的負担」，「体力的負担」，「制
度の不整備」，そして「顧問間の人間関係」と
いうカテゴリーが抽出された。なお，これらの
作業は，スポーツ心理学を専門とする研究者 1
名によって進められた。
　以下では，最終的に抽出されたカテゴリーを
説明する。なお，抽出されたグループ，カテ
ゴリーとそれらに分類された記述データを表 1
に，抽出されたグループとカテゴリーの説明を
表 2,�3 に示した。また，グループ名を＜＞内に

表記した。
　1）部員
　このカテゴリーは，「部員の能力や態度に関
すること」と説明され，部員の活動意欲や生活
態度に不十分な点があることを表す＜活動意
欲・態度＞，部員の競技力が低かったり，上達
しなかったりすることを表す＜競技力＞とい
う 2つのグループで構成された。具体的な記述
例としては，「部員に向上心が欠けていること」
や「しっかり活動していてもなかなか結果がつ
いてこないこと」等の内容があった。
　部活動は，スポーツに興味と関心を持つ同
好者によって組織される活動である（文部省，
1999）。しかしながら，参加者である部員が部
活動を行う目的やそれへの関心は多様であると
いえる。また，1つの学校に同じ種目のクラブ
が複数あることは通常はなく，多様な競技レベ
ルの部員が単一のクラブで活動するのが現状で
ある。当然，練習の効果にも個人差があり，上
達の早さも部員によって異なることが想定され
る。このようなことから，部員によって活動意
欲は異なり，競技力が低かったり，上達が遅かっ
たりする部員もでてくるだろう。こうしたこと
が，運動部顧問にとっては悩みであるというこ
とが示された。
　2）活動環境
　このカテゴリーは，「部活動の環境や指導条
件に関すること」と説明され，部活動以外の校
務が忙しく，部活動を指導する時間がとりにく
いことを表す＜校務の多忙さ＞，練習施設の条
件が十分に整っていないことを表す＜練習施設
＞，部員数が不足していて，試合や練習などの
活動が十分に行えないことを表す＜部員不足
＞，学校全体の部活動に対する志気が低いこと
を表す＜学校の雰囲気＞，そして，保護者や
OB会からの協力が十分に得られないことを表
す＜保護者・OB＞という 5つのグループで構
成された。具体的な記述例としては，「校務分
掌が忙しすぎて，部活動に出られないこと」，「活
動場所が学校から離れていること」，「試合や練
習をするのに十分な部員数が確保できないこ
と」，「学校全体が部活動をがんばろうという雰
囲気ではないこと」，「保護者やOB会からの協
力を得られないこと」等の内容があった。
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　運動部顧問は部活動の指導者である前に高等
学校の教員である。そして，校務が多忙である
ことについては，運動部顧問のみならず，教育
現場全般に指摘されていることである（たとえ
ば，布川，2006）。このような現状にあって，
運動部顧問が部活動の指導に十分な時間を費や
すことは難しいだろう。また，学校の様々な条
件によって，グラウンドや体育館などの練習施
設や部員数に恵まれることもあれば，そうでな
いこともある。これらは活動の内容に大きく影
響を及ぼす環境要因であり，財政面や地域的な
問題もあるが，学校が部活動を積極的に推進し
ているかどうかという雰囲気的な側面に左右さ
れる部分も大きいだろう。また，保護者会や
OB会等の支援体制のあり方も，部活動の充実
度に大きな影響を及ぼすといえる。このような
活動環境に関わることが，運動部顧問にとって
悩みとなることが示された。
　3）指導力
　このカテゴリーは，「自分自身の指導力に関
すること」と説明され，自分の専門とは異なる
種目の部活動を任され，満足な指導ができない
ことを表す＜専門外種目＞，自らの指導力が未
熟であることを表す＜指導力不足＞という 2つ
のグループで構成された。具体的な記述例とし

ては，「専門とは異なる種目を指導しているの
で専門的なアドバイスができないこと」，「上級
者への指導が十分にできないこと」等の内容が
あった。
　競技経験がある運動部顧問であっても，自ら
が専門的に行ってきた競技種目の顧問になれる
とは限らない。そして，その場合には，自分の
競技経験がそのまま部活動の指導に活かされな
いことになる。また，顧問を任される全ての教
師に競技経験があるわけではない。そうした運
動部顧問の場合には，改めて研修を積まない限
り，部活動に求められる指導力を身につけるこ
とは難しいだろう。このようなことから，自ら
の指導力に関する内容も運動部顧問の悩みに
なっていることが考えられる。
　4）時間的負担
　このカテゴリーは，「部活動に費やす時間的
負担に関すること」と説明され，部活動の練習
で，連日遅い時間まで拘束されることを表す＜
活動時間＞，学校の休日にも部活動があり，十
分な休息がとれないことを表す＜休日の活動
＞，部活動に費やす時間が多く，家族と交流す
る時間がとりにくいことを表す＜家族との時間
＞，そして，部活動に費やす時間が多く，校務
に十分な時間を当てられないことを表す＜校務
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への影響＞という 4 つのグループで構成され
た。具体的な記述例としては，「平日は遅くま
で指導して，時間の余裕がないこと」，「休日の
練習が忙しく，休息がとれないこと」，「土日の
指導のため，家族と過ごす時間が少なくなって
しまったこと」，「授業の準備に十分な時間が当
てられないこと」等の内容があった。
　部にもよるが，平日は放課後に 2〜 3時間の
活動を行い，土日にも半日練習や，対外試合な
どで 1日を部活動に費やすこともあるというの
が現状である。そうした時間外勤務が増えるこ
との影響として，授業準備やその他の校務，そ
して家族との生活に十分な時間を当てられな
かったりするだろう。また，趣味や自己研鑽の
時間がとれないばかりか，休養すらままならな
いという状況もあるようである。部活動指導に
伴う顧問教諭の時間的な負担は，指導者が安心

して指導に関われるような部活動運営を考える
うえで大きな問題であるといえる。
　5）金銭的負担
　このカテゴリーは，「部活動に費やす金銭的
負担に関すること」と説明され，部活動の出費
に対して自己負担があることを表す＜出費＞と
いう 1つのグループで構成された。具体的な記
述例としては，「高体連以外の大会は旅費がほ
とんどなく，費用負担があること」，「生徒から
部費をとらないので，何かあれば自分がかぶら
なければならなくなったこと」等の内容があっ
た。
　これも部によって異なるだろうが，学校から
の補助金や，部員から部費を徴収することに
よって，いくらかの運営費は確保されよう。し
かし，部員に充実した活動を提供したいという
思いが強ければ強いほど，支出が増すことは
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想像に難くない。�予算が潤沢であればよいが，
そうでない場合には運動部顧問自身の負担に
よってそれをまかなうこともあるということで
ある。これも先の時間的負担と同様に，指導者
が安心して指導に関われるような部活動運営を
考えるうえで大きな問題となる。
　6）体力的負担
　このカテゴリーは，「部活動に費やす体力的
負担に関すること」と説明され，部活動が体力
的に負担となることを表す＜体力＞という 1つ
のグループで構成された。具体的な記述例とし
ては，「年齢や身体的に怪我が心配で一緒に活
動できないこと」，「年老いた体に過重な負担が
かかっていること」等の内容があった。
　体力的な負担は年齢に応じて想定することも
可能であるが，一概にそうともいえないだろう。
なぜなら，もともと体力に自信がない者にとっ
ては，運動部の指導に困難を感じることも多い
と考えられるからである。怪我や故障の危険性
も伴うこともあり，これらの内容が体力に自信
のない運動部顧問にとっては，負担となってい
ることが示されたといえる。
　7）制度の不整備
　このカテゴリーは，「部活動運営に関わる制
度上の問題に関すること」と説明され，部活動
の顧問は負担が大きいのにも関わらず，それを
不平等に任されることを表す＜負担の不均衡
＞，時間外手当のあり方に不満を感じながら指
導することを表す＜不十分な手当＞という 2つ
のグループで構成された。具体的な記述例とし
ては，「一部の教員に過重な負担がかかること」，
「現状では，先生方のサービス的な部分にかな
り頼っていること」等の内容があった。
　学校教育活動として部活動が進展する過程に
おいて，部活動が学習指導要領上で詳しく説明
されてこなかったということがある。そのこと
が現在にまで引き続く，部活動のいくつかの矛
盾や課題を生んできたといえる（西島，2006）。
近年になり，部活動指導に伴う時間外勤務に対
して，ようやく手当が支払われるようになった
が，それ以前は，顧問教諭が部活動に費やす時
間に対して教育活動としての報酬が支払われる
ことはなかった。すなわち，顧問教諭は事実上，
ボランティアという立場で部活動指導に臨まざ

るを得なかった時期が長くあったということで
ある。このような改善があったとはいえ，現在
でも不十分な手当で，多くの教員が負担の大き
い部活動の指導を任されているのも事実であ
る。また，手当の問題とは別に，負担の平等化
という観点から，顧問教諭の適正配置を制度化
することも必要だろう。このような部活動の制
度上の問題も，運動部顧問の悩みを引き起こし
ているということが考えられる。
　8）顧問間の人間関係
　このカテゴリーは，「他の顧問との人間関係
に関すること」と説明され，部活動の指導に消
極的な顧問がいることを表す＜消極的な顧問
＞，部活動の理念や教師としての専門性から外
れた顧問がいることを表す＜過熱化した顧問
＞，同じ部内の他の顧問との関係づくりが大変
なことを表す＜新たな関係の構築＞という 3つ
のグループで構成された。具体的な記述例とし
ては，「副顧問が協力的ではないこと」，「教科，
クラス指導，分掌そっちのけでのめり込んでい
る人がいること」，「外部指導者との関係が大変
なこと」等の内容があった。
　人間関係に関する悩みは運動部顧問に限った
ことではなく，あらゆる職業に広く共通するこ
とである（島津，2006）。そして，先に指摘し
たような部活動に関わる制度の不整備も関係し
て，顧問教諭の部活動に関わる姿勢は，教科へ
の関わり方よりも多様であることが推測され
る。すなわち，放任的な運動部顧問もいれば，
熱心に部員に関わる運動部顧問もいる。ときに
は，部活動の理念から外れた指導をする者や，
他の校務より優先して部活動指導にあたる者も
いるようである。このような，多様な関わり方
をする周囲の指導者との人間関係は，運動部顧
問の悩み事の 1つであることが示された。

　2． ストレッサー尺度の開発に向けた調査項
目の選定に関わる検討

　ここまでの検討において，運動部顧問が部活
動の指導を行う中で体験する悩み事や負担の実
態が大枠として示された。ところで，部活動の
指導を行う中で体験する悩み事や負担は，運動
部顧問にとって重大なストレッサーになってい
ることが考えられる。ここでは，そのような想
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定の下，実態調査の結果を受けて，今後，運動
部顧問用のストレッサー尺度を開発するうえ
で，どのような項目群を設けて調査を進めてい
けばよいのかということに関して言及を試み
る。
　運動部顧問から得られた自由記述データを分
析したところ，運動部顧問の悩み事や負担には，
「部員」，「活動環境」，「指導力」，「時間的負担」，
「金銭的負担」，「体力的負担」，「制度の不整備」，
そして「顧問間の人間関係」という内容がある
ことが示された。運動部顧問用ストレッサー尺
度の開発に向けた調査を行う際にも，これらの
内容を含めて調査項目群を設けることは重要だ
ろう。
　ところで，心理尺度の作成にあたってもっと
も考慮すべき点は，その尺度が信頼性と妥当性
を兼ね併せているということである。とりわけ
項目選定の段階においては，内容的妥当性を保
証することに注意を払う必要がある。内容的妥
当性とは，測定したい構成概念の内容が側面的
に整理されているとき，その内容を網羅的に測
定するための項目が揃っているかどうかという
ことを問題とする（菅原，2001）。したがって，
調査項目の選定においては，構成概念が想定す
る各側面について取りこぼしなく項目を揃える
ことが必要となる。このようなことから，運動
部顧問用のストレッサー尺度を構成する調査項
目の選定についても，運動部顧問が経験するス
トレッサーの内容を包括的に網羅していること
が重要となる。そして，そうした項目群を作成
する際には個人の発想も有効な手段となること
が，菅原（2001）によっても指摘されている。
そこで，本研究で抽出された悩み事や負担の内
容を手がかりとして，運動部顧問のストレッ
サーとして加わる可能性がある内容について，
推測的な検討を試みた。
　最初に，「部員」カテゴリーの中に＜活動意欲・
態度＞と＜競技力＞というグループがあるが，
これらに加えて，運動部顧問の悩み事の対象と
なりそうなものに，部員間の人間関係や部員と
運動部顧問間の人間関係があることが考えられ
る。部員間の人間関係には同級生同士の他，先
輩後輩関係などもあるといえる。つづいて，「活
動環境」に関しては＜練習施設＞という内容が

あったが，これとの関連からは消耗品としての
練習用具をあげることができる。また，＜保護
者・OB＞という内容に関しては，それらから
の協力支援ということの他に，保護者間や保護
者と運動部顧問間のトラブルなどもありそうで
ある。たとえば，レギュラーの位置をめぐって，
部員の親同士の関係が悪化したり，運動部顧問
に何らかの働きかけを行ったりするということ
も可能性とはあり得る。「指導力」に関しては，
時代の移り変わりから，かつて自分が受けてき
た指導方法が，今の現場では通用しなくなって
きていることもあるだろう。そのような指導方
法や指導理念の再構築を迫られることも，運動
部顧問にとっては戸惑いとなる内容かもしれな
い。また，「時間的負担」に関しては，普段の
練習の他，行事的な位置づけにある合宿練習な
どに費やす時間も負担になると思われる。最後
に，「顧問間の人間関係」については，同じ競
技連盟に所属する他校の指導者との人間関係が
負担の対象となっている可能性があることも推
測される。
　また，実態調査で抽出されたカテゴリー以外
の内容としては，地域からの期待というような
内容があることも考えられる。特に，伝統校や
強豪校といわれるような運動部については，こ
のような内容が負担となる可能性は高そうであ
る。その他，運動部顧問自身の興味や関心，あ
るいは，やりがいという観点から，部活動指導
そのものに関わることが負担であるということ
もあるかもしれない。
　以上のように，心理尺度の作成において，そ
の尺度が内容的妥当性を備えていることは重要
である。したがって，運動部顧問用ストレッサー
尺度を開発する際には，ここで検討された内容
も考慮に入れて調査項目群を選定し，それに向
けた調査を行うことが望まれる。

Ⅳ　まとめと今後の課題

　本研究の目的は，運動部顧問が部活動の指導
を行う中で体験する悩み事や負担の実態を概観
することであった。また，そこでの検討結果を
もとにして，今後，運動部顧問用のストレッサー
尺度を開発することに向けた調査項目群の選定
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に関しても言及した。
　検討の結果，運動部顧問の悩み事や負担とし
て，「部員」，「活動環境」，「指導力」，「時間的
負担」，「金銭的負担」，「体力的負担」，「制度の
不整備」，そして「顧問間の人間関係」のそれ
ぞれに関する内容が示された。また，運動部顧
問用ストレッサー尺度の開発に際しては，上記
の悩み事や負担の他，部員や保護者関係などの
人間関係上のトラブル，練習用具，地域からの
期待等といった内容も考慮して，調査項目群を
選定することの重要性が指摘された。
　今回の調査は，運動部顧問の悩み事や負担の
実態を明らかにすることであったが，調査対象
者となったのは高等学校 3校に所属する運動部
顧問であった。したがって，この調査をもって
悩み事や負担感の実態を捉えきれているわけで
はない。たとえば，指導者の性，年齢，指導年
数の違いによって悩み事や負担に何らかの特徴
があることは予想される。また，運動部の競技
レベルや指導者自身の指導理念によっても，そ
れらは異なることが考えられる。今後は，開発
が見込まれるストレッサー尺度を用いて，多く
の属性を想定した運動部顧問を対象として調査
を行うことにより，悩み事や負担の実態を詳細
に検討することが課題である。
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A Study of Washing and Disinfectant Effect of 
Plant Extract by the ATP Measurement
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緒　　言
　学校、病院や福祉施設等の特定給食施設では、
生食用の野菜や果実を洗浄する場合、大量調理
施設衛生管理マニュアルに示された方法で洗浄
することが多い。大量調理施設衛生管理マニュ
アルで示された方法とは、「流水で十分洗浄し、
必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム又はこれと
同等の効果を有するもので殺菌を行った後、十
分な流水ですすぎ洗いを行うこと。」1）となっ
ている。しかし、洗浄に次亜塩素酸ナトリウム
等の薬剤を用いた場合、食材に薬剤や塩素臭が
残留する可能性があるため、大量の水道水で十
分に洗浄する必要があり、洗浄作業の量的な増
加だけでなく、食材からの水溶性成分の損失も
懸念される。もし、生食用食材の洗浄に喫食可
能な植物由来の抽出液や抽出成分を利用すれ
ば、洗浄が不十分で食材にそれらの抽出成分が
残留したとしても人体に対して安全であるとい
える。また、食材に残留した成分が、その後の
調理過程で行われる調味に影響が無く、食材自
体に変色等がおこらなければ、水道水を用いた
洗浄が不要となり、調理作業が軽減されるとい
える。
　茶の渋味成分として知られるカテキンの食中
毒細菌に対する増殖抑制効果や抗菌効果につい

て多くの報告 2,3,4）がある。カテキンは茶に含ま
れる特有のポリフェノールであるが、ポリフェ
ノール類は野草やハーブ等にも多く含有され、
その抗菌効果も多く報告されている。例えば、
野草抽出物のポリフェノール化合物が大腸菌等
に対して生育抑制を示すことや、生鮮食品、調
理器具に対して洗浄・消毒効果を示す 5,6,7）こと
などであり、その抗菌効果を示したポリフェ
ノールは、クロロゲン酸等が報告されている。
野草やハーブの一部は食用や漢方薬として活用
されるが、食用とされずに廃棄されるものも多
くみられる。身近に自生するフキは、葉に多く
のポリフェノール類が含有されるが、茎が食用
とされ、葉は廃棄される。フキの主要なフェノー
ル成分は、クロロゲン酸、ジカフェオイルキナ
酸およびフキノール酸で、特にフキノール酸の
ラジカル消去能はクロロゲン酸よりも高いこと
8）が報告されている。また、新潟で食される食
用菊の「かきのもと」は、花がお浸しや酢の物
として供されるが、葉を食すことはない。食用
菊と同じキク科キク属の野菜であるシュンギ
クの主要なフェノール成分は、クロロゲン酸 9）

であるとの報告がある。クロロゲン酸は、カテ
キン類と同じ第 1群に属するポリフェノールで
あることから、クロロゲン酸を多く含んだフキ
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や菊の葉には抗菌性が期待できるといえる。
そこで本研究では、新潟の伝統野菜である食用
菊と身近に自生するフキの食用とされない葉を
試料とし、その抽出液の洗浄剤としての効果を
見出すことを目的に手指や調理台に対する洗
浄・消毒効果を、ATPふき取り検査法を用い
て検討したので以下に報告する。

方　　法
１．実験試料
　キク葉は平成 21 年 12 月、新潟市内の農家か
ら食用菊花（かきのもと）を摘採後の葉を譲り
受けた。フキ葉は平成 21 年 11 月に新潟県五泉
市内で採取した。これらの葉を凍結乾燥後、ミ
ルサーを用いて粉末状にしたものを試料とし
た。凍結乾燥機はMFD-1（JAPAN�TORIKA）
を用い、ミルサーは IFM650D（岩谷産業）を
用いた。なお、緑茶には抗菌効果を持つカテキ
ンが含まれ、その洗浄・消毒効果が多く報告さ
れていることから、緑茶についても試料として
用いた。緑茶は市販村上茶（浅川園）をミルサー
で粉末状にしたものを試料とした。

２．植物抽出液の調製
　キク、フキ葉凍結乾燥粉末および緑茶粉末
0.5、1.0、2.0g にそれぞれ沸騰蒸留水（100℃）
100ml を加え、1分間抽出し、ろ過したものを
沸騰水抽出液（0.5、1.0、2.0％）として調製した。

３．総ポリフェノール量の測定
　各葉抽出液中の総ポリフェノール量の定量
は、Folin-Denis 法で行った 10,11）。すなわち、
各抽出液を蒸留水で 100 倍希釈後、1.0ml とり、
そこにフォーリンチオカルト試薬（和光純薬
工業）1.0ml を加えて混和し、3分間静置した。
そこに 10％炭酸ナトリウム（関東化学）1.0ml
を加えて全量を 3.0ml とし、60 分間室温で反応
させた。これを、分光光度計（UV�mini-1240、
島津製作所）を用いて 750nm の吸光度を測定
した。標準ポリフェノール試料には、クロロゲ
ン酸（和光純薬工業）を用い、その検量線から
各抽出液中の総ポリフェノール量をクロロゲン
酸当量で算出した。

４�．手指に対する植物抽出液の洗浄・消毒効果
の検討

（1）ATP測定による検討
　各葉沸騰水抽出液（1% , １分間）を試料液と
し、手指に対する洗浄・消毒効果を、ルミテ
スター PD-20（キッコーマン（株））を用いて
ATPふき取り検査法で検討した。
　手指の洗浄・消毒は、大量調理施設衛生管理
マニュアルに準じた方法（②：石けんで洗浄後、
流水ですすぎ、これをもう一度繰り返し、アル
コールを噴霧する）の他、水のみでの洗浄（①：
水道水で 2回流水洗浄）、各抽出液を用いた方
法（③：石けんで洗浄後、流水洗浄。その後、
各葉抽出液に 30 秒手指を浸漬し、流水で洗浄。
④：各抽出液に 30 秒手指を浸漬し、流水で洗浄。
これをもう一度繰り返す）の４ツの方法で実施
した。上記①〜④で洗浄・消毒前後に手指に残
存したATP量をそれぞれ測定し比較した。な
お、ATP 量は、相対発光量（RLU：Relative�
Light�Unit）で示した。

（2）細菌数測定による検討
　（1）の④の各抽出液での洗浄・消毒と②の常
法での洗浄・消毒方法について、洗浄・消毒前
後の手指に残存した細菌数をそれぞれ比較し
た。
　すなわち、洗浄・消毒前後の手指を滅菌済綿
棒（栄研化学）でふき取り、これを滅菌生理的
食塩水 10ml に入れて懸濁させた。この懸濁液
と、これをさらに 10 倍希釈した液を細菌分離
用試料とした。この試料液 20 μ l ずつを、普
通寒天培地（ニッスイ）及びDHL寒天培地（ニッ
スイ）に接種し 37℃で 24 時間培養した。培養
終了後、各培地上に出現したコロニーを計測し、
懸濁液 1ml 当りの細菌数を（コロニー数 /1ml
＝ 10N 個）と（log10N/1ml ＝ N）で算出した。

５�．調理台に対する植物抽出液の洗浄・消毒効
果の検討
　調理台に対する洗浄・消毒効果を、各葉沸騰
水抽出液（1% , １分間）を試料液とし、ルミ
テスター PD-20（キッコーマン（株））を用い、
ATPふき取り検査法で検討した。
　調理台の洗浄・消毒は、大量調理施設衛生管
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理マニュアルに準じた方法（③：中性洗剤で洗
浄後水道水ですすぎ、乾燥後、アルコールを噴
霧する）の他、各抽出液を用いた方法（①：中
性洗剤で洗浄後水道水ですすぐ。その後、各葉
抽出液で洗浄し、水道水ですすぐ。②：各抽出
液で洗浄し、水道水ですすぐ。これをもう一度
繰り返す）の３つの方法で実施した。上記①〜
③で洗浄・消毒前後に調理台に残存したATP
量をそれぞれ測定し比較した。

６．統計処理
　実験結果は平均値±標準誤差で示した。統計
処理は SPSS（PASW�Statistics�17.0）を用い、
一元配置分散分析を行った後、Bonferroni の
多重比較検定により、各データの有意差検定を
行った。なお、p値が 0.05 未満のものを統計的
に有意とした。

結果および考察
１．植物抽出液の総ポリフェノール量
　フキ、キク、緑茶沸騰水抽出液の総ポリフェ
ノール量を表１に示した。

　その結果、いずれの抽出液においても葉の濃
度が高くなる程、抽出されるポリフェノール量
が多くなっていた。野草を含むハーブのポリ
フェノールは、低温抽出に比べ、高温抽出の方
が 1.2 倍溶出しやすいという報告 11）があり、フ
キ葉およびキク葉抽出液においては前報 12）で、
水抽出液（20℃）に比べて高い温度（80℃およ
び 100℃）で抽出した方がより多くのポリフェ
ノール類が溶出されることを報告した。本研究
でのポリフェノール抽出量が、前報と同程度で
あることを確認したことから、水抽出に比べ多
くのポリフェノールを抽出したと推察された。
また、フキ葉抽出液において、水抽出液に比べ
湯抽出液で食中毒菌、特にブドウ球菌に対して
有意に高い抗菌効果を示すことを報告 13）した。
さらにその効果が、湯抽出液の濃度が 1.0％の

時に最も高く認められたことから、以下の抗菌
試験には、1.0％抽出液を用いることとした。

２．手指に対する植物抽出液の洗浄・消毒効果
　フキ、キク、緑茶沸騰水抽出液を用いた手指
の洗浄・消毒試験におけるATP量の測定結果
と細菌数測定結果を表 2に示した。
　まず、ATP量の測定結果については、洗浄・
消毒後のATP 量が管理基準値の 1500RLU 以
下になったのは、②の通常の洗浄方法を用いた
場合と、③および④のフキ、キク抽出液を用い
た場合であった。①の水のみでの洗浄と緑茶抽
出液を用いた場合には基準以下にはならず、特
に④の緑茶抽出液を用いた場合には、再洗浄を
行ってもATP 量はほとんど減少しなかった。
このことから、手指の洗浄・消毒において、緑
茶には効果が認められないのではないかと推察
された。しかし、緑茶を褥瘡 15,16）やおむつか
ぶれ 16）などの皮膚の洗浄・消毒に活用し、瘡
部の洗浄や殺菌、脱臭に効果があることが報告
されており、また、緑茶の抗菌効果も数多く報
告されていることから、本研究では、ATP 法
の他に、細菌数を測定し、再度、植物抽出液に
よる手指の洗浄・消毒効果を検討することとし
た。
　表 2の右側に示した細菌数の測定結果は、普
通寒天培地に培養した一般細菌数の測定結果を
示した。DHL 培地を用いて大腸菌群の残存に
ついても検討したが、コロニーが出現しなかっ
たため、表 2には記載しなかった。
　その結果、洗浄・消毒前に細菌数が懸濁液
1ml 当り log�3.5 〜 3.6 であったものが、洗浄・
消毒後には、フキ、キク、緑茶のいずれにおい
ても通常の洗浄・消毒方法の常法の 3.3 と同等
またはそれ以下の 3.0 にまで減少していた。し
たがって、細菌数の測定によって、フキ、キク、
緑茶抽出液に手指に対して洗浄・消毒効果があ
ることが明らかになった。しかし、細菌数と同
時に測定したATP量については、緑茶は管理
基準値の 1500�RLU以下にはならなかった。上
記のことから、植物抽出液を手指の洗浄・消毒
に用いる場合、フキ、キク抽出液は、ATP 法
と細菌測定法のいずれを用いてもその効果を正
確に確認することができるが、緑茶を用いた場
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合には、ATP 法ではその洗浄・消毒効果を測
定することはできないことが明らかになった。
　ATP法は、手指や調理器具に付着した細菌
や食物残渣に共通して含まれるATP と AMP
の量を汚れの量として測定する方法である。表
1で示したように、緑茶抽出液のポリフェノー
ル量がフキやキクに比較して非常に多かった。
さらに、緑茶抽出液は、抽出成分が多く含有さ
れていたためか、フキやキク抽出液に比較して
少しとろみのある状態になっていた。このた
め、緑茶抽出液を用いて手指を洗浄した場合、
流水洗浄で落としきれなかった緑茶抽出液中の
ATPと AMPが手指に付着し、逆にそのATP
とAMPを手指に残存した汚れとともに機器が

測定したのではないかと推察された。近年、学
校給食施設や病院等の特定給食施設では、手指
や調理機器の洗浄状態の可否を、細菌培養法の
ように手間と時間、専用の設備等を要する方法
ではなく、洗浄後すぐに簡便にチェックできる
ATPふきとり検査法を用いることが多くなっ
ている。しかし、前述のように、薬剤以外の食
用抽出液を用いた場合には、ATPふきとり検
査法ではその効果を正確に判定することができ
ない場合があるので、事前にATP法と併用し
て細菌培養法等でその効果を確認し、用いるよ
うにすべきであると考える。

３．調理台に対する洗浄・消毒効果
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　フキ、キク、緑茶沸騰水抽出液を用いた調理
台に対する洗浄・消毒試験のATP量測定結果
を表 3に示した。
　その結果、洗浄・消毒前に比較して、いずれ
の洗浄方法においても洗浄・消毒後のATP量
は減少しており、中でも常法は他の洗浄・消毒
方法に比較して有意に低くなっていた。しかし、
調理台の洗浄・消毒の管理基準値は 200RLU
以下とされていることから、常法に比較してフ
キおよびキク抽出液での洗浄結果は有意に高く
なったが、管理基準値を下回っていたことから、
洗浄・消毒効果が認められたといえる。緑茶抽
出液を用いた場合においては、手指の洗浄と同
様、いずれも管理基準値を下回らなかった。な
お、表 3の結果には示さなかったが、緑茶抽出
液を用いた場合、Aまたは Bの方法で洗浄後、
さらにもう一度流水洗浄を行ったところ、A
ではATP 量が 110RLU に、Bでは 191RLU ま
で減少した。緑茶抽出液でATP量が高くなっ
たのは、手指洗浄の場合と同様に、流水すすぎ
後に残存した緑茶中のATPと AMPが汚れと
ともに測定されたためではないかと推察され
た。給食施設に設置される調理台は、洗浄・消
毒のしやすさや耐久性等を考慮して、ステン
レス製のものが使用される。傷がつきにくい
ことから、調理台のATP量の管理基準値は手
指の 1500RLU、まな板の 500RLU に比較して
200RLUとかなり低く設定されている。本研究
で使用した調理台もステンレス製であり、表面
の細かい傷などに残存した緑茶がATP量とし
て測定されたと考えられるが、流水洗浄を十分
に行えば、手指よりは残存した緑茶を除去しや
すいため、その洗浄・消毒効果をATP量測定
により判定することが可能であるといえる。し
かし、茶中に含まれるポリフェノールは、調理
台等に残存した場合、一般的に茶渋として着色
して残ることから、茶類を調理台等の調理機器
の洗浄・消毒に用いる場合には、十分な流水洗
浄が必要になると考えられる。

まとめ
　通常、特定給食施設では、手指や食材、調理
機器等の洗浄・消毒には、次亜塩素酸ナトリウ
ム、石けん、アルコール等の薬剤が用いられる。

薬剤を残留させないため、念入りな流水洗浄が
必要になるが、これらの洗浄・消毒に食用可能
な植物抽出液を用いれば、たとえ残留したとし
ても安全・安心であるといえる。そこで本研究
では、手指および調理台の洗浄剤として、フキ
葉、キク葉、緑茶沸騰水抽出液を用い、その洗浄・
消毒効果をATPふきとり検査法で検討した。
1）フキ葉、キク葉、緑茶沸騰水抽出液の総ポ
リフェノール量をFolin-Denis 法で測定した。
その結果、葉の濃度が高くなる程総ポリフェ
ノール量が高くなり、フキ葉、キク葉に比較
して緑茶の抽出量が最も高くなった。
2）手指の洗浄・消毒では、ATP量が常法およ
びフキ葉、キク葉抽出液では管理基準値の
1500RLU 以下になったが、緑茶抽出液では
下回らなかった。洗浄・消毒効果の詳細な判
定を行うため、ATP法の他に細菌培養法を
行った。その結果、常法、フキ葉、キク葉、
緑茶抽出液のいずれも洗浄前の細菌数が log�
3.5 〜 3.6 であったのに対し、洗浄後、log�3.0
〜 3.3 に減少していた。したがって、緑茶抽
出液を用いた洗浄方法を含め、洗浄効果があ
るにも関わらず、ATP 法を用いると、茶抽
出液中のATP及びAMP量を汚れの量とし
て測定されたものと推察された。濃度の高
い食用成分を多く含むものを洗浄に用いて
ATP法で測定する場合には、細菌培養法等
で事前にその効果を確認する必要があると考
えられた。
3）調理台の洗浄・消毒においても、手指の洗
浄と同様、ATP 量が常法およびフキ葉、キ
ク葉抽出液で管理基準値の 200RLU 以下に
なったが、緑茶抽出液は基準値以下になら
なかった。しかし、再度洗浄すると 200RLU
以下に減少した。残存した緑茶が汚れ量とし
て測定されたためであると考えられた。
　以上の結果から、フキ葉およびキク葉抽出
液を手指および調理台の洗浄剤として用いた
場合、ATPふき取り検査法でその効果を判定
することが可能であることが明らかになった。
しかし、ポリフェノール含量の高い緑茶抽出
液ではATPふき取り検査法では効果判定が
できない場合があることから、細菌培養法等
で事前に効果を確認しておく必要があると考
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1．緒言
　一般に，特定給食施設とは，学校，病院，事
業所など，継続的に 1 回 100 食以上又は１日
250 食以上の食事を供給する施設のことをいう
1）．たとえば，学校給食は児童・生徒を対象と
しており，給食を教育の一環として実施してい
る．そのため，地元食材を用いた郷土料理を取
り入れたり，地域の活動支援などによる食育を
展開している．病院給食は，入院時食事療養制
度の改正や健康増進法の制定により従来の必要
栄養量の確保に重点を置いたものから，患者
個々に対応した栄養管理に基づいた選択食や個
別食へと変換し始めている．このように，現在
は特定給食施設毎にその対象者のニーズに応じ
た給食の提供が求められ，それぞれのQOL�向
上に向けた取り組みがなされている．
　これまでの給食運営方式は，献立作成，食材
の発注等の一連の給食業務をその施設に所属す
る管理栄養士が運営する直営方式が多かった．
しかし，給食を運営するためには，特殊で大型
の設備や機器に対する投資，有資格者の確保，
人件費，食材費等，多くの資金を必要とする．
そのため，給食を外部委託する施設が近年増加
している現状にある．
　病院給食に関して，給食内容や栄養管理を論

じた研究報告 2,�3）はあるが，食材費や経営及び
運営について報告されたもの 4）は非常に少な
い．たとえば，直営の病院では，病床数が多い
と人件費率や食材比率が低くなる傾向があり，
特に食材比率の低下は，日々使用される卵・牛
乳・調味料の食材費が安価であることが要因の
一つであると考察されている 4）�．
そこで，本研究では，特定給食施設のひとつで
ある病院の給食に注目し，新潟県内の医療機関
を対象に，給食運営と食材費の関係を明らかに
することを目的に，給食の運営形態，食数，食
材費に関するアンケート調査を実施し，考察し
た．

2．方　法
　平成 21 年 12 月，新潟県内の医療機関 133 施
設に対し，「病院給食に関する実態調査」につ
いてのアンケート用紙を郵送し，研究協力に
了承いただいた施設のみ回答を FAXにより得
た．調査項目は，1.�病院の経営主体，2.�給食の
運営（直営，委託等），3.�給食の食数，4.�給食
の食材費・デザート費の 4項目である．また，2.�
給食の運営の選択項目を直営，委託①（病院献
立），委託②（委託献立）の 3択とした．なお，
委託①は献立を病院栄養士が立て給食業務のみ
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を委託している施設とし，委託②は献立作成お
よび給食業務のいずれも委託している施設とし
た．また，4のデザートとは，果物や飲料の他，
市販及び病院調理によるゼリー，栄養補助ゼ
リー等も含むものとして回答してもらった．な
お，回答については各医療機関の栄養管理部門
の責任者に依頼した．

３．結果と考察
1）給食の運営形態における経営と病床数
　新潟県内の医療機関 133 施設に対し，72 施
設よりアンケートを回収した（回収率 54.1%）．
このうち，無回答の 1施設を除く 71 施設の回
答を有効回答（有効回答率 98.6%）として病院
の経営と病床数について病院給食の運営形態別
に集計した（表 1）．なお，質問項目の性質に
より，回答数の合計が異なった．
　71 施設の病院経営による内訳は，医療法人
41 施設（57.7%），その他 13 施設（18.3%），県
立 10 施設（14.1%），市町村立 5 施設（7.0%），
国立 2 施設（2.8%）であった（表 1）．病院給
食の運営形態は，全体 71 施設中，直営 42 施設
（59.2%），委託① 14 施設（19.7%），委託② 15
施設（21.1%）であった．特に，直営と委託①
の合計が有効回答の71施設中，�56施設（78.9%）
であったことから，本論文における対象施設の
病院給食の大半は，その病院の管理栄養士が立
案した献立をもとに給食が作られ提供されてい
た．これは，平成 14 年の自治体病院における
栄養事務を委託している直営型の病院数の都道
府県の平均割合 78.9% 5）と同値で，新潟県にお
いても同様の傾向であることが明らかになっ
た．
　また，病院経営別にみると，市町村立が経営
する病院を除き，国立・県立・医療法人・その
他において直営で給食を運営する病院が 6割近
くを占めていた．
　さらに，病床数は 100 〜 199 床が 71 施設中
26 施設（36.6%）と最も多く，次いで 200 〜
299 床が 15 施設（21.1%）であった（表 1）．病
院給食の運営形態の種類に依らず，直営，委託
①，委託②のいずれも病床数 100 〜 199 床が最
も多くなっており，次いで 200 〜 299 床が多い
割合を占めていた．しかし，300 床以上の場合

は，直営の占める割合が高かった．従って，病
床数が多いほど病院給食の運営は直営，つまり
その施設で献立立案を担う傾向があることが示
唆された．これは，病床数の多い施設では，病
床数の少ない施設に比べて人件費の割合が抑え
られるからと推察された 4）．

2）給食の食数
　表 2に，給食の運営形態別に一般治療食およ
び特別治療食の食数を示した．
　その結果，一般治療食の提供食数は，回答の
あった 66 施設中 54 施設（81.8%）が 199 食以
下で，そのうち直営が39施設中32施設（82.1%），
委託①が 13 施設中 12 施設（92.3%），委託②
が 14 施設中 10 施設�（71.4%）であった（表 2）．
一方，特別治療食の提供食数は，回答のあった
66 施設中 57 施設�（86.4%）が 99 食以下で，そ
のうち直営が 39 施設中 33 施設（84.6%），委託
①が 13 施設中 11 施設（84.6%），委託②が 14
施設中 13 施設（92.9%）であった（表 2）．特に，
直営の施設では，委託①に比べて，一般治療食
の食数が多いのは，前述の病床数が多いことと
関係しているためと考えられた（表 1，表 2）．
　さらに，食数をみると，一般治療食と特別治
療食の食数比（a�:�b）は 9：1と 8：2が最も多く，
回答のあった 66 施設中 26 施設（39.4%）がこ
れに該当した（表 2）．次いで，�6：4 が 11 施設
（16.7%），7：3 が 10 施設（15.2％），5：5 が 9
施設（13.6％）と続いた．全体的にみると，特
別治療食の食数は一般治療食に比べて食数が少
なかった．最も施設数の多い食数比（a�:�b）は，
直営施設は 9：1 が 39 施設中 9 施設（23.1%），
委託①では 5：5 が 13 施設中 4 施設（30.8%），
委託②では 9：1 と 8：2 が 14 施設中各 4 施設
（28.6%）で，給食の運営形態に関わらず，一般
治療食の食数は特別治療食のそれを上回る傾向
にあった．一方，特別治療食の食数が一般治療
食の食数に対して同等あるいはそれ以上に上回
る施設は，直営で 12 施設（30.8%），委託①は
5施設（38.5%），委託②は 1施設（7.1%）となり，
給食の運営により異なっていた．これは，直営
および委託①の施設では，病院栄養士による献
立作成や栄養管理が行われるため，特別治療食
を取り扱いやすい環境にあるためと考えられる
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（表 2）．また，直営施設では病床数が多い傾向
があることも一因と思われた（表 1，表 2）．

3）食材費とデザート費
　表 3に病院給食における一般治療食と特別治
療食の平均食材費を，表 4に各治療食の 1日分
の食材費とデザート費を，給食の運営別に示し
た．
　質問項目 4の有効回答数が 33 施設（直営 16
施設，委託① 8施設，委託② 9施設）と少なかっ
たのは，食材費，特にデザート費を算出してい
る施設が少ない，あるいは食材費の開示そのも
のを経営上控えたかったためではないかと考え
られた．
　表 3より，一般治療食及び特別治療食の 1日
分の平均食材費（3食の純食材費とデザート費
の合計）は 669.5 円，685.4 円であることから，
平成 19 年度の一般病棟における１食あたりの
食材費（240.1 円）5）に対して，新潟県内の病
院給食の食材費は全国平均に比べて若干安いこ
とがわかった．さらに，給食の運営毎にみると，
一般治療食では直営 685.3 円，委託① 671.0 円，
委託② 640.0 円で，特別治療食の場合は，直営
709.1 円，委託① 681.4 円，委託② 646.7 円で
あった（表 3）．直営施設（n=16，平均病床数
265.1）の一般治療食及び特別治療食は，200 台
床に対する全国平均食材費 734.3 円 4）に比べ
ても安価であった．特別治療食の食材費が，給
食の運営形態の種類に依らず，一般治療食に比
べて高いのは，特別治療食は栄養補助食品や低
タンパク質のような治療用食品などの利用によ
るためと考えられた．特に，直営の施設では，

委託①や委託②に比べて，1日分の両治療食の
平均食材費が高かった．これは，そもそも委託
化の目的が直営時よりも食材費を含めた給食運
営費全体の予算を抑えることにあるため，直営
に比べて委託施設の食材費が低くなったといえ
る（表 3）．
　同様に，1 日分の食材費に占めるデザート
費の全体平均をみると，一般治療食が 52.3 円，
特別治療食は 64.3 円で，それぞれ食材費あた
りの 7.8%または 9.4％に相当した．給食の運営
毎では，一般治療食の場合は直営50.6円（7.4%），
委託① 51.2 円（7.6%），委託② 56.4 円（8.8%），
特別治療食の場合は直営 62.9 円（8.9%），委託
① 53.7 円（7.6%），委託② 76.3 円（11.8%）であっ
た．デザート費についても，1日分の食材費と
同様に，特別治療食の方が，一般治療食に比べ，
いずれの給食の運営形態においても高かった．
また，委託②は，直営や委託①に比べて，いず
れの治療食の純食材費が低いにも関わらず，食
材費に占めるデザート費の割合は高かった（表
3）．これは，委託会社では 3食分の食材を会社
全体で購入し，施設毎に配分するため，食材の
購入費を低く抑えることができる．これによっ
て，委託②の食材費が最も低くなったといえ
る．しかし，デザート費については，施設毎で
市販品を購入するため，直営や委託①よりも高
くなったといえる．
　さらに，食材費の分布をみると，33 施設中
で最も多かった１日分の食材費は，一般治療食
および特別治療食ともに 650 〜 699 円で，前者
8 施設（24.2%），後者 9 施設（27.3%）であっ
た（表4）．1日分の食材費が750円以上の施設は，



− 111 −

特定給食施設（病院）の給食運営と食材費の関係



− 112 −

人間生活学研究　第4号　2013

一般治療食で直営 3施設，委託① 1施設，委託
② 1施設の計 5施設（15.1%）で，特別治療食
は直営 7施設，委託① 2施設，委託② 1施設の
計 10 施設（30.3%）であった．デザート費につ
いては，両治療食共に 50 〜 99 円が各 18 施設
（各 54.5%）と最も多く，そのデザート費の 1
日分の食材費に占める割合（デザート割合）は
10％以内に収めている施設が圧倒的に多かっ
た．
　なお，本論文の限界は，アンケートの際，病
院の診療科や調理員の人数を調査項目に含めな
かったため，治療食と食材費，人件費と食材費
の詳細な考察をすることが困難であった．診療
科によって対応する特殊な治療用食品が異なる
こと，調理員の人数によって給食費全体に占め
る人件費の割合が異なること等が推測されるこ
とから，今後は，アンケート項目のさらなる検
討を行って，給食の運営形態と食材費の関係を
考察する必要があると考えている．

4．要 約
　新潟県内の医療機関における病院給食の食数
や食材費は，給食の運営形態により異なった．
特に，献立作成，調理などの給食業務の全てを
担っている直営施設では，1日分の平均食材費
が一般治療食及び特別治療食において高い傾向
にあった．本研究での直営は，病床数が比較的
多い施設のため，病院給食における食材費の占
める割合が高くなり，患者の病態に沿った食事
が提供しやすい環境になっていると考えられ
た．
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Ⅰ．緒言
　ゴマ豆腐は代表的な精進料理として古くから
伝承されており，ゴマと本葛澱粉を主体とした
混合ゲルである。ゴマ豆腐のおいしさは，軟ら
かさ，「こし」の強さ，なめらかさといったテ
クスチャーや粘弾性で表される物理的な味と，
ゴマ独特の香りや風味などの化学的な味が調和
して形成される 1）。ゴマ豆腐の主原料であるゴ
マは，ゴマリグナン類の抗酸化性，老化抑制
などの多くの生理機能 2）をもっている。また，
本葛澱粉はお菓子作りや料理に用いられる他，
古来より漢方薬としても利用され，感冒，胃腸
に薬効があることが知られている。ゴマ豆腐は，
現代では法事のときに必ず作られ，出し汁に山
葵，砂糖醤油あんにおろし生姜，味噌だれにか
らしを添えるなど，各地方によって様々なゴマ
材料と食べ方がある 3）。新潟のゴマ豆腐は寺方
のものに比べると甘味が強く，法事以外に祝膳
にも出されるという。澱粉ゲルの力学特性に及
ぼすショ糖添加の影響については平島らの報告
4）があるが，ゴマ豆腐の力学特性に及ぼすショ
糖添加の影響についてはまだ報告がない。
　本報告では，皮つき白ゴマ豆腐及び黒ゴマ豆

腐のレオロジー特性と食感に及ぼすショ糖添加
の影響について検討した。実験は , 微少変形領
域の静的粘弾性の測定，老化の程度はコンプ
ライアンス測定 ,�大変形領域のテクスチャー測
定，官能検査について行った。

Ⅱ．実験方法
1．供試材料
　供試材料は，ゴマは皮むき白ゴマ（㈱かどや
製油製，中国産，2008），皮付き黒ゴマ（㈱か
どや製油製，中国産，2008）である。澱粉は吉
野の本葛澱粉（極上品「古稀」2008）であり，
㈱井上天極堂製（奈良市吉野）である。本葛澱
粉は，原料に葛の塊根を 100%使用し，約 3ヶ
月間，水分が 16%になるまで木箱に入れた状態
で自然乾燥法により作られた。澱粉の中で最も
純度が高く（99%），高価（5,000 円 /kg）である。
ショ糖は上白糖（㈱パールエース製）を用いた。

2．調製方法
　ゴマ豆腐の調製は，前報 5）､ 6）に準じて「煮
つめ法」により行った。最も好ましい配合割
合 7）,8）,9）,10）は，澱粉 40g，ゴマ 40g，加水量
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450ml であるが，本実験ではショ糖を添加する
ために加水量を 400ml とし，白ゴマ豆腐（S）
と黒ゴマ豆腐（K）の 2種類を調製した。各ゴ
マ豆腐に対するショ糖添加量は，ショ糖無添加
0g（S,K），ショ糖 20g 添加はショ糖濃度 4.0％
（S2，K2）ショ糖 40g 添加はショ糖濃度 7.7％
（S4,K4），ショ糖 60g 添加はショ糖濃度 11.1％
（S6,K6）であり、ゴマ豆腐二種類の配合割合
は表 1に示した。ゴマ 40g に水 200ml を加え 4
分間，家庭用ミキサー（日立VA-950）にて粉
砕した後，50 メッシュのふるいを通し，200ml
の水を加えて（合計 400ml）ゴマ残渣を洗い
流し，ゴマ乳 385ml を得た。直径 14cm のミ
ルクパンにゴマ乳と本葛澱粉 40g を加え 10 分
間浸漬した後，各々の試料にショ糖を添加し，
450Wの電熱器（（株）日立）でプロペラ式撹
拌器（DC-3RT：東京理科）を用いて撹拌し
ながら加熱した。撹拌機には直径 13cm，厚さ
1cm の高粘度，高速回転のファンタービンが
あり，均一に撹拌されるようにミルクパンの
直径に適したものを用いた。撹拌条件は最も
均一なゴマ豆腐の構造を形成する 9）撹拌速度
250rpm，加熱時間 25 分とした。機器測定用サ
ンプルは、調製後，直径 20mm，高さ 20mm
のテフロン製円筒型リングに流し入れ上下をガ
ラス板で密閉し，20℃に放冷した。その後 ,クー

ルインキュベーター（アズワン株式会社�PCI-
301）にて 10℃で 1〜 5 日間保存し，測定時に
庫内温度を 20℃に一定に保った後，型から取
り出して測定に用いた。官能検査用サンプルは，
試料を 11cm × 14cm の型に流し入れ保存し，
検査当日に人数切り分けて提供した。

3．クリープ測定
　クリープとは，試料に一定の応力を与えたと
きに試料内に生じる歪が時間とともに増加して
いく現象をいう。除重後，歪が除々に回復して
いく現象をクリープ回復という。クリープ測定
は微小変形領域における静的粘弾性の測定であ
る。試料に応力を加えたときに生じる変形は
瞬間弾性率（E0）のスプリング，続いて起こる
変形は遅延弾性率（E1 及び E2）と遅延粘性率
（η 1 及びη 2）が並列になったケルビンフォー
クト模型が 2個直列につながり，さらに一定速
度で増加する変形は定常粘性率（η N）のダッ
シュポットとして表される。これらが直列につ
ながった 6要素の粘弾性モデルとして解析可能
であり , その一般式を図 1に示した。本実験で
は，クリープメーター（RHEONER��RE-3305
　㈱山電製）を用いて，試料の垂直方向に一定
の圧縮を加える全体圧縮試験を行い，クリー
プメーター用自動解析ソフトウエア（クリー
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プ解析Windows�ver.1.2　㈱山電製）にて解
析した。プランジャーは直径 40mmの円柱型
を用い，測定条件は感度電圧 1V，荷重変化量
0.10mm，データ格納ピッチ 0.50sec，測定点数
1200 個，測定時間 600sec，Hold�Time�300sec，
荷重 20.0g，測定速度 1mm/sec，サンプルの厚
さ 20.0mm，接触面直径 20.0mm に設定した。
1つの試料を 7回測定した後、平均値からその
差をｔ検定により棄却してｎ数を 5個として ,
平均値と標準偏差を求めた。さらに，5日間の
経時変化の測定を行い，単位応力あたりの歪率
を示すクリープコンプライアンス（J）を求め，
各試料の老化の程度を考察した。

4．テクスチャー測定 7）〜12）

　テクスチャーとは，食物を口の中に入れたと
きの硬さ，もろさ，なめらかさ，粘りなどを含
む食感の総称である。テクスチャーは主観的
な感覚であるが，測定機器を用いることでテク
スチャーを客観的に測定できる。硬さはテクス
チャー記録曲線の第一山目の高さから得られ
る。物性を変形させるのに必要な力で，食べた
ときの硬さ（官能評価評点）と対応する。凝集
性は，第一山目の面積に対する第二山目の面積
比で表し，食品内部の結合力を示す。脆性的な
破断を示すものは凝集性が小さく，延性的な破
断を示すものは粘りがあり大きな値となる。付
着性は，食品の表面と他の物体（舌，口腔な
ど）の表面が付着する引力に打ち勝つのに必
要な力であり，食品表面の粘りを表す。第一山
目の負方向の面積から得られる。ガム性は，半
固形状態の食品を飲み込める状態にまで崩壊
させるのに必要なエネルギーであり，硬さと凝
集性の二次特性に関係する。クリープメーター
（RHEONER�RE-3305 ㈱山電製）を用いて，全
体圧縮試験を行なった。プランジャーは直径
40mmの円柱型，クリアランス8mm（60%圧縮），
感度電圧 1Vとし，クリープメーター用自動解
析ソフトウエア（テクスチャー解析Windows�
ver.1.2　㈱山電製）にて解析した。クリープ測
定と同様に平均値（ｎ=5）と標準偏差を求めた。

5．官能検査
　パネルは学生とその教員，合計 11名である。

官能検査は，調製後 2日目の白ゴマ豆腐と黒
ゴマ豆腐に，ショ糖無添加，ショ糖 20g，40g，
60g 添加の試料を用いて，順位法及び SD法に
より検討した。ショ糖は親水性であり , 換水性
によりゲルが軟らかくなる作用があり ,3日位を
経ると吸水性のため一部自由水から結合水に変
化するため離水してゲルが硬くなる。調製 1日
目では軟らかく官能検査の大変形領域のテクス
チャーの判定には難しいため ,ゲルの硬さがやや
安定した 2日目の試料について検討した。1枚
の円形皿に白ゴマ豆腐，黒ゴマ豆腐のショ糖添
加量が少ないものから右回りに並べ ,1 名のパネ
ルに 2種類の検査用皿を供試した。順位法では ,
硬さ，弾力性，口当たり，おいしさの 4項目に
ついて ,特性の大きいものから1位として順位を
つけ，Kramer の有意差検定と順位合計の差の
検定をNewell&Macfarlaneにより行い，�Kendall
の一致性の係数によりパネルの判断の一致性に
ついて検討した。SD法では 6つの評点項目をそ
れぞれの反対語と対に置き，パネルが 1〜 7段
階の独自の尺度で評価し、評点平均値を尺度上
にプロットした。項目は、硬さ（試料を上顎と
舌で押しつぶす力），弾力性（押したときに跳ね
返る力），粘り（押しつぶした後に感じる付着感），
なめらかさ（口当たり），もちもち感（弾力），お
いしさである。砂糖の甘味と合うゴマ豆腐につ
いて 2点嗜好試験法により行った。

Ⅲ．結果及び考察
1．クリープ測定―調製後1日目におけるク
リープ測定と5日間における瞬間弾性率（E0）
の変化
　各種ゴマ豆腐の重ね書きしたクリープ曲線を
図 2に示した。クリープ曲線は 6要素モデルと
して解析でき，瞬間弾性率（E0），遅延弾性率
（E1 及び E2），遅延時間（τ 1 及びτ 2），遅延
粘性率（η 1 及びη 2），定常粘性率（η N）の
各々の平均値と標準偏差を表 2に示した。瞬間
弾性率（E0）に及ぼすショ糖添加の影響につい
て、調製後 5 日間における変化を図 3 に示し
た。瞬間弾性率（E0）は歪に対する応力で表し、
（E0）が高いことは試料が硬いことを意味する。
E0 の値は貯蔵日数の増加に伴って高くなり , 黒
ゴマ豆腐が白ゴマ豆腐よりも高い傾向にあっ
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た。黒ゴマが白ゴマよりもたんぱく質 , 炭水化
物を多く含まれることが起因 5）していると考
えられる。表 2の E0 の数値を図 3に表したが ,
結果より白・黒両ゴマ豆腐共に , 貯蔵日数の増
加に伴って E0 が増加して硬くなった。E0 の値
は 5 日間にわたり , ショ糖 40g 添加試料の E0
が高い傾向がみられ , 硬くなることが推察され
た。白，黒ゴマ豆腐共に，E0 の値は 1日目〜 3
日目の間に急な増加傾向を示し、ショ糖の吸水
性により硬くなったと考えられる。

2．調製後5日間のコンプライアンス（J）の変
化
　調製後 5日間におけるゴマ豆腐のコンプライ
アンス値の平均値と標準偏差を表 3に示した。
また，各種ゴマ豆腐のコンプライアンス値の経
時変化を図 4に示した。コンプライアンス値は�
単位応力あたりの歪であり，瞬間弾性率（E0）
の逆数であるため ,�値が大きければ軟らかく ,
小さければ , 硬いことを示す。瞬間弾性率（E0）
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の結果と同様に , コンプライアンス値は，全て
の試料において , 貯蔵日数の増加に伴って低下
し , 硬くなることを示した。5日間にわたって
黒ゴマ豆腐が白ゴマ豆腐よりも小さい値とな
り , 黒ゴマ豆腐が硬いことを意味している。白
黒両ゴマ豆腐共にショ糖 40g 添加ゴマ豆腐が
最も小さい値を示した。表 3には，あわせて 1
〜 5日間の経時変化の近似曲線から一次式を算
出し，傾きを示した。両方のゴマ豆腐の傾きが
相対的に大きかったのは，ショ糖 60g 添加ゴ

マ豆腐（-0.3）で，次にショ糖 40g 添加ゴマ豆腐，
ショ糖無添加ゴマ豆腐，ショ糖 20g 添加ゴマ豆
腐の順であった。以上の結果をまとめると,ショ
糖添加量が 40g より少ない試料では，ゴマ豆腐
は硬くなりにくく老化を防止すると考えられる
が , ショ糖糖の添加量が 40g を超えるとショ糖
の吸水性のため、試料の水分は離漿して試料が
硬く老化傾向を示すと考えられる。ショ糖の添
加量が約 40g まで，老化しにくいゴマ豆腐が
できるといえる。全ての試料においてコンプラ
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イアンス値は 1日目〜 3日目の間に急激に低下
し ,3 日目〜 5日目では緩やかな減少を示した。
ショ糖 20g 添加の傾きが小さく ,40g 以上で老
化傾向にあると考えられる。

3．テクスチャー測定
　調製後 5日間における各種ゴマ豆腐のテクス
チャー測定値の経時変化を図 5に示した。さら
に , 調製 1 日後のゴマ豆腐の種類の違いを棒グ
ラフにプロットして比較した。
　白・黒両ゴマ豆腐共に硬さは全ての試料で
貯蔵日数の増加に伴って大きくなり ,5�日間を
通して，黒ゴマ豆腐の方が白ゴマ豆腐よりも
値が高く硬くなった。両ゴマ豆腐ともにショ
糖 40g 添加試料の硬さが高い値を示した。図
6より , 調製 1 日後の白ゴマ豆腐と黒ゴマ豆腐
の比較では前報 5）同様に , いずれも試料間で
1%の危険率で有意差が認められた。硬い順に
白ゴマ豆腐では ,S4>S>S2>S6, 黒ゴマ豆腐では
K4>K2>K6>K となり , 両方共にショ糖 40g 添
加が最も硬く , 黒ゴマ豆腐が白ゴマ豆腐よりも
硬く 0.1%の危険率で有意差が認められた。
　凝集性は , 図 5より全ての試料で貯蔵日数の
増加に伴って値が減少し .ゴマ豆腐の内部結合
力が低下していると推察される。5日目では ,
有意差の検定を試みてないが , 両ゴマ豆腐共に
ショ糖添加試料が無添加試料より凝集性がわず
かに高い傾向にあった。澱粉ゲルに対する油脂
11）,12）の影響では , 凝集性を低下させるが , ショ
糖の添加は , 内部結合力の低下を防ぐのではな
いかと推測された。図6より ,凝集性の値は0.45
〜 0.56 の間で , 試料間の順位に有意差は認めら
れなかったが ,ゴマ豆腐の種類の比較では S4と
K4の間に 0.5%の危険率で有意差が認められた。
　付着性は，図 5より , 全ての試料で貯蔵日数
の増加に伴い減少傾向を示した。図6より,ショ
糖添加の影響では , いずれの場合も白ゴマ豆腐
の方が高い値を示した。両ゴマ豆腐において ,
ショ糖添加試料が無添加試料よりも高い傾向を
示し , ショ糖の添加は , ゴマ豆腐の表面の付着
を高めると推察された。付着性が高いのは、白
ゴマ豆腐の S4、黒ゴマ豆腐のK2 であり , ショ
糖添加により両ゴマ豆腐共付着性は高くなる
が , 試料間では ,S6 と K6 の間に 1%の危険率で

有意差が認められ , その他の試料間において ,
有意差は認められなかった。
　ガム性は , 図 5 より全ての試料が貯蔵日数の
増加に伴い減少した。ガム性は硬さと凝集性の
二次特性で表されるが , 図 6 より調製後 1日目
のゴマ豆腐の種類を比較すると，硬さと同様の
結果が得られ , ショ糖 40g 添加のゴマ豆腐は最
も硬くなった。�黒ゴマ豆腐が , 白ゴマ豆腐より
も高く , いずれの試料も 0.1%の危険率で有意差
が認められた。順位の差の検定では , 試料間に
有意差は認められなかった。

4．官能検査
　各種ゴマ豆腐の順位法の結果は図には示して
ないが、Kramer の有意差検定，Kendall の一
致性の係数によりパネルの判断の一致性を検定
したところ、硬さ，弾力性，口当たり，おいし
さの全ての項目において0.1%の危険率で有意差
が認められたことから，パネルの判断の一致性
は高いと考えられる。「硬さ」は評価の高い順に，�
K4 ＞ K6 ＞ K2 ＞ K＞ S6 ＞ S4 ＞ S2 ＞ Sとな
り , 黒ゴマ豆腐が硬い。Kramer の検定により
S，S2，K4，K6において 1%の危険率で有意差
が認められた。「弾力性」は評価の高い順にK4
＞K6＞K2＞K＞S6＞S4＞S2＞Sとなった。
Kramer の検定により S，K4，K6 に 1%の危険
率で有意差が認められた。「口当たり」は，評
価の高い順に，S2＞＞ S6＞ S＞ S4 ＞ K＞K2
＞ K6＞ K4となり白ゴマ豆腐が高い。「おいし
さ」は評価の高い順にK4＞ K2 ＞ S4 ＞ K6 ＞
S6＞S2＞K＞Sとなった。Kramerの検定では，
Sに 1%の危険率で有意差が認められた。
　各種ゴマ豆腐の SD法による評点平均値を評
点尺度で示した結果を図 7に示した。白ゴマ豆
腐は黒ゴマ豆腐よりもやわらかく，弾力がな
く，口当たりがなめらかであると評価された。
白ゴマ豆腐の中でも，S2，S4，S6 が S よりも
硬く弾力や粘りがあり，口当たりがなめらかで
おいしいと評価された。黒ゴマ豆腐は、白ゴマ
豆腐よりも硬く，弾力があり，もちもち感が強
いと評価され , 黒ゴマ豆腐は，ショ糖添加試料
のK2，K4，K6 が無添加のKよりも弾力があ
ると評価された。粘りについては , 白，黒ゴマ
豆腐共に大きな差はみられなかった。白・黒両
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ゴマ豆腐共，ショ糖添加ゴマ豆腐は , ショ糖無
添加ゴマ豆腐に比べて硬く，弾力があり，もち
もち感があっておいしいと評価された。
　一方 , ショ糖無添加ゴマ豆腐はショ糖添加試
料に比べて軟らかく，弾力が小さいという結果
が得られた。すなわち ,�ゴマ豆腐はショ糖の添
加によって硬さと弾力が増加すると考えられ ,
前報 9）と同様に、ゴマ豆腐の食感には , この二
つのパラメーターがテクスチャー評価に重要な
因子であると推察された。ゴマ豆腐のおいしさ
の評価が最も高かった試料は，ショ糖 40g 添
加黒ゴマ豆腐であった。
　白ゴマ豆腐もショ糖40g添加試料が他の試料
に比べておいしさの評価が高かったことから，

両ゴマ豆腐共に、S4,�K4�のショ糖 40g 添加試
料にゴマ豆腐としての適度な硬さ，弾力が生じ，
独特の食感が形成されると考えられる。
　2点嗜好試験法の結果は図 8に示した。
　「1. 白ゴマ豆腐と黒ゴマ豆腐のどちらが砂糖
の甘味と相性が良いと思いましたか。」という
質問に対して，11 人のうち白ゴマ豆腐と回答
したのが 3人，黒ゴマ豆腐と回答したのが 8人
であった。白と黒の両ゴマ豆腐の間には有意差
がみられなかったが，今回の官能検査では黒ゴ
マ豆腐の方が砂糖の甘味と適合すると判断され
た。新潟県では白ゴマ豆腐を出し汁に山葵を添
えて食べる習慣があまりないため，白ゴマ豆腐
も砂糖の甘味と適合すると評価されたと考えら
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れる。「2．砂糖の甘味と合うと判断したゴマ豆
腐について，砂糖を何 g添加した試料がおい
しいと思いましたか。」という質問に，ショ糖
40g 添加白ゴマ豆腐と回答したのが 3人，ショ
糖 20g 添加黒ゴマ豆腐と回答したのが 1 人，
ショ糖40g添加黒ゴマ豆腐と回答したのが6人,�
ショ糖 60 添加黒ゴマ豆腐と回答したのが 1人
であった。両ゴマ豆腐ともに , ショ糖 40g 添加
試料がおいしいいと評価され，SD法の結果と
一致した。新潟のゴマ豆腐は甘みのきいた白ゴ
マ豆腐が食される 14）が、適量のショ糖添加は
ゴマ豆腐の食感などの物理的な味と甘味などの
化学的な味に影響していると考えられる。

Ⅳ．要約
　ショ糖添加量の異なる白ゴマ豆腐，黒ゴマ豆
腐を調製し，力学特性に及ぼすショ糖添加の影
響を調べるために，クリープ測定，調製後 5日
間におけるコンプライアンス値の経時変化，テ
クスチャー測定，及び官能検査を行った。
　（1）クリープ測定の結果から、瞬間弾性率（E0）
の値は 5 日間にわたり、特にショ糖を 40g 添
加した試料が最も高く、コンプライアンス値は
全ての試料が貯蔵日数の増加に伴って低下し、
硬くなった。白・黒両ゴマ豆腐において , ショ
糖を 60g 添加試料は他の試料と比べると一次
式の傾きが大きいため老化しやすく ,20g 添加
試料は傾きが最も小さいため老化しにくいと考
えられる。ゴマ豆腐のショ糖添加量が 40g よ
り少ない試料では ,硬さに変化はみられないが ,
ショ糖添加量が 40g を超えるとショ糖の吸水
性のため , 試料が硬く老化しやすくなる。
　（2）テクスチャー測定の結果から , 全ての試
料は貯蔵日数の増加に伴い硬さは増加し , 凝集
性 , 付着性 , ガム性は低下した。ショ糖 40g 添
加試料の硬さが大きく , ショ糖 60g 添加では ,
わずかに低下した。また、貯蔵日数の増加に伴
い内部結合力も低下した。
　（3）官能検査の結果より , 白・黒両ゴマ豆腐
共に , ショ糖添加ゴマ豆腐は無添加ゴマ豆腐に
比べて硬く弾力があり , もちもち感があり , お
いしいと評価された。適量のショ糖添加は , ゴ
マ豆腐の食感などの物理的な味と甘味などの化
学的な味に影響すると推測された。本実験から,

好ましいゴマ豆腐を調製するためのショ糖添加
量は約 20g 〜 40g（ショ糖濃度約 4.0%〜 7.7%）
の間が適当であると考えられる。
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はじめに

　生命に直接関わるものとして、食環境が居住
する地域の人々の生活の質に対して強い影響を
与えることはいうまでもない。食環境とは、そ
の地域が栄養・嗜好・衛生・経済などの立場か
ら食料を容易かつ確実に入手できるか否かにあ
るものと考えられる。
　食環境に関連する統計の一つとして総合食料
自給率１）がある。この統計は、カロリーベー
スの総合食料自給率および生産額ベースの総合
食料自給率として、農林水産省から毎年発表さ
れている。
　食料自給率は全国的数値に加えて都道府県別
の数値が発表されているが、議論や関心は全国
的数値のみに集中しているきらいがある。しか
し、都道府県別の値の方が実生活に近いので、
自給率の意義を具体的かつ直感的に会得できる
可能性が高いものと考えられる。
　以上の立場から、食料自給率の意義や地域性
との関連などを明らかにするため、都道府県別
カロリーベースの総合自給率と家計調査２）の
食生活関連項目との相互関係を解析した結果を
報告する。なおカロリーベースを選んだのは、
人口に膾炙されていると判断したためである。

方　　法

　平成 19 年（2007）発表の全国家計調査年報２）

の ｢食料｣ 部門に ｢消費支出｣ を加えた 252 項
目の金額、さらに 252 項目中の 141 項目につい
て数量と価格をも分析対象とした。なお、kg、
ｌで表示されている場合は g、ml 単位に、豆
腐１丁は 300g に換算し、項目名の表現には、
紙面の関係から漢字、半角カナを多用した。
　相関分析は SPSS17.0 で計算し、回帰直線記
入散布図はExcel2003 分析ツール、都道府県別
濃淡地図はExcel97 データマップを用いて作成
した。記述中の相関係数値には、必要に応じて
有意性が危険率 5%以下には * 印を 1%以下には
** 印を附記した。
　都道府県別カロリーベースの総合食料自給率
は農林水産省発表の都道府県別食料自給率推移
の平成 19 年度の値を使用した１）。なお、以下
においてカロリーベースの総合食料自給率は、
カロリー食料自給率、カロリー自給率または自
給率（エ）のごとく短縮表現した。また誤解の
生じない場合には単に自給率、相関係数は係数
と表現した。
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結果および考察

１．カロリー食料自給率の都道府県別濃淡地図
　カロリー自給率の最低は東京 1%、最高は北
海道 198%であり、図 1のごとく東京周辺から
東海・近畿・瀬戸内・北九州に至る帯状の地域
が、低い自給率のため淡色に抜けているのが目
立つ。この帯状地帯がいわゆる太平洋ベルト地
帯で、多数の大都市が立地して人口規模や密度
が高く、商工業、流通業など第二・三次産業が
盛んであり、逆に農林水畜産など一次産業の比
重が低くなるのは避けられない。こうした環境
の中にあるので、この地の都道府県庁所在都市
は食供給の立場からすると不利な条件を負って
いることになる。
　一方、自給率が高く濃色で表されている地域
は、太平洋ベルト地帯の周りにあって、逆に、
農林水畜産など一次産業が盛んな地域となって
いる。こうした地域内にある都道府県庁所在都
市は、食の供給について身近で安定した食環境
にあるということになる。
　また、上記のことは、自給率が低くなる方向
では都市化が進んだ環境となり、高くなる方向
ではその逆の環境となる、と言い換えることが
できる。

図１　都道府県別
カロリーベース総合食料自給率マップ

２．相関係数値と食項目
２－１．全体の相関
　表 1に示すように、カロリー自給率と支出金
額、購入数量または購入価格との相関係数の絶
対値は概して低い。± 0.7 以上の高相関は、自
給率と数量とのメロン 0.797 が最も高く、唯一
の0.7台である。自給率と金額とのメロン0.690、
自給率と価格との鯖 -0.687 がそれに次いでい
る。
　前に報告３）した経緯度と金額、数量、価格
との相関係数値は 0.8 以上のものがかなり存在
していたので、全体として食料自給率と食生活
との関係は経緯度と食生活との関係よりも低い
レベルにあるといえる。　
　表１の（1）、（2）、（3）を較べると、（1）の
自給率と金額との場合では相関係数値が正であ
る項目数と負である項目数がほぼ拮抗してお
り、（2）の数量では正が多く、逆に（3）の価
格では圧倒的に負が多くなっている。
　自給率と金額との相関係数値の正負が全体と
してほぼ同程度であることは、自給率上昇に
従って支出金額が増える項目と減る項目とがほ
とんど同じであることを意味している。
　自給率と数量との相関係数値に、正が多いこ
とは、自給率上昇に従って購入数量が増える方
向にあることを示している。
　自給率と価格との相関係数値の負は、自給率
上昇に従って価格が低下することを意味してい
るので、低い自給率環境にある都市では、高価
な食べ物を入手していることになる。
　表１における食項目の分布状況について一定
の傾向は把握しがたいが、自給率と金額または
数量との両者での負の高相関領域に ｢パン類｣
が、自給率と価格とでは同様に負の高相関領域
に ｢生鮮食材｣ が目立って分布している。
　
２－２．食品群ごとの相関係数値の有意性

（1） 自給率と金額
　表２に示すように、自給率と金額との相関係
数値の有意性は ｢外食｣ を除くその他の食品群
はすべて ｢有り｣ よりも ｢無し｣ が多くなって
いる。
　有意性無しの場合は、相関係数値が小さくな
るため自給率との関係が弱いことを意味してい
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表１　カロリー食料自給率と支出金額、購入数量、購入価格との相関係数　
(1) 自給率と支出金額　－ 252 食項目－

相関係数 食　　項　　目

≧0.6～<07 ﾒﾛﾝ＊＊　

≧0.5～<0.6 塩鮭＊＊　りんご＊＊ 　　　

≧0.4～<0.5 ｶｯﾌﾟ麺＊＊  鮭＊＊　中華蕎麦＊＊　ほたて貝＊＊　納豆＊＊　さんま＊＊　ｾﾞﾘｰ＊＊　ｳｲｽｷｰ＊＊　他塩干魚介＊＊
ﾁｮｺﾚｰﾄ菓子＊＊　かれい＊＊　

≧0.3～<0.4
他茸＊＊　食塩＊＊　こんにゃく＊＊　酒類＊＊　ほうれん草＊＊　他魚介加工品他＊＊　しじみ＊＊　
生鮮果物＊＊　果物類＊＊　他乾物海藻＊＊　つゆたれ＊＊　魚介漬物＊＊　他葉茎菜＊＊　清酒＊　炭酸飲料＊
学校給食＊ 　

≧0.2～<0.3 塩干魚介＊　いか＊　他魚肉加工品＊　乾饂飩蕎麦＊　他加工肉＊　食用油＊　味噌＊　他果物＊　
他野菜加工品他＊　飲料　茶飲料　他菓子　発泡酒　麺類　ﾍﾞｰｺﾝ　他飲料他　貝類　羊羹　飲酒代 　

≧0.1～<0.2

焼酎　ふりかけ　他飲料　ﾊﾞﾅﾅ　ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ　油脂　魚介類　砂糖　蒲鉾　もやし　鱈子　乳酸菌飲料　
他生鮮肉　葉茎菜　ﾁｮｺﾚｰﾄ　ごぼう　なす　ｺｺｱ･ｺｺｱ飲料　他鮮魚　わかめ　ﾁｰｽﾞ　大豆　西瓜　中華麺
菓子類　乳飲料　葡萄酒　茶類　魚介缶詰　ｿｰｾｰｼﾞ　ｷｬﾍﾞﾂ　果実野菜ｼﾞｭｰｽ　ｽﾅｯｸ菓子　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　干椎茸
醤油　乾物海藻　他酒　酢　即席麺　ｺｰﾋｰ･ｺｺｱ　梨　油脂調味料

≧0～<0.1

焼鳥　莢豆　野菜海藻　緑茶　大根漬　ｺｰﾋｰ　ﾋﾞｰﾙ　昆布　他野菜　煮干　ｺｰﾋｰ飲料　他野菜加工品
惣菜材料ｾｯﾄ　ｶﾚｰﾙｳ　生鮮野菜　加工肉　調味料　生鮮魚介　他貝　他根菜　ﾌﾟﾘﾝ　天ぷらﾌﾗｲ　ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
他野菜漬物　ｹｰｷ　他和生菓子　ｱｲｽｸﾘｰﾑ･ｼｬｰﾍﾞｯﾄ　豚肉　大根　冷凍調理食品　果物加工品　乳製品　ﾊﾞﾀｰ
鮮魚　鰹　胡瓜　ｷｬﾝﾃﾞｰ　ｷｳｲﾌﾙｰﾂ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ　調理ﾊﾟﾝ 　　

≦0～<-0.1
玉葱　梅干　昆布佃煮　他野菜他　かに　他調味料　消費支出　蜜柑　他柑橘類　里芋　米　粉ﾐﾙｸ
魚肉練製品　煎餅　ﾋﾟｰﾏﾝ　鰯　鮪　ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｲ　柿　ﾋﾞｽｹｯﾄ　他麺類　餅　生椎茸　餃子　魚貝佃煮　苺
他乳製品　日本蕎麦饂飩　他洋生菓子　

≦0.1～<-0.2
ﾏﾖﾈｰｽﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　ﾄﾏﾄ　桃　焼売　お握他　根菜　にんじん　南瓜　他大豆製品　すし(外食)　柿　鰤
他麺類外食　鰺　乳卵類　ｶｽﾃﾗ　干海苔　弁当　揚蒲鉾　油揚がんもどき　ｶﾂﾚﾂ　甘藷　小麦粉　ｺﾛｯｹ
乾燥ｽｰﾌﾟ　食料　酢　ぶどう　他調理食品　

≦0.2～<-0.3
竹輪　洋食　牛乳　えび　豆腐　生饂飩蕎麦　他野菜佃煮　他茶葉　卵　鯛　刺身盛合せ　他魚肉練製品　
豆類　白菜漬　鯖＊　風味調味料＊　ｹﾁｬｯﾌﾟ＊　饅頭＊　ﾊﾑ＊　ｻﾗﾀﾞ＊　紅茶＊　他調理食品他＊　たこ＊　
鶏肉＊　白菜＊　ﾐﾈﾗﾙｳｵｰﾀｰ＊ 

≦0.3～<-0.4 鰹節削節＊　和食＊　馬鈴薯＊　蓮根＊　ｵﾚﾝｼﾞ＊　他穀類＊　干鰯＊  穀類＊＊　ｼﾞｬﾑ＊＊　合挽肉＊＊　ﾚﾀｽ＊＊
葱＊＊　ｿｰｽ＊＊　調理食品＊＊　干鰺＊＊　　

≦0.4～<-0.5 すし(弁当)＊＊　肉類＊＊　生鮮肉＊＊　あさり＊＊　しらす干＊＊　牛肉＊＊　ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ＊＊　他主食的外食＊＊
外食＊＊　喫茶代＊＊　ﾏｰｶﾞﾘﾝ＊＊　一般外食＊＊　

≦0.5～<-0.6 主食的調理食品＊＊　穀類他＊＊　中華食＊＊　他ﾊﾟﾝ＊＊　鰻蒲焼＊＊　食事代＊＊　食ﾊﾟﾝ＊＊　

≦0.6～<-0.7 他主食的調理食品＊＊　ﾊﾟﾝ＊＊ 

２) 自給率と購入数量　－ 141 食項目－
≧0.7～<0.8 ﾒﾛﾝ＊＊

≧0.6～<0.7 さんま＊＊　塩鮭＊＊　他塩干し魚介＊＊

≧0.5～<0.6 ｶｯﾌﾟ麺＊＊　鮭＊＊　いか＊＊　塩干し魚介＊＊　りんご＊＊　食塩＊＊　味噌＊＊　ｳｲｽｷｰ＊＊

≧0.4～<0.5 生鮮魚介＊＊　鮮魚＊＊　かれい＊＊　他鮮魚＊＊　しじみ＊＊　ほたて貝＊＊　豚肉＊＊　他生鮮肉＊＊　
ほうれん草＊＊　もやし＊＊　大根＊＊　ごぼう＊＊　生鮮果物＊＊

≧0.3～<0.4 米＊　貝類＊＊　鱈子＊＊　ﾍﾞｰｺﾝ＊＊　生鮮野菜　葉茎菜＊　ｷｬﾍﾞﾂ＊　他葉茎菜＊　根菜＊＊　にんじん＊　
玉葱＊　他根菜＊　他茸＊　昆布＊　油脂＊　食用脂＊　砂糖＊　ｶﾚｰﾙｳ＊　焼酎＊

≧0.2～<0.3 乾饂飩蕎麦　即席麺　ｿｰｾｰｼﾞ　葱　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　筍　他野菜＊　莢豆　胡瓜　わかめ　豆腐　大根漬け　
ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ　葡萄　西瓜　醤油　清酒＊　発泡酒

≧0.1～<0.2 ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ　鯖　煮干し　ﾊﾞﾀｰ　ﾁｰｽﾞ　卵　甘藷　馬鈴薯　南瓜　なす　生椎茸　干し椎茸　梅干し　
昆布佃煮　梨　ﾊﾞﾅﾅ　 酢　ｺｰﾋｰ　葡萄酒
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≧0～<0.1 麺類　中華麺　鰯　鰹　たこ　かに　他貝　生鮮肉　鶏肉　ﾄﾏﾄ　ﾋﾟｰﾏﾝ　他野菜他　ｷｳｲﾌﾙｰﾂ　他果物　
ﾏﾖﾈｰｽﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ　ﾋﾞｰﾙ

≦0～<-0.1 餅　鮪　鰤　えび　干し鰯　ﾊﾑ　里芋　他の柑橘　柿　桃　苺　他茶葉

≦0.1～<-0.2 他麺　鰺　鯛　刺身盛り合せ　牛乳　粉ﾐﾙｸ　白菜　ﾚﾀｽ　蓮根　蜜柑　ｹﾁｬｯﾌﾟ　緑茶　紅茶

≦0.2～<-0.3 生饂飩蕎麦　小麦粉　かき　鰹節削り節　白菜漬け＊　ｵﾚﾝｼﾞ＊　ｼﾞｬﾑ＊

≦0.3～<-0.4 他の穀類＊　あさり＊　しらす干し＊　干し鰺＊　牛肉＊＊　合挽肉＊　ｿｰｽ＊

≦0.4～<-0.5 他ﾊﾟﾝ＊＊　穀類他＊＊　ﾏｰｶﾞﾘﾝ＊＊

≦0.5～<-0.6 ﾊﾟﾝ＊＊　食ﾊﾟﾝ＊＊

(3) 自給率と購入価格　－ 141 食項目－
≧0.3～<0.4 麺類＊

≧0.2～<0.3 ﾊﾟﾝ　他果物　緑茶

≧0.1～<0.2 他の麺　かき　蜜柑　ﾏｰｶﾞﾘﾝ

≧0～<0.1 中華麺　他穀類　餅　鰹節削り節　粉ﾐﾙｸ　生鮮野菜　ほうれん草　他の葉茎菜　他茸　白菜漬け　ｵﾚﾝｼﾞ　
清酒

≦0～<-0.1
他のﾊﾟﾝ　乾饂飩蕎麦　小麦粉　穀類他　鯛　しじみ　他貝　合挽肉　牛乳　ﾁｰｽﾞ　白菜　里芋　なす　
干し椎茸　生鮮果物　ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ　桃　苺　ﾊﾞﾅﾅ　ｷｳｲﾌﾙｰﾂ　醤油　ｿｰｽ　ｹﾁｬｯﾌﾟ　紅茶　ｺｰﾋｰ　ﾋﾞｰﾙ　
葡萄酒

≦0.1～<-0.2 食ﾊﾟﾝ　生饂飩蕎麦　鮪　刺身盛合わせ　しらす干し　葉茎菜　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　蓮根　筍　ﾋﾟｰﾏﾝ　他野菜他　
他の柑橘　柿　食用油　ｼﾞｬﾑ　他茶葉

≦0.2～<-0.3 鰺　あさり　塩鮭　煮干し　ｿｰｾｰｼﾞ　ﾊﾞﾀｰ　ｷｬﾍﾞﾂ　他の野菜　莢豆　南瓜　ﾄﾏﾄ＊　わかめ　梅干し　梨　
西瓜　油脂　砂糖　ﾏﾖﾈｰｽﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸ　ｳｲｽｷｰ　発泡酒

≦0.3～<-0.4
ｶｯﾌﾟ麺＊　即席麺＊　鰯＊　鰤＊　いか＊＊　えび＊　かに＊　貝類＊＊　干し鰺＊＊　他生鮮肉＊　ﾊﾑ＊　ﾚﾀｽ＊
もやし＊　ごぼう＊＊　玉葱＊＊　昆布＊　豆腐＊＊　大根漬け＊＊　ﾒﾛﾝ＊＊　食塩＊　酢＊＊　ｶﾚｰﾙｳ＊＊　
焼酎＊

≦0.4～<-0.5 ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ＊＊　鰹＊＊　かれい＊＊　鮭＊＊　たこ＊＊　鱈子＊＊　干し鰯＊＊　他塩干し魚介＊＊　牛肉＊＊　
ﾍﾞｰｺﾝ＊　卵＊＊　葱＊＊　甘藷＊＊　他根菜＊＊　胡瓜＊＊　昆布佃煮＊＊　りんご＊＊　味噌＊＊

≦0.5～<-0.6 米＊＊　さんま＊＊　ほたて貝＊＊　塩干し魚介＊＊　生鮮肉＊＊　鶏肉＊＊　馬鈴薯＊＊　生椎茸＊＊　葡萄＊＊

≦0.6～<-0.7 生鮮魚介＊＊　鮮魚＊＊　鯖＊＊　他鮮魚＊＊　豚肉＊＊　根菜＊＊　大根＊＊　にんじん＊＊

 注 1 それぞれの枠内の食項目は、(1) では相関係数値順に、(2)(3) では食品群ごとに配列されている。
 注３ ＊＊：p<0.01、＊：p<0.05　
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る。例えば、無しの割合が高い ｢菓子｣ や ｢野
菜海藻｣ では、自給率の高低とは無関係に全国
的に、大差なく消費支出されているものが多い
ことを意味している。
　逆に、相関係数値が大きくなるに従って有意
性が高くなる傾向があるので、例えば、有意性
有りの多い ｢外食｣ の場合では、自給率との関
係が強く、それに影響されている可能性が大き
い。表３に示すように、外食では圧倒的に負の
相関係数値が多いことを併せ考慮すると、自給
率が低くなる都市化の方向で外食への支出が多
くなっていることを示している。

（2）　自給率と数量
　自給率と数量の場合では、｢野菜海藻｣ のよ
うに有意性の有無の割合がほぼ拮抗している食
品群が多い。しかし、｢果物｣ ｢油脂調味料｣ ｢
飲料酒｣ では有無の差が大きい。特に、果物と
飲料酒では無しの割合が高いので自給率とは無
関係に全国で同じように購入されており、逆に、
｢油脂調味料｣ の場合では有りの割合が高いの
で、自給率の影響を受けていることになるとい
える。

 （3）　自給率と価格
　自給率と価格とでは、｢魚介｣ のごとく有意
性有りが多い自給率と関連が強いグループと、
果物や飲料酒のごとく有意性無しが多い自給率
との関係が弱いグループとがほぼ同じくらい存
在することを意味している。

２－３．食品群ごとの相関係数値の正負
（1） 自給率と金額
　自給率と金額の相関係数値の正負の項目数
は、表３の合計欄に示すように、全体としては
ほぼ同じであるが、｢穀類｣ ｢調理食品｣ および
｢外食｣ の３食品群では際だって負の項目が多
くなっている。
　相関係数値が負の場合は自給率上昇に従って
支出金額が減少する。言い換えると、自給率が
低くなる方向で金額が増加することを意味して
いるので、二次三次産業の多い都市化の進んだ
環境下では、これら３食品群への支出が多くな
ることを示している。穀類がこの傾向を示すの
は、表１の負の高相関のところにパン類が多く
存在していることからも推察できる。
　反対に、菓子および飲料酒は正の割合が高い。
これら２食品群では一次産業が多くなる方向で
支出が増加することになる。

（2） 自給率と数量
　自給率と数量との相関係数値の正負の項目数
は、合計欄から見ると正がかなり多いので、全
体として、自給率上昇に従って購入数量が増加
する傾向が強いことを示している。
　穀類を除く残りの食品群はすべて正の係数値
が多いという同一の傾向であるのに対して、穀
類が例外であるのは、自給率と金額との場合と
同様、パン類の存在によるものと考えられる。

（3） 自給率と価格
　自給率と価格については、穀類を除いて明ら
かに負の相関係数値が圧倒的に多い。係数値が
負の場合は自給率上昇に従って価格が低下する
ことを意味するので、二次三次産業の多くなる
都市化の方向で高価な食べものが多いことを示
している。ここに、食料生産地に囲まれた環境
にある都市の有利性が認められる。

表２　相関係数値の有意性
－食品群ごとの比較－

食品群 有意性
項目数の割合（%）

自給率
：金額

自給率
：数量

自給率
：価格

穀類 有り
無し

47.5
52.9

56.3
43.8

37.5
62.5

魚介 有り
無し

43.2
56.8

51.5
48.5

72.7
27.3

肉乳卵 有り
無し

33.3
66.7

42.9
57.1

57.1
42.9

野菜
海藻

有り
無し

22.6
77.4

48.7
51.3

61.5
38.5

果物 有り
無し

33.3
66.7

25.0
75.0

25.0
75.0

油脂
調味料

有り
無し

45.0
55.0

69.2
30.8

46.2
53.9

菓子 有り
無し

17.7
82.4

調理
食品

有り
無し

35.0
65.0

飲料
酒

有り
無し

24.0
76.0

30.0
70.0

30.0
70.0

外食 有り
無し

66.7
33.3

合計 有り

無し

87 項目
34.8%

163 項目
65.2%

67 項目
47.5%
74 項目
52.5%

75 項目
53.2%
66 項目
46.8%
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３．各食項目について
　高い相関係数値を示す項目について重要また
は代表的なもの、特異的な関係を有すると思わ
れるもの（例えば、パン・ジャム・紅茶のごと
く関連性が認められるもの、りんごのごとく産
地消費が明確なものなど）について食品群別に、
自給率との関係を解析した。
３－１．穀類
　代表的な穀類であり主食である ｢米｣ ｢パン｣
｢麺類｣ の３群についての相関係数値は表４の
ようにまとめられる。
　米は自給率と金額との係数値はごく低いの
で、図２のように支出は全国ほぼ均一であるが、
購入数量が増加しているので、当然の結果とし
て米は安価になる。
　パンは自給率上昇に対して図３に示すように
支出金額は減少しており、言い換えると、自給
率の低くなる都会化の方向でパンへの支出が多
くなっている。数量も同じ傾向であるので、パ
ン類は都会型食品ということができる。
　多種多様である麺類は一定の傾向をつかむこ
とが難しいが、麺類の多くはスパゲッティのよ
うに低い相関係数値であるので、全国的にほぼ

均一に食されているものと考えられる。
　しかし例外的に、カップ麺は、自給率上昇と
ともに明らかに金額（図４）、数量が増加し、
価格が低下している。カップ麺の特異性の理由
として、屋外作業の多い一次産業において、そ
の簡便性が重視されていることも影響している
と考察される。

３－２．魚介類
（1） 鮭と鯖
　図５、図６に示すように、鮭の自給率と金額
の係数値は 0.486**、鯖では−0.257* である。有
意である ｢鮮魚｣ はこの他に、かれい 0.402**、
さんま 0.448** であり、負の値を示したのは鯖
のみである。�自給率上昇に伴って金額が正を
示す魚種の多くは北方系、負の値を示した鯖は
南方系であることとの関連が考えられるが、推
測の域を出ない。

表３　相関係数値の正負
－食品群ごとの比較－

食品群 正負

      項目数の割合（%）
自給率
：金額

自給率
：数量

自給率
：価格

穀類 正
負

29.4
70.6

43.8
56.3

56.3
43.8

魚介 正
負 

52.3
47.7

63.6
36.4

9.1
90.9

肉乳卵 正
負

47.6
52.4

64.3
35.7

7.1
92.9

野菜
海藻

正
負

54.7
45.3

87.2
12.8

7.7
92.3

果物 正
負

61.1
38.9

62.5
37.5

18.8
81.3

油脂
調味料

正
負

55.0
45.0

69.2
30.8

0
100

菓子 正
負

70.6
29.4

調理
食品

正
負

30.0
70.0

飲料
酒

正
負

88.0
12.0

70.0
30.0

20.0
80.0

外食 正
負

20.0
80.0

合計 正

負

132 項目
52.8%

118 項目
47,2

97 項目
68.8%
44 項目
31.2%

21 項目
14.9%

120 項目
85.1%

表４　自給率と米、パン類、麺類
との相関係数

食項目 金額 数量 価格
米 －0.048 　0.332* －0.545**
パン －0.624** －0.577** 　0.246*
　食パン －0.576** －0.545** －0.132
　他のパン －0.529** －0.458** －0.080
麺類 　0.223 　0.034 　0.318*
　生饂飩蕎麦 －0.215 －0.255* 　0.141
　乾饂飩蕎麦 　0.290* 　0.230 　0.056
　スパゲッティ －0.075 　0.158 －0.434**
　中華麺 　0.130 　0.088 　0.043
　カップ麺 　0.497** 　0.536** －0.348**
　即席麺 　0.105 　0.238 －0.371**
　他の麺類 －0.083 －0.122 　0.101
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図２　米　自給率：金額 散布図

図３　パン　自給率：金額 散布図

図４　カップ麺　自給率：数量 散布図

図５　鮭　自給率：金額 散布図

図６　鯖　自給率：金額 散布図

 （2） 塩鮭と干し鰺
　図７、図８に示すように、塩鮭の自給率と金
額、数量、価格との相関係数値は 0.559**、0.612**、
−0.263**、干し鰺の係数値は−0.397**、−0.311*、
−0.382** であった。金額、数量において、両
者は対照的な値を示している。
　一般に、塩漬け魚介類は自給率上昇と共に消
費が増加するのに対して、干物の魚介類は消費
が減少する傾向が認められるので、都市化の方
向では塩物よりも干物が好まれるといえる。そ
の理由として、後述の ｢食塩｣ が自給率上昇に
従って有意に増加することとも併せて塩味嗜好
の影響が考えられる。なお両グループともに自
給率上昇と共に安価になる傾向は共通している。
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図７　塩鮭　自給率：金額 散布図

図８　干し鰺　自給率：金額 散布図

３－３．肉乳卵類
（1） 牛肉と豚肉
　牛肉と豚肉はお互いに、日本の東西で消費量
が異なるなど対照的な動きをすることが多い
が、自給率についても対照的であった。豚肉の
自給率と金額、数量、価格との相関係数値は
0.030、0.466**、−0.628**、牛肉で−0.437、−
0392**、−0.410** であり、両者はかなり異なっ
ている。
　図９，図 10 に示すように、牛肉は都会化の
方向で消費が増加するのに対して、豚肉は自給
率との関係は弱く普遍的といえる。鶏肉、合い
挽き肉は、牛肉の場合と類似傾向にある。
　｢生鮮肉類｣ はすべて自給率と価格との相関

係数値は負であるので、都市化の方向で価格が
上昇していることが認められた。ただし、合い
挽き肉の有意性は認められなかった。
（2）�ハム、ソーセージ、ベーコン、乳類、卵
　自給率と金額、数量との相関係数値から、こ
れら肉加工品類に都市化の方向で価格が上昇し
ていることが認められた。
　乳類とその加工品類にはいずれも有意の項目
がなかったので、全国的に普遍的に消費されて
いる。
　卵の自給率と金額、数量との相関から、自給
率の影響が認められないが、自給率の上昇に
従って明らかに安価になっている。

図９　牛肉　自給率：金額 散布図

図10　豚肉　自給率：金額 散布図
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３－４．野菜・海草類
（1） ほうれん草、レタスなどの葉茎菜類
　｢葉茎菜類｣ の自給率と金額との相関係数値
は図 11 のレタスのほかに白菜−0.296*、葱−
0.381* などが自給率上昇の方向で減少するが、
ほうれん草のみ図 12 に示すように逆に増加し
ている。価格は、全てが都会化の方向で高価に
なっている。

（2） 馬鈴薯や大根など根菜類、トマトなど果菜類
　｢芋類｣ の自給率と金額との相関は、甘藷、
里芋では自給率の影響を受けていないが、馬鈴
薯では、図 13 に示すように、自給率の上昇に
伴って安価になっている。
　大根、にんじん、ごぼう、玉葱は自給率と金
額とは有意性を認められないが、自給率と数量
とは有意の正の相関が認められた。すなわち、
価格は有意の負の相関を示した。胡瓜、なす、
トマトなどの ｢果菜類｣ は金額、数量ともに自
給率との相関は認められないが、価格のみ負の
相関が認められた。
　以上の生鮮野菜類における自給率との相関で
共通することは、自給率上昇に伴う価格の低下
であり、自給率の高い地域の有利性が認められ
る。

（3） 豆腐と納豆
　豆腐の自給率と金額との相関は無関係である
が、数量は自給率の上昇に従い増加し、価格は
明らかに低下している（図 14）。納豆は都市化
の方向で支出金額の減少が認められる。

図11　レタス　自給率：金額 散布図

図12　ほうれん草　自給率：金額 散布図
 

図13　馬鈴薯　自給率：価格 散布図

図14　豆腐　自給率：価格 散布図
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３ー５．果物類
（1） りんごとオレンジ
　りんごの自給率と金額、数量、価格との相関
係数は各々 0.511**、0.585**、−0.425** である。
自給率と金額との散布図（図 15）はやや異様
な散布状態であり、自給率と数量の散布図もほ
ぼ同じパターンを示している。回帰直線よりY
軸側に飛び離れている６個のドットは、金額が
多い順に岩手、長野、秋田、福島、青森、山形
に該当し、いずれもりんごの主要産地である。
典型的な産地消費ということができる。なお、
回帰直線より下にある外れ値は北海道である。
りんごの場合は、自給率の上昇とともに数量が
増加し、さらに価格の低下が伴っている。産地
の有利性の事例ということができる。
　オレンジの自給率と金額、数量、価格との相
関係数は各々−0.331*、−0.291*、0.034 であって、
りんごとは対照的である。オレンジの自給率と
金額との散布図は図 16 のごとくであって、自
給率の上昇に従って金額は低下し、後述の ｢紅
茶｣ の場合とよく一致した動向である。これは
その食品の使用法の反映と考えられる。

（2） メロン
　メロンの自給率と数量との相関係数値 0.797
は、全体として、比較的低い係数値を示す中で
は飛び抜けて高い値である。金額との相関係数
値も0.690と低値ではない。価格も有意に低下し
ているので、今日の質量ともに豊かな栽培状況

図15　りんご　自給率：金額 散布図

図16　オレンジ　自給率：金額 散布図

図17　メロン　自給率：金額 散布図

から判断して、生産地ではごく安直に食べられ
ているものと想像される。
　なお、メロン自給率と数量との散布図（図
17）のドットは上から北海道、次が秋田、青森
に該当し、いずれもメロンの主要産地である。

３－６．油脂・調味料
（1） 食用油とマーガリン
　油脂類全体では、自給率上昇と伴に、金額、
数量ともに増加する方向にあるのに対してマー
ガリンのみが例外的に図 18 に示すように減少
している。同じ傾向を示しているジャムととも
にパンの消費と連動している可能性が考えられ
る。



− 133 −

家計調査にみる食消費とカロリー食料自給率との相互関係に基づく日本の食における地域性の解析

図18　マーガリン　自給率：金額 散布図
 

（2） ソース、味噌、醤油
　ソースは自給率に対して金額と数量は負の相
関、価格が無相関であった。味噌の自給率と金
額、数量との相関は有意の正、価格は有意の負
であるのに対して、醤油の自給率と金額、数量、
価格との相関係数値はいずれも有意性が認めら
れなかった。以上のことから醤油は味噌、ソー
スに比べて、普遍的に消費されているのに対し
て、味噌は自給率の高い環境で、ソースは自給
率の低い環境でもって消費が多いことを示して
いる。ソースは都市型であり、同じ伝統的発酵
調味料である醤油と味噌では、醤油の方が味噌
よりも都市型に近づいていると考えられる。

３－７．菓子類
　｢菓子類｣ の自給率と金額との相関係数値は、
低く有意でないものが多いことから、全体とし
て、普遍的に消費されていることがわかる。図
19 に普遍的消費の典型例としてプリンを示す。

３－８．調理食品
　この食群の自給率と金額との相関係数値は、
全 20 項目中の有意なもの６項目すべてが負の
値であり正の値は認められなかった。全体とし
て、都会化に従って ｢調理食品｣ の利用が増え
ていることが明らかである。
都会化の方向で増加する ｢サラダ｣ と自給率と
の関係が弱く普遍的である ｢焼き鳥｣ を例とし
て、図 20、21 に示す。

図19　プリン　自給率：金額 散布図

図20　サラダ　自給率：金額 散布図

図21　焼き鳥　自給率：金額 散布図



− 134 −

人間生活学研究　第4号　2013

３ー９．飲料、酒類
（1） 紅茶とコーヒー
　｢飲料｣ 全体で、自給率と金額との相関係数
値で有意であるのは、紅茶−0.282* とミネラル
ウォーター−0.298 のみであり、その他の緑茶、
コーヒー、ココア、ジュース類、乳飲料などは
全て有意でなかった。
　紅茶は図 22 に示すように、自給率の低下と
ともに金額が増加するので都会型の飲料という
ことができる。一方、緑茶やコーヒーなどは普
遍的な飲料となっている。

（2） 清酒、ウイスキー、焼酎
　酒類全体を表す ｢酒類｣ の自給率と金額との
相関係数は 0.381** であるので自給率上昇とと
もに酒類の消費は多くなっている。
　｢酒類｣ の中で自給率と金額との係数値で有
意なものは、清酒 0.335* とウイスキー 0.423**（図
23）のみである。いずれも正であるので、自給
率の高くなる方向で消費が増えている。焼酎は
有意ではないがウイスキーと挙動が類似して自
給率上昇とともに金額と数量が増加し価格が低
下している。共に蒸留酒という類似性が起因し
ているものと考えられる。
　その他の酒類の相関係数値は有意ではないの
で、自給率とは無関係に普遍的に消費されてい
ることを示している。

３ー10．外食
　外食全体を表す ｢外食｣ の自給率と金額の相
関係数は−0.453** である。外食グループ全体
の相関係数値は 17 項目中 13 項目が負で、その
内８項目に有意性が認められる。これらのこと
は都市化の方向と外食化の方向がよく一致して
いることを示している。
　例外的に正の相関係数を示す中華蕎麦（図
24）は、いわゆるラーメンの持つ幅広い人気が
その理由の中に潜んでいるように思われる。
　外食中で最も高い係数値は ｢食事代｣ の−
0.547 であるので、典型例として図 25 に示す。
｢主食的外食｣ ｢一般外食｣ ｢他の主食的外食｣ ｢
和食｣ ｢中華食｣ ｢喫茶代｣ ｢ハンバーガー｣ は、
全て、有意性のある負の相関係数値を示した。

図22　紅茶　自給率：金額 散布図

図23　ウイスキー　自給率：金額 散布図

図24　中華蕎麦　自給率：金額 散布図
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図25　食事代　自給率：金額 散布図

要　約

　47 都道府県別カロリーベース総合食料自給
率（平成 19 年）に対する家計調査（平成 19 年）・
食料品目の支出金額（252 項目）、購入量（141
項目）、価格（141 項目）について相関関係を
算出・解析し、下記のごとき結果を得た。
１）自給率と金額、数量、価格との相関係数は
　+0.797 〜−0.626 と広範囲にわたってい
た。これらの結果から食料各項目と自給率
との関係は、無関係から関連性の高いもの
まで多様である。しかし、相関係数の絶対
値からみると経緯度との関係ほど強くはな
い。

２）自給率と金額、自給率と数量との相関係数
値の正負において、正が負よりも多数であ
ることから、全体として自給率が高くなる
方向、すなわち一次産業がより盛んな環境
にある都市ほど食消費が増える傾向にある
ことが認められた。

　　自給率と価格との場合では逆に負が正より
も多数であることから、都市化が進んだ環
境下では高価になる傾向が認められた。

３）食料各項目を個々に検討すると、自給率と
の関係が顕著にあるもの、特徴的であるも
のがかなり認められた。

　　パン類の消費は自給率減少の方向、すなわ
ち都市化の方向で顕著に増加している。パ
ン類と類似の動向を示すものとしてオレン
ジ、マーガリン、ジャム、紅茶などがあり、
食様式の反映と推定できる。カップ麺はパ
ン類と正反対の動きを示し、米は自給率と
は無関係であった。�

　　生鮮魚介は顕著な傾向は認められなかった
が、塩干物では、塩物は自給率上昇ととも
に消費が増加し、干物は減少する。

　　多種多様の野菜・海藻類では一定の傾向は
確認できなかったが、生鮮野菜類は明らか
に自給率上昇の方向で価格が顕著に低下し
た。

　　りんごとメロンは自給率に対して、産地消
費型、オレンジは都市型ともいえる動きを
示した。

　　伝統の味噌と醤油では、後者の方が都市型
に近づいているものと推定された。

　　調理食品と外食への消費支出は明らかに都
市化の方向で増加している。

４）自給率と金額との相関係数値の正負でもっ
て、その食料が都市型かその反対であるか
を分ける可能性を認めた。今後、さらに生
産額ベースの総合食料自給率による検討も
加えてゆきたい。
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The role of SLC35F5 in the resistance of human colon cancer cells 
against 5 -fluorouracil.
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緒　言

　5- フルオロウラシル（5-fluorouracil，5-FU）
はフッ化ピリミジン系の核酸塩基アナログで
あり、大腸癌を中心とした消化器癌の化学療
法に用いられる代表的な抗悪性腫瘍薬（抗癌
剤）の一つである（図１）。5-FU は 1957 年に
Heidelberger らによって開発され（1）、その後
の多くの臨床研究により、現在でも消化器癌に
対する化学療法において最も重要な薬剤の一つ
として用いられている。
　5-FU はウラシルのピリミジン環 5 位の水
素をフッ素で置換した誘導体であり、ウラシ
ルの代わりに利用されることよって RNAと
DNAの合成を阻害する代謝拮抗薬として作用
する。細胞内に取り込まれた 5-FU は、orotate�
phosphoribosyltransferase（OPRT）によりホ
スホリボシル化されることによって活性代謝
体である 5-fluorouridine�5'-monophosphate�（5-
FUMP）�に変換され、UTP と同様にして生成

した 5-FUTP が UTP の代わりに RNAに取り
込まれることによって RNAの合成が阻害され
る。それとともに、代謝産物である 5-fluoro-2'-
deoxyuridine� 5'-monophosphate（5-FdUMP）
が　dUMP と競合することによってチミジル
酸合成酵素（thymidylate�synthase,�TS）の活
性が阻害され、DNA�の合成が阻害される（図
２）。
　5-FU の細胞内への取り込みに関与する輸
送体については完全には明らかにされていな
い。従来、核酸アナログの抗悪性腫瘍薬の輸送
にはヌクレオシド輸送体が機能するものと考
えられていた。ヌクレオシド輸送体としては、
Na 依存性能動型輸送体である concentrative�
nucleoside�transporter（CNT,�SLC28） フ ァ
ミリーと、Na 非依存性の拡散型輸送体であ
る equilibrative�nucleoside�transporter（ENT,�
SLC29）ファミリーが存在しており、核酸
アナログの抗悪性腫瘍薬の輸送には ENT1
（SLC29A1）と ENT2（SLC29A2）が関与して
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1�新潟県立大学�人間生活学部（Faculty�of�Human�Life�Studies,�University�of�Niigata�Prefecture）2�理化学研究所�
分子イメージング科学研究センター（Research�Center�for�Molecular�Imaging�Science,�RIKEN）3�岡山大学大学院�医
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いる。
　ENT1 はピリミジン系ヌクレオシドアナ
ログの抗悪性腫瘍薬であるゲムシタビン�
（gemcitabine）とシタラビン（cytarabine）の
輸送に関与しており（2）、核酸塩基である 5-FU
の輸送活性は乳癌細胞ではみられない（3）。一方、
膵臓癌ではENT1 の発現状態が 5-FU 耐性と関
連しており、ENT1 を阻害することによって膵
臓癌細胞における 5-FU の感受性が低下するこ

とから（4）、その代謝産物のサルベージ経路と
して機能している可能性が考えられる。ENT2
は 6-mercaptopurine や 6-thioguanine のような
プリン系の核酸塩基アナログ抗悪性腫瘍薬につ
いても輸送活性をもつが、ピリミジン系の核酸
塩基アナログ抗悪性腫瘍薬である 5-FU は輸送
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しない（5）。近年の報告では、5-FU の取り込み
と排泄には有機アニオン輸送体である organic�
anion�transporter�2（OAT2,�SLC27A7）や（6）、
ABC 輸送体である ABCG2（7）（breast�cancer�
resistance�protein�（BCRP）とも呼ばれる）の
ような薬剤排泄輸送体が関与していることが示
されている。
　筆者らはこれまでの研究で、溶質輸送体の一
群である SLC35 ファミリーに属する輸送体に
ついて解析を行い、その機能を明らかにしてき
た（8-10）。SLC35 ファミリーは、核酸結合糖（糖
ヌクレオチド）を基質とする糖ヌクレオチド輸
送体を中心に構成されている輸送体ファミリー
であり、現時点で 7個のサブファミリーに 29
のメンバーが分類されている。Aから Dまで
のサブファミリーには輸送基質の異なる糖ヌク
レオチド輸送体と、硫酸化修飾に用いられる核
酸結合硫酸（活性型硫酸、PAPS）を輸送する
PAPS 輸送体が属している（11）。E 〜 Gグルー
プの機能については全く明らかにされていない
が、Fグループについては植物のプリン塩基輸
送体の近縁であり、�薬剤代謝輸送体に含まれる
ことが示唆されている（12）。筆者らはこの Fグ
ループに属する輸送体に関して遺伝子クローニ
ングを行い、その細胞内局在について昨年報告
した（13）。
　SLC35F グループには５つの遺伝子が属して
いるが、他のメンバーが組織特異的であるのに
対し、SLC35F5 のみが広範に発現している（14）。
この SLC35F5 に関してMatsuyama らは、原
発性大腸癌の肝臓転移において 5-FU の効果が
みられなかった患者に比べ、5-FUが有効であっ
た患者の大腸癌組織でその発現が有意に増加し
ていることを報告している（15）。
　本研究では、この SLC35F5 に焦点を絞り、
SLC35F5 輸送体の発現状態が大腸癌細胞の
5-FU の感受性にどのような影響をもつかを明
らかにすることにより、大腸癌細胞の 5-FU 耐
性獲得機構を解明することを目的として研究を
行った。

方　法
１. SLC35F5発現プラスミドの構築と、過剰
発現細胞の作成

培養細胞で SLC35F5 遺伝子を発現させるた
めの遺伝子クローニングと発現プラスミドの
構築に関しては以前報告した（13）。HEK293 細
胞由来の cDNA から PCR によって取得した
SLC35F5 遺伝子を哺乳類発現用ベクターであ
る pCDNA3.1（+）ベクターに組みこみ、N端
あるいは C端に HAタグが付加されるように
発現プラスミドを構築した。
SLC35F5 遺伝子を安定高発現している細胞
は、大腸癌由来細胞である DLD-1 細胞に
Lipofectamine�2000（Invitrogen 社）を利用し
たリポフェクションによって発現コンストラク
トを導入し、細胞を 600�μ g/ml の geneticin
（G418,�Sigma-Aldrich 社）を含む培地で培養し、
neomycin 耐性をもつ細胞クローンを単離する
ことによって作成した。

２. 5-FU耐性DLD-1細胞の作成
　5-FU 耐性 DLD-1 細胞は、段階的に異なる
濃度の 5-FU で培養することにより作成した。
5-FUは dimethyl�sulfoxide（DMSO,�和光純薬）
に 1�Mの濃度で溶解し、適宜希釈することに
より培地中に DMSO が最終的に 0.1%�になる
ように添加した。DLD-1 細胞は RPMI1640 培
地にウシ胎児血清を 10％添加した培地を用い
て培養し、4日に一度継代培養した。継代毎に0,�
10,�20,�50,�100,�200,�500,�1000�µMとなるように
5-FU の濃度を増加させ、5-FU 耐性細胞を作成
した。30 日後にそれぞれの 5-FU濃度の細胞を
ストックするとともに、Trizol（Invitrogen 社）
を用いてRNAを抽出し、realtime�PCR による
発現解析のサンプルとした。

３. Realtime PCRによる遺伝子発現測定
　SLC35F5 遺伝子の発現状態は、SYBR 法に
よる realtime�PCR を用いて解析した。増幅に
利用した配列プライマーは SLC35F5 の配列
（GeneBank�accession�No.�NM_�025181.2）をも
とに primer3（http://primer3.sourceforge.net）
を用いて設計し、exon� junction を含む 195 塩
基対の配列を増幅部位とする上流および下流プ
ライマー 5'-GTAAACCTGGCAGGGTCTGA-3'
お よ び 5'-GAAACCTGGCCATAAGAGCA-3'
を 使 用した。また、発現補正用のコン
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ト ロ ー ル 遺 伝 子 と し て β -actin 遺 伝 子
（GeneBank� accession� No.� NM_001101.3）
を 用 い、142 塩 基 対 を 増 幅 部 位 と す る
5'-ACATCTGCTGGAAGGTGGACAG-3' お よ
び 5'-ATTGCCGACAGGATGCAGAA-3' の プ
ライマーを使用した。それぞれのプライマーの
特異性は、PCR によって単一増幅産物が得ら
れるかどうかにより確認した。
　細胞より抽出した RNAは、SuperScript�III�
First-Strand�Synthesis�SuperMix（Invitrogen
社）を用いた逆転写反応によって cDNAを合
成した。それぞれの cDNAに含まれる目的遺
伝子産物の量を SYBR�premix�Ex�taq�II�（タカ
ラバイオ社）�と Pikoreal�realtime�PCR�system
（Thermo�Scientific 社）を用いて測定した。増
幅サイクルは、90℃ 30 秒の熱変性のあと、（95℃
5 秒→ 60℃ 30 秒）の 40 サイクル反応で行い、
その後 60℃から 95℃の融解曲線測定により反
応産物の特異性を解析した。

４. DLD-1細胞の5-FU感受性測定
　DLD-1 細胞を 96-well�plate に 2x103/well の
細胞密度で播種し、種々の濃度の 5-FU を含む
培地で培養し、4�日後までWST-8アッセイ（Cell�
counting�kit-8,�Dojindo）によって経日的に生
細胞数を測定することにより、細胞の 5-FU に
対する感受性を測定した。また、SLC35F5 遺
伝子を安定高発現している細胞に関しても同様
にして、それぞれの濃度の 5-FU に対する感受
性を測定した。5-FU による 50%生育阻害濃度
（IC50）は、Image�J プログラムのCurve�Fitter
を用いた 4係数ロジスティック曲線から計算し
た。

５. RNAiによるSLC35F5遺伝子発現抑制
　SLC35F5 遺伝子の発現抑制は、RNA 干渉
（RNAi）により行った。SLC35F5 をターゲッ
トとする siRNA は、Invitrogen の BLOCK-iT�
RNAi�Express によりデザインされた 3種類の
validated�Stealth�siRNAを用いた（HSS129532,�
HSS129533,�HSS188411）。�SLC35F5� に 対
するそれぞれの siRNA あるいはコントロー
ル siRNA（Stealth�RNAi� negative� control,�
medium�GC）を Lipofectamine�2000 を用いて

100 μM�の濃度でDLD-1 細胞に導入し、翌日
96-well�plate に 2x103/well の細胞密度で播種
し、種々の濃度の 5-FU を含む培地で培養し、
6�日後まで生細胞数を測定した。また、5-FU
短期間処理の影響をみるために、同様にして
siRNAを導入した細胞を通常の培地で培養し、
導入 4日後に�種々の濃度の 5-FUで 2時間処理
した後、通常の培地に交換して 10 日後まで生
細胞数を測定した。

結　果
１. DLD-1細胞の5-FU感受性と5-FU耐性細
胞における SLC35F5遺伝子の発現
　大腸癌細胞の 5-FU に対する感受性は、大腸
癌由来細胞株であるDLD-1 を用いて検討した。
DLD-1 細胞を異なる濃度の 5-FU で処理した場
合における細胞増殖量を図３に示した。DLD-1
細胞は 0.5�µM 以上の濃度で 5-FU に対する感
受性を示し、濃度依存的に細胞増殖が低下した
（図３）。なお、100�µMを超える濃度では細胞
増殖は停止し、その後ほとんどの細胞が死滅し
た。
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　DLD-1 細胞は長期間 5-FU で処理すること
により 5-FU に対する耐性を獲得することが知
られている。従って、段階的に 5-FU の濃度を
変化させることによって 5-FU 耐性 DLD-1 細
胞を作成し、耐性細胞における SLC53F5 遺伝
子の発現状態を測定した結果を図４に示した。
SLC53F5 遺伝子の発現量は 5-FUの濃度が増加
するに従って低下し、100�µM 以上の 5-FU の
存在下でも生存した細胞における SLC53F5 の
発現量は、いずれもコントロール細胞（5-FU�
を含まない培地で培養した細胞）の 20％以下
に低下していた。このことから、SLC53F5 輸
送体は DLD-1 細胞における 5-FU 感受性と関
連している可能性が示された。

２. SLC35F5過剰発現細胞における5-FU感
受性
　SLC53F5 輸送体が DLD-1 細胞の 5-FU 感
受性に寄与するかどうかを確認するため、
SLC53F5 を過剰発現させたDLD-1 細胞におけ
る 5-FU感受性を検討した。
　過剰発現には pCDNA3.1（+）ベクターを用

い、SLC35F5 遺伝子産物の C末端に HAタグ
を付加させたコンストラクトをDLD-1�細胞に
発現させ、ジェネティシン（G418）でセレクショ
ンを行うことにより安定発現細胞を作成した。
ただし、HAタグに対する細胞免疫染色では明
確な発現クローンを確認することができなかっ
たため、シングルクローンは用いず生存クロー
ン全体を回収して、pCDNA3.1（+）ベクター
のみを発現させたコントロール細胞（mock）
と比較検討した。
　それぞれの細胞における 5-FU 感受性を図５
に示した。5-FU 感受性は、異なる濃度の 5-FU
の存在下で細胞増殖量を測定し、5-FU を含ま
ない培地で培養した細胞（0�µM�5-FU）に対す
る生存率（％）として表した。コントロール
細胞と SLC35F5 過剰発現細胞とで 5-FU 感受
性に明確な差は認められず、5-FU による 50%
生育阻害濃度（IC50）はそれぞれ 1.8�µMと 2.0�
µMであった。

３. SLC35F5発現抑制細胞における5-FU感
受性
　次に、siRNA を用いた RNAi により DLD-1
における SLC35F5 の遺伝子発現を抑制し、同
様にして 5-FU に対する感受性を測定した。
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SLC35F5 に対する siRNAは 3 種類をデザイン
し、そのうちの 2 種類を用いてコントロール
siRNAで処理した細胞と比較した。
　RNAi による遺伝子発現の抑制は、siRNAで
処理してから４日後に細胞から RNAを回収
し、realtime�PCR で SLC35F5 遺伝子の発現状
態を測定することによって確認した。それぞれ

の細胞における SLC35F5 遺伝子の発現量は、
siRNA-1 で処理した細胞でコントロール細胞の
29％、siRNA-2 で処理した細胞で 8％に低下し
ており、siRNA処理による SLC35F5 遺伝子の
発現抑制が確認された（図６A）。
　SLC35F5 発現抑制細胞における 5-FU 感受
性は、siRNA を導入した翌日から異なる濃度
の 5-FU の存在下で細胞増殖量を測定するこ
とにより、過剰発現系と同様にして測定した。
5-FU に対する感受性は、SLC35F5 発現抑制細
胞においてもコントロール細胞と明確な差は認
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められず、5-FU による IC50 は、コントロール
細胞で 2.0�µM、二つの siRNA�処理細胞でそれ
ぞれ 2.1�µMと 1.9�µMであった（図６B）。
　RNAi による遺伝子発現抑制と実際の遺伝子
産物の減少には若干のタイムラグがあるため、
siRNA導入４日後に siRNA処理細胞を高濃度
の 5-FU で短時間（２時間）処理し、その後通
常の培地にて細胞増殖量を測定することによ
り、遺伝子発現抑制の効果を明確にすることを
試みた。図７に示したように、短時間処理にお
いても 5-FU 感受性の変化は認められず、5-FU
による IC50 はコントロール細胞で 254�µM、
siRNA�処理細胞で246�µMと261�µMであった。
ただし、細胞増殖速度はコントロールの細胞に
比べて SLC35F5 の siRNAで処理した細胞で低
下しており、SLC35F5 遺伝子の発現状態が癌
細胞の増殖に影響する可能性が示された（図７
A）。

考　察
　本研究では、SLC35F5 輸送体の発現状態と
大腸癌細胞の 5-FU 感受性との関係を明らかに
することを目的として行った。5-FU 耐性を獲
得した DLD-1�細胞では SLC35F5 の発現状態
が大きく低下していたことから、SLC35F5 は
大腸癌細胞の 5-FU 耐性獲得と関連している可
能性がある（図４）。事実、原発性大腸癌にお
ける SLC35F5 の発現状態は、5-FUの活性化酵
素であるOPRT の発現状態とともに大腸癌の
肝臓転移に対する 5-FU の有効性の予知因子と
なりうることが報告されている（15）。
　これらの結果を受けて、SLC35F5 を過剰発
現させた DLD-1 細胞を用いて 5-FU に対する
感受性の変化を検討したが、コントロール細胞
とほとんど相違が認められなかった（図５）。
本研究で用いた過剰発現細胞は、C末端にHA
タグを付加した SLC35F5 発現コンストラクト
を安定発現させたものであるが、このコンスト
ラクトは細胞表面に非常に弱い発現しか示さな
い（13）。本研究においても、遺伝子産物の発現
状態は細胞免疫染色で確認したが、発現の高
いシングルクローンを同定することはできな
かった。従って、本研究の結果は単に機能的な

SLC35F5 遺伝子産物を細胞表面に発現させる
ことができなかったためである可能性がある。
N末端にタグを付加した場合でも同様の結果で
あり、一方この発現ベクターで SLC35F グルー
プの他のメンバー遺伝子を発現させた場合では
明確な細胞内発現を示したことから（13）、何ら
かの理由で全長タンパク質が発現しないものと
考えられ、過剰発現系による SLC35F5 の機能
解析には更なる検討が必要である。
　さらに、RNAi によって SLC35F5 の遺伝
子発現を抑制した場合でも、コントロールの
siRNA で処理した細胞に比べて 5-FU に対す
る感受性に変動はみられなかった（図６，７）。
RNAi による発現抑制では目的遺伝子産物の機
能を完全に阻害することができるとは限らな
いが、いずれの siRNAでも導入 4日後の遺伝
子発現が 20%以下に抑えられていることから、
測定時点まで持続的に遺伝子発現が抑制された
ものと考えられる。siRNA 処理細胞について
は、低濃度長時間の影響に加え、高濃度短時間（2
時間）の 5-FU 処理による影響についても検討
したが、いずれの場合でもコントロール細胞と
5-FU 感受性に相違は認められなかった。これ
らの結果から、SLC35F5 は大腸癌細胞の 5-FU
の耐性獲得には直接的な影響を持たず、5-FU
耐性細胞における発現変動は二次的な影響であ
る可能性も考えられる。5-FU の薬剤に対する
耐性獲得には、5-FU の輸送に関与すると考え
られる輸送体群の他にも、5-FU の標的酵素で
あるチミジル酸合成酵素や、5-FU の活性化酵
素であるOPRT、分解酵素であるDPDの発現
変動が報告されている（16-18）。今後、これらの
遺伝子群の発現と SLC35F5 遺伝子発現との相
互作用についても検討が必要であるものと考え
られる。
　緒言で述べたように、SLC35F グループの機
能は明らかにされておらず、輸送基質につい
ても全く不明である。Liu らは、肝臓癌由来細
胞であるHepG2 において C型肝炎ウイルスの
感染によって SLC35F5 の発現が活性化される
ことを報告している（19）。メンバーの一つであ
る SLC35F2 に関しても同様にレトロウイルス
の感染受容体として利用されている可能性が報
告されており、またその発現状態が非小細胞肺
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癌の病理段階と相関していることが報告され
ている（20,21）。5-FU の感受性との関連性は認め
られなかったものの、SLC35F5 の発現抑制細
胞では癌細胞の増殖が低下していたことから、
SLC35F サブファミリーの輸送体の機能は癌の
進展と関連している可能性がある。
　核酸アナログの代謝拮抗薬のうち、今回は
フッ化ピリミジン系の核酸塩基アナログである
5-FU に焦点をあてて検討した。図１に示した
ように、核酸および核酸塩基アナログの代謝拮
抗薬には多くの種類が存在しており、SLC35F5
および他の SLC35F メンバーがこれらの物質
を輸送する可能性は十分考えられる。今後、こ
れらの代謝拮抗薬に対する輸送活性を検討する
ことにより、SLC35F メンバーの輸送体と核酸
アナログ代謝拮抗薬に対する感受性との関係を
明らかにしていきたい。

結　論
　本研究では、機能未知輸送体である
SLC35F5 の発現状態が大腸癌細胞における
5-FU 感受性にどのような影響をもつかを大腸
癌由来細胞株であるDLD-1 細胞を用いて検討
した。5-FU に対する耐性獲得によりDLD-1 細
胞における SLC35F5 遺伝子発現は大きく減少
したが、SLC35F5 の発現状態を変動させても
DLD-1 細胞の 5-FU 感受性に影響はみられな
かったことから、SLC35F5 は大腸癌に対する
5-FU の抗腫瘍機序に関与していない可能性が
示された。
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新潟人間生活学会　会則

第 1 章　総　則
（名　称）
　第 1条� 本会は「新潟人間生活学会」と称する。
（事務局）
　第 2条� 本会は、事務局を新潟県立大学　人間生活学部内に置く。

第 2 章　目的および事業
（目　的）
　第 3条� 本会は、人間生活学に関する学理および応用の研究についての発表および情報の提供等

を行うことにより、人間生活学に関する研究の進歩普及を図り、もって学術の発展に寄
与することを目的とする。

（事　業）
第 4条　　本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
� ⑴　機関紙および出版物の刊行
� ⑵　学術集会などの開催
� ⑶　その他本会の目的達成のために必要な事業

第 3 章　会　員
（会　員）
　第 5条� 本会の会員は次の通りとする。
� ⑴　個人会員　　本会の目的に賛同して入会した個人
� ⑵　学生会員　　本会の目的に賛同して入会した学生
（入　会）
　第 6条� 本会の会員になろうとするものは、当該年度の会費を添えて所定の申込書を学会長に提

出しなければならない。
（会　費）
　第 7条� 本会の年会費は次の通りとする（会計年度は 4月 1日から翌年 3月31日までとする）。
� ⑴　個人会員　 2 ,000円
� ⑵　学生会員　�500�円
（退　会）
　第 8条� 会員が退会しようとするときは、退会届を学会長に提出しなければならない。

第 4 章　役員および会議
（役　員）
　第 9条� 本会には次の役員をおく。
� 学会長　　　　　　　 1名（人間生活学部長）
� 副会長　　　　　　　 2名
� 幹事　　　　　　　　 2名
� 監事　　　　　　　　 2名
　　　　＊顧問（指導助言を必要とした場合、学会長が委嘱）
（役員の選任）
　第10条� 学会長は新潟県立大学人間生活学部長とし、副会長、幹事および監事を学会長が推薦し、

総会で選任する。
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（役員の職務）
　第11条� 学会長は、本会の業務を掌理し、本会を代表する。
　第12条� 役員は、この会則に定める事項を行う他、総会の権限に定められた事項以外の事項を決

議し、執行する。
　第13条� 監事は本会の業務および財産に関して監査する。
（役員の任期）
　第14条� 役員の任期は 2年とし、再任を妨げない。
（編集委員）
　第15条� 本会に、機関誌等の刊行を行う編集委員をおく。
　 2　編集委員は役員会の議を経て学会長が指名する。　　　　　　
（会　議）
　第16条� 本会は、総会、役員会および編集員会を開催する。
（総　会）
　第17条　　総会は学会長が招集する。
� ⑴　総会は、個人会員をもって構成する。
� ⑵　総会の議長は、その総会に出席した個人会員の中から選出する。
� ⑶　総会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決する

ところによる。
　第18条� 総会は以下の事項について議決する。
� ⑴　会則の変更
� ⑵　事業計画および収支予算並びにその変更
� ⑶　事業報告および収支決算
� ⑷　役員の選任（会長、副会長、幹事、監事）
� ⑸　会費の額
� ⑹その他運営に関する重要事項
（役員会）
　第19条� 役員会は学会長が招集する。
� ⑴　役員会の議長は学会長とする。
� ⑵　役員会は、役員の 3分の 2以上の出席がなければ議決することはできない。
� ⑶　役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決す

るところによる。
（編集委員会）
　第20条� 編集委員会は委員長が召集する。
� ⑴　編集委員会の委員長は役員会の議を経て学会長が指名する。
� ⑵　編集委員会は、委員の 3分の 2以上の出席がなければ議決することはできない。
� ⑶　編集委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の

決するところによる。
（顧問）
　第21条� 本会には顧問をおくことができる。
　 2　顧問は役員会の議を経て学会長が推薦し、総会で選任する。

附　則
　この会則は、平成21年11月から施行する。
　この会則は、平成22年 1 月から改定施行する。
　この会則は、平成23年 5 月から改定施行する。
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人間生活学研究　投稿要領

Ⅰ.発　　　行
1 ．本誌は新潟人間生活学会の学会誌であって、原則として年一回発行する。
2．本誌は未発表の研究論文を掲載する。（ただし、口頭発表、プリントの場合はこの限りではない。）
3．�投稿者は原則として新潟人間生活学会の会員とする。ただし、編集委員会において承認された
ものを加えることができる。

Ⅱ.執　　　筆
1 ．�原稿には所定の表紙を付し、表題、著者名、所属学科、本文枚数、表及び図の枚数、別刷り希
望枚数を付記する。

2．原稿の体裁
　⑴　投稿一編は刷り上がり頁数にして10頁程度とする。
　⑵　�投稿原稿の書式は原則としてA 4版縦型横書きとし、 1行21文字×44行× 2段=1848字で作

成する。投稿の際は、 3部印刷し投稿する。
　　　なお、CD-Rについては査読後原稿修正したデーターを保存し提出する。
　⑶　�英文原稿は、A 4版にダブルスペース（ 1行65ストローク×25行）で20頁以内におさまるよ

うに作成する。
　⑷　�図（楽譜、地図などを含む）は縮尺を指定し、図中の文字・記号などの大きさに注意すること。
　⑸　�図や表の挿入箇所は原稿の右横の欄外に赤書きすること、ただし、指定の位置に入らないこ

とがある。
3．原稿の執筆様式、および文献の記載方法については、各所属学会・学会誌等の投稿規定に準ずる。
　　�　ただし、タイトル、サブタイトル等の日本語表記・英文表記等について、新潟人間生活学会
誌として様式の統一性のあるものは、人間生活学研究 3号を参考にすること。

4．原稿の締め切り日は厳守する。

Ⅲ.編　　　集
　投稿原稿は、この投稿要領Ⅱに従って体裁が整っており、ただちに印刷できる状態にある場合に
受理する。原稿の掲載採否は、査読の結果等に基づき編集員会の合議によって決定する。（査読の
結果の通知、内容等の変更を求めることがある。その際、査読者より修正の指摘を受けた場合、ど
のように修正したのか回答文と共に修正した原稿とCD-Rを再度提出すること。）

Ⅳ.校　　　正
　校正は筆者の責任において初校、再校を原則とする。なお、校正は原則として印刷の誤りによる
語句の訂正にとどめ、原稿の大幅な加筆・修正は認めない。

Ⅴ.　著作権の譲渡
　原稿を投稿する際に、所定の著作権譲渡誓約書などを提出する。

附則
　本規程は平成21年11月から施行する。
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本学会における著作権の取り扱いについて

　本学会では論文等の学会誌への掲載にあたり、全著者に対して著作権の委譲を求めています。
その理由は大きく下記の 4点に集約されます。

1）学会誌への掲載やオンライン公開にあたって、内容の変更を伴わないレイアウト等の修正が必
要となった場合に、著者へ確認を求める手続きを省く。

2）新潟県地域共同リポジトリや種々の検索サービス等において論文が公開される場合に、著者へ
の確認なしに学会で公開の可否を判断できるようにする。

3）本誌や他誌のレビュー論文等において図表の引用が求められた場合に、学会において判断を行
えるようにする。

4）その他、現在想定していない目的のために著作権の行使が必要となった場合に、学会での対応
を可能にする。

　本学会では本誌掲載論文が広く公開されて活用されることを望んでいます。委譲された著作権
はその目的のために使用されるものであり、下記のような行為を制限する物ではありません。

・印刷された論文の複写物やリポジトリ等で公開された電子ファイルを、非営利的な研究紹介のた
めに配付する。

・著者が所属機関のリポジトリ等で公開する。

・著者が研究報告書等に論文の全体または一部を引用する（引用先における二重投稿の規定に抵触
しない場合に限る）。

　本学会が保持する著作権は学会誌やリポジトリにおいて学会が公開する著作物についてのみで
あり、著作の基となったデータについては全ての権利が著者に保持されます。よって、本誌に掲
載された集計結果を異なる形で著者が作図・作表して公表することについては、公表先の二重投
稿規定に反しない限り、これを妨げるものではありません。

　以上のような事情をご勘案いただき、投稿においては著作権を学会に委譲していただきたく、
著者諸氏のご配慮をお願いいたします。また、本学会では本誌の掲載論文を積極的に公開してま
いりたいと考えており、著者諸氏におかれましても、掲載論文の積極的なご活用をお願いいたし
ます。
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投稿論文の査読に関する内規

　本内規は、「人間生活学研究」投稿要領に基づいて、投稿された研究論文の原稿の査読に関する
審査内規として定める。

第 1条　�編集委員会は、新潟人間生活学会員と外部の人間生活学研究に携わる者の中から投稿論文
を審査するにふさわしい者を複数名選出する。

第 2条　編集委員長は、投稿論文の審査にあたり審査者として推薦された者に、審査依頼する。
第 3条　各論文は審査者により審査される。
第 4条　審査の基準は、次の 3段階に評価される。
　　　　「採択」
　　　　「条件付き採択」
　　　　「不採択」
第 5条　�審査者は、上記の評価とともに、審査論文の不備・指摘点を記述し、期日内に編集委員会

に提出する。
第 6条　�編集委員会は、審査結果をふまえ論文の掲載を決定する。なお、条件付き採択と評価され

た論文は、投稿者に審査者の指摘点が記述された審査用紙を配布し、投稿者は期日までに
修正し再度提出する。その際、指摘点をどのように修正したか各指摘に対する対応の一覧
を作成し、論文とともに提出する。

第 7条　編集委員長は、対応の一覧を添付し修正論文の再審査を審査者に依頼をする。
第 8条　編集委員会は、再審査の結果をふまえ、掲載を決定する。

付則　 1 .審査規定の改定は、編集委員会の議を経て新潟人間生活学会総会において決議される。
　　　 2 .本規定は2013年 1 月15日より実施する。
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編集委員会からのお詫びと訂正

以下の論文の著者に、第二著者として次の者を加える。

号 論　文　題　名 第二著者名

第 1号 農村地域における成人の血清脂質、血圧、体格指数に関する疫学的
研究

宗田泰子
（�Yasuko�SOUDA�）

第 1号 肝機能検査値と生活習慣病の危険因子に関する疫学的研究 治田麻理子
（�Mariko�HATTA）

第２号 学童の血清脂質値と食事・運動習慣に関する疫学的研究 高橋絢子
（�Ayako�TAKAHASHI）

第２号 学童の体格指数と食事習慣に関する疫学的研究 阿部美久
（�Miku�ABE�）

第３号 学童の肥満度 ,�BMI,�体脂肪率と生活習慣 ,�不定愁訴発現に関する疫
学的研究

重住京子
（�Kyoko�SHIGEZUMI�）

第３号 学童における不定愁訴と食習慣、運動習慣に関する疫学的研究 長谷川真知
（�Machi�HASEGAWA�）
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　編　集　委　員（五十音順）

　荒 　 井 　 冨 佐 子

　大 　 桃 　 伸 　 一

　斎 　 藤 　 　 　 裕

　島 　 崎 　 敬 　 子

　田 　 邊 　 直 　 仁

　田 　 村 　 朝 　 子

○戸 　 澗 　 幸 　 夫

（○印は編集委員長）

　『人間生活学研究』第 4号をお届けします。本号は、昨年より 1編多い15編
の論文を掲載することができました。ご投稿いただいた会員及び査読をお願い
した方々に感謝申し上げます。また、昨年12月 8 日(土)、新潟県立大学におい
て開催されました第 3回新潟人間生活学会の大会要旨を掲載いたしました。編
集委員会も発足して 4年目、さらなる厳正な査読をすべきとの意見も頂戴し、
昨年以上に査読者にご負担をおかけしましたが、質の向上に多少でも繋がるも
のと考えています。今後も学会員は勿論、広く各位のご叱正・ご高評を頂戴し
ながらよりよいものにしていきたいです。学会誌の発行にご理解とご支援を賜
りました皆様に心より御礼申し上げます。
� （戸澗幸夫）

編 集 後 記
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